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資料１ 過去の主な災害一覧表（震災、風水害）  

 

１．市原市における過去の主な震災 
年号 

（西暦） 
災害種別 災  害  概  要 

大正１２年 

（１９２３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震・津波 

（ 関 東 大 震

災） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１日、午前１１時５８分関東大地震起こる。震

源は、神奈川県平塚郊外金目付近の地下約３０㎞

と推定される。（マグニチュード７．９） 

被害区域は、東京・神奈川・千葉・埼玉・静岡・山

梨・茨城の１府６県にわたり、地震により東京・横

浜は未曾有の大火となり地震による被害よりも火

災による被害が大きい。また、房総部より市川に及

ぶ地域及び三浦半島を中心として地盤が隆起し、

これに反し、東京及び伊豆大島は沈下した。この地

震による死者・行方不明者１４２，８０７名、家屋

全壊１２８，２６６棟、焼失４４７，１２８棟に上

る。 

市原郡においては、死傷者８８名、家屋全壊２，４

７７棟の被害に及んだ。 

昭和６２年 

（１９８７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 

（ 千 葉 県 東

方沖地震） 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１７日、午前１１時０８分ごろ千葉県東方

沖（北緯３５度２１分、東経１４０度２９分、一宮

沖２０㎞、震源の深さ５８㎞）でマグニチュード

６．７の地震が発生し、県内では銚子・千葉・勝浦

で震度５の強震、（震度６・市原市消防局観測）館

山で震度４の中震を観測した。この地震により、家

屋の全壊１０棟、半壊４棟、屋根瓦の損壊約１１，

０００棟に及ぶ被害を受けた。また、ブロック塀の

倒壊による死亡１名、重傷者１名、その他水道管の

亀裂、道路の亀裂等市民生活に甚大な影響を与え

た。 

平成１７年 

（２００５） 

地震 

（ 千 葉 県 北

西部） 

７月２３日１６時３５分、北緯３５．５度、東経１

４０．２度、マグニチュード５．７の地震が発生し、

震度５弱（市川市・船橋市・木更津市・浦安市）震

度４（市原市他）を観測した。市内の被害は特にな

し。 

平成２３年 

（２０１１） 

 

 

地震 

（ 東 北 地 方

太 平 洋 沖 地

震） 

３月１１日１４時４６分、三陸沖（北緯３８．１度、

東経１４２．９度）を震源地とするマグニチュード

９．０の地震が発生し、最大震度は宮城県栗原市で

震度７を記録し、本市では震度５弱を観測した。 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

平成２３年 

（２０１１） 

この地震により、家屋の半壊１棟、一部損壊１６１

棟の被害を受けた。また、臨海部での液化石油ガス

タンクの火災爆発により、重傷者１名、軽症者４名

の人的被害を受け、一時は１，０００名を超える住

民が避難した。 
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２．市原市における過去の主な風水害 

年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

明治３年 

（１８７０） 

暴風雨 

 

７月暴風雨にて潮水漲り、姉崎浦塩浜の堤防こと

ごとく破損す。 

明治４年 

（１８７１） 

 

暴風雨・高潮  

 

 

７月２２日、（９月６日）暁より、暴風雨にて、市

原郡岩崎新田海外の堤防２０間余崩壊し、海水漲

溢して田圃を浸す。 

明治１３年 

（１８８０） 

暴風・高潮 

 

１０月３日、暴風のため海嘯を起こし、八幡町にお

いて家屋の破損流失するもの多し、４名溺死。 

明治３３年 

（１９００） 

 

 

降灰 

 

 

 

１月２２日６時３０分の浅間山の噴火に伴い、吹

き上げられた噴煙は北北西の気流にのせられ、降

灰は千葉郡の大部分と市原郡・山武郡・長生郡の約

半分をおおい、８時３０分頃より始まり３０分な

いし４時間続いた。 

明治３４年 

（１９０１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

雷雨・降雹・

龍巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県下に発生。埼玉県・東京府を通って、千葉県

に侵入した雷雨は各地で落雷、降雹、龍巻による被

害を起こした。 

千葉・八幡から茂原・大多喜に至る、幅３里・長さ

10里の間１５時頃より雹が降って被害が甚だしか

った。 

市原郡字平田から村上・柳原・引田・権現堂・佐是

付近までの各地区に１５時５０分から１７時頃ま

で龍巻が起こり、圧死１、重傷１、家屋全潰９、半

潰２及び落雷による感電死１を生じた。また、この

龍巻に降雹も加わり、農作物の被害も多かった。 

明治３５年 

（１９０２） 

 

 

 

 

龍巻 

 

 

 

 

 

１月８日、早朝、静岡県沼津南方に発生し、雨・雪・

雹を降らせながら東進した小低気圧に付随して、

５時３０分頃神奈川県久里浜西方に龍巻が起こっ

た。この龍巻は本県に侵入し、君津郡富田・市場・

久留里及び市原郡古敷谷の各地区において強烈を

極め、死者１、家屋倒壊２、大破４、小破７０余の

被害を出した。 

明治３６年 

（１９０３） 

 

雷雨・降雹 

 

 

５月２６日、関東地方北部より本県に侵入した雹

雨に伴い、八幡では落雷による死傷者を出し、木更

津では２寸に達する降雹があった。 

大正５年 

（１９１６） 

 

暴風雨 

（台風） 

 

７月２６日～３０日、２９日朝房総南部に上陸し、

能登半島より日本海に入った台風がある。この台

風接近前の２６日朝より暴風雨となり３０日夜ま
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

  で続く。２９日の降水量特に多く鶴舞では２８０

㎜を観測する。 

大正６年 

（１９１７） 

 

 

 

風雨－高潮 

（台風） 

 

 

 

９月３０日～１０月１日、３０日夜半駿河湾へ上

陸し１０月１日３時浦和付近を経て奥羽東部を北

上、北海道中部を縦断してオホーツク海に入った

台風がある。９月３０日夜半より暴風雨となり１

日正午まで続き、浦安より五井に至る沿岸一帯は、

未曾有の高潮に襲われた。 

大正１３年 

（１９２４） 

旱害 

 

６月末より８月初めまで雨少なく旱害となる。被

害は甚だしく市原郡で植付不能反別は１２４町歩

に上る。 

大正１４年 

（１９２５） 

 

 

大雨 

（台風） 

 

 

８月１６から１７日、四国はるか沖合において１

週間にわたり低回し、１７日朝和歌山付近を経て、

日本海を北上し、沿海州に去った台風がある。この

ため本県では１３日から１７日まで大雨となり、

養老川堤防決壊す。 

昭和７年 

（１９３２） 

 

 

暴風雨 

（台風） 

 

 

九州南方海上より北東に進み、１４日夜半より１

５日早朝にかけ房総沿岸をかすめて三陸沖に去っ

た台風がある。市原郡は、死傷３名をはじめ家屋、

道路等の被害は甚大であった。 

昭和２７年 

（１９５２） 

 

 

 

 

大雪 

（前線） 

 

 

 

 

２月１８日～１９日、１７日夕刻日本海沿岸にあ

った寒冷前線が南下して、夜半より雪に変わり、１

９日夕刻まで続いた。 

最深積雪は、内陸部において３０～４０㎝に達し

た。 

千葉～木更津線にブルドーザーが出動し、鶴舞付

近では積雪４０㎝に及び交通が途絶した。 

昭和３６年 

（１９６１） 

 

水害 

(梅雨前線雨） 

６月２４日、四国及び紀南に始まった梅雨前線の

ため、２３日に降り出した雨は２９日まで続き、養

老川の氾濫により流域に水害を起こした。 

昭和３９年 

（１９６４） 

 

暴風雨 

( 台 風 ２ ０

号) 

 

 

マリアナ方面より北西に進み屋久島付近におい

て、北東に転向した台風２０号は、２４日夕刻より

２５日早朝にかけて九州南部から三陸沖に去っ

た。このため本県では、２５日朝より夕刻まで暴風

となり、雨より暴風による被害が多かった。 

昭和４１年 

（１９６６） 

低気圧・龍巻  

 

１月３日、午後九州南西海上に発生し、４日１２時

から１５時にかけて、房総半島を縦断して三陸沖
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸から北海道東方海上に去った。 

この為４日午前より、県内各地に雷雨が起こり一

部では雹も降ったが１２時４８分ころ市原郡加茂

村久保の山間部に龍巻が発生し、１３時１０分こ

ろ南総町真ケ谷部落に達して消滅した。通過経路

は幅３０から１００ｍ、延長約６㎞に及び大きな

被害を生じた。 

昭和４５年 

（１９７０） 

 

 

 

 

 

 

 

集中豪雨 

（ 昭 和 ４ ５

年 ７ 月 １ 日

関 東 地 方 南

部の大雨） 

 

 

 

 

７月１日、未明から房総半島を襲った局地的な集

中豪雨は、大きな人的、物的被害をもたらした。 

白鳥小学校の雨量観測によると総雨量は１日の０

時から１６時３０分までの間３２４㎜、最大雨量

１０時から１１時までの１時間で９６．４㎜にも

達した。 

被害は養老川の氾濫、がけ崩れ等により、死者４

名、行方不明１名、重軽傷者は１０名、田畑の流出、

埋没家屋の全半壊２０棟など、加茂・南総をはじめ

大きな被害を生じた。 

昭和４６年 

（１９７１） 

 

台風２３号 

 

 

８月３１日、死者１名、床下浸水８戸、水田流失３

ｈａ、水田冠水１，３１０ｈａ、果樹被害６２ｈａ、

飼料畑被害２０ｈａ、道路決壊１９箇所 

 

 

 

 

秋 雨 前 線 及

び 台 風 ２ ５

号 

 

 

９月７～９日、半壊１戸、一部破損３戸、床上浸水

１１戸、床下浸水２７４戸、水田流失１０９ｈａ、

水田冠水２８３．５ｈａ、道路決壊１０５箇所、橋

梁被害８箇所、河川決壊８箇所、がけ崩れ７箇所  

昭和４７年 

（１９７２） 

 

 

 

 

 

 

大 雨 及 び 台

風２０号 

 

 

 

大雨 

 

 

９月１５～１６日、床上浸水３戸、床下浸水１２４

戸、非住家公共建物被害２戸、道路決壊１９箇所、

橋梁被害１箇所、河川決壊１箇所、がけ崩れ６箇

所、公共下水道調整池決壊１箇所、水田流失０．１

２ｈａ、畑冠水７９．４ｈａ 

１２月２３～２４日、床上浸水１戸、床下浸水３

戸、水田流失２０ｈａ、道路決壊８箇所、橋梁被害

１箇所、河川決壊１箇所、がけ崩れ１箇所 

昭和４８年 

（１９７３） 

大雨 

 

１０月２８日、床下浸水２４戸、道路決壊８箇所、

河川決壊７箇所、がけ崩れ２箇所、鉄道不通１箇所  

昭和４９年 

（１９７４） 

台 風 ８ 号 及

び 低 気 圧 に

７月８日、軽傷１名、家屋半壊１戸、床上浸水６戸、

床下浸水１２４戸、水田冠水１４８．５ｈａ、文教
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

 よる大雨 

 

施設被害９箇所、道路決壊４１箇所、河川決壊１０

箇所、がけ崩れ２０箇所 

昭和５０年 

（１９７５） 

 

梅 雨 前 線 に

よる大雨 

台風６号 

台風１３号 

７月４日、床下浸水４１戸、道路決壊１５箇所  

 

８月２３日、床下浸水３戸 

１０月５日、床上浸水５戸、床下浸水２４戸、文教

施設被害３箇所、水道施設被害２箇所 

昭和５１年 

（１９７６） 

 

大雨 

梅雨前線によ

る大雨 

大雨 

６月１６日、床下浸水１戸 

７月１１日、道路決壊２箇所、河川決壊２箇所  

 

１０月２０日、床下浸水１戸、道路決壊４箇所、道

路決壊３３箇所、河川決壊１箇所  

昭和５２年 

（１９７７） 

 

 

 

大雨 

大 雨 及 び 龍

巻 

 

 

 

７月７日、床下浸水１９戸 

８月１８～１９日、住家一部破損１１戸、床上浸水

３戸、床下浸水６１戸、鉄道不通牛久～養老渓谷

間、農林業被害８１箇所、稲冠水及び倒伏４３５ｈ

ａ、道路決壊８７箇所、がけ崩れ２３箇所、文教施

設被害６箇所、通信回線被害２３８回線 

昭和５２年 

（１９７７） 

台風１１号 

 

大雨 

９月１９日、稲冠水０．５ｈａ、道路決壊６１箇所、

水道施設被害１箇所 

１１月２７日、床下浸水１０戸 

昭和５３年 

（１９７８） 

林野火災 

梅雨前線によ

る大雨 

２月２３日、焼失面積３１．７ｈａ  

６月２３日、道路決壊６箇所、河川決壊１箇所  

昭和５４年 

（１９７９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強風 

 

 

大雨 

 

 

 

 

大雨 

 

台風１８号 

 

 

３月３０日、家屋一部破損６戸、公共建物被害９

戸、その他１戸、文教施設被害３４箇所、通信施設

被害１１回線 

４月８日、床上浸水４戸、床下浸水５５戸、住家一

部破損２戸、道路決壊４５箇所、水道施設被害１箇

所、下水道施設被害１箇所、農林業被害１４箇所、

保育所被害６箇所、文教施設被害６箇所、市民病院

宿舎被害１箇所 

７月２７日、死者１名、床下浸水１戸、道路決壊６

箇所 

１０月７日、住家一部破損９戸、床下浸水４６戸、

公共建物被害１戸、道路決壊３５箇所、河川決壊２

箇所、がけ崩れ１箇所 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

台風２０号 

 

 

 

 

大雨 

１０月１９日、軽傷２名、家屋全壊１戸、家屋半壊

７戸、家屋一部破損９戸、床上浸水５８戸、床下浸

水４６３戸、非住家公共建物１１戸、その他８戸、

文教施設被害１８戸、道路決壊９０箇所、河川決壊

４箇所 

１１月２８日、床下浸水４戸、道路決壊９箇所  

昭和５５年 

（１９８０） 

 

 

 

大雨 

大雨 

 

大雨 

 

４月１４日、床下浸水１７戸、がけ崩れ２箇所 

８月３日、水田流失０．０３ｈａ、道路決壊２９箇

所、がけ崩れ１箇所 

９月８日、家屋一部破損３戸、非住家（その他）１

戸、道路決壊７箇所、がけ崩れ９箇所 

昭和５５年 

（１９８０） 

台風１９号 

異常潮位 

１０月１４日、道路決壊３箇所、河川決壊１箇所  

１０月２６日、床下浸水１２戸 

昭和５６年 

（１９８１） 

 

大雨 

台風１５号 

 

４月１９日、道路決壊７箇所  

８月２２～２３日、家屋一部破損１戸、非住家（そ

の他）１戸、道路決壊６箇所、がけ崩れ１箇所 

 

 

 

台風２４号 

 

 

１０月２２～２３日、床下浸水１３戸、道路決壊４

４箇所、河川決壊１９箇所、橋梁破損１箇所、水道

施設被害１箇所、がけ崩れ２箇所 

昭和５７年 

（１９８２） 

 

 

 

 

大雨 

大雨 

台風１０号 

台風１８号 

 

大雨 

４月１５日、下浸水１戸 

７月２６日、床下浸水４戸 

８月１日、住家半壊１戸、住家一部破損３戸  

９月１０日、床下浸水９３戸、床上浸水３３戸、住

家一部破損５戸 

９月１５日、床下浸水１戸 

昭和５８年 

（１９８３） 

 

 

 

 

 

 

雷雨・降雹 

 

大雨 

降雹・突風 

 

 

 

 

 

６月９日、床下浸水４戸、床上浸水６戸、住家破損

１戸 

６月２１日、床下浸水１０戸 

７月２７日、姉崎地区に特に被害が激しく、また五

井地区海保、南総地区の戸田、加茂地区の白鳥地域

で目立った被害が多く、主たる被害は窓ガラスの

破損や雨樋等の欠損、ビニールトタン板の破損・落

下等の被害が多くあった。住家破損２５戸、床下浸

水１２戸、文教施設被害１０箇所、公共建物被害２

棟 

昭和５８年 

（１９８３） 

台風５号 

台風１０号 

８月１６日、道路決壊７箇所、河川決壊１３箇所  

９月２９日、床下浸水１１戸 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

 大雨 １０月１１日、床下浸水４戸 

昭和５９年 

（１９８４） 

大雨 

大雨 

６月２３日、床下浸水５戸 

８月１３日、床下浸水５戸 

昭和６０年 

（１９８５） 

 

大雨 

 

台風６号 

 

 

 

 

 

２月１９日、農業用水路決壊８箇所、道路決壊１箇

所 

６月３０日～７月１日、道路の損壊、がけ崩れ、住

家の損壊、浸水、農作物にも大きな被害を受け人的

被害は軽傷者３名であった。 

住家全壊１戸、住家半壊３戸、一部破損５戸、床上

浸水１７戸、床下浸水１１９戸、農地流失１０箇

所、用排水路の決壊８１箇所  

昭和６１年 

（１９８６） 

 

 

台風１０号 

 

 

 

８月４日、床上浸水１１戸、床下浸水４２戸、水田

冠水１５９ｈａ、道路決壊５５箇所、道路冠水１０

箇所、河川決壊１０箇所、がけ崩れ１６箇所、鉄道

不通１箇所、農地法面崩壊８箇所、用排水路決壊１

０箇所 

昭和６２年 

（１９８７） 

 

強風 

 

大雪 

２月１２日、強風により送電線（６，０００Ｖ）が

切断され停電した。停電世帯７００戸 

３月７～８日、林産被害４．７ｈａ、農林施設３箇

所 

昭和６３年 

（１９８８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雨 

大雨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２２日、がけ崩れ箇所 

８月１０日～１３日、１０から１２日、日本の南海

上は熱帯低気圧を含む大きな低圧場となり、一方

オホーツク海に中心をもつ高気圧が東海上に張り

出し、この高気圧縁辺流と熱帯低気圧に吹き込む

暖湿気流が重なり、関東地方には、南海上から発達

した積乱雲が次々と流れ込んだ。このため１０日

昼頃から断続的に強い雨が降り、軽傷３人、家屋一

部破損２戸、床上浸水８戸、床下浸水３７戸、水田

冠水６５ｈａ、畑冠水０．４ｈａ、そのほか、道路

２００箇所、橋梁２箇所、河川３箇所、がけ崩れ１

２５箇所、鉄道不通１１箇所、水道６戸の被害が発

生した。 

昭和６３年 

（１９８８） 

大雨 

 

９月２５日～２６日、非住家（その他）１戸、その

他の被害がけ崩れ１箇所 

平成元年 

（１９８９） 

梅 雨 前 線 の

南 下 に よ る

７月１０日、その他の被害、用水路１箇所 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

大雨 

平成元年 

（１９８９） 

 

 

 

 

 

 

台 風 １ ２ 号

の 影 響 に よ

る大雨 

 

 

 

 

７月３１日～８月１日、７月３１日、九州の南海上

にほぼ停滞する台風１２号及び父島の南西海上に

ある熱帯低気圧の影響で、関東地方に南から湿っ

た暖かい空気が入り、また、上空には冷たい空気が

入り大気の状態が不安定となり、１日午前３時頃

から時間１０㎜を超える雨が降り始め、夕刻にか

け市内の中小河川は警戒水位を超え、河川の氾濫

による床上浸水やがけ崩れなどが多発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、１，０００人を超える市民が避難施設、

町会の施設等に避難するなど多くの被害が発生し

た。 

住家被害全壊１戸、一部損壊９戸、床上浸水１４４

戸、床下浸水１１８戸、非住家（公共建物１）、そ

の他１、そのほかの被害、田流失・埋没等１，４０

０ｈａ、畑流失・埋没等１箇所、文教施設９箇所、

道路３５７箇所、橋梁５箇所、河川４０箇所、水道

９箇所、がけ崩れ２０２箇所、鉄道不通１箇所、農

道４１４箇所、林道１５０箇所、宅地１７箇所、水

路・溜池２４６箇所、停電１箇所、ブロック塀２箇

所、道路冠水３３箇所の被害が発生した。 

 

 

 

 

 

台風１３号 

 

 

 

 

８月６日、４日１５時、父島の南東にあった、台風

１３号が発達しながら北上し、６日１５時頃、銚子

付近に上陸、さらに北上し、７日には日本海北部に

抜けた、このため避難者１世帯３名、樹木の倒壊１

箇所、宅地冠水１箇所の被害が発生した。 

平成２年 

（１９９０） 

 

 

 

雷雨 

 

台風１９号 

台風２０号 

 

７月２６日、道路１箇所、がけ崩れ１箇所、非住家

その他１ 

９月１９日～２０日、軽傷者１名 

９月３０日、床下浸水１２戸、道路６３箇所、河川

８箇所、がけ崩れ１０箇所  

 

 

 

 

雷雨 

台風２８号 

 

 

突風 

１１月１５日、床上浸水１戸 

１１月３０日、床下浸水１戸、がけ崩れ２箇所、鉄

道不通１箇所、停電６０５戸、水路９箇所、農道４

箇所 

１２月１１日、家屋一部損壊１戸、非住家その他１  

平成３年 台風１５号 ９月８日～９日、床下浸水２２戸、田冠水１２３ｈ
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

（１９９１） 

 

 

 

台風１８号 

ａ道路２９箇所、河川１箇所、農林業施設１７箇所  

９月１９日、道路１箇所、農林業施設４箇所  

平成３年 

（１９９１） 

 

 

秋 雨 前 線 及

び 台 風 ２ １

号 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１１日～１３日、１０月６日から日本の南

岸に秋雨前線が停滞し、また日本の南海上には台

風２１号があり１３日房総半島沖を通過し、東海

上に抜けた。このため、前線の活発化と台風の影響

で１０月６から１５日まで連日降雨となり家屋全

壊１戸、床上浸水２９戸、床下浸水２６戸、非住家

その他１、道路３６箇所、道路冠水・土砂崩落９１

箇所、河川４箇所、文教施設４箇所、がけ崩れ５４

箇所、水道施設４箇所、農林業施設１７５箇所、農

産被害１３，８７７千円 

平成４年 

（１９９２） 

 

大雪 

大雨 

大雨 

２月１日、軽傷者２名 

５月３０日、床下浸水２戸 

１０月９日、道路１箇所 

平成５年 

（１９９３） 

大雨 

台風４号 

７月５日、道路３箇所 

７月２５～２６日、床下浸水３９戸、がけ崩れ２箇

所 

 

 

 

 

台風１１号 

 

 

 

８月２６～２７日、床上浸水１２戸、床下浸水７８

戸田冠水７．４ｈａ、畑冠水１０．４ｈａ、道路１

５箇所、河川２箇所、がけ崩れ４箇所、鉄道不通１

箇所、停電７７０戸 

平成６年 

（１９９４） 

 

大雪 

雷雨 

 

２月１２日～１３日、軽傷者２名 

８月２０日～２１日、床下浸水８２戸、道路被害４

２箇所、公共土木施設被害額７２，９５０千円 

平成７年 

（１９９５） 

 

 

 

強風 

 

 

台風１２号 

 

４月２３日、農林業施設被害８箇所、水道施設被害

１箇所、文教施設被害１３箇所、農産被害額１１，

０００千円 

９月１７日、文教施設被害２２箇所、農産被害額８

６，８０８千円 

平成８年 

（１９９６） 

 

 

 

 

大雨 

 

 

台風１７号 

 

 

７月８日～１０日、床下浸水３４戸、非住家被害

（全壊１戸）、道路被害１１箇所、がけ崩れ８箇所、

農林業施設被害額６０，３２０千円 

９月２１日～２２日、死者１名、軽傷者４名、床上

浸水１４０戸、床下浸水２２８戸、道路被害５箇

所、河川被害２７箇所、がけ崩れ１３箇所、文教施
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

設被害額１６，６７４千円、農林水産業施設被害額

１６０，０００千円、公共土木施設被害額１８９，

５３５千円、その他公共施設被害額１２６，８２４

千円、農業被害額１４９，１８３千円、水産被害額

１５，９７２千円 

平成９年 

（１９９７） 

大雨 

 

８月２３日～２４日、床上浸水１９戸、床下浸水１

５３戸、がけ崩れ２箇所 

平成１０年 

（１９９８） 

台風５号 

 

 

 

 

９月１５日～１６日、重傷者１名（強風により倒れ

た門扉の下敷き）、軽傷者１名（突風で開いた鉄扉

が側頭部に当たり転倒）、床下浸水１１戸、がけ崩

れ１箇所、公共土木施設被害額３，４００千円、農

産被害額７，６９０千円、文教施設被害額３，１９

７千円 

平成１１年 

（１９９９） 

 

大雨 

 

 

４月２４日、土砂崩れ１１箇所、道路被害１３箇

所、公共土木施設被害額１，５００千円、農産被害

額２，５００千円 

 

 

 

 

 

暴風 

 

 

 

 

５月２７日、前線を伴った発達中の低気圧が北陸

地方を北東に進む影響で千葉県北西部では陸上で

２０ｍ以上の強風が吹き被害をもたらした。軽傷

者１名（風に煽られ転倒）、道路被害１２箇所、文

教施設被害２箇所、文教施設被害額３３０千円  

 

 

 

 

大雨 

 

 

 

７月１３日、床下浸水１０戸、がけ崩れ１箇所、道

路被害２１箇所、河川堤防崩落１１箇所、公共土木

施設被害額１１８，６０６千円、その他公共施設被

害額１５，５００千円 

 

 

 

大雨 

 

 

１０月２７日、発達した低気圧の接近による大雨

で光風台クリーンセンターが浸水し被害を受け

た。 

その他公共施設被害額２６，１００千円 

 

 

 

 

暴風雨 

 

 

 

１１月１日低気圧が能登半島沖を東北東に進む影

響で風雨ともに非常に強く被害をもたらした。 

死者１名（工事現場で点検員が突風により崩壊し

た工事資材の下敷きになった）。 

平成１２年 

（２０００） 

 

 

暴風 

 

 

 

６月９日、前線を伴った発達中の低気圧が甲信地

方を東北東に進む影響で南西の風が非常に強く被

害をもたらした。軽傷者１名（塀の上で作業中に突

風に煽られ路上に転落） 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降雹 

 

 

 

台風３号 

 

 

 

 

 

７月３日、１４時３０分頃、有秋地区に降雹があ

り、特に深城地域に被害が激しく、西瓜や里芋など

の農作物に被害を与えた。農産被害額８，１４８千

円 

７月７日～８日、台風３号は銚子市の南約４０㎞

海上を通過し東海上へ抜けたが、関東地方への接

近に伴い被害をもたらした。床上浸水２戸、床下浸

水６１戸、断水２戸、自主避難３世帯、がけ崩れ３

箇所、道路被害１４箇所、公共土木施設被害額４

２，１５０千円、その他公共施設被害額５０，６０

０千円、農産被害額１０６，６９０千円 

平成１３年 

（２００１） 

 

雷雨 

 

 

６月７日、夕刻から大気の状態が不安定になり、千

葉県の広い範囲で雷を伴った強い雨が降り、有秋

地区への落雷により停電が発生、３８０戸が停電 

平成１３年 

（２００１） 

 

 

 

台風１１号 

 

 

 

 

８月２２日、台風は、２１日夜半に紀伊半島に上陸

した台風は時速１５㎞のゆっくりとした速度で北

東へ進み、２２日午後４時前に千葉市に接近。その

後勢力を弱め、速度を速めながら三陸沿岸を通っ

て北海道へ抜けた。停電１５０世帯、道路冠水１箇

所 

 

 

 

 

台風１５号 

 

 

 

９月１１日、台風は、午前９時３０分頃神奈川県鎌

倉市付近に上陸し、速度を速めながら関東地方を

北北東へ進み、三陸沖へ抜けた。床下浸水１戸、道

路冠水２箇所、田冠水１箇所 

 

 

 

大雨 

 

 

１０月１０日、日本海の低気圧に吹き込む南から

の暖かな湿った空気の影響で午後から降雨量が増

加し、被害をもたらした。床下浸水４戸、がけ崩れ

３箇所 

平 成 １ ４ 年

（２００２） 

 

台風６号 

 

７月１１日、台風は、午前０時３０分頃富津市付近

に上陸し、未明にかけて房総半島を通過し、海上へ

抜けた。倒木による停電１５戸、道路被害４箇所。 

西瓜等農産被害額１，６００千円 

台風７号 

 

７月１６日、台風は、午前９時過ぎに伊豆半島南部

に上陸し、１１時前に房総半島南部に再上陸し、銚

子沖海上に抜けた。道路冠水２箇所、高滝変電所の

停止で停電１，０５０世帯 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

台風２１号 

 

１０月１日、台風は、午後８時３０分頃川崎市付近

に上陸し、茨城県西部から東北地方を縦断した。人

的被害（手首骨折）１名、床下浸水３戸、がけ崩れ

１箇所、家屋の損壊（非住宅）５件、道路・住宅の

冠水２１箇所、道路崩壊１５箇所、河川被害５箇

所。 

（被害額１５，０００千円）倒木被害１２４箇所、

電線切断１５箇所、停電５，４７０世帯、農産被害

額３９，７００千円 

平 成 １ ５ 年

（２００３） 

 

大雨 

 

 

８月１５日、床下浸水１戸、がけ崩れ２箇所（自主

避難３世帯）、道路崩壊７箇所、道路冠水１２箇所

（内通行止め３箇所）、小湊鉄道運休（上総牛久～

上総中野間） 

平 成 １ ６ 年

（２００４） 

 

大雨 

 

 

９月４日、宵の内から夜遅くにかけて、秋雨前線と

台風からの湿った空気の影響で関東地方南部に、

雷を伴う激しい雨を観測した。床下浸水９世帯 

平 成 １ ６ 年

（２００４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風２２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月９日、台風は、１６時頃に伊豆半島に上陸

し、横須賀市、千葉市付近を北東に進み、２０時頃

には鹿島灘の海上に進んだ。台風の接近に伴う大

雨により7時頃、養老川が警戒水位を超える。月出

地区の雨量（時間降水量３５mm（８日２３時から９

日０時）、累積降水量２９０mm（８日１４時から９

日１７時）） 

避難勧告２地区（五井中周辺１１５世帯、菊間地区

1世帯）、自主避難（市原小４世帯、京葉小、若宮

小、三和保健福祉センター各１世帯）、床下浸水９

戸、がけ崩れ８箇所、道路崩壊１２箇所、河川被害

１１箇所、道路冠水等による通行止め２３箇所、小

湊鉄道全線運休、停電１２，３００世帯、公共土木

施設被害額１４０，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

台風２３号 

 

 

 

 

 

 

１０月２０日、台風は１３時頃高知県に上陸、１８

時前に大阪市に再上陸した。再上陸後は勢力を弱

めながら２０時頃に岐阜県を通過、その後、甲信か

ら関東地方を東進後、２１日６時頃には銚子沖に

抜けた。 

がけ崩れ１箇所、道路被害４箇所、道路冠水等によ

る通行止め４箇所、小湊鉄道不通（上総牛久～上総
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

中野間）、停電５００世帯 

 

 

 

暴風 

 

 

１２月４日、暴風により人的被害１名（頭部打撲の

軽傷）、住宅一部損壊１棟、倒木（保護樹木２本を

含む）や屋根が飛んだことによる停電２，０００世

帯 

平 成 １ ８ 年

（２００６） 

 

 

低気圧（豪雨） 

 

 

４月１１日、低気圧の停滞により東海地方から関

東南部にかけて集中豪雨となった。市道の法面崩

壊など１５箇所、河川の法面崩落１箇所、がけ崩れ

２箇所、林道の法面崩壊７箇所、通行止め５箇所 

 

 

 

 

秋雨前線（豪

雨） 

 

 

９月２６日、東海沖の秋雨前線上を低気圧が通過

し、市津地区を中心に集中豪雨となった。 

特に道路冠水とマンホール蓋の浮上が集中、道路

排水路決壊１箇所 

 

 

 

 

雷雨（豪雨） 

 

 

 

１０月６日、太平洋沿岸に雷雲が通過し、豪雨とな

った。市道法面の崩壊９箇所、がけ崩れ２箇所、農

業用排水路崩壊７箇所、道路冠水等による通行止

め８路線、自主避難１戸 

 

平 成 １ ８ 年

（２００６） 

 

 

 

低気圧（豪雨） 

 

 

 

１２月２６日、紀伊半島沖の前線に伴う低気圧が

発達し、関東沿岸を通過したため豪雨となった。 

市道崩落等２２箇所、河川崩落３箇所、林道崩落４

箇所、農道決壊７箇所、排水路決壊４箇所、農地１

箇所、床下浸水３戸、がけ崩れ３箇所 

平 成 １ ９ 年

（２００７） 

 

 

台風４号 

 

 

 

７月１５日、２０時頃房総半島に最接近し、東海上

を通過した。床下浸水２戸、ガケ崩れ２箇所、道路

被害２３箇所、河川被害３箇所、農業施設被害１８

件、林道施設被害４箇所、小湊鉄道一部区間（里見

～中野）運行中止 

 台風９号 

 

 

 

 

９月７日、２時前に神奈川県小田原市付近に上陸

し、北北東に進み、７日早朝、埼玉県北部を通過す

る。台風の特徴としては強風が長時間続き、倒木の

被害が多かった。自主避難１名、道路冠水６箇所、

倒木による停電２，２００世帯 

 台風２０号 

 

 

 

１０月２７日、２０時頃北海道の東海上の低気圧

からのびる前線が八丈島の北北西の海上から北東

に進み、銚子の東海上へ進む台風により、前線の活

動が活発化した。冠水２箇所、通行止め２路線、停
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

電５戸 

平 成 ２ ０ 年

（２００８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

低気圧 

 

 

低気圧 

 

 

 

 

大雨 

大雨 

 

２月４日から２月５日、東海上の低気圧による大

雪。市内５ cm～１５ cmの積雪により市道の３路線

が通行止め 

６月２９日、低気圧の活動が活発化し、この降雨の

ため、１７時１５分頃、池和田～鶴舞路線の市道６

２４６号線が、長さ約２０ｍ、幅約５．５ｍに渡り

崩落し、６月２９日から１２月２５日の間、全面通

行止めとなった。 

８月２９日、床下浸水７戸 

９月２２日、床下浸水３戸、落雷によりテレビ・ビ

デオ焼損１戸 

平成２２年 

（２０１０） 

 

 

台風９号 

 

大雨 

大雨 

９月８日、台風により市内各所で９００戸が停電、

床上浸水７戸、床下浸水２１戸 

１０月１０日、土砂災害により一部損壊１戸 

１１月１日、大雨により床下浸水７戸 

平成２３年 

（２０１１） 

台風１５号 

 

９月２０日、台風により市内西部地区の２４００

戸が停電、一部損壊１１戸 

平成２４年 

（２０１２） 

 

低気圧 

大雨 

 

１月２３日、落雷により一部損壊２戸 

８月６日、落雷により負傷者４名 

 

平成２５年 

（２０１３） 

台風１８号 

 

台風２６号 

９月１６日、台風の接近・通過に伴い大荒れの天

候により軽傷者１名、住家の一部損壊４棟 

１０月１５日、非常に激しい雨により床上浸水４

６棟、床下浸水１１２棟 

平成２６年 

（２０１４） 

大雪 

 

台風１８号 

２月８日、大雪により、軽傷者２８名。翌週１４

日も大雪 

１０月５日、台風１８号に伴う大雨や暴風によ

り、がけ崩れ１件、道路冠水７件、停電５，９０

０件 

平成２７年 

（２０１５） 

台風１８号 ９月８日、台風１８号に伴う大雨により、床下浸

水２０棟、がけ崩れ７件、道路被害３９件 

平成２８年 

（２０１６） 

大雨・洪水 ７月１５日、１時間に１００ｍｌを超える大雨に

より、「千葉県記録的短時間大雨情報第１号」が

発表された。また、土砂災害の危険度が高まった

ため、本市と長柄町に「千葉県土砂災害警戒情

報」が発表された。主な被害は、床上浸水８棟、
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

床下浸水２０棟、がけ崩れ１件、道路被害４件 

平成２９年 

（２０１７） 

台風２１号 

 

 

 

台風２２号 

１０月２２日、台風２１号に伴う大雨と暴風によ

り、半壊１棟、がけ崩れ７件、法面崩落１７件、

道路陥没２件、道路冠水５件、通行止め１０路

線、断水被害１７３戸、停電６,０００件 

１０月２９日、台風２２号に伴う大雨により、床

下浸水２棟、法面崩落４件、道路冠水７件、通行

止め４路線、停電９００戸 

令和元年 

（２０１９） 

台風１５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風１９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雨 

９月９日、台風１５号に伴う大雨や暴風により、

重傷者２名、軽傷者１５名、全壊４９棟、大規模

半壊２６棟、半壊１９５棟、一部損壊６，６０１

棟、床上浸水６棟、がけ崩れ３件、河川被害４２

件、道路被害１９６件、法定外施設被害２３３

件、公共施設被害９６件、学校施設被害６３件、

停電６６，８００戸、断水被害１，２１６戸、通

行止め１５０路線、農業被害５３２件（１，６１

５，６４４千円） 

１０月１２日、台風１９号に伴う大雨と突風によ

り、死者１名、重傷者３名、軽傷者１０名、全壊

３２棟、大規模半壊５０棟、半壊１９９棟、一部

損壊３，４６９棟、河川被害１３件、道路被害１

２２件、道路冠水１件、法定外施設被害３３件、

公共施設被害２９施設、学校施設４１施設、停電

２９，９００戸、断水被害２１１戸、通行止め２

３路線、農業被害１０件（４５，６５４千円） 

１０月２５日、死者１名、軽傷者１名、全壊１３

棟、大規模半壊３棟、半壊５２棟、一部損壊９９

棟、床上浸水７３棟、床下浸水１０３棟、がけ崩

れ１４６件、河川被害１００件、道路被害４３３

件、道路冠水９４件、法定外施設被害５２７件、

公共施設被害１４施設、学校施設３６施設、停電

１，６００戸、通行止め１６３路線、農業被害１

９件（７１，５５７千円） 
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年号 
（西暦） 

災害種別 災  害  概  要 

令和３年 

（２０２１） 

台風１０号 

 

大雪 

 

８月８日、台風により道路被害１件（弁天池法面

の崩落）、床下浸水１件（新田川の氾濫） 

１月６日、大雪により人的被害２３名 

（重傷者３名、軽傷者２０名） 

令和４年 

（２０２２） 

台風８号 ８月１３日、台風により住家被害５件（床上浸水

１件、床下浸水４件）、非住家被害１件 

令和５年 

（２０２３） 

台風１３号 ９月８日、台風による大雨により、人的被害２名

（軽症２名）、住家等被害２０件（中規模半壊１

件、半壊３件、準半壊６件、一部損壊１０件）、

床上浸水９件、床下浸水２５件、河川被害６２件

（越水６件、護岸崩落２４件、河積阻害２３件、

その他９件）、道路被害３２３件（冠水等３２

件、土砂崩れ８５件、倒木等１７件、路肩崩落等

１６９件、その他２０件）、農林施設被害（揚水

機施設１７件、農道１１１件、水路１２５件、林

道１２件、治山１件）、農業被害（被災農家数：

１５、被害金額：３０，４３８千円）、通行止め

路線２３路線（２５箇所） 

令和６年３月現在  
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資料２ 急傾斜崩壊危険区域一覧表 

 

番 号 地 区 名 所 在 地 面積（㎡） 告示番号及び指定年月日 

115 辰 巳 台 辰巳台東２丁目 36,842.76 千第 945 号  Ｓ58.11.29 

263 潤 井 戸 潤井戸１８３３ 3,367.04 千第 712 号  Ｈ 2. 8.31 

264 勝 間 の １ 勝間８８５ 15,815.01 千第 712 号  Ｈ 2. 8.31 

265 勝 間 の ２ 勝間８１３ 7,605.82 千第 712 号  Ｈ 2. 8.31 

315 大 厩 大厩８９０ 11,091.55 千第 117 号  Ｈ 6. 2.18 

372 奉 免 奉免１２８６－１ 12,452.60 千第 209 号  Ｈ10. 3.13 

456 奥 野 奥野２７０ 20,136.00 千第 470 号  Ｈ15. 5. 9 

515 片 又 木 片又木３１９ 30,418.08 千第 438 号 Ｈ23. 6. 7 

529 吉 沢 吉沢 17,891.32 千第 707 号 Ｈ26.11.7 
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資料３ 土砂災害警戒区域等一覧表（急傾斜・土石流） 

 

NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

1 H20.6.17 Ⅰ‐0185 米沢 南総 急傾斜地の崩壊 

2 H20.6.17 Ⅰ‐0187 宿 南総 急傾斜地の崩壊 

3 H20.6.17 Ⅰ‐0189 奥野 2 南総 急傾斜地の崩壊 

4 H20.6.17 Ⅰ‐1441 真ｹ谷 6 南総 急傾斜地の崩壊 

5 H20.6.17 Ⅰ‐1442 堀越 5 南総 急傾斜地の崩壊 

6 H20.6.17 Ⅰ‐1443 奥野 9 南総 急傾斜地の崩壊 

7 H21.2.20 Ⅰ‐0179 大桶 三和 急傾斜地の崩壊 

8 H21.2.20 Ⅰ‐1434 土宇 4 三和 急傾斜地の崩壊 

9 H21.2.20 Ⅰ‐1435 川在 7 三和 急傾斜地の崩壊 

10 H21.5.22 Ⅰ‐0194 米原 南総 急傾斜地の崩壊 

11 H21.5.22 Ⅰ‐0195 小草畑 南総 急傾斜地の崩壊 

12 H21.5.22 Ⅰ‐1459 平蔵 4 南総 急傾斜地の崩壊 

13 H21.5.22 Ⅰ‐1468 米原 15 南総 急傾斜地の崩壊 

14 H22.3.9 Ⅰ‐0153 瀬又 市津 急傾斜地の崩壊 

15 H22.3.9 Ⅰ‐1410 山木 8 市原 急傾斜地の崩壊 

16 H22.3.9 Ⅰ‐1411 高田 3 市津 急傾斜地の崩壊 

17 H22.3.9 Ⅰ‐1412 潤井戸 2 市津 急傾斜地の崩壊 

18 H22.3.9 Ⅰ‐1413 犬成 2 市津 急傾斜地の崩壊 

19 H22.3.9 Ⅰ‐1414 犬成 6 市津 急傾斜地の崩壊 

20 H22.3.9 Ⅰ‐1415 金剛地 12 市津 急傾斜地の崩壊 

21 H22.3.9 Ⅰ‐1428 豊成 6 有秋 急傾斜地の崩壊 

22 H22.3.9 Ⅰ‐1429 豊成 8 有秋 急傾斜地の崩壊 

23 H22.3.9 Ⅰ‐1430 立野 1 有秋 急傾斜地の崩壊 

24 H22.3.9 Ⅰ‐1431 立野 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

25 H22.3.23 Ⅰ‐0193 吉沢 加茂 急傾斜地の崩壊 

26 H22.3.23 Ⅰ‐0200 高滝 加茂 急傾斜地の崩壊 

27 H22.3.23 Ⅰ‐1453 山口 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

28 H22.3.23 Ⅰ‐1454 山口 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

29 H22.3.23 Ⅰ‐1455 山口 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

30 H22.3.23 Ⅰ‐1456 養老 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

31 H22.3.23 Ⅰ‐1457 大和田 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

32 H22.3.23 Ⅰ‐1458 本郷 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

33 H22.3.23 Ⅰ‐1460 大戸 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

34 H22.3.23 Ⅰ‐1462 吉沢 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

35 H22.3.23 Ⅰ‐1463 万田野 3 加茂 急傾斜地の崩壊 



 

20 

NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

36 H22.3.23 Ⅰ‐1464 飯給 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

37 H22.3.23 Ⅰ‐1465 徳氏 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

38 H22.3.23 Ⅰ‐1466 徳氏 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

39 H22.3.23 Ⅰ‐1467 古敷谷 22 加茂 急傾斜地の崩壊 

40 H22.3.23 Ⅰ‐1469 田淵 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

41 H22.3.23 Ⅰ‐1473 石塚 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

42 H22.3.23 Ⅰ‐1474 折津 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

43 H22.3.23 Ⅰ‐1475 石神 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

44 H22.10.29 Ⅰ‐0164 姉崎 姉崎 急傾斜地の崩壊 

45 H22.10.29 Ⅰ‐1416 姉崎 8 姉崎 急傾斜地の崩壊 

46 H22.10.29 Ⅰ‐1461 古敷谷 12 加茂 急傾斜地の崩壊 

47 H22.10.29 Ⅱ‐0417 姉崎 9 姉崎 急傾斜地の崩壊 

48 H23.3.11 Ⅱ‐0654 奥野 3 南総 急傾斜地の崩壊 

49 H23.3.11 Ⅱ‐0655 奥野 4 南総 急傾斜地の崩壊 

50 H23.3.11 Ⅱ‐0656 奥野 5 南総 急傾斜地の崩壊 

51 H23.3.11 Ⅱ‐0657 奥野 6 南総 急傾斜地の崩壊 

52 H23.3.11 Ⅱ‐0658 奥野 7 南総 急傾斜地の崩壊 

53 H23.3.11 Ⅱ‐0659 奥野 8 南総 急傾斜地の崩壊 

54 H23.3.11 Ⅱ‐0661 奥野 10 南総 急傾斜地の崩壊 

55 H23.3.11 Ⅱ‐0662 奥野 11 南総 急傾斜地の崩壊 

56 H23.3.11 Ⅱ‐0663 奥野 12 南総 急傾斜地の崩壊 

57 H23.3.11 Ⅱ‐0709 奥野 13 南総 急傾斜地の崩壊 

58 H23.3.11 Ⅱ‐0710 奥野 14 南総 急傾斜地の崩壊 

59 H23.3.11 Ⅱ‐0711 奥野 15 南総 急傾斜地の崩壊 

60 H23.3.11 Ⅱ‐0712 奥野 16 南総 急傾斜地の崩壊 

61 H23.3.11 Ⅱ‐0713 奥野 17 南総 急傾斜地の崩壊 

62 H23.3.11 Ⅱ‐0714 奥野 18 南総 急傾斜地の崩壊 

63 H23.3.11 Ⅲ‐0030 奥野 19 南総 急傾斜地の崩壊 

64 H23.3.11 Ⅲ‐0031 奥野 20 南総 急傾斜地の崩壊 

65 H23.3.11 Ⅲ‐0032 奥野 21 南総 急傾斜地の崩壊 

66 H23.3.11 Ⅲ‐0033 奥野 22 南総 急傾斜地の崩壊 

67 H23.3.18 Ⅰ‐0186 真ヶ谷 南総 急傾斜地の崩壊 

68 H23.3.18 Ⅱ‐0613 宿 2 南総 急傾斜地の崩壊 

69 H23.3.18 Ⅱ‐0614 堀越 1 南総 急傾斜地の崩壊 

70 H23.3.18 Ⅱ‐0625 米沢 2 南総 急傾斜地の崩壊 

71 H23.3.18 Ⅱ‐0626 米沢 3 南総 急傾斜地の崩壊 

72 H23.3.18 Ⅱ‐0627 米沢 4 南総 急傾斜地の崩壊 
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NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

73 H23.3.18 Ⅱ‐0628 米沢 5 南総 急傾斜地の崩壊 

74 H23.3.18 Ⅱ‐0629 米沢 6 南総 急傾斜地の崩壊 

75 H23.3.18 Ⅱ‐0632 真ヶ谷 2 南総 急傾斜地の崩壊 

76 H23.3.18 Ⅱ‐0633 真ヶ谷 3 南総 急傾斜地の崩壊 

77 H23.3.18 Ⅱ‐0634 真ヶ谷 4 南総 急傾斜地の崩壊 

78 H23.3.18 Ⅱ‐0635 真ヶ谷 5 南総 急傾斜地の崩壊 

79 H23.3.18 Ⅱ‐0637 宿 3 南総 急傾斜地の崩壊 

80 H23.3.18 Ⅱ‐0638 宿 4 南総 急傾斜地の崩壊 

81 H23.3.18 Ⅱ‐0639 宿 5 南総 急傾斜地の崩壊 

82 H23.4.19 Ⅰ‐0178 大桶 2 三和 急傾斜地の崩壊 

83 H23.4.19 Ⅰ‐1417 海保 5 五井 急傾斜地の崩壊 

84 H23.4.19 Ⅰ‐1427 引田 5 五井 急傾斜地の崩壊 

85 H23.4.19 Ⅱ‐0553 土宇 1 三和 急傾斜地の崩壊 

86 H23.4.19 Ⅱ‐0554 土宇 2 三和 急傾斜地の崩壊 

87 H23.4.19 Ⅱ‐0555 土宇 3 三和 急傾斜地の崩壊 

88 H23.4.19 Ⅱ‐0560 川在 1 三和 急傾斜地の崩壊 

89 H23.4.19 Ⅱ‐0563 川在 4 三和 急傾斜地の崩壊 

90 H23.4.19 Ⅱ‐0564 川在 5 三和 急傾斜地の崩壊 

91 H23.4.19 Ⅱ‐0567 大桶 3 三和 急傾斜地の崩壊 

92 H23.4.19 Ⅱ‐0568 大桶 4 三和 急傾斜地の崩壊 

93 H23.4.19 Ⅱ‐0590 川在 8 三和 急傾斜地の崩壊 

94 H23.4.19 Ⅱ‐0593 川在 9 三和 急傾斜地の崩壊 

95 H23.4.19 Ⅱ‐0594 川在 10 三和 急傾斜地の崩壊 

96 H24.3.2 Ⅰ‐0169 不入斗 有秋 急傾斜地の崩壊 

97 H24.3.2 Ⅰ‐0170 不入斗 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

98 H24.3.2 Ⅰ‐0171 迎田 有秋 急傾斜地の崩壊 

99 H24.3.2 Ⅰ‐0172 不入斗 3 有秋 急傾斜地の崩壊 

100 H24.3.2 Ⅰ‐0173 豊成 有秋 急傾斜地の崩壊 

101 H24.3.2 Ⅰ‐0183 大蔵 南総 急傾斜地の崩壊 

102 H24.3.2 Ⅰ‐0190 水沢 南総 急傾斜地の崩壊 

103 H24.3.2 Ⅰ‐0191 田尾 南総 急傾斜地の崩壊 

104 H24.3.2 Ⅰ‐1420 不入斗 4 有秋 急傾斜地の崩壊 

105 H24.3.2 Ⅰ‐1421 不入斗 5 有秋 急傾斜地の崩壊 

106 H24.3.2 Ⅰ‐1422 不入斗 8 有秋 急傾斜地の崩壊 

107 H24.3.2 Ⅰ‐1424 不入斗 12 有秋 急傾斜地の崩壊 

108 H24.3.2 Ⅰ‐1425 不入斗 14 有秋 急傾斜地の崩壊 

109 H24.3.2 Ⅰ‐1426 不入斗 25 有秋 急傾斜地の崩壊 
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NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

110 H24.3.2 Ⅰ‐1446 大蔵 5 南総 急傾斜地の崩壊 

111 H24.3.2 Ⅰ‐1449 田尾 2 南総 急傾斜地の崩壊 

112 H24.3.2 Ⅰ‐1450 田尾 3 南総 急傾斜地の崩壊 

113 H24.3.2 Ⅰ‐1451 水沢 3 南総 急傾斜地の崩壊 

114 H24.3.2 Ⅰ‐1452 水沢 4 南総 急傾斜地の崩壊 

115 H24.3.2 Ⅱ‐0409 迎田 12 有秋 急傾斜地の崩壊 

116 H24.3.2 Ⅱ‐0410 迎田 13 有秋 急傾斜地の崩壊 

117 H24.3.2 Ⅱ‐0411 迎田 14 有秋 急傾斜地の崩壊 

118 H24.3.2 Ⅱ‐0434 迎田 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

119 H24.3.2 Ⅱ‐0462 迎田 15 有秋 急傾斜地の崩壊 

120 H24.3.2 Ⅱ‐0466 迎田 3 有秋 急傾斜地の崩壊 

121 H24.3.2 Ⅱ‐0468 迎田 5 有秋 急傾斜地の崩壊 

122 H24.3.2 Ⅱ‐0469 迎田 6 有秋 急傾斜地の崩壊 

123 H24.3.2 Ⅱ‐0470 迎田 7 有秋 急傾斜地の崩壊 

124 H24.3.2 Ⅱ‐0471 迎田 8 有秋 急傾斜地の崩壊 

125 H24.3.2 Ⅱ‐0472 迎田 9 有秋 急傾斜地の崩壊 

126 H24.3.2 Ⅱ‐0473 迎田 10 有秋 急傾斜地の崩壊 

127 H24.3.2 Ⅱ‐0474 迎田 11 有秋 急傾斜地の崩壊 

128 H24.3.2 Ⅱ‐0475 不入斗 9 有秋 急傾斜地の崩壊 

129 H24.3.2 Ⅱ‐0476 不入斗 10 有秋 急傾斜地の崩壊 

130 H24.3.2 Ⅱ‐0477 不入斗 11 有秋 急傾斜地の崩壊 

131 H24.3.2 Ⅱ‐0479 不入斗 13 有秋 急傾斜地の崩壊 

132 H24.3.2 Ⅱ‐0481 不入斗 15 有秋 急傾斜地の崩壊 

133 H24.3.2 Ⅱ‐0482 不入斗 16 有秋 急傾斜地の崩壊 

134 H24.3.2 Ⅱ‐0483 不入斗 17 有秋 急傾斜地の崩壊 

135 H24.3.2 Ⅱ‐0484 不入斗 18 有秋 急傾斜地の崩壊 

136 H24.3.2 Ⅱ‐0485 不入斗 19 有秋 急傾斜地の崩壊 

137 H24.3.2 Ⅱ‐0486 不入斗 20 有秋 急傾斜地の崩壊 

138 H24.3.2 Ⅱ‐0487 不入斗 21 有秋 急傾斜地の崩壊 

139 H24.3.2 Ⅱ‐0488 不入斗 22 有秋 急傾斜地の崩壊 

140 H24.3.2 Ⅱ‐0489 不入斗 23 有秋 急傾斜地の崩壊 

141 H24.3.2 Ⅱ‐0490 不入斗 24 有秋 急傾斜地の崩壊 

142 H24.3.2 Ⅱ‐0492 不入斗 26 有秋 急傾斜地の崩壊 

143 H24.3.2 Ⅱ‐0493 不入斗 27 有秋 急傾斜地の崩壊 

144 H24.3.2 Ⅱ‐0494 不入斗 28 有秋 急傾斜地の崩壊 

145 H24.3.2 Ⅱ‐0501 豊成 3 有秋 急傾斜地の崩壊 

146 H24.3.2 Ⅱ‐0518 不入斗 30 有秋 急傾斜地の崩壊 
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NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

147 H24.3.2 Ⅱ‐0534 豊成 5 有秋 急傾斜地の崩壊 

148 H24.3.2 Ⅱ‐0536 豊成 7 有秋 急傾斜地の崩壊 

149 H24.3.2 Ⅱ‐0538 豊成 9 有秋 急傾斜地の崩壊 

150 H24.3.2 Ⅱ‐0539 豊成 10 有秋 急傾斜地の崩壊 

151 H24.3.2 Ⅱ‐0715 大蔵 2 南総 急傾斜地の崩壊 

152 H24.3.2 Ⅱ‐0716 大蔵 3 南総 急傾斜地の崩壊 

153 H24.3.2 Ⅱ‐0717 大蔵 4 南総 急傾斜地の崩壊 

154 H24.3.2 Ⅱ‐0738 田尾 4 南総 急傾斜地の崩壊 

155 H24.3.2 Ⅱ‐0739 田尾 5 南総 急傾斜地の崩壊 

156 H24.3.2 Ⅱ‐0740 田尾 6 南総 急傾斜地の崩壊 

157 H24.3.2 Ⅱ‐0741 水沢 2 南総 急傾斜地の崩壊 

158 H24.3.2 Ⅱ‐0744 水沢 5 南総 急傾斜地の崩壊 

159 H24.3.2 Ⅱ‐0745 水沢 6 南総 急傾斜地の崩壊 

160 H24.3.2 Ⅲ‐0038 水沢 8 南総 急傾斜地の崩壊 

161 H24.3.2 Ⅲ‐0039 水沢 9 南総 急傾斜地の崩壊 

162 H24.3.2 Ⅲ‐1050 大蔵 1 南総 急傾斜地の崩壊 

163 H24.5.22 Ⅰ‐0184 金沢 南総 急傾斜地の崩壊 

164 H24.5.22 Ⅰ‐1447 皆吉 8 南総 急傾斜地の崩壊 

165 H24.5.22 Ⅱ‐0682 皆吉 4 南総 急傾斜地の崩壊 

166 H24.5.22 Ⅱ‐0683 皆吉 5 南総 急傾斜地の崩壊 

167 H24.5.22 Ⅱ‐0684 皆吉 6 南総 急傾斜地の崩壊 

168 H24.5.22 Ⅱ‐0685 金沢 2 南総 急傾斜地の崩壊 

169 H24.5.22 Ⅱ‐0686 金沢 3 南総 急傾斜地の崩壊 

170 H24.5.22 Ⅱ‐0687 金沢 4 南総 急傾斜地の崩壊 

171 H24.5.22 Ⅱ‐0688 金沢 5 南総 急傾斜地の崩壊 

172 H24.5.22 Ⅱ‐0689 金沢 6 南総 急傾斜地の崩壊 

173 H24.5.22 Ⅱ‐0690 金沢 7 南総 急傾斜地の崩壊 

174 H24.5.22 Ⅱ‐0719 皆吉 7 南総 急傾斜地の崩壊 

175 H24.5.22 Ⅲ‐0034 金沢 12 南総 急傾斜地の崩壊 

176 H24.5.22 Ⅲ‐0036 金沢 13 南総 急傾斜地の崩壊 

177 H25.3.1 Ⅰ‐0165 椎津 1 姉崎 急傾斜地の崩壊 

178 H25.3.1 Ⅰ‐0174 椎津 3 姉崎 急傾斜地の崩壊 

179 H25.3.1 Ⅰ‐1423 椎津 14 姉崎 急傾斜地の崩壊 

180 H25.3.1 Ⅱ‐0401 椎津 6 姉崎 急傾斜地の崩壊 

181 H25.3.1 Ⅱ‐0402 椎津 7 姉崎 急傾斜地の崩壊 

182 H25.3.1 Ⅱ‐0406 椎津 11 姉崎 急傾斜地の崩壊 

183 H25.3.1 Ⅱ‐0412 青葉台 2 姉崎 急傾斜地の崩壊 
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184 H25.3.1 Ⅱ‐0413 青葉台 3 姉崎 急傾斜地の崩壊 

185 H25.3.1 Ⅱ‐0420 青葉台 5 姉崎 急傾斜地の崩壊 

186 H25.3.1 Ⅱ‐0464 椎津 13 姉崎 急傾斜地の崩壊 

187 H25.3.26 Ⅰ‐1432 風戸 2 南総 急傾斜地の崩壊 

188 H25.3.26 Ⅰ‐1437 上高根 3 南総 急傾斜地の崩壊 

189 H25.3.26 Ⅰ‐1439 妙香 1 南総 急傾斜地の崩壊 

190 H25.3.26 Ⅰ‐1440 栢橋 2 南総 急傾斜地の崩壊 

191 H25.3.26 Ⅰ‐1448 岩 4 南総 急傾斜地の崩壊 

192 H25.3.26 Ⅱ‐0543 風戸 1 南総 急傾斜地の崩壊 

193 H25.3.26 Ⅱ‐0545 風戸 3 南総 急傾斜地の崩壊 

194 H25.3.26 Ⅱ‐0546 風戸 4 南総 急傾斜地の崩壊 

195 H25.3.26 Ⅱ‐0547 風戸 5 南総 急傾斜地の崩壊 

196 H25.3.26 Ⅱ‐0609 妙香 3 南総 急傾斜地の崩壊 

197 H25.3.26 Ⅱ‐0611 奉免 3 南総 急傾斜地の崩壊 

198 H25.3.26 Ⅱ‐0612 奉免 4 南総 急傾斜地の崩壊 

199 H25.3.26 Ⅱ‐0615 堀越 2 南総 急傾斜地の崩壊 

200 H25.3.26 Ⅱ‐0616 堀越 3 南総 急傾斜地の崩壊 

201 H25.3.26 Ⅱ‐0618 栢橋 3 南総 急傾斜地の崩壊 

202 H25.3.26 Ⅱ‐0619 栢橋 4 南総 急傾斜地の崩壊 

203 H25.3.26 Ⅱ‐0620 栢橋 5 南総 急傾斜地の崩壊 

204 H25.3.26 Ⅱ‐0640 堀越 4 南総 急傾斜地の崩壊 

205 H25.3.29 Ⅰ‐1444 池和田 1 南総 急傾斜地の崩壊 

206 H25.3.29 Ⅰ‐1445 池和田 7 南総 急傾斜地の崩壊 

207 H25.3.29 Ⅱ‐0702 池和田 2 南総 急傾斜地の崩壊 

208 H25.3.29 Ⅱ‐0706 池和田 6 南総 急傾斜地の崩壊 

209 H25.3.29 Ⅱ‐0727 外部田 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

210 H25.3.29 Ⅱ‐0729 外部田 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

211 H25.3.29 Ⅱ‐0730 外部田 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

212 H25.3.29 Ⅱ‐0733 池和田 9 南総 急傾斜地の崩壊 

213 H25.3.29 Ⅱ‐0734 池和田 10 南総 急傾斜地の崩壊 

214 H25.3.29 Ⅱ‐0735 池和田 11 南総 急傾斜地の崩壊 

215 H25.3.29 Ⅱ‐0769 本郷 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

216 H25.3.29 Ⅱ‐0771 本郷 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

217 H25.3.29 Ⅱ‐0847 小草畑 3 南総 急傾斜地の崩壊 

218 H25.3.29 Ⅱ‐0850 小草畑 6 南総 急傾斜地の崩壊 

219 H25.3.29 Ⅱ‐0851 小草畑 7 南総 急傾斜地の崩壊 

220 H25.3.29 Ⅱ‐0852 小草畑 8 南総 急傾斜地の崩壊 
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221 H25.3.29 Ⅱ‐0853 小草畑 9 南総 急傾斜地の崩壊 

222 H25.3.29 Ⅱ‐0854 小草畑 10 南総 急傾斜地の崩壊 

223 H25.5.7 Ⅱ‐0293 高田 1 市津 急傾斜地の崩壊 

224 H25.5.7 Ⅱ‐0294 高田 2 市津 急傾斜地の崩壊 

225 H25.5.7 Ⅱ‐0296 高田 4 市津 急傾斜地の崩壊 

226 H25.5.7 Ⅱ‐0297 高田 5 市津 急傾斜地の崩壊 

227 H25.5.7 Ⅱ‐0340 犬成 3 市津 急傾斜地の崩壊 

228 H25.5.7 Ⅱ‐0341 犬成 4 市津 急傾斜地の崩壊 

229 H25.5.7 Ⅱ‐0342 犬成 5 市津 急傾斜地の崩壊 

230 H25.5.7 Ⅱ‐0344 犬成 7 市津 急傾斜地の崩壊 

231 H26.9.19 Ⅰ‐0192 古敷谷 加茂 急傾斜地の崩壊 

232 H26.9.19 Ⅱ‐0256 瀬又 6 市津 急傾斜地の崩壊 

233 H26.9.19 Ⅱ‐0310 潤井戸 4 市津 急傾斜地の崩壊 

234 H26.9.19 Ⅱ‐0358 金剛地 11 市津 急傾斜地の崩壊 

235 H26.9.19 Ⅱ‐0360 金剛地 13 市津 急傾斜地の崩壊 

236 H26.9.19 Ⅱ‐0361 金剛地 14 市津 急傾斜地の崩壊 

237 H26.9.19 Ⅱ‐0414 姉崎 6 姉崎 急傾斜地の崩壊 

238 H26.9.19 Ⅱ‐0415 姉崎 7 姉崎 急傾斜地の崩壊 

239 H26.9.19 Ⅱ‐0430 片又木 3 有秋 急傾斜地の崩壊 

240 H26.9.19 Ⅱ‐0431 片又木 4 有秋 急傾斜地の崩壊 

241 H26.9.19 Ⅱ‐0433 片又木 6 有秋 急傾斜地の崩壊 

242 H26.9.19 Ⅱ‐0440 海保 6 五井 急傾斜地の崩壊 

243 H26.9.19 Ⅱ‐0441 海保 7 五井 急傾斜地の崩壊 

244 H26.9.19 Ⅱ‐0442 海保 8 五井 急傾斜地の崩壊 

245 H26.9.19 Ⅱ‐0443 海保 9 五井 急傾斜地の崩壊 

246 H26.9.19 Ⅱ‐0448 引田 1 五井 急傾斜地の崩壊 

247 H26.9.19 Ⅱ‐0502 海保 12 五井 急傾斜地の崩壊 

248 H26.9.19 Ⅱ‐0642 島田 1 南総 急傾斜地の崩壊 

249 H26.9.19 Ⅱ‐0643 島田 2 南総 急傾斜地の崩壊 

250 H26.9.19 Ⅱ‐0755 養老 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

251 H26.9.19 Ⅱ‐0768 高滝 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

252 H26.9.19 Ⅱ‐0778 平蔵 5 南総 急傾斜地の崩壊 

253 H26.9.19 Ⅱ‐0780 平蔵 7 南総 急傾斜地の崩壊 

254 H26.9.19 Ⅱ‐0781 平蔵 8 南総 急傾斜地の崩壊 

255 H26.9.19 Ⅱ‐0786 大戸 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

256 H26.9.19 Ⅱ‐0788 大戸 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

257 H26.9.19 Ⅱ‐0789 大戸 4 加茂 急傾斜地の崩壊 
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258 H26.9.19 Ⅱ‐0794 古敷谷 8 加茂 急傾斜地の崩壊 

259 H26.9.19 Ⅱ‐0795 古敷谷 9 加茂 急傾斜地の崩壊 

260 H26.9.19 Ⅱ‐0796 古敷谷 10 加茂 急傾斜地の崩壊 

261 H26.9.19 Ⅱ‐0797 古敷谷 11 加茂 急傾斜地の崩壊 

262 H26.9.19 Ⅱ‐0804 吉沢 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

263 H26.9.19 Ⅱ‐0811 平蔵 16 南総 急傾斜地の崩壊 

264 H26.9.19 Ⅱ‐0812 万田野 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

265 H26.9.19 Ⅱ‐0819 万田野 8 加茂 急傾斜地の崩壊 

266 H26.9.19 Ⅱ‐0824 飯給 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

267 H26.9.19 Ⅱ‐0825 飯給 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

268 H26.9.19 Ⅱ‐0826 飯給 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

269 H26.9.19 Ⅱ‐0827 飯給 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

270 H26.9.19 Ⅱ‐0830 徳氏 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

271 H26.9.19 Ⅱ‐0831 徳氏 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

272 H26.9.19 Ⅱ‐0833 徳氏 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

273 H26.9.19 Ⅱ‐0839 古敷谷 18 加茂 急傾斜地の崩壊 

274 H26.9.19 Ⅱ‐0840 古敷谷 19 加茂 急傾斜地の崩壊 

275 H26.9.19 Ⅱ‐0841 古敷谷 20 加茂 急傾斜地の崩壊 

276 H26.9.19 Ⅱ‐0842 古敷谷 21 加茂 急傾斜地の崩壊 

277 H26.9.19 Ⅱ‐0844 古敷谷 23 加茂 急傾斜地の崩壊 

278 H26.9.19 Ⅱ‐0845 古敷谷 24 加茂 急傾斜地の崩壊 

279 H26.9.19 Ⅱ‐0860 米原 2 南総 急傾斜地の崩壊 

280 H26.9.19 Ⅱ‐0861 米原 3 南総 急傾斜地の崩壊 

281 H26.9.19 Ⅱ‐0862 米原 4 南総 急傾斜地の崩壊 

282 H26.9.19 Ⅱ‐0863 米原 5 南総 急傾斜地の崩壊 

283 H26.9.19 Ⅱ‐0866 米原 8 南総 急傾斜地の崩壊 

284 H26.9.19 Ⅱ‐0940 石塚 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

285 H26.9.19 Ⅲ‐0028 妙香 4 南総 急傾斜地の崩壊 

286 H28.1.26 Ⅰ‐0159 勝間 市津 急傾斜地の崩壊 

287 H28.1.26 Ⅱ‐0274 能満 1 市原 急傾斜地の崩壊 

288 H28.1.26 Ⅱ‐0275 能満 2 市原 急傾斜地の崩壊 

289 H28.1.26 Ⅱ‐0346 喜多 3 市津 急傾斜地の崩壊 

290 H28.1.26 Ⅱ‐0347 喜多 4 市津 急傾斜地の崩壊 

291 H28.1.26 Ⅱ‐0356 金剛地 9 市津 急傾斜地の崩壊 

292 H28.1.26 Ⅱ‐0357 金剛地 10 市津 急傾斜地の崩壊 

293 H28.1.26 Ⅱ‐0369 勝間 4 市津 急傾斜地の崩壊 

294 H28.1.26 Ⅱ‐0375 勝間 7 市津 急傾斜地の崩壊 



 

27 

NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

295 H28.1.26 Ⅱ‐0376 勝間 8 市津 急傾斜地の崩壊 

296 H28.1.26 Ⅱ‐0377 勝間 9 市津 急傾斜地の崩壊 

297 H28.1.26 Ⅱ‐0378 勝間 10 市津 急傾斜地の崩壊 

298 H28.1.26 Ⅱ‐0379 勝間 11 市津 急傾斜地の崩壊 

299 H28.1.26 Ⅱ‐0380 勝間 12 市津 急傾斜地の崩壊 

300 H28.1.26 Ⅱ‐0454 勝間 14 市津 急傾斜地の崩壊 

301 H28.1.26 Ⅱ‐0455 勝間 15 市津 急傾斜地の崩壊 

302 H28.1.26 Ⅱ‐0456 勝間 16 市津 急傾斜地の崩壊 

303 R1.5.31 Ⅰ‐0175 深城 有秋 急傾斜地の崩壊 

304 R1.5.31 Ⅰ‐0176 安須 三和 急傾斜地の崩壊 

305 R1.5.31 Ⅰ‐0177 安須 2 三和 急傾斜地の崩壊 

306 R1.5.31 Ⅰ‐0180 櫃狭 三和 急傾斜地の崩壊 

307 R1.5.31 Ⅰ‐0197 大久保 加茂 急傾斜地の崩壊 

308 R1.5.31 Ⅰ‐1277 奉免 南総 急傾斜地の崩壊 

309 R1.5.31 Ⅱ‐0382 大作 2 市津 急傾斜地の崩壊 

310 R1.5.31 Ⅱ‐0383 大作 3 市津 急傾斜地の崩壊 

311 R1.5.31 Ⅱ‐0384 大作 4 市津 急傾斜地の崩壊 

312 R1.5.31 Ⅱ‐0385 大作 5 市津 急傾斜地の崩壊 

313 R1.5.31 Ⅱ‐0386 大作 6 市津 急傾斜地の崩壊 

314 R1.5.31 Ⅱ‐0391 大作 8 市津 急傾斜地の崩壊 

315 R1.5.31 Ⅱ‐0392 大作 9 市津 急傾斜地の崩壊 

316 R1.5.31 Ⅱ‐0422 畑木 1 姉崎 急傾斜地の崩壊 

317 R1.5.31 Ⅱ‐0423 畑木 2 姉崎 急傾斜地の崩壊 

318 R1.5.31 Ⅱ‐0424 畑木 3 姉崎 急傾斜地の崩壊 

319 R1.5.31 Ⅱ‐0425 畑木 4 姉崎 急傾斜地の崩壊 

320 R1.5.31 Ⅱ‐0426 畑木 5 姉崎 急傾斜地の崩壊 

321 R1.5.31 Ⅱ‐0427 畑木 6 姉崎 急傾斜地の崩壊 

322 R1.5.31 Ⅱ‐0428 畑木 7 姉崎 急傾斜地の崩壊 

323 R1.5.31 Ⅱ‐0429 片又木 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

324 R1.5.31 Ⅱ‐0432 片又木 5 有秋 急傾斜地の崩壊 

325 R1.5.31 Ⅱ‐0436 海保 2 五井 急傾斜地の崩壊 

326 R1.5.31 Ⅱ‐0437 海保 3 五井 急傾斜地の崩壊 

327 R1.5.31 Ⅱ‐0438 海保 4 五井 急傾斜地の崩壊 

328 R1.5.31 Ⅱ‐0496 片又木 7 有秋 急傾斜地の崩壊 

329 R1.5.31 Ⅱ‐0497 片又木 8 有秋 急傾斜地の崩壊 

330 R1.5.31 Ⅱ‐0498 片又木 9 有秋 急傾斜地の崩壊 

331 R1.5.31 Ⅱ‐0499 片又木 10 有秋 急傾斜地の崩壊 
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332 R1.5.31 Ⅱ‐0500 豊成 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

333 R1.5.31 Ⅱ‐0506 高坂 3 三和 急傾斜地の崩壊 

334 R1.5.31 Ⅱ‐0509 松崎 1 三和 急傾斜地の崩壊 

335 R1.5.31 Ⅱ‐0515 深城 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

336 R1.5.31 Ⅱ‐0516 深城 3 有秋 急傾斜地の崩壊 

337 R1.5.31 Ⅱ‐0520 深城 5 有秋 急傾斜地の崩壊 

338 R1.5.31 Ⅱ‐0521 深城 6 有秋 急傾斜地の崩壊 

339 R1.5.31 Ⅱ‐0522 深城 7 有秋 急傾斜地の崩壊 

340 R1.5.31 Ⅱ‐0523 深城 8 有秋 急傾斜地の崩壊 

341 R1.5.31 Ⅱ‐0525 深城 10 有秋 急傾斜地の崩壊 

342 R1.5.31 Ⅱ‐0526 深城 11 有秋 急傾斜地の崩壊 

343 R1.5.31 Ⅱ‐0527 深城 12 有秋 急傾斜地の崩壊 

344 R1.5.31 Ⅱ‐0528 深城 13 有秋 急傾斜地の崩壊 

345 R1.5.31 Ⅱ‐0529 深城 14 有秋 急傾斜地の崩壊 

346 R1.5.31 Ⅱ‐0531 深城 16 有秋 急傾斜地の崩壊 

347 R1.5.31 Ⅱ‐0532 深城 17 有秋 急傾斜地の崩壊 

348 R1.5.31 Ⅱ‐0533 深城 18 有秋 急傾斜地の崩壊 

349 R1.5.31 Ⅱ‐0552 松崎 2 三和 急傾斜地の崩壊 

350 R1.5.31 Ⅱ‐0557 松崎 3 三和 急傾斜地の崩壊 

351 R1.5.31 Ⅱ‐0558 松崎 4 三和 急傾斜地の崩壊 

352 R1.5.31 Ⅱ‐0559 磯ヶ谷 1 三和 急傾斜地の崩壊 

353 R1.5.31 Ⅱ‐0569 新巻 1 三和 急傾斜地の崩壊 

354 R1.5.31 Ⅱ‐0576 中高根 4 南総 急傾斜地の崩壊 

355 R1.5.31 Ⅱ‐0577 上高根 1 南総 急傾斜地の崩壊 

356 R1.5.31 Ⅱ‐0578 上高根 2 南総 急傾斜地の崩壊 

357 R1.5.31 Ⅱ‐0581 上高根 5 南総 急傾斜地の崩壊 

358 R1.5.31 Ⅱ‐0582 上高根 6 南総 急傾斜地の崩壊 

359 R1.5.31 Ⅱ‐0583 上高根 7 南総 急傾斜地の崩壊 

360 R1.5.31 Ⅱ‐0584 上高根 8 南総 急傾斜地の崩壊 

361 R1.5.31 Ⅱ‐0585 上高根 9 南総 急傾斜地の崩壊 

362 R1.5.31 Ⅱ‐0586 上高根 10 南総 急傾斜地の崩壊 

363 R1.5.31 Ⅱ‐0587 上高根 11 南総 急傾斜地の崩壊 

364 R1.5.31 Ⅱ‐0596 上高根 13 南総 急傾斜地の崩壊 

365 R1.5.31 Ⅱ‐0597 上高根 14 南総 急傾斜地の崩壊 

366 R1.5.31 Ⅱ‐0598 上高根 15 南総 急傾斜地の崩壊 

367 R1.5.31 Ⅱ‐0600 上高根 17 南総 急傾斜地の崩壊 

368 R1.5.31 Ⅱ‐0601 南岩崎 1 南総 急傾斜地の崩壊 



 

29 

NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

369 R1.5.31 Ⅱ‐0602 南岩崎 2 南総 急傾斜地の崩壊 

370 R1.5.31 Ⅱ‐0603 南岩崎 3 南総 急傾斜地の崩壊 

371 R1.5.31 Ⅱ‐0604 南岩崎 4 南総 急傾斜地の崩壊 

372 R1.5.31 Ⅱ‐0605 南岩崎 5 南総 急傾斜地の崩壊 

373 R1.5.31 Ⅱ‐0606 南岩崎 6 南総 急傾斜地の崩壊 

374 R1.5.31 Ⅱ‐0610 奉免 2 南総 急傾斜地の崩壊 

375 R1.5.31 Ⅱ‐0622 西国吉 2 南総 急傾斜地の崩壊 

376 R1.5.31 Ⅱ‐0630 安久谷 1 南総 急傾斜地の崩壊 

377 R1.5.31 Ⅱ‐0631 江子田 1 南総 急傾斜地の崩壊 

378 R1.5.31 Ⅱ‐0644 原田 1 南総 急傾斜地の崩壊 

379 R1.5.31 Ⅱ‐0645 原田 2 南総 急傾斜地の崩壊 

380 R1.5.31 Ⅱ‐0649 市場 1 南総 急傾斜地の崩壊 

381 R1.5.31 Ⅱ‐0650 市場 2 南総 急傾斜地の崩壊 

382 R1.5.31 Ⅱ‐0651 市場 3 南総 急傾斜地の崩壊 

383 R1.5.31 Ⅱ‐0652 市場 4 南総 急傾斜地の崩壊 

384 R1.5.31 Ⅱ‐0664 栢橋 6 南総 急傾斜地の崩壊 

385 R1.5.31 Ⅱ‐0665 栢橋 7 南総 急傾斜地の崩壊 

386 R1.5.31 Ⅱ‐0666 栢橋 8 南総 急傾斜地の崩壊 

387 R1.5.31 Ⅱ‐0668 栢橋 10 南総 急傾斜地の崩壊 

388 R1.5.31 Ⅱ‐0670 栢橋 12 南総 急傾斜地の崩壊 

389 R1.5.31 Ⅱ‐0671 栢橋 13 南総 急傾斜地の崩壊 

390 R1.5.31 Ⅱ‐0672 栢橋 14 南総 急傾斜地の崩壊 

391 R1.5.31 Ⅱ‐0673 栢橋 15 南総 急傾斜地の崩壊 

392 R1.5.31 Ⅱ‐0674 栢橋 16 南総 急傾斜地の崩壊 

393 R1.5.31 Ⅱ‐0675 栢橋 17 南総 急傾斜地の崩壊 

394 R1.5.31 Ⅱ‐0676 栢橋 18 南総 急傾斜地の崩壊 

395 R1.5.31 Ⅱ‐0680 皆吉 2 南総 急傾斜地の崩壊 

396 R1.5.31 Ⅱ‐0681 皆吉 3 南総 急傾斜地の崩壊 

397 R1.5.31 Ⅱ‐0691 江子田 2 南総 急傾斜地の崩壊 

398 R1.5.31 Ⅱ‐0692 下矢田 1 南総 急傾斜地の崩壊 

399 R1.5.31 Ⅱ‐0693 下矢田 2 南総 急傾斜地の崩壊 

400 R1.5.31 Ⅱ‐0694 下矢田 3 南総 急傾斜地の崩壊 

401 R1.5.31 Ⅱ‐0695 下矢田 4 南総 急傾斜地の崩壊 

402 R1.5.31 Ⅱ‐0696 下矢田 5 南総 急傾斜地の崩壊 

403 R1.5.31 Ⅱ‐0697 藪 1 南総 急傾斜地の崩壊 

404 R1.5.31 Ⅱ‐0699 下矢田 6 南総 急傾斜地の崩壊 

405 R1.5.31 Ⅱ‐0700 下矢田 7 南総 急傾斜地の崩壊 
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406 R1.5.31 Ⅱ‐0705 池和田 5 南総 急傾斜地の崩壊 

407 R1.5.31 Ⅱ‐0732 藪 2 南総 急傾斜地の崩壊 

408 R1.5.31 Ⅱ‐0762 田尾 7 南総 急傾斜地の崩壊 

409 R1.5.31 Ⅱ‐0763 田尾 8 南総 急傾斜地の崩壊 

410 R1.5.31 Ⅱ‐0941 大久保 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

411 R1.5.31 Ⅱ‐0942 大久保 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

412 R1.5.31 Ⅱ‐0957 朝生原 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

413 R1.5.31 Ⅱ‐0961 朝生原 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

414 R1.5.31 Ⅱ‐0962 大久保 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

415 R1.5.31 Ⅱ‐0963 大久保 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

416 R1.5.31 Ⅱ‐0964 大久保 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

417 R1.5.31 Ⅱ‐7020 大作 11 市津 急傾斜地の崩壊 

418 R1.9.10 Ⅰ‐0181 寺谷 南総 急傾斜地の崩壊 

419 R1.9.10 Ⅰ‐0188 奥野 南総 急傾斜地の崩壊 

420 R1.9.10 Ⅰ‐0196 国本 加茂 急傾斜地の崩壊 

421 R1.9.10 Ⅰ‐0198 折津 加茂 急傾斜地の崩壊 

422 R1.9.10 Ⅱ‐0399 椎津 4 姉崎 急傾斜地の崩壊 

423 R1.9.10 Ⅱ‐0400 椎津 5 姉崎 急傾斜地の崩壊 

424 R1.9.10 Ⅱ‐0403 椎津 8 姉崎 急傾斜地の崩壊 

425 R1.9.10 Ⅱ‐0404 椎津 9 姉崎 急傾斜地の崩壊 

426 R1.9.10 Ⅱ‐0418 姉崎 10 姉崎 急傾斜地の崩壊 

427 R1.9.10 Ⅱ‐0421 青葉台 6 姉崎 急傾斜地の崩壊 

428 R1.9.10 Ⅱ‐0511 椎津 16 姉崎 急傾斜地の崩壊 

429 R1.9.10 Ⅱ‐0512 椎津 17 姉崎 急傾斜地の崩壊 

430 R1.9.10 Ⅱ‐0513 椎津 18 姉崎 急傾斜地の崩壊 

431 R1.9.10 Ⅱ‐0514 椎津 19 姉崎 急傾斜地の崩壊 

432 R1.9.10 Ⅱ‐0517 天羽田 1 有秋 急傾斜地の崩壊 

433 R1.9.10 Ⅱ‐0570 天羽田 2 有秋 急傾斜地の崩壊 

434 R1.9.10 Ⅱ‐0571 天羽田 3 有秋 急傾斜地の崩壊 

435 R1.9.10 Ⅱ‐0572 天羽田 4 有秋 急傾斜地の崩壊 

436 R1.9.10 Ⅱ‐0573 天羽田 5 有秋 急傾斜地の崩壊 

437 R1.9.10 Ⅱ‐0621 寺谷 2 南総 急傾斜地の崩壊 

438 R1.9.10 Ⅱ‐0624 佐是 1 南総 急傾斜地の崩壊 

439 R1.9.10 Ⅱ‐0646 石川 1 南総 急傾斜地の崩壊 

440 R1.9.10 Ⅱ‐0647 石川 2 南総 急傾斜地の崩壊 

441 R1.9.10 Ⅱ‐0648 石川 3 南総 急傾斜地の崩壊 

442 R1.9.10 Ⅱ‐0653 市場 5 南総 急傾斜地の崩壊 



 

31 

NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

443 R1.9.10 Ⅱ‐0698 石川 4 南総 急傾斜地の崩壊 

444 R1.9.10 Ⅱ‐0723 岩 3 南総 急傾斜地の崩壊 

445 R1.9.10 Ⅱ‐0725 外部田 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

446 R1.9.10 Ⅱ‐0726 外部田 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

447 R1.9.10 Ⅱ‐0731 久保 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

448 R1.9.10 Ⅱ‐0749 山口 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

449 R1.9.10 Ⅱ‐0750 久保 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

450 R1.9.10 Ⅱ‐0751 久保 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

451 R1.9.10 Ⅱ‐0759 不入 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

452 R1.9.10 Ⅱ‐0760 不入 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

453 R1.9.10 Ⅱ‐0761 不入 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

454 R1.9.10 Ⅱ‐0765 山小川 1 南総 急傾斜地の崩壊 

455 R1.9.10 Ⅱ‐0766 平蔵 1 南総 急傾斜地の崩壊 

456 R1.9.10 Ⅱ‐0767 平蔵 2 南総 急傾斜地の崩壊 

457 R1.9.10 Ⅱ‐0772 本郷 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

458 R1.9.10 Ⅱ‐0776 平蔵 3 南総 急傾斜地の崩壊 

459 R1.9.10 Ⅱ‐0779 平蔵 6 南総 急傾斜地の崩壊 

460 R1.9.10 Ⅱ‐0805 平蔵 10 南総 急傾斜地の崩壊 

461 R1.9.10 Ⅱ‐0806 平蔵 11 南総 急傾斜地の崩壊 

462 R1.9.10 Ⅱ‐0944 石神 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

463 R1.9.10 Ⅱ‐0952 石塚 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

464 R1.9.10 Ⅱ‐7023 岩 5 南総 急傾斜地の崩壊 

465 R1.9.10 Ⅲ‐0029 宿 6 南総 急傾斜地の崩壊 

466 R1.9.10 Ⅲ‐0042 山口 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

467 R1.9.10 Ⅲ‐0059 古敷谷 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

468 R2.3.27 Ⅰ‐0149 大厩 1 市原 急傾斜地の崩壊 

469 R2.3.27 Ⅰ‐0151 潤井戸 1 市津 急傾斜地の崩壊 

470 R2.3.27 Ⅰ‐0154 瀬又 3 市津 急傾斜地の崩壊 

471 R2.3.27 Ⅰ‐0156 金剛地 19 市津 急傾斜地の崩壊 

472 R2.3.27 Ⅰ‐0157 金剛地 20 市津 急傾斜地の崩壊 

473 R2.3.27 Ⅰ‐0160 勝間 1 市津 急傾斜地の崩壊 

474 R2.3.27 Ⅰ‐0161 勝間 2 市津 急傾斜地の崩壊 

475 R2.3.27 Ⅰ‐0162 山倉 1 三和 急傾斜地の崩壊 

476 R2.3.27 Ⅰ‐0163 山倉 2 三和 急傾斜地の崩壊 

477 R2.3.27 Ⅰ‐0168 片又木 1 有秋 急傾斜地の崩壊 

478 R2.3.27 Ⅰ‐1419 今富 3 五井 急傾斜地の崩壊 

479 R2.3.27 Ⅰ‐1436 天羽田 6 有秋 急傾斜地の崩壊 
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480 R2.3.27 Ⅰ‐1438 上高根 12 南総 急傾斜地の崩壊 

481 R2.3.27 Ⅰ‐1472 米原 28 南総 急傾斜地の崩壊 

482 R2.3.27 Ⅱ‐0257 瀬又 7 市津 急傾斜地の崩壊 

483 R2.3.27 Ⅱ‐0258 瀬又 8 市津 急傾斜地の崩壊 

484 R2.3.27 Ⅱ‐0259 瀬又 9 市津 急傾斜地の崩壊 

485 R2.3.27 Ⅱ‐0260 瀬又 10 市津 急傾斜地の崩壊 

486 R2.3.27 Ⅱ‐0262 瀬又 12 市津 急傾斜地の崩壊 

487 R2.3.27 Ⅱ‐0263 瀬又 13 市津 急傾斜地の崩壊 

488 R2.3.27 Ⅱ‐0264 瀬又 14 市津 急傾斜地の崩壊 

489 R2.3.27 Ⅱ‐0266 瀬又 16 市津 急傾斜地の崩壊 

490 R2.3.27 Ⅱ‐0267 瀬又 17 市津 急傾斜地の崩壊 

491 R2.3.27 Ⅱ‐0268 瀬又 18 市津 急傾斜地の崩壊 

492 R2.3.27 Ⅱ‐0269 瀬又 19 市津 急傾斜地の崩壊 

493 R2.3.27 Ⅱ‐0270 瀬又 20 市津 急傾斜地の崩壊 

494 R2.3.27 Ⅱ‐0291 瀬又 21 市津 急傾斜地の崩壊 

495 R2.3.27 Ⅱ‐0350 金剛地 3 市津 急傾斜地の崩壊 

496 R2.3.27 Ⅱ‐0352 金剛地 5 市津 急傾斜地の崩壊 

497 R2.3.27 Ⅱ‐0353 金剛地 6 市津 急傾斜地の崩壊 

498 R2.3.27 Ⅱ‐0354 金剛地 7 市津 急傾斜地の崩壊 

499 R2.3.27 Ⅱ‐0363 金剛地 16 市津 急傾斜地の崩壊 

500 R2.3.27 Ⅱ‐0364 金剛地 17 市津 急傾斜地の崩壊 

501 R2.3.27 Ⅱ‐0367 山倉 4 三和 急傾斜地の崩壊 

502 R2.3.27 Ⅱ‐0368 山倉 5 三和 急傾斜地の崩壊 

503 R2.3.27 Ⅱ‐0373 勝間 5 市津 急傾斜地の崩壊 

504 R2.3.27 Ⅱ‐0374 勝間 6 市津 急傾斜地の崩壊 

505 R2.3.27 Ⅱ‐0864 米原 6 南総 急傾斜地の崩壊 

506 R2.3.27 Ⅱ‐0865 米原 7 南総 急傾斜地の崩壊 

507 R2.3.27 Ⅱ‐0867 米原 9 南総 急傾斜地の崩壊 

508 R2.3.27 Ⅱ‐0868 米原 10 南総 急傾斜地の崩壊 

509 R2.3.27 Ⅱ‐0870 米原 12 南総 急傾斜地の崩壊 

510 R2.3.27 Ⅱ‐0871 米原 13 南総 急傾斜地の崩壊 

511 R2.3.27 Ⅱ‐0872 米原 14 南総 急傾斜地の崩壊 

512 R2.3.27 Ⅱ‐0896 米原 17 南総 急傾斜地の崩壊 

513 R2.3.27 Ⅱ‐0897 米原 18 南総 急傾斜地の崩壊 

514 R2.3.27 Ⅱ‐0898 米原 19 南総 急傾斜地の崩壊 

515 R2.3.27 Ⅱ‐0899 米原 20 南総 急傾斜地の崩壊 

516 R2.3.27 Ⅱ‐0900 米原 21 南総 急傾斜地の崩壊 
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517 R2.3.27 Ⅱ‐0901 米原 22 南総 急傾斜地の崩壊 

518 R2.3.27 Ⅱ‐0902 米原 23 南総 急傾斜地の崩壊 

519 R2.3.27 Ⅱ‐0904 米原 25 南総 急傾斜地の崩壊 

520 R2.3.27 Ⅲ‐1046 金剛地 1 市津 急傾斜地の崩壊 

521 R2.9.11 Ⅰ‐0155 東国吉 市津 急傾斜地の崩壊 

522 R2.9.11 Ⅰ‐0158 小田部 9 市津 急傾斜地の崩壊 

523 R2.9.11 Ⅱ‐0284 番場 1 市津 急傾斜地の崩壊 

524 R2.9.11 Ⅱ‐0285 番場 2 市津 急傾斜地の崩壊 

525 R2.9.11 Ⅱ‐0288 永吉 1 市津 急傾斜地の崩壊 

526 R2.9.11 Ⅱ‐0289 永吉 2 市津 急傾斜地の崩壊 

527 R2.9.11 Ⅱ‐0290 永吉 3 市津 急傾斜地の崩壊 

528 R2.9.11 Ⅱ‐0292 中野 1 市津 急傾斜地の崩壊 

529 R2.9.11 Ⅱ‐0298 高田 6 市津 急傾斜地の崩壊 

530 R2.9.11 Ⅱ‐0300 郡本 2 市原 急傾斜地の崩壊 

531 R2.9.11 Ⅱ‐0312 永吉 4 市津 急傾斜地の崩壊 

532 R2.9.11 Ⅱ‐0314 東国吉 2 市津 急傾斜地の崩壊 

533 R2.9.11 Ⅱ‐0315 東国吉 3 市津 急傾斜地の崩壊 

534 R2.9.11 Ⅱ‐0316 東国吉 4 市津 急傾斜地の崩壊 

535 R2.9.11 Ⅱ‐0317 東国吉 5 市津 急傾斜地の崩壊 

536 R2.9.11 Ⅱ‐0318 東国吉 6 市津 急傾斜地の崩壊 

537 R2.9.11 Ⅱ‐0319 東国吉 7 市津 急傾斜地の崩壊 

538 R2.9.11 Ⅱ‐0320 東国吉 8 市津 急傾斜地の崩壊 

539 R2.9.11 Ⅱ‐0321 東国吉 9 市津 急傾斜地の崩壊 

540 R2.9.11 Ⅱ‐0322 高倉 1 市津 急傾斜地の崩壊 

541 R2.9.11 Ⅱ‐0323 高倉 2 市津 急傾斜地の崩壊 

542 R2.9.11 Ⅱ‐0324 高倉 3 市津 急傾斜地の崩壊 

543 R2.9.11 Ⅱ‐0325 高倉 4 市津 急傾斜地の崩壊 

544 R2.9.11 Ⅱ‐0331 小田部 2 市津 急傾斜地の崩壊 

545 R2.9.11 Ⅱ‐0332 小田部 3 市津 急傾斜地の崩壊 

546 R2.9.11 Ⅱ‐0333 小田部 4 市津 急傾斜地の崩壊 

547 R2.9.11 Ⅱ‐0335 小田部 6 市津 急傾斜地の崩壊 

548 R2.9.11 Ⅱ‐0348 奈良 1 市津 急傾斜地の崩壊 

549 R2.9.11 Ⅱ‐0349 奈良 2 市津 急傾斜地の崩壊 

550 R2.9.11 Ⅱ‐0398 奈良 3 市津 急傾斜地の崩壊 

551 R2.9.11 Ⅲ‐0012 永吉 1 市津 急傾斜地の崩壊 

552 R2.9.11 Ⅲ‐1036 小田部 7 市津 急傾斜地の崩壊 

553 R2.12.25 Ⅰ‐010019 誉田町 市津 急傾斜地の崩壊 
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554 R3.3.12 Ⅰ‐0152 瀬又 2 市津 急傾斜地の崩壊 

555 R3.3.12 Ⅰ‐0166 椎津 2 姉崎 急傾斜地の崩壊 

556 R3.3.12 Ⅰ‐0167 青葉台 姉崎 急傾斜地の崩壊 

557 R3.3.12 Ⅰ‐0182 栢橋 南総 急傾斜地の崩壊 

558 R3.3.12 Ⅰ‐0199 戸面 加茂 急傾斜地の崩壊 

559 R3.3.12 Ⅰ‐1470 米原 24 南総 急傾斜地の崩壊 

560 R3.3.12 Ⅰ‐1471 米原 26 南総 急傾斜地の崩壊 

561 R3.3.12 Ⅰ‐21900301 勝間沢 市津 土石流 

562 R3.3.12 Ⅰ‐21900901‐ａ 小草畑沢 1 南総 土石流 

563 R3.3.12 Ⅰ‐21900901‐ｂ 小草畑沢 2 南総 土石流 

564 R3.3.12 Ⅰ‐21901501 宿沢 南総 土石流 

565 R3.3.12 Ⅰ‐21901701 別所沢 1 南総 土石流 

566 R3.3.12 Ⅰ‐21901801 奉免沢 南総 土石流 

567 R3.3.12 Ⅰ‐21901901 栢橋沢 南総 土石流 

568 R3.3.12 Ⅰ‐21902001 寺谷沢 1 南総 土石流 

569 R3.3.12 Ⅰ‐21902101 寺谷沢 2 三和 土石流 

570 R3.3.12 Ⅰ‐21902201 寺谷沢 3 三和 土石流 

571 R3.3.12 Ⅰ‐21902601 大桶沢 1 三和 土石流 

572 R3.3.12 Ⅰ‐21902701 大桶沢 2 市津 土石流 

573 R3.3.12 Ⅰ‐21902801 大桶沢 3 市津 土石流 

574 R3.3.12 Ⅱ‐020001 西国吉 8 南総 急傾斜地の崩壊 

575 R3.3.12 Ⅱ‐0248 瀬又 4 市津 急傾斜地の崩壊 

576 R3.3.12 Ⅱ‐0249 瀬又 5 市津 急傾斜地の崩壊 

577 R3.3.12 Ⅱ‐0250 草刈 1 市原 急傾斜地の崩壊 

578 R3.3.12 Ⅱ‐0251 草刈 2 市原 急傾斜地の崩壊 

579 R3.3.12 Ⅱ‐0254 ちはら台東 ちはら台 急傾斜地の崩壊 

580 R3.3.12 Ⅱ‐0255 押沼 4 市津 急傾斜地の崩壊 

581 R3.3.12 Ⅱ‐0271 門前 1 市原 急傾斜地の崩壊 

582 R3.3.12 Ⅱ‐0272 門前 2 市原 急傾斜地の崩壊 

583 R3.3.12 Ⅱ‐0273 山木 1 市原 急傾斜地の崩壊 

584 R3.3.12 Ⅱ‐0276 山木 2 市原 急傾斜地の崩壊 

585 R3.3.12 Ⅱ‐0277 山木 3 市原 急傾斜地の崩壊 

586 R3.3.12 Ⅱ‐0278 山木 4 市原 急傾斜地の崩壊 

587 R3.3.12 Ⅱ‐0279 山木 5 市原 急傾斜地の崩壊 

588 R3.3.12 Ⅱ‐0283 草刈 3 市原 急傾斜地の崩壊 

589 R3.3.12 Ⅱ‐0287 押沼 5 市津 急傾斜地の崩壊 

590 R3.3.12 Ⅱ‐0299 郡本 1 市原 急傾斜地の崩壊 
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591 R3.3.12 Ⅱ‐0302 藤井 市原 急傾斜地の崩壊 

592 R3.3.12 Ⅱ‐0303 能満 4 市原 急傾斜地の崩壊 

593 R3.3.12 Ⅱ‐0305 能満 6 市原 急傾斜地の崩壊 

594 R3.3.12 Ⅱ‐0306 能満 7 市原 急傾斜地の崩壊 

595 R3.3.12 Ⅱ‐0307 神崎 1 市津 急傾斜地の崩壊 

596 R3.3.12 Ⅱ‐0311 下野 1 市津 急傾斜地の崩壊 

597 R3.3.12 Ⅱ‐0313 喜多 1 市津 急傾斜地の崩壊 

598 R3.3.12 Ⅱ‐0326 山田橋 1 市原 急傾斜地の崩壊 

599 R3.3.12 Ⅱ‐0327 荻作 1 市津 急傾斜地の崩壊 

600 R3.3.12 Ⅱ‐0328 荻作 2 市津 急傾斜地の崩壊 

601 R3.3.12 Ⅱ‐0329 荻作 3 市津 急傾斜地の崩壊 

602 R3.3.12 Ⅱ‐0330 荻作 4 市津 急傾斜地の崩壊 

603 R3.3.12 Ⅱ‐0336 荻作 5 市津 急傾斜地の崩壊 

604 R3.3.12 Ⅱ‐0338 犬成 1 市津 急傾斜地の崩壊 

605 R3.3.12 Ⅱ‐0345 喜多 2 市津 急傾斜地の崩壊 

606 R3.3.12 Ⅱ‐0355 金剛地 8 市津 急傾斜地の崩壊 

607 R3.3.12 Ⅱ‐0370 葉木 1 市津 急傾斜地の崩壊 

608 R3.3.12 Ⅱ‐0371 葉木 2 市津 急傾斜地の崩壊 

609 R3.3.12 Ⅱ‐0372 葉木 3 市津 急傾斜地の崩壊 

610 R3.3.12 Ⅱ‐0387 滝口 1 市津 急傾斜地の崩壊 

611 R3.3.12 Ⅱ‐0388 滝口 2 市津 急傾斜地の崩壊 

612 R3.3.12 Ⅱ‐0389 滝口 3 市津 急傾斜地の崩壊 

613 R3.3.12 Ⅱ‐0393 大作 10 市津 急傾斜地の崩壊 

614 R3.3.12 Ⅱ‐0394 犬成 8 市津 急傾斜地の崩壊 

615 R3.3.12 Ⅱ‐0395 犬成 9 市津 急傾斜地の崩壊 

616 R3.3.12 Ⅱ‐0396 滝口 4 市津 急傾斜地の崩壊 

617 R3.3.12 Ⅱ‐0397 滝口 5 市津 急傾斜地の崩壊 

618 R3.3.12 Ⅱ‐0450 引田 3 五井 急傾斜地の崩壊 

619 R3.3.12 Ⅱ‐0451 宮原 1 三和 急傾斜地の崩壊 

620 R3.3.12 Ⅱ‐0510 椎津 15 姉崎 急傾斜地の崩壊 

621 R3.3.12 Ⅱ‐0548 中高根 1 南総 急傾斜地の崩壊 

622 R3.3.12 Ⅱ‐0551 光風台 1 三和 急傾斜地の崩壊 

623 R3.3.12 Ⅱ‐0667 栢橋 9 南総 急傾斜地の崩壊 

624 R3.3.12 Ⅱ‐0678 西国吉 3 南総 急傾斜地の崩壊 

625 R3.3.12 Ⅱ‐0773 古敷谷 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

626 R3.3.12 Ⅱ‐0774 古敷谷 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

627 R3.3.12 Ⅱ‐0775 新井 1 加茂 急傾斜地の崩壊 
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628 R3.3.12 Ⅱ‐0782 平蔵 9 南総 急傾斜地の崩壊 

629 R3.3.12 Ⅱ‐0783 本郷 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

630 R3.3.12 Ⅱ‐0784 本郷 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

631 R3.3.12 Ⅱ‐0785 平野 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

632 R3.3.12 Ⅱ‐0790 古敷谷 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

633 R3.3.12 Ⅱ‐0791 古敷谷 28 加茂 急傾斜地の崩壊 

634 R3.3.12 Ⅱ‐0792 古敷谷 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

635 R3.3.12 Ⅱ‐0793 古敷谷 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

636 R3.3.12 Ⅱ‐0800 古敷谷 14 加茂 急傾斜地の崩壊 

637 R3.3.12 Ⅱ‐0802 吉沢 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

638 R3.3.12 Ⅱ‐0803 吉沢 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

639 R3.3.12 Ⅱ‐0807 平蔵 12 南総 急傾斜地の崩壊 

640 R3.3.12 Ⅱ‐0808 平蔵 13 南総 急傾斜地の崩壊 

641 R3.3.12 Ⅱ‐0809 平蔵 14 南総 急傾斜地の崩壊 

642 R3.3.12 Ⅱ‐0810 平蔵 15 南総 急傾斜地の崩壊 

643 R3.3.12 Ⅱ‐0813 万田野 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

644 R3.3.12 Ⅱ‐0815 万田野 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

645 R3.3.12 Ⅱ‐0816 万田野 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

646 R3.3.12 Ⅱ‐0817 万田野 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

647 R3.3.12 Ⅱ‐0818 万田野 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

648 R3.3.12 Ⅱ‐0820 万田野 9 加茂 急傾斜地の崩壊 

649 R3.3.12 Ⅱ‐0822 柿木台 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

650 R3.3.12 Ⅱ‐0832 徳氏 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

651 R3.3.12 Ⅱ‐0834 柿木台 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

652 R3.3.12 Ⅱ‐0835 柿木台 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

653 R3.3.12 Ⅱ‐0836 古敷谷 15 加茂 急傾斜地の崩壊 

654 R3.3.12 Ⅱ‐0837 古敷谷 16 加茂 急傾斜地の崩壊 

655 R3.3.12 Ⅱ‐0838 古敷谷 17 加茂 急傾斜地の崩壊 

656 R3.3.12 Ⅱ‐0846 小草畑 2 南総 急傾斜地の崩壊 

657 R3.3.12 Ⅱ‐0848 小草畑 4 南総 急傾斜地の崩壊 

658 R3.3.12 Ⅱ‐0849 小草畑 5 南総 急傾斜地の崩壊 

659 R3.3.12 Ⅱ‐0855 小草畑 11 南総 急傾斜地の崩壊 

660 R3.3.12 Ⅱ‐0856 小草畑 12 南総 急傾斜地の崩壊 

661 R3.3.12 Ⅱ‐0857 小草畑 13 南総 急傾斜地の崩壊 

662 R3.3.12 Ⅱ‐0858 小草畑 14 南総 急傾斜地の崩壊 

663 R3.3.12 Ⅱ‐0859 小草畑 15 南総 急傾斜地の崩壊 

664 R3.3.12 Ⅱ‐0875 月崎 1 加茂 急傾斜地の崩壊 



 

37 

NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

665 R3.3.12 Ⅱ‐0876 田淵旧日竹 加茂 急傾斜地の崩壊 

666 R3.3.12 Ⅱ‐0877 田淵 9 加茂 急傾斜地の崩壊 

667 R3.3.12 Ⅱ‐0878 田淵 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

668 R3.3.12 Ⅱ‐0879 田淵 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

669 R3.3.12 Ⅱ‐0881 月崎 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

670 R3.3.12 Ⅱ‐0882 月崎 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

671 R3.3.12 Ⅱ‐0883 月崎 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

672 R3.3.12 Ⅱ‐0884 月出 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

673 R3.3.12 Ⅱ‐0885 月出 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

674 R3.3.12 Ⅱ‐0886 月出 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

675 R3.3.12 Ⅱ‐0887 月出 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

676 R3.3.12 Ⅱ‐0888 古敷谷 25 加茂 急傾斜地の崩壊 

677 R3.3.12 Ⅱ‐0889 古敷谷 26 加茂 急傾斜地の崩壊 

678 R3.3.12 Ⅱ‐0890 古敷谷 27 加茂 急傾斜地の崩壊 

679 R3.3.12 Ⅱ‐0891 小草畑 16 南総 急傾斜地の崩壊 

680 R3.3.12 Ⅱ‐0892 小草畑 17 南総 急傾斜地の崩壊 

681 R3.3.12 Ⅱ‐0893 月出 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

682 R3.3.12 Ⅱ‐0894 月出 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

683 R3.3.12 Ⅱ‐0895 月出 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

684 R3.3.12 Ⅱ‐0906 米原 27 南総 急傾斜地の崩壊 

685 R3.3.12 Ⅱ‐0908 菅野 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

686 R3.3.12 Ⅱ‐0909 菅野 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

687 R3.3.12 Ⅱ‐0910 菅野 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

688 R3.3.12 Ⅱ‐0911 菅野 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

689 R3.3.12 Ⅱ‐0912 菅野 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

690 R3.3.12 Ⅱ‐0913 菅野 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

691 R3.3.12 Ⅱ‐0914 菅野 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

692 R3.3.12 Ⅱ‐0915 柳川 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

693 R3.3.12 Ⅱ‐0916 柳川 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

694 R3.3.12 Ⅱ‐0917 柳川 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

695 R3.3.12 Ⅱ‐0918 田淵 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

696 R3.3.12 Ⅱ‐0919 田淵 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

697 R3.3.12 Ⅱ‐0920 田淵 8 加茂 急傾斜地の崩壊 

698 R3.3.12 Ⅱ‐0921 国本 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

699 R3.3.12 Ⅱ‐0922 国本 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

700 R3.3.12 Ⅱ‐0923 月出 8 加茂 急傾斜地の崩壊 

701 R3.3.12 Ⅱ‐0924 月出 9 加茂 急傾斜地の崩壊 
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702 R3.3.12 Ⅱ‐0925 月出 10 加茂 急傾斜地の崩壊 

703 R3.3.12 Ⅱ‐0926 月出 11 加茂 急傾斜地の崩壊 

704 R3.3.12 Ⅱ‐0927 月出 12 加茂 急傾斜地の崩壊 

705 R3.3.12 Ⅱ‐0928 月出 13 加茂 急傾斜地の崩壊 

706 R3.3.12 Ⅱ‐0929 月出 14 加茂 急傾斜地の崩壊 

707 R3.3.12 Ⅱ‐0930 月出 15 加茂 急傾斜地の崩壊 

708 R3.3.12 Ⅱ‐0931 月出 16 加茂 急傾斜地の崩壊 

709 R3.3.12 Ⅱ‐0932 月出 17 加茂 急傾斜地の崩壊 

710 R3.3.12 Ⅱ‐0933 月出 18 加茂 急傾斜地の崩壊 

711 R3.3.12 Ⅱ‐0934 月出 19 加茂 急傾斜地の崩壊 

712 R3.3.12 Ⅱ‐0935 月出 20 加茂 急傾斜地の崩壊 

713 R3.3.12 Ⅱ‐0936 月出 21 加茂 急傾斜地の崩壊 

714 R3.3.12 Ⅱ‐0937 月出 22 加茂 急傾斜地の崩壊 

715 R3.3.12 Ⅱ‐0938 石塚 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

716 R3.3.12 Ⅱ‐0939 石塚 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

717 R3.3.12 Ⅱ‐0945 折津 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

718 R3.3.12 Ⅱ‐0946 折津 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

719 R3.3.12 Ⅱ‐0947 月出 23 加茂 急傾斜地の崩壊 

720 R3.3.12 Ⅱ‐0948 月出 24 加茂 急傾斜地の崩壊 

721 R3.3.12 Ⅱ‐0949 月出 25 加茂 急傾斜地の崩壊 

722 R3.3.12 Ⅱ‐0953 折津 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

723 R3.3.12 Ⅱ‐0954 折津 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

724 R3.3.12 Ⅱ‐0958 朝生原 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

725 R3.3.12 Ⅱ‐0959 朝生原 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

726 R3.3.12 Ⅱ‐0960 朝生原 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

727 R3.3.12 Ⅱ‐0965 朝生原 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

728 R3.3.12 Ⅱ‐0966 戸面 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

729 R3.3.12 Ⅱ‐21900102 高田沢 加茂 土石流 

730 R3.3.12 Ⅱ‐21900202 滝口沢 加茂 土石流 

731 R3.3.12 Ⅱ‐21900402 折津沢 加茂 土石流 

732 R3.3.12 Ⅱ‐21900502 月出沢 1 加茂 土石流 

733 R3.3.12 Ⅱ‐21900602 月出沢 2 加茂 土石流 

734 R3.3.12 Ⅱ‐21900702 月出沢 3 南総 土石流 

735 R3.3.12 Ⅱ‐21900802 山口沢 加茂 土石流 

736 R3.3.12 Ⅱ‐21901002 小草畑沢 3 南総 土石流 

737 R3.3.12 Ⅱ‐21901102 新井沢 南総 土石流 

738 R3.3.12 Ⅱ‐21901202 田尾沢 南総 土石流 
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739 R3.3.12 Ⅱ‐21901302‐ａ 奥野沢 南総 土石流 

740 R3.3.12 Ⅱ‐21901302‐ｂ 奥野沢 2 南総 土石流 

741 R3.3.12 Ⅱ‐21901402 市場沢 南総 土石流 

742 R3.3.12 Ⅱ‐21901602‐ａ 金沢沢 1 南総 土石流 

743 R3.3.12 Ⅱ‐21901602‐ｂ 金沢沢 2 南総 土石流 

744 R3.3.12 Ⅱ‐21902302 柳作沢 南総 土石流 

745 R3.3.12 Ⅱ‐21902402 金沢沢 3 南総 土石流 

746 R3.3.12 Ⅱ‐21902502 別所沢 2 南総 土石流 

747 R3.3.12 Ⅱ‐21902902 豊成沢 1 有秋 土石流 

748 R3.3.12 Ⅱ‐21903002 豊成沢 2 有秋 土石流 

749 R3.3.12 Ⅱ‐21903102 不入斗沢 有秋 土石流 

750 R3.3.12 Ⅱ‐7019 ちはら台西 ちはら台 急傾斜地の崩壊 

751 R3.3.12 Ⅱ‐7021 深城 19 有秋 急傾斜地の崩壊 

752 R3.3.12 Ⅱ‐7022 鶴舞 1 南総 急傾斜地の崩壊 

753 R3.3.12 Ⅱ‐7024 新井 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

754 R3.3.12 Ⅲ‐0020 喜多 5 市津 急傾斜地の崩壊 

755 R3.3.12 Ⅲ‐0021 土宇 5 三和 急傾斜地の崩壊 

756 R3.3.12 Ⅲ‐0023 金剛地 18 市津 急傾斜地の崩壊 

757 R3.3.12 Ⅲ‐0024 西国吉 4 南総 急傾斜地の崩壊 

758 R3.3.12 Ⅲ‐0025 西国吉 5 南総 急傾斜地の崩壊 

759 R3.3.12 Ⅲ‐0037 水沢 7 南総 急傾斜地の崩壊 

760 R3.3.12 Ⅲ‐0041 平蔵 18 南総 急傾斜地の崩壊 

761 R3.3.12 Ⅲ‐0043 山口 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

762 R3.3.12 Ⅲ‐0045 山口 8 加茂 急傾斜地の崩壊 

763 R3.3.12 Ⅲ‐0047 古敷谷 33 加茂 急傾斜地の崩壊 

764 R3.3.12 Ⅲ‐0048 新井 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

765 R3.3.12 Ⅲ‐0049 平蔵 20 南総 急傾斜地の崩壊 

766 R3.3.12 Ⅲ‐0050 古敷谷 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

767 R3.3.12 Ⅲ‐0051 古敷谷 29 加茂 急傾斜地の崩壊 

768 R3.3.12 Ⅲ‐0053 万田野 12 加茂 急傾斜地の崩壊 

769 R3.3.12 Ⅲ‐0054 菅野 8 加茂 急傾斜地の崩壊 

770 R3.3.12 Ⅲ‐0055 平野 2 加茂 急傾斜地の崩壊 

771 R3.3.12 Ⅲ‐0056 古敷谷 30 加茂 急傾斜地の崩壊 

772 R3.3.12 Ⅲ‐0057 徳氏 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

773 R3.3.12 Ⅲ‐0062 古敷谷 35 加茂 急傾斜地の崩壊 

774 R3.3.12 Ⅲ‐0064 田淵 10 加茂 急傾斜地の崩壊 

775 R3.3.12 Ⅲ‐0066 田淵 11 加茂 急傾斜地の崩壊 
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776 R3.3.12 Ⅲ‐0067 月崎 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

777 R3.3.12 Ⅲ‐0068 国本 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

778 R3.3.12 Ⅲ‐0069 柳川 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

779 R3.3.12 Ⅲ‐0070 大久保 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

780 R3.3.12 Ⅲ‐0071 大久保 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

781 R3.3.12 Ⅲ‐0073 石神 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

782 R3.3.12 Ⅲ‐0074 大久保 10 加茂 急傾斜地の崩壊 

783 R3.3.12 Ⅲ‐0075 石神 5 加茂 急傾斜地の崩壊 

784 R3.3.12 Ⅲ‐0081 石塚 7 加茂 急傾斜地の崩壊 

785 R3.3.12 Ⅲ‐0314 吉沢 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

786 R3.3.12 Ⅲ‐1028 青葉台 7 姉崎 急傾斜地の崩壊 

787 R3.3.12 Ⅲ‐1029 青葉台 8 姉崎 急傾斜地の崩壊 

788 R3.3.12 Ⅲ‐1030 姉崎 11 姉崎 急傾斜地の崩壊 

789 R3.3.12 Ⅲ‐1031 椎津 20 姉崎 急傾斜地の崩壊 

790 R3.3.12 Ⅲ‐1032 海保 13 五井 急傾斜地の崩壊 

791 R3.3.12 Ⅲ‐1034 海保 14 五井 急傾斜地の崩壊 

792 R3.3.12 Ⅲ‐1037 能満 8 市原 急傾斜地の崩壊 

793 R3.3.12 Ⅲ‐1038 犬成 10 市津 急傾斜地の崩壊 

794 R3.3.12 Ⅲ‐1039 滝口 6 市津 急傾斜地の崩壊 

795 R3.3.12 Ⅲ‐1043 新巻 4 三和 急傾斜地の崩壊 

796 R3.3.12 Ⅲ‐1044 新巻 5 三和 急傾斜地の崩壊 

797 R3.3.12 Ⅲ‐1047 栢橋 1 南総 急傾斜地の崩壊 

798 R3.3.12 Ⅲ‐1048 西国吉 6 南総 急傾斜地の崩壊 

799 R3.3.12 Ⅲ‐1049 栢橋 11 南総 急傾斜地の崩壊 

800 R3.3.12 Ⅲ‐1052 岩 6 南総 急傾斜地の崩壊 

801 R3.3.12 Ⅲ‐1054 古敷谷 34 加茂 急傾斜地の崩壊 

802 R3.3.12 Ⅲ‐1056 柿木台 4 加茂 急傾斜地の崩壊 

803 R3.3.12 Ⅲ‐1058 小草畑 18 南総 急傾斜地の崩壊 

804 R3.3.12 Ⅲ‐1059 小草畑 19 南総 急傾斜地の崩壊 

805 R3.3.12 Ⅲ‐1060 柿木台 3 加茂 急傾斜地の崩壊 

806 R3.3.12 Ⅲ‐1061 柿木台 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

807 R3.3.12 Ⅲ‐1062 折津 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

808 R3.3.12 Ⅲ‐1212 平蔵 19 南総 急傾斜地の崩壊 

809 R3.5.11 Ⅰ‐020001 瀬又 22 市津 急傾斜地の崩壊 

810 R3.5.11 Ⅰ‐020002 東国吉 10 市津 急傾斜地の崩壊 

811 R5.10.24 Ⅰ‐151K2010 ちはら台南 1 ちはら台 急傾斜地の崩壊 

812 R5.10.24 Ⅰ‐151K2017 磯ヶ谷 2 三和 急傾斜地の崩壊 
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NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

813 R5.10.24 Ⅰ‐151K2044 海士有木 1 三和 急傾斜地の崩壊 

814 R5.10.24 Ⅰ‐151K2048 海保 15 五井 急傾斜地の崩壊 

815 R5.10.24 Ⅰ‐151K2049 海保 16 五井 急傾斜地の崩壊 

816 R5.10.24 Ⅰ‐151K2050 海保 17 五井 急傾斜地の崩壊 

817 R5.10.24 Ⅰ‐151K2051 海保 18 五井 急傾斜地の崩壊 

818 R5.10.24 Ⅰ‐151K2052 海保 19 五井 急傾斜地の崩壊 

819 R5.10.24 Ⅰ‐151K2053 海保 20 五井 急傾斜地の崩壊 

820 R5.10.24 Ⅰ‐151K2055 海保 21 五井 急傾斜地の崩壊 

821 R5.10.24 Ⅰ‐151K2086 菊間 1 市原 急傾斜地の崩壊 

822 R5.10.24 Ⅰ‐151K2101 吉沢 6 加茂 急傾斜地の崩壊 

823 R5.10.24 Ⅰ‐151K2104 辰巳台東 1 辰巳台 急傾斜地の崩壊 

824 R5.10.24 Ⅰ‐151K2112 牛久 1 南総 急傾斜地の崩壊 

825 R5.10.24 Ⅰ‐151K2126 駒込 1 加茂 急傾斜地の崩壊 

826 R5.10.24 Ⅰ‐151K2253 山倉 6 三和 急傾斜地の崩壊 

827 R5.10.24 Ⅰ‐151K2255 山田橋 2 五井 急傾斜地の崩壊 

828 R5.10.24 Ⅰ‐151K2256 山木 9 市原 急傾斜地の崩壊 

829 R5.10.24 Ⅰ‐151K2264 姉崎 12 姉崎 急傾斜地の崩壊 

830 R5.10.24 Ⅰ‐151K2268 姉崎 13 姉崎 急傾斜地の崩壊 

831 R5.10.24 Ⅰ‐151K2269 姉崎 14 姉崎 急傾斜地の崩壊 

832 R5.10.24 Ⅰ‐151K2274 姉崎 15 姉崎 急傾斜地の崩壊 

833 R5.10.24 Ⅰ‐151K2362 諏訪 1 五井 急傾斜地の崩壊 

834 R5.10.24 Ⅰ‐151K2382 西広 1 五井 急傾斜地の崩壊 

835 R5.10.24 Ⅰ‐151K2383 西広 2 五井 急傾斜地の崩壊 

836 R5.10.24 Ⅰ‐151K2384 西広 3 五井 急傾斜地の崩壊 

837 R5.10.24 Ⅰ‐151K2385 西広 4 五井 急傾斜地の崩壊 

838 R5.10.24 Ⅰ‐151K2391 青葉台 9 姉崎 急傾斜地の崩壊 

839 R5.10.24 Ⅰ‐151K2425 川在 11 三和 急傾斜地の崩壊 

840 R5.10.24 Ⅰ‐151K2433 惣社 2 五井 急傾斜地の崩壊 

841 R5.10.24 Ⅰ‐151K2434 惣社 1 五井 急傾斜地の崩壊 

842 R5.10.24 Ⅰ‐151K2435 惣社 3 五井 急傾斜地の崩壊 

843 R5.10.24 Ⅰ‐151K2436 辰巳台東 3 辰巳台 急傾斜地の崩壊 

844 R5.10.24 Ⅰ‐151K2469 辰巳台西 1 辰巳台 急傾斜地の崩壊 

845 R5.10.24 Ⅰ‐151K2473 辰巳台東 2 辰巳台 急傾斜地の崩壊 

846 R5.10.24 Ⅰ‐151K2497 椎の木台 1 有秋 急傾斜地の崩壊 

847 R5.10.24 Ⅰ‐151K2506 椎津 21 姉崎 急傾斜地の崩壊 

848 R5.10.24 Ⅰ‐151K2517 鶴舞 2 南総 急傾斜地の崩壊 

849 R5.10.24 Ⅰ‐151K2519 石川 5 南総 急傾斜地の崩壊 
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NO 告示日 箇所番号 箇所名 地 区 自然現象の種類 

850 R5.10.24 Ⅰ‐151K2531 田尾 9 南総 急傾斜地の崩壊 

851 R5.10.24 Ⅰ‐151K2607 能満 9 市原 急傾斜地の崩壊 

852 R5.10.24 Ⅰ‐151K2635 不入斗 31 有秋 急傾斜地の崩壊 

853 R5.10.24 Ⅰ‐151K2642 福増 1 三和 急傾斜地の崩壊 

854 R5.10.24 Ⅰ‐151K2700 北国分寺台 1 五井 急傾斜地の崩壊 

855 R5.10.24 Ⅰ‐151K2701 北国分寺台 2 五井 急傾斜地の崩壊 

856 R5.10.24 Ⅰ‐151K2728 有秋台西 1 有秋 急傾斜地の崩壊 

857 R5.10.24 Ⅰ‐151K2738 養老 3 三和 急傾斜地の崩壊 
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資料４ 山地災害危険地区一覧表（山腹崩壊）  

令和２年３月３１日現在  

地区番号 大 字 字 地区番号 大 字 字 

1 草 刈 本 郷 51 迎 田 神 ノ 木 

3 瀬 又 萩 ノ 台 52 深 城 麦 有 田 

4 瀬 又 関 戸 54 深 城 宮 ノ 脇 

5 瀬 又 下 田 55 深 城 道 金 坂 

6 瀬 又 辺 田 56 風 戸 前 田 

9 潤 井 戸 山 王 後 57 立 野 谷 

10 片 又 木 下 大 宮 58 上 高 根 南 柳 作 

11 片 又 木 曽 根 59 上 高 根 下 有 実 

12 片 又 木 山 王 60 佐 是 山 村 

13 片 又 木 本 郷 上 61 寺 谷 安 養 登 

14 片 又 木 居 山 62 栢 橋 金 久 曽 

15 不 入 斗 横 向 63 西 国 吉 谷 

16 不 入 斗 金 口 谷 64 川 在 浅 間 

20 山 倉 西 辺 田 65 奉 免 辺 田 前 

21 山 倉 若 宮 67 米 沢 稲 荷 代 

22 分 目 作 畑 69 真 ケ 谷 真 ケ 谷 

23 安 須 別 府 70 宿 西 本 木 

24 安 須 鷹 の 巣 71 堀 越 丸 山 

25 安 須 要 害 72 堀 越 大 台 

26 不 入 斗 上 持 長 73 市 場 和 田 前 

27 不 入 斗 持 長 74 市 場 東 兎 前 

28 不 入 斗 名 古 田 75 島 田 吹 上 

29 豊 成 六 反 目 76 奥 野 竹 之 台 

30 喜 多 山 ノ 下 77 石 川 白 幡 台 

31 喜 多 大 師 堂 78 大 蔵 沖 

32 犬 成 井 戸 谷 79 金 沢 台 山 

33 喜 多 辺 田 80 金 沢 上 敷 

34 犬 成 竹 ノ 入 81 皆 吉 天 下 

35 古 都 辺 鳥 越 82 奥 野 米 田 

36 奈 良 菅 ノ 沢 83 池 和 田 上 関 谷 

37 東 国 吉 道 師 谷 84 田 尾 一 ノ 作 

38 東 国 吉 大 向 86 水 沢 向 台 

39 犬 成 西 宝 山 87 水 沢 中 向 台 

40 犬 成 後 家 坂 88 田 尾 小 滝 台 

41 大 作 荷 階 89 久 保 永 田 谷 

43 勝 間 清 水 谷 90 久 保 椎 ケ 谷 

44 大 桶 奉 田 谷 91 駒 込 松 ノ 台 

45 大 桶 城 跡 山 92 山 小 川 谷 

46 金 剛 地 富 貴 沢 93 新 井 北 ケ 谷 

47 金 剛 地 辺 田 山 94 新 井 亀 ケ 谷 

48 金 剛 地 関 戸 95 新 井 大 坂 

49 金 剛 地 川 向 96 古 敷 谷 内 代 田 

50 天 羽 田 坂 口 97 平 蔵 松 山 台 
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地区番号 大 字 字 地区番号 大 字 字 

98 平 蔵 滝 口 148 久 保 熊 野 谷 

99 万 田 野 竹 ノ 堀 149 岩 岩 ノ 谷 

100 万 田 野 沢 田 150 山 倉 栗 山 

101 飯 給 中 ノ 台 151 小 田 部 殿 ケ 谷 

102 万 田 野 義 屋 貝 152 東 国 吉 大 門 

103 柿 木 台 台 山 153 小 田 部 殿 ケ 谷 ２ 

104 月 崎 津 津 戸 154 不 入 斗 永 藤 

105 柳 川 恩 田 155 大 桶 三 谷 

106 菅 野 小 関 谷 156 田 尾 井 戸 谷 

107 古 敷 谷 関 谷 157 原 田 道 上 

108 吉 沢 堰 端 158 椎 津 寺 の 腰 

109 古 敷 谷 大 畑 峰 159 上 高 根 甚 ケ 由 

110 古 敷 谷 中 谷 160 皆 吉 橘 山 

111 古 敷 谷 丹 ケ 崎 161 藪 道 

112 古 敷 谷 木 戸 脇 163 平 蔵 平 蔵 坂 

113 古 敷 谷 古 宿 164 万 田 野 下 畑 

114 古 敷 谷 白 主 165 万 田 野 表 

116 徳 氏 入 ノ 代 166 徳 氏 辺 田 山 

117 平 蔵 川 崎 167 奥 野 中 谷 

118 平 蔵 岡 田 168 古 敷 谷 丹 ケ 崎 ２ 

119 米 原 追 廻 し 169 古 敷 谷 西 正 ノ 田 

120 米 原 寺 代 170 岩 岩 ノ 谷 ２ 

121 米 原 石 田 171 田 淵 中 野 台 

122 米 原 東 谷 172 月 出 稲 村 道 

124 米 原 井 戸 向 174 戸 面 下 ノ 代 

126 小 草 畑 仙 元 部 田 175 堀 越 上 赤 沢 

127 小 草 畑 滝 ノ 上 176 平 蔵 天 神 前 

128 小 草 畑 結 城 沢 上 177 万 田 野 義 屋 貝 ２ 

129 月 出 宮 田 178 月 出 湯 ノ 沢 

130 田 淵 下 野 久 沢 179 大 作 南 

131 田 淵 中 野 代 180 月 崎 関 戸 

132 田 淵 寺 ノ 後 181 佐 是 堀 ノ 内 

133 田 淵 胡 麻 畑 182 奥 野 一 ノ 関 

134 月 出 竹 ノ 堀 183 金 剛 地 根 田 

135 月 出 上 西 堀 184 荻 作 上 ノ 台 

136 月 出 三 石 185 不 入 斗 小 僧 

137 月 出 稲 村 道 186 滝 口 谷 

138 月 出 カ キ カ ケ 187 天 羽 田 宮 ノ 下 割 

139 月 出 伊 藤 谷 止 188 奉 免 花 井 戸 

140 月 出 湯 ノ 沢 189 奥 野 房 前 

141 国 本 松 郷 190 東 国 吉 南 田 

142 大 久 保 山 乗 191 栢 橋 鞘 戸 

143 折 津 後 山 192 勝 間 宮 ノ 台 

144 折 津 東 郷 193 米 原 宮 田 

145 戸 面 上 ノ 代 194 金 剛 地 田 麦 

147 戸 面 下 ノ 代 195 椎 津 山 谷 
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資料５ 山地災害危険地区一覧表（崩壊土砂流出）  

令和２年３月３１日現在  

地区番号 大 字 字 地区番号 大 字 字 

1 柿 木 台 乙 女 16 石 神 日 木 ノ 谷 

2 柿 木 台 台 山 17 朝 生 原 下 夕 田 

3 柿 木 台 台 山 ２ 18 朝 生 原 門 越 

4 柿 木 台 台 山 ３ 19 戸 面 ワ シ 川 

5 柳 川 下 の 代 20 朝 生 原 女 ヶ 倉 

8 米 原 井 戸 沢 21 朝 生 原 黒 川 谷 

9 大 久 保 上 仏 沢 22 戸 面 石 神 朝 生 原 入 会 

10 石 塚 栗 木 台 23 戸 面 夕 木 

11 大 久 保 梅 ヶ 瀬 24 折 津 鐘 掛 

12 大 久 保 梅 ヶ 瀬 ２ 
25 

戸 面 石 神 五 郎 津 

13 大 久 保 舞 見 作 朝生原入会地 下 畑 

14 大 久 保 東 舞 見 作 26 万 田 野 下 畑 

15 石 神 信 ノ 峯 27 万 田 野 水 足 
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資料６ 千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋） 

（別表）被害の認定基準 

区分 被害項目 認定基準 備考 報告様式 

人的 

被害 
共通  

被害者の居住する市町村と被害発生場所の市町村

とが異なる場合は、被害発生場所の市町村が報告を

する。 

人的被害 

人的 

被害 
死者 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又

は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者

とする。 

当該災害による負傷者が、発災後 48 時間以内に死

亡した場合は、「死者」として扱う。 
人的被害 

人的 

被害 
行方不明者 

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑

いがある者とする。 

（※1 原則として精神的なものを理由に行方が不明

になった場合を除くが、判断は市町村が行う。） 

 人的被害 

人的 

被害 
重傷者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受

ける必要のある者のうち 1 月以上の治療を要する見

込みの者とする。 

1.重傷又は軽傷の別が明らかでない場合は、とりあ

えず「負傷者」として報告する。 

2.要治療期間については、可能な限り、診断した医

師又は病院から正確な情報を得ること。 

人的被害 

人的 

被害 
軽傷者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受

ける必要のある者のうち 1 月未満で治療できる見込

みの者とする。 

中等症と診断された者について、左記の基準により

傷病程度を決めがたい場合は、軽傷者とする。 
人的被害 

住家 

被害 
共通 

住家とは、現実に居住のため使用している建物をい

い、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。 

1.別荘等で現に人が居住していないものは、「非住

家」として扱う。 

2.倉庫等は通常非住家と認められるが、人が居住し

ている場合で、当該居住部分に被害を生じた場合

は「住家被害」として計上する。 

3. 店舗併用住宅の居住部分は「住家」として扱い、

店舗部分は「非住家」として扱う。また、両部分

にわたり被害を生じ場合は、「住家被害」として

計上し、非住家被害としては計上しない。 

住家等被害 
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区分 被害項目 認定基準 備考 報告様式 

4.「棟」とは、一つの独立した建物をいい、離れ、

納屋、倉庫等は母屋とは別に 1棟として扱う。た

だし、ごく小規模なものは除く。二つ以上の棟が

渡廊下等で接続している場合には各 1 棟として

計上する。 

5.アパート、マンション等の集合住宅が被害を受け

た場合は、被災棟数は 1棟とし、被災世帯数はそ

の建物に居住する世帯数を計上する。 

住家 

被害 
全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したも

の。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したも

の、または住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住

家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を

生じることにより、補修しなければ元の機能を復元

し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ）が甚

だしく、補修により元通りに再使用することが困難

なもので、具体的には、住家の損壊、若しくは流失し

た部分の床面積がその住家の延べ床面積の 70%以上

に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素

（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要

素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部

として固定された設備を含む。以下同じ）の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。 

 住家等被害 

住家 

被害 
半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失し

たもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修す

れば元通りに再使用できる程度のもので、具体的は、

損壊部分がその住家の延べ床面積の 20%以上 70%未

満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の

 住家等被害 
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区分 被害項目 認定基準 備考 報告様式 

損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。 

住家 

被害 
一部破損 

全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修

を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが

数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

屋根瓦の相当部分が落ちたような場合は、「一部破

損」となるが、屋根の主要部分に被害が生じた場合

は、「半壊」以上として扱う。 

住家等被害 

住家 

被害 
床上浸水 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には

該当しないが土砂・竹木の堆積により一時的に居住

することができないものとする。 

アパート、マンション等の集合住宅で 2階建て以上

の建物の被災世帯は、次のように取り扱う。 

1.1 階部分が床下浸水の場合、1 階に居住する世帯

数のみでなく、その建物に居住する世帯数を「床

下浸水」に計上する。 

2.1 階部分が床上浸水の場合、1 階に居住する世帯

数は「床上浸水」に、2階以上に居住する世帯数

は「床下浸水」に計上する。 

住家等被害 

住家 

被害 
床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。  住家等被害 

非住家

被害 
共通 

住家以外の建築物で、この報告中他の被害箇所項目

に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分

は住家とする。 

非住家被害は、全壊又半壊の被害を受けたもののみ

を記入する。 

 住家等被害 

非住家

被害 
公共建物 

役場庁舎、公民館、公立保育所等で公用物又は公共

の用に供する建物とする。 

文教施設・港湾・清掃施設等別に項目を定めてある

ものは、「公共建物」に含めない。 
住家等被害 

非住家

被害 
その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

店舗併用住宅の店舗部分のみ被害を受けた場合は、

「非住家、その他」として扱う。 
住家等被害 

非住家

被害 
文教施設 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び幼稚園

における教育の用に供する施設とする。 

一つの学校の中で、校舎、体育館等複数の施設が被

害を受けた場合でも、文教施設 1箇所として被害に

計上する。 

住家等被害 

非住家

被害 
病院 

医療法第 1条第 1項に規定する病院（患者 20人以上

の収容施設を有するもの）とする。 
 住家等被害 
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区分 被害項目 認定基準 備考 報告様式 

罹災世帯 

1.災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け

通常の生活を維持できなくなった生計を一つにし

ている世帯とする。 

2.一部損壊及び床下浸水の場合は計上しない。 

寄宿舎、下宿、その他これに類する施設に宿泊する

もので共同生活を営んでいるものにつては、これを

一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であ

っても、生活が別であれば分けて扱うのとする。 

住家等被害 

罹災者 罹災世帯の構成員とする。  住家等被害 

道路 

被害 
道路 

道路法（昭和 27年法律第 180 号）第 2条第 1項に規

定する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。 

1.高速自動車国道、一般国道、県道、市町村道の一

般交通の用に供する道で、トンネル、渡船施設等

を含む。（農業用道路、林道等は含まない） 

2.道路被害の例としては、法面崩壊、がけくずれ、

地滑り等の土砂崩れによって道路が陥没したり

路肩が崩れたもののほか、地震による路面の不

陸、液状化による陥没等が該当する。 

3.道路冠水そのものは道路被害ではないが、冠水中

は道路に被害があるか不明であり、また交通に影

響を及ぼすことがあるため、被害程度を不明と

し、 その交通規制状況について報告すること。 

交通規制・

道路被害 

道路 

被害 
橋りょう 

道路を連結するために河川、運河等の上に架設され

た橋とする。 
 

交通規制・

道路被害 

道路 

被害 
がけくずれ   

交通規制・

道路被害 

道路 

被害 
地すべり 

地すべり等防止法（昭和 33 年 3 月 31 日法律第 30

号）第 2 条第 3 項に規定する「地すべり防止施設」

とする。 

 
交通規制・

道路被害 

道路 

被害 
急傾斜地 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭

和 44 年 7 月 1 日法律第 57 号）第 2 条第 2 項に規定

する「急傾斜地崩壊防止施設」とする。 

 
交通規制・

道路被害 

その他

被害 
河川 

河川法（昭和 39年法律第 167号）が適用され、若し

くは準用される河川若しくはその他の河川又はこれ

らのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床

1.河川被害の例としては、護岸の崩れ、破堤等が該

当する。 

2.なお、溢水は被害として計上しないが、その状況

その他の 

被害 
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区分 被害項目 認定基準 備考 報告様式 

止、その他の施設若しくは沿岸を保全するために防

護することを必要とする河岸とする。 

については報告すること。 

その他

被害 
港湾 

港湾法（昭和 25年法律第 218 号）第 2条第 5項に規

定する水域施設、外郭施設、係留施設、又は港湾の利

用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

漁港は「港湾」に含めない。 
その他の 

被害 

その他

被害 
砂防 

砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第 1 条に規定する

砂防設備、同法第 3 条の規定によって同法が準用さ

れる砂防のための施設又は第 3 条の 2 の規定によっ

て同法が準用される天然の河岸とする。 

砂防設備とは、砂防ダム・流路工等の土石流災害を

防止するための設備をいう。 

その他の 

被害 

その他

被害 
清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

ごみ処理施設とは、一般廃棄物処理施設と産業廃棄

物処理施設をいう。 

その他の 

被害 

その他

被害 
鉄道施設 

汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とす

る。 

豪雨、地震等に伴い、一時的に運行を停止し、施設

に異常がないことを確認し運行を再開した場合は、

路線ごとに 1 箇所として被害に計上する。 

参考様式 

【交通計画

課】 

その他

被害 
被害船舶 

ろ・かいのみをもって運転する舟以外で、船体が没

し、航行不能になったもの及び流失し、所在が不明

になったもの、並びに修理しなければ航行できない

程度の被害を受けたものとする。 

 
その他の 

被害 

その他

被害 
海岸 

海岸法（昭和 31 年 5 月 12 日法律第 101 号）第 2 条

第 1項に規定する「海岸保全施設」とする。 
 

公共土木施

設被害詳細

報告 

その他

被害 
水道施設  断水を伴う水道事業者等の施設の被害とする。 

参考様式 

【水政課・

水道局】 

その他

被害 
断水戸数 

上水道又は簡易水道で断水している戸数で、最新時

点における戸数とする。 

地域により断水の時間帯が異なる場合は、地域ごと

の最新時点における戸数を合計する。 

参考様式 

【水政課・

水道局】 

その他

被害 
電気 

災害による停電した戸数で、最新時点における戸数

とする。 

地域により停電の時間帯が異なる場合は、地域ごと

の最新時点における戸数を合計する。 

その他の 

被害 
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区分 被害項目 認定基準 備考 報告様式 

その他

被害 
電話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

発信規制により、電話がかかりにくい状態となった

場合は、被害に含めない。 

その他の 

被害 

その他

被害 
ガス 

一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となって

いる戸数で、最新時点における戸数とする。 

1.地域により供給停止の時間帯が異なる場合は、地

域ごとの最新時点における戸数を合計する。 

2.各家庭に取り付けられた安全器が、地震等を感知

して作動し、供給が一時的に停止された場合は、

被害に含めない。 

その他の 

被害 

その他

被害 

ブロック石

塀 
倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。  

その他の被

害 

その他

被害 

田の流失埋

没 

田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため、耕作

が不能になったものとする。 
 

参考様式 

【農林水産

政策課】 

その他

被害 
田の冠水 

穂の先端が見えなくなる程度に水をつかったものと

する。 
 

参考様式 

【農林水産

政策課】 

その他

被害 

畑の流失埋

没 
田の例に準じて取り扱うものとする。  

参考様式 

【農林水産

政策課】 

その他

被害 
畑の冠水   

参考様式 

【農林水産

政策課】 

火災発生 
火災発生件数については、地震又火山噴火の場合の

み報告するものとする。 
 

その他の被

害 

活動体

制 

庁内各部局 

市町村 

消防本部 

警察本部 

要綱に定める即時報告のことを指し、災害の覚知後

30分以内に報告する。 

1.配備人数については、実情を把握しがたい場合、

各機関の定める配備定数を報告する。 

2.消防本部及び警察本部については、現行システム

上報告する機能がないため、システムからの災害

名登録通知を受信確認することで報告に代える

ものとする。 
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（様式１）人的被害に関する状況 

 

※不明箇所は不明と記入して報告する。 

※中等症の被害者の程度は、認定基準で判断できない場合、軽傷として扱う。 

 

（様式 2-1）住家被害に関する状況（損壊） 

 

※ガラスが数枚割れた程度の被害は報告不要（一部破損ではない） 

人的被害に関する状況 様式1
整理
番号

管轄市町村 管轄消防 覚知時刻 発生時刻 発生住所 年齢 性別 国籍 程度 傷病名 搬送先 状況
報道への
公表区分

報告者名 報告者所属 連絡先

1 千葉市 千葉市消防局 9:00 8:15
千葉県千葉市中央区
市場町1-1

33 男 日本 軽傷 右足首捻挫 君津中央病院
地震に驚き自宅階段（２階から１階）
から転落し負傷。

石塚 千葉県 043-223-2175

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

住家被害に関する状況（損壊） 様式2-1
整理
番号

住所 種別 世帯数 人員 程度 破損箇所及び被害の詳細
報道への
公表区分

報告者名 報告者所属 連絡先

1 千葉市中央区市場町1-1 共同住宅 121 200 一部破損
屋根のトタンが一部めくれ上
がった。

石塚 千葉県 043-223-2175

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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（様式 2-2）住家被害に関する状況（浸水被害） 

 

 

 

（様式 2-3）非住家被害に関する状況 

 

 

住家被害に関する状況（浸水被害） 様式2-2
整理
番号

住所 種別 世帯数 人員 程度 対処状況 備考
報道への
公表区分

報告者名 報告者所属 連絡先

1 千葉市中央区市場町1-1 共同住宅 121 200 床上浸水 対処完了 石塚 千葉県 043-223-2175
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

非住家被害に関する状況 様式2-3
整理
番号

住所 種別 名称 程度 破損箇所及び被害の詳細 備考
報道への
公表区分

報告者名 報告者所属 連絡先

1 千葉市中央区市場町1-1 公共建物 千葉公民館 半壊 石塚 千葉県 043-223-2175
2 千葉市中央区市場町1-1 その他 千葉倉庫 全壊
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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（様式３）交通規制（道路被害）状況 

 

※状況は分かる限りで記載し、不明箇所は不明として報告。 

※道路被害や交通規制の理由で土砂が原因の場合、地滑りと分かれば「地滑り」、土砂の流出が崖地であれば「がけくずれ」、それ以外の場合は

「土砂崩れ」としてください。 

※道路被害は、土砂や倒木で路面が覆われているうちは「不明」、撤去後に道路に穴が空けば「道路陥没」、その他は状況に応じて記載してくだ

さい。 

※交通規制を伴わない道路被害に関しても報告する。（例）道路の縁が崩れた、もしくは土砂が被ったものの、規制は不要な場合。 

※道路被害を伴わない交通規制に関しても報告する。（例）道路冠水や倒木による道路規制。 

※「報道への公表区分」は、市町村が被害を認定し、マスコミへ発表できる状況になったら公表とする。 

 

 

 

 

 

 

交通規制（道路被害）状況 様式3
整理
番号

路線名 区間・場所 道路被害 交通規制 理由 迂回路
規制延長

（km）
備　考 管理者

報道への
公表区分

報告者名 報告者所属 連絡先

1 （国）356号～（国）126号
銚子市唐子町(銚子中学校付近交差
点）

不明 全面通行止め 路面冠水 2016/9/20 20:10 あり 0.40 2016/9/20 21:15
県（銚子土木

事務所）
石塚 千葉県 043-223-2175

2 調査中 銚子市西小川町１１４６ なし 全面通行止め 路面冠水 不明 解除済
3 調査中 銚子市笠上町６０３８－５ なし 全面通行止め 路面冠水 不明 解除済

4 （一）南安房公園線 館山市波左間 不明 全面通行止め
海の家の屋根

が県道を塞いで
いる

2016/9/20 22:00 あり 2016/9/21 0:15
県（安房土木

事務所）

5 市道 茂原市真名1532付近 不明 規制無し なし 不明 規制無し 茂原市

6 (県)犬成海士有木線 市原市福増 不明 全面通行止め 路面冠水 2016/9/19 22:00 あり 1.00 未定
県（市原土木

事務所）
7 市道 君津市（怒田第二隧道付近） 道路陥没 全面通行止め 土砂崩れ 2016/9/20 22:47 あり - （21日中に復旧見込み） 君津市

8 （国）409号 袖ヶ浦市大鳥居 道路陥没 片側交互通行
法面からの土

砂崩れ
2016/9/20 20:40 なし 0.03 未定

県（君津土木
事務所）

9 （県）八日市場山田線 香取市米野井地先 不明 片側交互通行 倒木 2016/9/20 22:30 なし 2016/9/21 0:05
県（香取土木

事務所）
10 町道 一宮町船頭給１７８２番地付近 なし 片側交互通行 路面冠水 2016/9/20 22:00 不明 2016/9/21 10:00 一宮町

11 （一）夷隅瑞沢線 睦沢町大上 不明 全面通行止め 倒木 2016/9/20 23:00 あり 未定
県（長生土木

事務所）
12 （町）川畑上線 大多喜町川畑地区 不明 全面通行止め 土砂崩れ 2016/9/20 21:25 不明 (23日中に復旧見込み） 大多喜町

規制解除（予定）
（復旧見込み）

規制（報告）開始
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（様式４）その他の被害に関する状況 

 

※状況は分かる限りで記載し、不明箇所は不明として報告する。 

※二次被害の恐れがある情報、報道機関が大きく取り上げる可能性があるなど、社会的影響の大きな事案について記載する。 

 

 

 

（様式５）避難勧告等発令状況 

 

※対象世帯数及び人数は、正確な把握ができない場合はおおよその数値で良い。 

その他の被害に関する状況 様式4
整理
番号

事案名 覚知時刻 発生時刻 発生住所 事案の状況 備考
報道への
公表区分

報告者名 報告者所属 連絡先

1 学校裏山の土砂崩れ 9:00 8:15
千葉県千葉市中央区市
場町1-1

千葉小学校の裏山で土砂崩れが発生。
直接の被害はないが、通学児童への安全配慮のた
め報告する。

石塚 千葉県 043-223-2175

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

避難勧告等発令状況 様式5
整理
番号

避難勧告等発令区分 発令時刻 解除時刻 対象市町村 対象地域 対象世帯数 対象人数 発令理由 報告者名 報告者所属 連絡先

1 2017/2/20 10:15 2017/2/20 15:15 千葉市 中央区市場町 200 500 石塚 千葉県 043-223-2175
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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（様式 6-1）保有備蓄物資一覧 

 

保有備蓄物資一覧 様式6-1

たて(mm) よこ(mm) 高さ(mm)

例 千葉市 アルファ化米 50,000 食 320 480 190 50 5.0 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

保管箇所数No 品目 数量
1梱包単位の容積

単位
1梱包単位の

入数
1梱包単位の重

量(kg)
市町村
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（様式 6-2）集積地点候補地 

 

 

 

 

集積拠点候補地 様式6-2

※緯度経度は10進法により小数点以下7桁まで入力。

例 千葉市 ○○市総合体育館 ○○市××町1-1-1 35.1111111 140.1234567 ***-***-**** 54,000 あり あり 可 官

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No 市町村 住所 電話施設名
大型(10t)
進入可否

受入人数 官／民
有効面積

（㎡）
緯度 経度 屋根

荷役
機械
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（様式 7-1）避難所情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所情報 様式7-1
※緯度経度は10進法により小数点以下7桁まで入力。

出入口 トイレ 水道 浸水想定区域
土砂災害

警戒区域

土砂災害

特別警戒区域

津波災害

警戒区域 食料（食） 飲料（Ｌ） 毛布（枚） トイレ（基） 紙おむつ（枚） 生理用品（枚） マスク（枚） 手指消毒液 自家発電装置 非常用発電機 衛星電話 燃料 生活用水

例 ○○市総合体育館 ○○市××町1-1-1 35.1111111 140.1234567 ○○市長 ○○○○課 ***-***-**** 500 250 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ 1000 500 250 10 300 300 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

想定収容
人数

備蓄物資構造条件 立地条件
管理者 管理担当 耐震性 耐火性

非構造部材の

耐震化

交通
条件

福祉
避難所

指定
避難所

No 施設名 住所 電話
有効面積

（㎡）
市町村 緯度 経度
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（様式 7-2）避難所開設情報 

 

 

 

 

 

避難所開設情報 様式7-2

世帯数 人数 世帯数 人数

例 ○○市総合体育館 ○○市××町１－１－１ ***-***-**** 500 250 3 10 5 15 毛布 12/1 15:00 12/2 21:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

閉鎖日時
有効面積

（㎡）

現避難数 延べ避難数
不足物資

収容可能
人数

開設日時No 施設名 住所 電話市町村
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（様式 99）消防庁様式 

 

第１号様式   （火災） 

第    報 

 

 

 

消防庁受信者氏名                          

報 告 日 時 年  月  日  時  分 

都 道 府 県   

市 町 村 

(消防本部名) 

 

※ 特定の事故を除く。 報 告 者 名   

火 災 種 別  １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出 火 場 所   

出 火 日 時 

（ 覚 知 日 時 ） 

 月  日  時  分 

( 月  日  時  分) 

( 鎮 圧 日 時 ) 

鎮 火 日 時 

( 月  日  時  分) 

 月  日  時  分 

火 元 の 業 態 ・ 

用 途 

  事 業 所 名 

( 代 表 者 氏 名 ) 

 

出 火 箇 所 

 

出 火 原 因 

 

死 傷 者 死者（性別・年齢）    人 

負傷者 重傷       人 

       中等症      人 

       軽症       人 

死 者 の 生 じ た 

理 由 

 

建 物 の 概 要 構造             建築面積               ㎡ 

階層             延べ面積               ㎡ 

焼 損 程 度 
 

焼損 

棟数 

半 焼 棟  

  

 

計  棟 

焼 損

面積 

建物焼損床面積      ㎡ 

建物焼損表面積           ㎡ 

林野焼損面積             ha 

部分焼 棟 

ぼ や 棟 

世帯 棟 

り 災 世 帯 数 

 

気象状況 

 

消 防 活 動 状 況 消防本部（署）                         台   人 

消 防 団                               台    人 

その他（消防防災ヘリコプター等）    台･機   人 

 

災害対策本部等の

設 置 状 況 

  

そ の 他 参 考 事 項 
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（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30 分以内）

分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない

旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。） 
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第２号様式 （特定の事故） 第　　　　報報

年 月 日 時 分

事故名

レイアウト第一種、第一種、

第二種、その他

死者（性別・年齢） 人 人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人

人

人
台

人
台

人
機

人

人

警戒区域の設定 月 日 時 分 人

使用停止命令 月 日 時 分 人

その他参考事項

報告日時

市町村

報告者名

（消防本部名）

１　石油コンビナート等特別防災区域内の事故
２　危険物等に係る事故
３　原子力施設等に係る事故
４　その他特定の事故

都道府県

消防庁受信者氏名

)

事 業 所 名 特 別 防災 区域

発 見 日 時

事 故 種 別 　１　火災　２　爆発　３　漏えい　４　その他(　　)

発 生 場 所

時 分日月

日

）

消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況

( 月

時 分

時 分
鎮火日時 時

日

分

時 分
（ 覚 知 日 時 ） （ 月 日

月 日
発 生 日 時 月

(処理完了)

施 設 の 概 要
危 険 物施 設の

区 分

事 故 の 概 要

物 質 の 区 分
1 危険物　2 指定可燃物　3 高圧ガス　4 可燃性ガス
5 毒劇物　6 RI等        7 その他(　　　　　)

物 質 名

施 設 の 区 分 １　危険物施設　２　高危混在施設　３　高圧ガス施設　４　その他(　　　　　)

中 等 症

軽 症

死 傷 者

負傷者等

重 症

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

及 び 消 防 本 部 ( 署 )

救 急 ・ 救 助 消 防 団

災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況

活 動 状 況 消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー

自 衛 隊

そ の 他

海 上 保 安 庁

共 同 防災 組織

活 動 状 況 そ の 他

出 場 機 関 出場人員 出場資機材

事
業
所

自 衛 防災 組織

消 防 防 災
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第３号様式 （救急・救助事故・武力攻撃災害等）

第　　　　報報

年 月 日 時 分

消防庁受信者氏名

月 日 時 分

（ 月 日 時 分 ）

死者（性別・年齢） 負傷者等 人 ( 人 )

人 ( 人 )

計 人 人 ( 人 )

不明 人 人 ( 人 )

その他参考事項

（注）　負傷者欄の（　　）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

事故 災害 種別 １　救急事故　２　救助事故　３　武力攻撃災害　４　緊急対処事態における災害

都道府県

（消防本部名）

発 生 場 所

発 生 日 時
覚 知 方 法

（覚 知日 時）

事故 等の 概要

中 等 症

軽 症

重 症

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない
旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救助活動の要否

要救護者数(見込) 救 助 人 員

消防･救急･救助

活 動 状 況

災害 対策 本部

等の 設置 状況

報告日時

報告者名

市町村

死 傷 者
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第４号様式 （その１）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

設 置 状 況

報告者名

（災害概況即報）

都道府県

（消防本部名）

被
害
の
状
況

報告日時

市町村

災害対策本部等の（都道府県） （市町村）

発生日時

人的
被害

災
害
の
概
況

発生場所

住家
被害

棟

人
床上浸水

119番通報の件数

棟棟
人

未分類
不　明

人 重傷

床下浸水

人

消防庁受信者氏名

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報）

死　者
棟

半壊 棟

軽傷

全壊 棟

一部破損

要 請 の 状 況
その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

応
急
対
策
の
状
況

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等に

ついて、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）

自 衛 隊 派 遣
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第４号様式（その１）　別紙
都道府県名

（避難勧告等の発令状況）
発令日時 発令日時 発令日時

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時

※　対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。

（　　　　　　　　　　　）

市町村名
避難指示（緊急） 避難勧告 避難準備・高齢者等避難開始
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（その２）

被　　　　　害 被　　　　　害

災害名 ha 千円

ha 千円

ha 千円

ha 千円

箇

所
千円

箇

所
団体

箇

所
千円

被　　　　　害
箇

所
千円

人
箇

所
千円

人
箇

所
千円

人
箇

所
千円

人
箇

所

棟
箇

所

世

帯

箇

所
千円

人 隻 千円

棟 戸

世

帯

回

線

人 戸

棟 戸

世

帯

箇

所

人

棟

世

帯

人

棟
世

帯

世

帯 人

人 件 自衛隊の災害派遣 その他

棟 件

棟 件

すること。

非
住
家

公 共 建 物 危 険 物

そ の 他 そ の 他

ガ ス

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

火
災
発
生

建 物

住
　
　
　
　
家
　
　
　
　
被
　
　
　
　
害

ブ ロ ッ ク 塀 等

床 下 浸 水

電 話

電 気

一 部 破 損

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他

田
流失・埋没

水 道

床 上 浸 水

全 壊

崖 く ず れ

鉄 道 不 通 そ の 他

水 産 被 害

商 工 被 害

軽　　　　傷

半 壊

災
害
の
概
況

応
　
急
　
対
　
策
　
の
　
状
　
況

 １１９番通報件数

清 掃 施 設

被 害 船 舶 被 害 総 額

災

害

救

助

法

適
用
市
町
村
名

計　　　　　　　　　　　　　　　団体

冠　　　　水 そ の 他 の 公 共 施 設

文 教 施 設 小 計

農 業 被 害

橋 り ょ う 林 業 被 害

河 川

公 立 文 教 施 設

病 院 公 共 施 設 被 害 市町 村数

第4号様式

　（被害状況即報）　　

都 道 府 県 区　　　　　　　　　　　　分

災 害 名 冠　　　　水 農 林 水 産 業 施 設

・ 第　　　　　　　　　　報
畑

流失・埋没 公 共 土 木 施 設

道 路
そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

区　　　　　　　　　　　　分

畜 産 被 害

行 方 不 明 者 港 湾

負
傷
者

重　　　　傷

報 告 者 名

報 告 番 号

（　　　月　　　日　　　時現在）

区　　　　　　　　　　　　分

人
的
被
害

死 者

砂 防

※１　被害額は省略することができるものとする。

※２　１１９番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）と記入

災
　
害
　
対
　
策
　
本
　
部

等
　
の
　
設
　
置
　
状
　
況

市
町
村

件 

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況

都
道
府
県

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく 応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。）
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資料７ 被災状況報告（庁内用）  

                  取扱番号      

 

受 信 日 時   年  月  日  午前・午後  時  分  

発 信 者 

住 所  

受 信 者 

課 名  

氏 名  氏 名  

電 話  電 話  

被 災 場 所 

（付近の目標物）  

市原市  

 （                         ）  

住 宅 地 図 姉崎版・五井版・八幡宿版・牛久養老版    頁  

被 

 

害  

 

種  

 

別  

人 的 被 害 死者  人・行方不明者  人・重傷者  人・軽傷者  人  

住 家 被 害 
全壊  棟 ・半壊  棟 ・一部破損  棟  

床上浸水  棟・床下浸水  棟  

非住家被害 全壊  棟 ・半壊  棟（建物名            ）  

その他被害 

文教施設・病院・道路・橋りょう・河川・港湾・砂防・清掃施設 

がけくずれ・鉄道不通・被害船舶・水道施設（県水、市水）・ 

断水（県水、市水）・電気・電話・ガス・ブロック、石塀・ 

田（流失、冠水）・畑（流失、冠水）・火災・その他 

被 災 状 況 

 

 

 

 

 

 

 

対 応 状 況 

 

 

 

 

 

※ 県 等 へ の 報 告 有         無  

そ の 他 

（連絡事項等） 

応急復旧担当課   

 

※は記入不要 
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資料８ 防災行政無線（同報系）・ IP無線機 設置状況一覧表  

 

１ 防災行政無線（同報系） 

 

姉崎地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

今 津 朝 山 公 民 館 今津朝山４２６ 明 神 小 学 校 姉崎１８５０ 

今 津 稲 荷 神 社 今津朝山７７９－１ 姉 崎 支 所 姉崎２１５０－１ 

姉 崎 公 園 姉崎海岸２３－２ 姉 崎 高 校 姉崎２６３２ 

姉崎消防署隣接地 姉崎海岸４９ 青 葉 台 小 学 校 青葉台１－１０－１ 

椎 津 第 １ 公 園 姉崎海岸１３２－１ 青葉台みどりケ丘公園 青葉台６－１８－１ 

砂 子 公 園 姉崎東２－１２－１ 椎 津 大 手 橋 椎津３６６－２ 

姉ケ崎駅西口１号公園 姉崎西１－５－２ 広 栄 化 学 竹 栄 寮 椎津６１５ 

姉崎駅西口４号公園 姉崎西３－１４ 姉 崎 運 動 広 場 椎津１５５０ 

潮 見 通 り 姉崎８５０ 椎 津 台 公 民 館 椎津８３８－１０ 

山 新 公 民 館 姉崎１２３４ 柏 原 持 宝 院 柏原２９１ 

 

有秋地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

紅   葉  通  り 泉台１－３９－１ 有 秋 支 所 有秋台西１－３－２ 

泉 台 中 央 公 園 泉台３－４６ 有 秋 西 小 学 校 有秋台西２－３ 

泉 台 東 公 園 泉台４－２９ 天 羽 田 天羽田３１５－１ 

有 秋 東 小 学 校 不入斗７５３ 桜 台 自 治 会 館 桜台１－５ 

市道１１２０号線 豊成５４６－１３ な か よ し 公 園 桜台４－１２－１ 

深 城 深城８２６ 高 石 山 公 園 椎の木台１－３１－１ 

有 秋 台 東 公 園 有秋台東３－５－７７   

 

加茂地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

新 井 青 年 館 新井１５２－１ 旧 里 見 小 学 校 徳氏５４１－１ 

旧 月 出 小 学 校 月出１０４５ 田淵消防団詰所脇 田淵１１６５ 

旧 富 山 小 学 校 古敷谷２２５２ 月 崎 永 昌 寺 月崎１０９８－１ 

小 谷 田 道 路 空 地 小谷田８０５－４ 久 保 青 年 館 久保５９７－１ 

旧 白 鳥 小 学 校 大久保５４７－１ 本 郷 山 王 神 社 裏 本郷２４９－１ 

朝生原小学校跡地 朝生原７９２－２ せ せ ら ぎ 公 園 養老１０５８－５ 

加 茂 学 園 平野１２３ 駒込やすらぎの家 駒込１０７ 
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市原地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

草 刈 公 民 館 草刈９６４－１ 門 前 公 園 門前１－１４９－１ 

大 厩 駒 形 神 社 大厩９４７ 門 前 消 防 団 詰 所 門前２－２９０－２ 

辰 巳 通 り 沿 い 歩 道 山木１１５６－２ 国分寺台本郷公園 山田橋１－２ 

若 宮 小 学 校 若宮３－１３ 笹 目 公 園 八幡石塚１－１１ 

菊 間 備 蓄 庫 菊間５０８－２ 石 塚 小 学 校 八幡石塚２－４ 

前 畑 公 園 菊間９９８－３０ 市原教育センター 八幡２０ 

菊 間 公 民 館 菊間１９４８－３ 八 幡 公 園 八幡４４０ 

普 応 山 戒 誓 寺 菊間２３６７ 八 幡 小 学 校 八幡５３０ 

天 神 社 古市場１１６ 市 原 武 道 館 八幡１２７２－３ 

古市場原田みんなの広場 古市場６４０－１０ 観 音 町 児 童 遊 園 八幡１５３１ 

市 原 小 学 校 能満１３２０ 大 間 田 公 園 東五所１９ 

市 原 市 老 人 ホ ー ム 能満２０８９－１５７ 五 所 公 民 館 五所１６１２ 

能 満 分 区 集 荷 場 能満２１１６－９５ 老 川 公 園 八幡北町２－９ 

 

市津地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

沢 田 第 二 公 園 瀬又５５０－１３３ こぶしのおか公園 うるいど南２－９－１ 

瀬又東公園 瀬又９４３－１１６ 白 幡 神 社 潤井戸６８４ 

市 東 第 一 小 学 校 瀬又１８２０ 湿 津 中 学 校 潤井戸２２９７－２ 

市 津 公 民 館 下野９０－１ 滝 口 本 妙 寺 滝口１１７ 

旧市東第二小学校 高倉１－１ 勝 間 道 路 空 地 勝間８３８ 

市 東 中 学 校 東国吉３５６ 葉木消防器具置場跡地 葉木５５３ 

古 都 辺 神 社 古都辺３６２-５ 小 田 部 道 路 空 地 小田部６９ 

犬 成 消 防 団 詰 所 犬成７７１ 満 光 院 荻作２８２ 

サクラさくさく公園 うるいど南１－１－７ 久 々 津 公 民 館 前 久々津５５４－４ 

 

ちはら台地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

水 の 江 公 園 ちはら台東１－２４ 水 無 月 公 園 ちはら台南３－１７ 

長 月 公 園 ちはら台東２－１２ ちはら台南中学校 ちはら台南５－３ 

御 影 台 公 園 ちはら台東５－２１ 堂 坂 公 園 ちはら台西１－２ 

霜 月 公 園 ちはら台東７－１９ 大 岬 公 園 ちはら台西５－１６ 

乙 月 公 園 ちはら台東９－１３ 卯 月 公 園 ちはら台西６－１ 
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牧 園 小 学 校 ちはら台南２－７ 皐 月 公 園 ちはら台西６－３３ 

 

 

五井地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

市 原 市 役 所 国分寺台中央１－１－１ 森 の 幼 稚 舎 五井中央西１－３１－２４ 

惣 社 戸 隠 神 社 惣社４－１４ 新田・下宿５号公園 五井中央南１－１９ 

国 府 小 学 校 村上１４０２－１ 五 井 小 学 校 五井東１－６－３ 

東 海 小 学 校 廿五里５５８ 後 山 公 園 五井東３－４０ 

野 毛 野毛４２４－１ 五 井 中 学 校 五井９２２－２ 

京 葉 高 校 島野２２２ 川 岸 市 営 住 宅 五井２１８０－１ 

千葉鴨川線脇歩道 島野１０６４－４ 五 井 新 田 五井２６０３ 

島野七ツ町公民館 島野１１９６－１ 五 座 目 公 園 五井３４２２－６ 

谷 島 野 公 民 館 島野１９５０－２ 若 葉 中 学 校 五井５３０８ 

松 ケ 島 公 民 館 松ケ島２０２－１ 椎 ノ 実 公 園 五井５８００－１ 

松ヶ島西（市原緑地運動公園内） 松ヶ島西緑地 上 葭 野 公 園 五井６５０３－２４ 

飯 沼 龍 昌 寺 飯沼８８８ 川 岸 公 園 五井９０９６ 

出 津 中 央 公 園 五井西１－８－２ 潮 見 公 園 五井金杉２－１０ 

出 津 米 山 公 園 五井西２－１７ 市原緑地運動公園 五井金杉４地先 

京 葉 小 学 校 五井西３－９－２ 白 金 公 園 白金町１－３１ 

玉前西（市原緑地運動公園内） 玉前西緑地 白 金 公 民 館 白金町４－２４ 

養 老 川 臨 海 公 園 五井南海岸１－１２ 白 旗 公 園 白金町６－１２ 

岩 崎 児 童 遊 園 岩崎８４ 国分寺台西小学校 西国分寺台２－11－１ 

卯の起公園（市原緑地運動公園内） 岩崎２６８ 国 分 寺 台 小 学 校 南国分寺台３－２ 

市 原 市 総 合 公 園 更級５－１－１ 東 海 中 学 校 今富４７７ 

更 級 更級４－１００ 今 富 公 民 館 今富７４３－１ 

旧君塚小学校跡地 君塚１－２６－２ 海 保 消 防 団 詰 所 海保５６４－１ 

白 金 小 学 校 君塚３－１９ 北 青 柳 公 民 館 青柳５７１－４ 

大 宮 公 園 君塚４－３ 千 種 小 学 校 青柳１８０１ 

西 崎 公 園 君塚５－１８ 青柳北（市原緑地運動公園内） 青柳北緑地 

五 井 保 育 所 平田５４３－１ 西 青 柳 公 民 館 青柳１－６－１４ 

大 六 天 公 園 五井中央東 2-15-3 旧 朝 山 小 学 校 跡 千種３－１７－８ 

北五井土地区画整理

事 業 内 近 隣 公 園 

北五井土地区画整理

事業 57街区 
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辰巳地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

辰 巳 台 中 学 校 辰巳台東２－２ 辰 巳 公 民 館 辰巳台西 3-14-１ 

辰 巳 台 東 小 学 校 辰巳台東４－１３ 辰巳台西県営住宅 辰巳台西４-１-１ 

県水辰巳高架水槽 辰巳台東 5-7-2   

 

三和地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

光 風 台 小 学 校 光風台４－５４６ 三 和 中 学 校 磯ケ谷１７０３ 

養 老 小 学 校 松崎８２０ 光 風 台 団 地 光風台２－１７９ 

市 西 小 学 校 海士有木１１３０ 新 生 備 蓄 庫 新生３２３ 

海 士 公 民 館 海士有木１６９０－２ 新 堀 公 民 館 新堀２１５－１ 

山 田 公 民 館 山田１６６ 土 宇 道 路 空 地 土宇５番地地先 

磯 ケ 谷 事 務 所 磯ケ谷１２５７－３ 川在ミニ運動広場 川在５６５－１ 

光 風 台 分 署 光風台２－４６４－５ 北 桜 谷 公 園 光風台５－４１０ 

海 上 小 学 校 神代１２５   

 

南総地区 

設 置 場 所 の 名 称 住  所 設 置 場 所 の 名 称 住  所 

戸 田 小 学 校 馬立８３０ 旧 平 三 小 学 校 平蔵８０８ 

牛 久 小 学 校 皆吉９３３－２ 南 総 消 防 署 米沢７２７ 

旧 内 田 小 学 校 島田２０ 吉 野 台 第 二 公 園 西国吉１７２０－６４ 

新 田 台 公 園 南岩崎６２７－３４ 岩 藪 公 民 館 岩２６－１ 

新 田 青 年 館 馬立２１０３－１ 上高根下区公民館 上高根５４０ 

妙 香 消 防 団 詰 所 妙香１３－４ 平 蔵 宿 滝 公 民 館 平蔵１９５２－５ 

大蔵屋団地内公園 石川３０６－９６ 矢 田 集 会 場 池和田１３１６－１ 

西 国 吉 神 社 参 道 西国吉２１３－５ 平 沢 農 村 協 同 館 平蔵２９０９－１ 

下 矢 田 公 民 館 下矢田７００－１ 鶴 舞 第 二 浄 水 場 鶴舞１４５－２ 

七 日 市 場 会 館 中高根４２５－１ 県道上高根北袖線 中高根１３７３ 

南総学校給食センター 牛久８５３ ときわ台中央公園 栢橋２１５－１８７ 

鶴 舞 公 民 館 鶴舞６２４ 寺 谷 菅 の 谷 寺谷６７２－６７ 

寺 谷 玉 泉 寺 寺谷１７ 山 下 公 園 中３１２－３３ 
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２ IP無線機 
 

番号 部 課 地区 所在地 

 

1 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

2 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

3 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

4 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

5 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

6 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

7 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

8 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

9 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

10 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

11 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

12 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

13 総務部 危機管理課 市役所本庁舎 第 1庁舎 4階  

14 市民生活部 地域連携推進課 市役所本庁舎 
第 1庁舎 

2階 
 

15 市民生活部 姉崎支所 姉崎 姉崎 2150-1  

16 市民生活部 市原支所 市原 八幡 1050-3  

17 市民生活部 五井支所 五井 五井中央西 1-1-25  

18 市民生活部 三和支所 三和 海士有木 232-1  

19 市民生活部 市津支所 市津 下野 90-1  

20 市民生活部 辰巳台支所 辰巳台 辰巳台西 3-14-1  

21 市民生活部 南総支所 南総 牛久 500  

22 市民生活部 加茂支所 加茂 平野 583-3  

23 市民生活部 有秋支所 有秋 有秋台西 1-3-2  

24 市民生活部 ちはら台支所 ちはら台 ちはら台南 6-1-3  

25 市民生活部 菊間コミュニティセンター 市原 菊間 1870-4  

26 市民生活部 三和コミュニティセンター 三和 海士有木 235-1  

27 市民生活部 ちはら台コミュニティセンター ちはら台 ちはら台南 6-1-3  

28 市民生活部 千種コミュニティセンター 五井 千種 2-1-2  

29 市民生活部 戸田コミュニティセンター 南総 馬立 733  

30 市民生活部 サンプラザ市原 五井 五井中央西 1-1-25  
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番号 部 課 地区 所在地 

 

31 保健福祉部 保健福祉課 市役所本庁舎 
第 1庁舎 

2階 
 

32 保健福祉部 保健センター 五井 更級 5-1-27  

33 経済部 商工業振興課 市役所本庁舎 
第 2庁舎 

4階 
 

34 経済部 農林業振興課 三和 安須 980  

35 経済部 農林業環境整備課 三和 安須 980  

36 経済部 農林業環境整備課 三和 安須 980  

37 経済部 農林業環境整備課 三和 安須 980  

38 
子ども未来

部 
いちはら子ども未来館 五井 更級 5-1-18  

39 土木部 土木管理課 市役所本庁舎 
第 1庁舎 

3階 
 

40 土木部 南部土木事務所 南総 牛久 500  

41 土木部 南部土木事務所 南総 牛久 500  

42 都市部 市原市緑地運動公園 五井 岩崎 268  

43 上下水道部 水道総務課 市役所本庁舎 
第 1庁舎 

3階 
 

44 上下水道部 給水課 市役所本庁舎 
第 1庁舎 

3階 
 

45 上下水道部 下水道計画課 五井 松ヶ島西 1-4  

46 上下水道部 新井浄水場 加茂 新井 731  

47 教育総務部 教育総務課 市役所本庁舎 第 2庁舎 2階  

48 教育振興部 生涯学習課 市役所本庁舎 
第 2庁舎 

2階 
 

49 地方創生部 市民会館 国分寺台 惣社 1-1-1  

50 教育振興部 姉崎公民館 姉崎 姉崎 2150-1  

51 教育振興部 有秋公民館 有秋 有秋台西 1-3-2  

52 教育振興部 五井公民館 五井 五井 5472-1  

53 教育振興部 国分寺公民館 国分寺台 南国分寺台 1-2-6  

54 教育振興部 八幡公民館 市原 八幡 1050-1  

55 教育振興部 辰巳公民館 辰巳台 辰巳台西 3-14-1  

56 教育振興部 市津公民館 市津 下野 90-1  

57 教育振興部 南総公民館 南総 牛久 520-1  
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番号 部 課 地区 所在地 

 

58 教育振興部 加茂公民館 加茂 養老 949-1  

59 小・中学校 姉崎小学校 姉崎 椎津 461  

60 小・中学校 明神小学校 姉崎 姉崎 1850  

61 小・中学校 姉崎中学校 姉崎 姉崎 2156  

62 小・中学校 青葉台小学校 姉崎 青葉台 1-10-1  

63 小・中学校 姉崎東中学校 姉崎 姉崎 3056-1  

64 小・中学校 八幡小学校 市原 八幡 530  

65 小・中学校 八幡中学校 市原 八幡 500  

66 小・中学校 旧八幡東中学校 市原 菊間 428  

67 小・中学校 石塚小学校 市原 八幡石塚 2-4  

68 小・中学校 菊間小学校 市原 菊間 1620-1  

69 小・中学校 菊間中学校 市原 菊間 1850  

70 小・中学校 五所小学校 市原 五所 2154-1  

71 小・中学校 若宮小学校 市原 若宮 3-13  

72 小・中学校 白幡小学校 辰巳台 山木 108  

73 小・中学校 市原小学校 市原 能満 1320  

74 小・中学校 市原中学校 市原 能満 1450  

75 小・中学校 五井小学校 五井 五井東 1-6-3  

76 小・中学校 若葉小学校 五井 五井 5555-1  

77 小・中学校 若葉中学校 五井 五井 5308  

78 小・中学校 白金小学校 五井 君塚 3-19  

79 小・中学校 国府小学校 国分寺台 村上 1402-1  

80 小・中学校 国分寺台小学校 国分寺台 南国分寺台 3-2  

81 小・中学校 国分寺台中学校 国分寺台 南国分寺台 2-1  

82 小・中学校 国分寺台東小学校 国分寺台 東国分寺台 5-1  

83 小・中学校 国分寺台西小学校 国分寺台 西国分寺台 2-11-1  

84 小・中学校 国分寺台西中学校 国分寺台 国分寺台中央 5-1-1  

85 小・中学校 京葉小学校 五井 五井西 3-9-2  

86 小・中学校 五井中学校 五井 五井 922-2  

87 小・中学校 東海小学校 五井 廿五里 558  

88 小・中学校 東海中学校 五井 今富 477  

89 小・中学校 千種小学校 五井 青柳 1801  

90 小・中学校 千種中学校 五井 千種 6-1-1  
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番号 部 課 地区 所在地 

 

91 小・中学校 海上小学校 三和 神代 125  

92 小・中学校 市西小学校 三和 海士有木 1130  

93 小・中学校 養老小学校 三和 松崎 820  

94 小・中学校 三和中学校 三和 磯ヶ谷 1703  

95 小・中学校 光風台小学校 三和 光風台 4-546  

96 小・中学校 双葉中学校 三和 光風台 1-475  

97 小・中学校 湿津小学校 市津 潤井戸 2299-14  

98 小・中学校 湿津中学校 市津 潤井戸 2297-2  

99 小・中学校 市東第一小学校 市津 瀬又 1820  

100 小・中学校 旧市東第二小学校 市津 高倉 1-1  

101 小・中学校 市東中学校 市津 東国吉 356  

102 小・中学校 辰巳台西小学校 辰巳台 辰巳台西 4-16  

103 小・中学校 辰巳台中学校 辰巳台 辰巳台東 2-2  

104 小・中学校 辰巳台東小学校 辰巳台 辰巳台東 4-13  

105 小・中学校 戸田小学校 南総 馬立 830  

106 小・中学校 寺谷小学校 南総 寺谷 687-1  

107 小・中学校 牛久小学校 南総 皆吉 933-2  

108 小・中学校 旧内田小学校 南総 島田 20  

109 小・中学校 南総中学校 南総 安久谷 140  

110 小・中学校 鶴舞小学校 南総 鶴舞 708  

111 小・中学校 加茂中学校（加茂学園） 加茂 平野 123  

112 小・中学校 有秋東小学校 有秋 不入斗 753  

113 小・中学校 有秋西小学校 有秋 有秋台西 2-3  

114 小・中学校 有秋中学校 有秋 不入斗 1200  

115 小・中学校 有秋南小学校 有秋 桜台 3-1-1  

116 小・中学校 水の江小学校 ちはら台 ちはら台東 2-15-1  

117 小・中学校 清水谷小学校 ちはら台 ちはら台南 5-2-1  

118 小・中学校 ちはら台南中学校 ちはら台 ちはら台南 5-3-1  

119 小・中学校 牧園小学校 ちはら台 ちはら台南 2-7-1  

120 小・中学校 ちはら台西中学校 ちはら台 ちはら台西 5-1  

121 小・中学校 ちはら台桜小学校 ちはら台 ちはら台東 5-13  

122 小・中学校 旧平三小学校 南総 平蔵 808  

123 小・中学校 旧月出小学校 加茂 月出 1045  
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番号 部 課 地区 所在地 

 

124 小・中学校 旧富山小学校 加茂 古敷谷 2252  

125 小・中学校 旧里見小学校 加茂 徳氏 541-1  

126 小・中学校 旧白鳥小学校 加茂 大久保 547-1  

127 その他 市原特別支援学校 市原 能満 1519-5  

128 その他 姉崎高等学校 姉崎 姉崎 2632  

129 その他 市原八幡高等学校 市原 八幡 1877-1  

130 その他 市原緑高等学校 市原 能満 1531  

131 その他 東海大学付属市原望洋高等学校 市原 能満 1531  

132 その他 京葉高等学校 五井 島野 222  

133 その他 市原中央高等学校 三和 土宇 1481-1  

134 その他 市原高等学校 南総 牛久 655  

135 その他 市原刑務所 三和 磯ヶ谷 11-1  

136 その他 市原警察署 市原 八幡海岸通 1965-17  

137 その他 本部無線班 市役所本庁舎 無線室  
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資料９ 備蓄倉庫・備蓄品一覧表  

 

１ 備蓄庫設置状況一覧表 

小学校：38校、中学校：19校、閉校施設 8施設、：旧幼稚園：1箇所 

   コミュニティセンター：2箇所、保健センター：1箇所、文化財収蔵庫：1箇所 

   支所：10箇所、支援備蓄庫：4箇所、いちはら子ども未来館：1箇所 

№ 地区 名称 所在地 設置年度 規模(㎡) 

1 姉崎 姉崎支所 姉崎２１５０－１ 昭和５６年 40 

2 姉崎 姉崎中学校 姉崎２１５６ 平成１１年 61 

3 姉崎 姉崎小学校 椎津４６１ 平成２４年 20 

4 姉崎 青葉台小学校 青葉台１－１０－１ 平成２４年 27 

5 姉崎 姉崎東中学校 姉崎３０５６－１ 平成２５年 30 

6 姉崎 明神小学校 姉崎１８５０ 令和元年 31 

7 市原 菊間備蓄庫 菊間５０８－２ 昭和５３年 60 

8 市原 市原支所 八幡１０５０－３ 昭和６０年 40 

9 市原 菊間コミュニティセンター 菊間１８７０－４ 平成 ３年 35 

10 市原 若宮小学校 若宮３－１３ 平成 ８年 70 

11 市原 八幡中学校 八幡５００ 平成１１年 106 

12 市原 菊間小学校 菊間１６２０－１ 平成１１年 28 

13 市原 石塚小学校 八幡石塚２－４ 平成２４年 61 

14 市原 市原中学校 能満１４５０ 平成２４年 62 

15 市原 旧八幡東中学校 菊間４２８ 平成２４年 65 

16 市原 菊間中学校 菊間１８５０ 平成２５年 36 

17 市原 市原小学校 能満１３２０ 平成２５年 11 

18 市原 五所小学校 五所２１５４－１ 平成３０年 37 

19 市原 八幡小学校 市原市八幡５３０ 令和３年 58 

20 五井 本庁備蓄庫 国分寺台中央１－１－１ 昭和５３年 30 

21 五井 五井会館 五井中央西２－３－１３ 昭和５５年 20 

22 五井 保健センター 更級５－１－２７ 平成 ８年 30 

23 五井 防災センター備蓄庫 山田橋３４３ 平成１４年 300 

24 五井 千種ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 千種２－１－２ 平成２０年 40 

25 五井 千種小学校 青柳１８０１ 平成２３年 13 

26 五井 白金小学校 君塚３－１９ 平成２４年 60 

27 五井 京葉小学校 五井西３－９－２ 平成２４年 17 

28 五井 五井中学校 五井９２２－２ 平成２５年 12 
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№ 地区 名称 所在地 設置年度 規模(㎡) 

29 五井 国府小学校 村上１４０２－１ 平成２５年 8 

30 五井 東海中学校 今富４７７ 平成２５年 27 

31 五井 東海文化財収蔵庫 廿五里５３４ 平成２６年 105 

32 五井 千種中学校 千種６－１－１ 平成３０年 27 

33 五井 若葉小学校 五井５５５５－１ 平成３０年 13 

34 五井 五井小学校 五井東１－６－３ 令和２年 7 

35 五井 いちはら子ども未来館 市原市更級５－１－１８ 令和２年 10 

36 三和 新生備蓄庫 新生３２３ 昭和５３年 60 

37 三和 三和支所 海士有木２３２－１ 昭和５８年 40 

38 三和 三和中学校 磯ケ谷１７０３ 平成２４年 49 

39 三和 光風台小学校 光風台４－５４６ 平成２５年 31 

40 三和 双葉中学校 光風台１－４７５ 平成２５年 15 

41 三和 養老小学校 松崎８２０ 平成２５年 4 

42 三和 市西小学校 海士有木１１３０ 平成３０年 23 

43 市津 市津支所 下野８７－１ 平成２３年 57 

44 市津 湿津小学校 潤井戸２２９９－１４ 平成２４年 60 

45 市津 市東第一小学校 瀬又１８２０ 平成２４年 22 

46 市津 湿津中学校 潤井戸２２９７－２ 平成２４年 46 

47 市津 市東中学校 東国吉３５６ 平成２５年 5 

48 市津 旧市東第二小学校 高倉１－１ 平成２５年 32 

49 辰巳台 辰巳台支所 辰巳台西３－１４－１ 昭和５８年 40 

50 辰巳台 辰巳台東小学校 辰巳台東４－１３ 平成１１年 9 

51 辰巳台 辰巳台西小学校 辰巳台西６－１６ 平成２４年 23 

52 辰巳台 辰巳台中学校 辰巳台東２－２ 平成２５年 4 

53 辰巳台 白幡小学校 山木１０８ 平成２５年 18 

54 南総 南総支所 牛久５００ 昭和６３年 60 

55 南総 牛久小学校 皆吉９３３－２ 平成２４年 14 

56 南総 旧内田小学校 島田２０ 平成２４年 10 

57 南総 寺谷小学校 寺谷６８７－１ 平成２４年 27 

58 南総 南総中学校 安久谷１４０ 平成２４年 29 

59 南総 戸田小学校 馬立８３０ 平成２５年 32 

60 南総 鶴舞小学校 鶴舞７０８ 平成２５年 31 

61 南総 旧平三小学校 平蔵８０８ 平成２５年 27 

62 南総 旧牛久幼稚園 牛久３４２ 令和２年 255 



 

79 

№ 地区 名称 所在地 設置年度 規模(㎡) 

63 加茂 加茂支所 平野５８３－３ 昭和６３年 40 

64 加茂 旧月出小学校 月出１０４５ 平成２６年 1 

65 加茂 旧白鳥小学校 大久保５４７－１ 平成２６年 13 

66 加茂 旧富山小学校 古敷谷２２５２ 平成２６年 14 

67 加茂 旧里見小学校 徳氏５４１－１ 平成２６年 11 

68 加茂 加茂学園 平野１２３ 令和元年 27 

69 有秋 有秋支所 有秋台西１－３－２ 昭和５４年 40 

70 有秋 有秋西小学校 有秋台西２－３ 平成２４年 85 

71 有秋 有秋南小学校 桜台３－１－１ 平成２４年 27 

72 有秋 有秋中学校 不入斗１２００ 平成２４年 64 

73 有秋 有秋東小学校 不入斗７５３ 平成２５年 15 

74 ちはら台 ちはら台支所 ちはら台南６－１－３ 平成１４年 51 

75 ちはら台 ちはら台桜小学校 ちはら台東５－１３ 平成２１年 9 

76 ちはら台 水の江小学校 ちはら台東２－１５ 平成２４年 13 

77 ちはら台 ちはら台西中学校 ちはら台西５－１ 平成２４年 51 

78 ちはら台 ちはら台南中学校 ちはら台南５－３ 平成２５年 14 

79 ちはら台 牧園小学校 ちはら台南２－７ 平成２５年 24 

80 ちはら台 清水谷小学校 ちはら台南５－２ 平成３０年 43 

81 国分寺台 国分寺台西中学校 国分寺台中央５－１－１ 平成２４年 28 

82 国分寺台 国分寺台小学校 南国分寺台３－２ 平成２５年 14 

83 国分寺台 国分寺台西小学校 西国分寺台２－１１－１ 平成２５年 5 

84 国分寺台 国分寺台中学校 南国分寺台２－１ 平成２７年 15 

85 国分寺台 国分寺台東小学校 東国分寺台５－１ 平成３０年 7 

合  計 3,231 
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２ 備蓄品整備状況一覧                      令和６年２月１日現在 

 

物 品 名 規 格 単位 数 量 

食 

糧 

サバイバルフーズ 保存 25 年､1箱 60食 食 95,160 

ファミリーセット 保存 25 年､1箱 60食 食 5,340 

クラッカー 保存 25 年､1箱 60食 食 52,860 

アルファ化米 保存 5年、アレルギー対応 食 51,150 

調理不要米飯 

（レトルト食品） 
保存 5年、アレルギー対応 食 58,850 

粉ミルク 保存 1.5 年 食 2,100 

粉ミルク 保存 1.5 年（アレルギー対応） 食 270 

液体ミルク 保存 1.5 年（アレルギー対応） 食 288 

飲
料
水 

水槽 

5,000ℓ 台 1 

組立式(3,000ℓ) 台 17 

組立式(1,000ℓ) 台 5 

2,000ℓ車載式 台 11 

ﾛｰﾘｰ 500ℓ 台 2 

ﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ組立槽 台 6 

非常用飲料水（5 年保存） 500mℓ(1箱 24本) 本 187,320 

非常用飲料水（7 年保存） 500mℓ(1箱 24本) 本 36,000 

飲料水用ポリタンク 20ℓ用 個 649 

非常用飲料水袋 
10ℓ用 枚 37,290 

4ℓ用 枚 250 

炊
飯
器
具 

大釜 ｱﾙﾐ製 φ60㎝、大和重工 EG800A 個 25 

かまど   台 32 

ハイゼックス袋   枚 285,600 

炭   俵 150 

薪   束 307 
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物 品 名 規 格 単位 数 量 

寝
具
衣
料 

毛布 1.4×2.0m、3.1～3.3㎏ 枚 42,764 

アルミブランケット   枚 8,600 

乳幼児毛布   枚 30 

レスキューシート   枚 20 

寝袋   個 279 

下着   枚 680 

衛
生
用
品
等 

担架   台 112 

晒 9.1m 反 1,315 

脱脂綿 1包(A:100g､B:400g､C:500g) 包 146 

包帯 4.5m 本 6,320 

石鹸   個 1,099 

ちり紙 1箱 44 包(1包 30枚) 包 1,171 

組立式トイレ   台 151 

簡易トイレ   台 217 

簡易トイレ処理セット   回 16,500 

自動ラップ式トイレ   台 52 

自動ラップ式トイレ用パイプアー

ム 
  台 52 

自動ラップ式トイレ用ハンディバ

ッテリー 
  台 104 

自動ラップ式トイレ用消耗品セッ

ト 
  

箇

所 
26 

携帯トイレ   箱 417 

簡易洋式便器   基 83 

トイレットペーパー 

120 ﾛｰﾙ/箱 箱 41 

30 ﾛｰﾙ/箱 箱 8 

255ロール/箱 箱 21 

消毒液   ℓ 2,851 
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物 品 名 規 格 単位 数 量 

哺乳ビン 1回使い切りタイプ 回 1,536 

おむつ 

乳幼児用 枚 8,544 

大人用 枚 2,880 

尿取りパッド 枚 1,536 

防塵マスク   枚 2,000 

マスク   枚 83,599 

設
営
用
機
材 

燃料タンク 10ℓ､20ℓ､30ℓ 個 40 

懐中電灯 単 2電池 2本 個 636 

ヘルメット   個 150 

ヘッドランプ   個 27 

レインコート   着 419 

運
搬
用
機
材 

リヤカー 
ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔﾘﾔｶｰ、折りたたみ式ﾘﾔ

ｶｰ 
台 31 

背負い梯子 ﾚｲﾝｶﾊﾞｰ、ﾛｰﾌﾟ付 台 80 

通
信
機
器
・
避
難
所
運
営
用
機
材 

ハンドマイク ｻｲﾚﾝ付 個 39 

ブルーシート   枚 6,715 

マイルディシート   枚 336 

ラジオ   台 386 

発電機 

避難所運営用 台 146 

井戸用発電機 台 38 

投光器付 台 4 

投光機   台 96 

投光器用三脚   台 94 

コードリール 
30m 個 47 

50m 個 6 

カセットコンロ   台 57 

カセットコンロガス   本 342 
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物 品 名 規 格 単位 数 量 

燃料携行缶   個 94 

プライベートテント 
更衣室＆授乳用 基 38 

トイレ用 基 70 

ワンタッチパーテーション   基 1,680 

ガソリン缶詰（避難所 1箇所につき

1ℓ缶を 2缶） 
  

箇

所 
94 

災害時用電話   ｾｯﾄ 94 

血栓防止ソックス   足 320 

防護服   ｾｯﾄ 564 

メディカルエプロン   枚 1,190 

ゴム手袋   双 22,100 

ファイスシールド   枚 564 

液体石鹸   個 940 

消毒液   ℓ 2,851 

ウェットティッシュ 100枚入り 個 104 

アルコールタオル 80枚入り 個 104 

体温計   基 188 

避難所運営キット   
箇

所 
94 

資
機
材
・
工
具
等 

災害用救助工具セット 工具 23 点入り ｾｯﾄ 26 

レスキュー道具   ｾｯﾄ 9 

バール   個 21 

掛矢   個 12 

チェーンソー   台 9 

テント   張 41 

簡易テント ｷｬﾉﾋﾟｰ ﾚｸﾀﾝｸﾞﾗ 張 10 

冷水タンク   個 23 
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物 品 名 規 格 単位 数 量 

やかん   個 57 

皿 
プラスチック製、紙製、発泡スチ

ロール製 
枚 8,200 

土嚢   枚 10,150 

ランタン   本 20 

段ボールベッド   台 160 

仮設ベッド   台 55 

簡易ベッド   台 19 

ジャッキ   台 48 
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資料１０ 指定緊急避難場所及び指定避難所の種類等 

 

（１）指定緊急避難場所 

対象災害の種類 施設又は場所選定の考え方 

高潮 

・高潮浸水想定区域外の施設又は場所 

・高潮浸水想定区域内において、想定される規模の高潮による 

予測浸水深が 50cm 未満の施設 

洪水 

・洪水浸水想定区域外の施設又は場所 

・洪水浸水想定区域内において、想定される規模の洪水による 

予測浸水深が 50cm 未満の施設 

土砂災害 土砂災害警戒区域等外の施設又は場所 

地震 耐震性が確認された施設又は場所 

津波 

津波浸水想定区域外の施設又は場所 

※「津波避難ビル」は津波浸水想定区域内であるが、逃げ遅れた場

合に４階又は５階に避難する施設 

※対象災害については、上記のほかに内水氾濫、大規模な火事についても災害危険区域の指

定等があった場合に追加予定。 

 

（２）指定避難所 

避難所の種類 避難所用途 施設選定の考え方 

早期開設避難所  洪水、土砂災害の警戒時に

早期に避難する方々が滞在す

る施設。 

 指定緊急避難場所（洪水、土砂災害

において使用可能な施設）の公民館な

どを指定。 

（市内 10地区各地区 1箇所程度） 

一次避難所  災害で住居を失った方々が

避難生活を送る施設。 

 指定緊急避難場所の小中学校・公民

館などを指定。 

二次避難所  避難生活者が多く、一次避

難所の収容人数を上回る場合

に、追加で開設。 

 指定緊急避難場所の小中学校・公民

館等以外の高等学校などを指定。 

福祉避難所  一般の避難所での避難生活

が困難な高齢者等が避難生活

をする施設。 

社会福祉施設、特別支援学校などを

指定。 
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指定緊急避難場所及び指定避難所等一覧                       (凡例:●使用可 ×使用不可 －対象外) 

№ 地区 小学校区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所 

備考 

重
複
指
定 

指定避難所 

洪

水 

土

砂 

津

波 

地

震 

高

潮 

早

期 

一

次 

二

次 

福

祉 

1  姉崎 姉崎 姉崎小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
椎津 461 

●

※ 
● ● ● ● 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - ● - - 

2  姉崎 明神 明神小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
姉崎 1850 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

3  姉崎 明神 姉崎中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
姉崎 2156 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

4  姉崎 明神 姉崎高等学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
姉崎 2632 ● ● ● ● ●  ● - - ● - 

5  姉崎 明神 姉崎公民館 屋内(体育館等) 姉崎 2150-1 ● ● ● ● ● 帰宅困難者一時滞在施設 ● ● ● - - 

6  姉崎 青葉台 青葉台小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
青葉台 1-10-1 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

7  姉崎 青葉台 姉崎東中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
姉崎 3056-1 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

8  市原 八幡 八幡小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
八幡 530 ● ● ● ● ×  ● - ● - - 

9  市原 八幡 八幡中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
八幡 500 ● ● ● ● ×  ● - ● - - 

10  市原 八幡 旧八幡東中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
菊間 428 ● ● ● ● ×  ● - ● - - 

11  市原 八幡 八幡公民館 屋内(体育館等) 八幡 1050-1 
● 

※ 
● ● ● × 

帰宅困難者一時滞在施設 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 

● ● ● - - 

12  市原 石塚 石塚小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
八幡石塚 2-4 

● 

※ 
● ● ● × 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - ● - - 
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№ 地区 小学校区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所 

備考 

重
複
指
定 

指定避難所 

洪

水 

土

砂 

津

波 

地

震 

高

潮 

早

期 

一

次 

二

次 

福

祉 

13  市原 石塚 市原八幡高等学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
八幡 1877-1 ● ● ● ● 

● 

※ 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - - ● - 

14  市原 菊間 菊間小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
菊間 1620-1 

● 

※ 
● ● ● ● 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - ● - - 

15  市原 菊間 菊間中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
菊間 1850 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

16  市原 菊間 
菊間 

コミュニティセンター 
屋内(体育館等) 菊間 1870-4 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

17  市原 五所 五所小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
五所 2154-1 ● ● ● ● ×  ● - ● - - 

18  市原 若宮 若宮小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
若宮 3-13 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

19  市原 白幡 白幡小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
山木 108 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

20  市原 市原 市原小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
能満 1320 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

21  市原 市原 市原中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
能満 1450 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

22  市原 市原 市原緑高等学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
能満 1531 ● ● ● ● ●  ● - - ● - 

23  市原 市原 
東海大学付属 

 市原望洋高等学校 

屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
能満 1531 ● ● ● ● ●  ● - - ● - 

24  五井 五井 五井小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
五井東 1-6-3 

● 

※ 
● ● ● 

● 

※ 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - ● - - 

25  五井 五井 五井中川田公園 屋外 五井 1661 × ● ● ● ×  - - - - - 

26  五井 五井 市原市総合公園 屋外 更級 5-1-1 × ● ● ● ×  - - - - - 
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№ 地区 小学校区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所 

備考 

重
複
指
定 

指定避難所 

洪

水 

土

砂 

津

波 

地

震 

高

潮 

早

期 

一

次 

二

次 

福

祉 

27  五井 五井 いちはら子ども未来館 屋内 更級 5-1-18 ● ● ● ● ● 帰宅困難者一時滞在施設 ● ● ● - - 

28  五井 五井 サンプラザ市原 屋内 
五井中央西 

1-1-25 

● 

※ 
● ● ● × 

帰宅困難者一時滞在施設 
※逃げ遅れ等の緊急時は
建物 2階以上に避難 

● - - ● - 

29  五井 若葉 若葉小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
五井 5555-1 × ● ● ● ×  ● - ● - - 

30  五井 若葉 若葉中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
五井 5308 

● 

※ 
● ● ● × 

※逃げ遅れ等の緊急時は
建物 2階以上に避難 ● - ● - - 

31  五井 若葉 五井公民館 屋内(体育館等) 五井 5472-1 × ● ● ● ×  ● - ● - - 

32  五井 白金 白金小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
君塚 3-19 ● ● ● ● ×  ● - ● - - 

33  五井 白金 
リオ白金ビル 

【４階】 

建物の4階以上に

避難 
白金町 6-1-4 - - ● - - 〔津波避難ビル〕 - - - - - 

34  五井 白金 
ビジネスホテル白金 

【５階】 

建物の5階以上に

避難 
白金町 4-33-1 - - ● - - 〔津波避難ビル〕 - - - - - 

35  五井 白金 
アーバン白金ビル 

【４階】 

建物の4階以上に

避難 
白金町 4-36-5 - - ● - - 〔津波避難ビル〕 - - - - - 

36  五井 国府 国府小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
村上 1402-1 × ● ● ● ●  ● - ● - - 

37  五井 国分寺台 国分寺台小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

南国分寺台 3-

2 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

38  五井 国分寺台 国分寺台中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

南国分寺台 2-

1 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

39  五井 国分寺台 国分寺公民館 屋内(体育館等) 
南国分寺台 

1-2-6 
● ● ● ● ●  ● ● ● - - 

40  五井 国分寺台 市民会館 
屋内 

屋外(駐車場) 
惣社 1-1-1 ● ● ● ● ● ※応援隊受入拠点 ● - - ● - 
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№ 地区 小学校区 施設名 所在地 

指定緊急避難場所 

備考 

重
複
指
定 

指定避難所 

洪

水 

土

砂 

津

波 

地

震 

高

潮 

早

期 

一

次 

二

次 

福

祉 

41  五井 国分寺台東 国分寺台東小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

東国分寺台 5-

1 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

42  五井 国分寺台西 国分寺台西小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

西国分寺台 

2-11-1 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

43  五井 国分寺台西 国分寺台西中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

国分寺台中央

5-1-1 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

44  五井 京葉 京葉小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
五井西 3-9-2 × ● ● ● ×  ● - ● - - 

45  五井 京葉 五井中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
五井 922-2 × ● ● ● ×  ● - ● - - 

46  五井 京葉 市原緑地運動公園 屋内(体育館) 岩崎 292 
● 

※ 
● ● ● × 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - - ● - 

47  五井 京葉 市原緑地運動公園 
陸上競技場スタ

ンド 
岩崎 536 - - ● - × 〔津波避難場所〕 - - - - - 

48  五井 東海 東海小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
廿五里 558 

● 

※ 
● ● ● ● 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - ● - - 

49  五井 東海 東海中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
今富 477 

● 

※ 
● ● ● ● 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - ● - - 

50  五井 東海 京葉高等学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
島野 222 

● 

※ 
● ● ● ● 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● - - ● - 

51  千種 千種 千種小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
青柳 1801 × ● ● ● ×  ● - ● - - 

52  千種 千種 千種中学校 
屋内(体育館等)

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
千種 6-1-1 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

53  千種 千種 
千種 

コミュニティセンター 
屋内 千種 2-1-2 

● 

※ 
● ● ● × 

※逃げ遅れ等の緊急時は

建物 2階以上に避難 
● ● ● - - 
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54  千種 千種 千種ふれあい公園  屋外 千種 2-2 × ● ● ● ×  - - - - - 

55  三和 海上 海上小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
神代 125 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

56  三和 市西 市西小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
海士有木 1130 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

57  三和 市西 
三和 

コミュニティセンター 
屋内(体育館等) 

海士有木 235-

1 
● ● ● ● ●  ● ● ● - - 

58  三和 養老 養老小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
松崎 820 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

59  三和 養老 三和中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
磯ヶ谷 1703 × ● ● ● ●  ● - ● - - 

60  三和 養老 市原中央高等学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
土宇 1481-1 ● ● ● ● ●  ● - - ● - 

61  三和 養老 市原刑務所 柔剣道場 磯ヶ谷 11－１ ● ● ● ● ●  ● - - ● - 

62  三和 養老 三和運動広場 屋外 磯ヶ谷 1606-2 ● ● ● ● ●  - - - - - 

63  三和 光風台 光風台小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
光風台 4-546 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

64  三和 光風台 双葉中学校 
屋内(体育館等)

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
光風台 1-475 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

65  市津 湿津 湿津小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

潤井戸 2299-

14 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

66  市津 湿津 湿津中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
潤井戸 2297-2 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

67  市津 湿津 市津公民館 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
下野 90-1 ● ● ● ● ●  ● ● ● - - 
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68  市津 市東第一 市東第一小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
瀬又 1820 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

69  市津 旧市東第二 旧市東第二小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
高倉 1-1 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

70  市津 旧市東第二 市東中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
東国吉 356 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

71  辰巳台 辰巳台西 辰巳台西小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
辰巳台西 4-16 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

72  辰巳台 辰巳台西 辰巳台中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
辰巳台東 2-2 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

73  辰巳台 辰巳台西 辰巳公民館 屋内(体育館等) 
辰巳台西 

3-14-1 
● ● ● ● ●  ● ● ● - - 

74  辰巳台 辰巳台東 辰巳台東小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
辰巳台東 4-13 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

75  南総 戸田 戸田小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
馬立 830 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

76  南総 戸田 
戸田 

コミュニティセンター 
屋内 馬立 733 × ● ● ● ●  ● - - ● - 

77  南総 寺谷 寺谷小学校 
屋内(体育館等)

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
寺谷 687-1 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

78  南総 牛久 牛久小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
皆吉 933-2 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

79  南総 牛久 市原高等学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
牛久 655 ● ● ● ● ●  ● - - ● - 

80  南総 牛久 南総公民館 屋内(体育館等) 牛久 520-1 ● ● ● ● ●  ● ● ● - - 
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81  南総 内田 旧内田小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
島田 20 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

82  南総 内田 南総中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
安久谷 140 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

83  南総 鶴舞 鶴舞小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
鶴舞 708 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

84  南総 旧平三 旧平三小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
平蔵 808 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

85  加茂 旧富山 旧富山小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
古敷谷 2252 ● × ● ● ● 土砂災害時建物使用不可 ● - - ● - 

86  加茂 旧高滝 旧高滝小学校 屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 養老 1012 ● ● ● × ●  - - - - - 

87  加茂 旧高滝 加茂公民館 屋内(体育館等) 養老 949-1 ● ● ● ● ●  ● ● ● - - 

88  加茂 旧里見 旧里見小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
徳氏 541-1 ● ● ● × ● 

地震時は屋外施設のみ利

用 
● - - ● - 

89  加茂 旧里見 
加茂中学校 

（加茂学園） 

屋内(体育館等)

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
平野 123 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

90  加茂 旧月出 旧月出小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
月出 1045 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

91  加茂 旧白鳥 旧白鳥小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
大久保 547-1 ● ● ● × ● 

地震時は屋外施設のみ利

用 
● - - ● - 

92  有秋 有秋東 有秋東小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
不入斗 753 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

93  有秋 有秋西 有秋西小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
有秋台西 2-3 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

94  有秋 有秋西 有秋中学校 
屋内(体育館等)

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
不入斗 1200 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 
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95  有秋 有秋西 有秋公民館 屋内(体育館等) 
有秋台西 1-3-

2 
● ● ● ● ●  ● ● ● - - 

96  有秋 有秋南 有秋南小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 
桜台 3-1-1 ● ● ● ● ●  ● - ● - - 

97  ちはら台 水の江 水の江小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

ちはら台東 

2-15 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

98  ちはら台 清水谷 清水谷小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

ちはら台南 5-

2 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

99  ちはら台 清水谷 ちはら台南中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

ちはら台南 5-

3 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

100  ちはら台 清水谷 
ちはら台 

コミュニティセンター 
屋内(体育館等) 

ちはら台南 

6-1-3 
● ● ● ● ●  ● ● ● - - 

101  ちはら台 牧園 牧園小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

ちはら台南 2-

7 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

102  ちはら台 牧園 ちはら台西中学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

ちはら台西 5-

1 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

103  ちはら台 ちはら台桜 ちはら台桜小学校 
屋内(体育館等) 

屋外(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

ちはら台東 

5-13 
● ● ● ● ●  ● - ● - - 

104  姉崎 姉崎 グランモア和光苑   椎津 5-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

105  姉崎 姉崎 姉崎保健福祉センター   椎津 1131 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

106  市原 八幡 市原看護専門学校   八幡 1050 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

107  市原 八幡 春   菊間 262-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

108  市原 菊間 菊間保健福祉センター   菊間 1870-4 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

109  市原 白幡 ふるさと苑   能満 1925-282 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

110  市原 白幡 第二ふるさと苑 里休   能満 2073-25 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 
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111  市原 市原 希望苑   能満 2089-157 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

112  市原 市原 市原特別支援学校   能満 1519-5 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

113  五井 五井 
ぬくもりの郷 

ウエルビー市原 
  平田 1428 - - - - 

- 
要配慮者避難用 - - - - ● 

114  五井 若葉 ふる里学舎五井   五井 5375 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

115  五井 国分寺台東 老人福祉センター   
国分寺台中央

1-1-23 
- - - - 

- 
要配慮者避難用 - - - - ● 

116  五井 千種 日夕苑   柏原 271-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

117  五井 千種 青柳園   青柳 3-6-6 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

118  三和 市西 あじさい苑   新堀 947-3 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

119  三和 市西 三和保健福祉センター   
海士有木 225-

4 
- - - - 

- 
要配慮者避難用 - - - - ● 

120  三和 市西 ジョイサポート三和   海士有木 259 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

121  三和 養老 向日葵   
二日市場 774-

1 
- - - - 

- 
要配慮者避難用 - - - - ● 

122  市津 湿津 清流園   勝間 337-2 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

123  市津 湿津 辰巳萬緑苑   神崎 263-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

124  市津 湿津 辰巳彩風苑   神崎 263-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

125  市津 湿津 グリーンホーム   喜多 893-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

126  南総 牛久 
市原市 

南部保健福祉センター 
  牛久 377－1 - - - - 

- 
要配慮者避難用 - - - - ● 

127  南総 鶴舞 トータス   鶴舞 559-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

128  加茂 旧高滝 高滝神明の里   駒込 196-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 
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129  加茂 旧高滝 緑祐の郷   養老 998-1 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

130  加茂 旧里見 渓泉荘   万田野 732-6 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

131  加茂 旧里見 市原園   万田野 732-6 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

132  有秋 有秋南 ゆうしゅう園   天羽田 1500-3 - - - - - 要配慮者避難用 - - - - ● 

133  姉崎 姉崎 椎津第１公園   
姉崎海岸 132-

1 
- - - - 

- 
石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ区域避難用 - - - - - 

134  姉崎 明神 姉崎公園   姉崎海岸 23-2 - - - - - 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ区域避難用 - - - - - 

135  五井 京葉 市原緑地運動公園 １号緑地 玉前 480-2 - - - - - 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ区域避難用 - - - - - 

136  五井 京葉 市原緑地運動公園 中央緑地 岩崎 268 - - - - - 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ区域避難用 - - - - - 

137  五井 京葉 市原緑地運動公園 ２号緑地 五井 6746-1 - - - - - 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ区域避難用 - - - - - 

138  五井 千種 権現森公園   青柳 2-4 - - - - - 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ区域避難用 - - - - - 

 

（注）「重複」は指定緊急避難場所かつ指定避難所に指定するものを示す。 
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資料１１ 緊急輸送道路・補完道路・災害対策拠点分布図  

 

 
№ 路　線　名
1 東関東自動車道館山線
2 首都圏中央連絡自動車道
3 国道16号
4 国道297号
5 国道409号

6
主要地方道市原茂原線
（姉崎～姉崎）

7
主要地方道千葉鴨川線
（姉崎～袖ケ浦市境）

8 主要地方道生実本納線

9 国道297号BP
（国道16号～（主）市原茂原線）

市道35号

10
主要地方道市原茂原線
（姉崎～長柄町境）

11 主要地方道千葉茂原線
県道鶴舞牛久線
市道6216号線
市道103号線
市道3005号線
市道コ-20号線
市道106号線
市道2466号線
市道1007号線
市道1010号線
市道116号線
市道24号線
市道22号線
市道14号線
市道2191号線
市道12号線
市道2180号線

19 市道3055号線
20 市道2003号線

市道2007号線
市道2008号線
市道2189号線
市道2190号線
市道2191号線
市道2195号線
市道2197号線
市道2179号線
市道2178号線
市道2183号線
市道103号線
市道3024号線

26 県道市原埠頭線
27 市道2010号線
28 市道2006号線
29 県道犬成海士有木線

市道110号線
市道1428号線

31 主要地方道市原天津小湊線
32 主要地方道五井本納線
33 県道茂原五井線
34 県道八幡菊間線
35 市道1号線
36 市道2号線
37 市道13号線
38 市道22号線
39 市道24号線
40 市道29号線
41 市道34号線
42 市道48号線
43 市道51号線
44 市道52号線
45 市道53号線
46 市道54号線
47 市道80号線
48 市道81号線
49 市道110号線
50 市道117号線
51 市道4398号線
52 市道5047号線
53 主要地方道五井本納線
54 県道南総姉崎線
55 県道鶴舞馬来田停車場線
56 市道6号線
57 市道7号線
58 市道8号線
59 市道16号線
60 市道22号線
61 市道23号線
62 市道45号線
63 市道126号線
64 市道6493号線
65 市道6494号線
66 主要地方道大多喜君津線
67 主要地方道千葉鴨川線
68 主要地方道五井本納線
69 県道日吉誉田停車場線
70 県道誉田停車場潤井戸線
71 県道犬成海士有木線
72 県道上高根北袖線
73 県道南総昭和線
74 県道加茂長南線
75 県道南総月出線
76 県道加茂木更津線
77 県道鶴舞馬来田停車場線
78 市道2号線
79 市道5号線
80 市道8号線
81 市道12号線
82 市道13号線
83 市道35号線
84 市道112号線
85 市道113号線
86 市道114号線
87 市道115号線
88 市道123号線
89 市道2921号線
90 市道2954号線
91 市道6072号線
92 市道6738号線

17

12

13

14

15

16

C路線

　
緊
急
輸
送
道
路
を
補
完
す
る
道
路

（
市

）

　
緊
急
輸
送
道
路

（
県
指
定

）

30

１次路線

２次路線

３次路線

A路線

B路線

18

21

22

23

24

25
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資料１２ 重要物流道路分布図  

 

 

番号 拠点施設 重要物流道路 市道 県道・その他 番号 拠点施設 重要物流道路 市道 県道・その他
① 市原市役所 国道16号 35号線 国道297号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 千葉港運倉庫㈱ 国道16号 2178号線 国道297号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

市原市文化の森 東関道館山線 国道297号ﾊﾞｲﾊﾟｽ 五井第2営業所 2179号線
国道297号 五井1号・2号・3号倉庫 2183号線
犬成海士有木線 ケイヒン㈱ 国道16号 2189号線

千葉労災病院 国道16号 22号線 千葉茂原線（千葉市区間） 千葉流通センター 2190号線
24号線 千葉茂原線（千葉県区間） ㈱日陸千葉物流センター 国道16号 14号線
116号線 第2倉庫 2191号線

帝京大学ちば 千葉鴨川線 110号線 市原茂原線 ⑬ 千葉三港運輸㈱姉崎倉庫L､K棟 国道16号 2003号線

総合医療センター 1428号線 丸全京葉物流㈱ 国道16号 1007号線
千葉県循環器センター 首都圏中央 6216号線 国道297号 市原第一倉庫 市原茂原線 1010号線

連絡自動車道 加茂長南線 千葉三港運輸㈱ 国道16号 1007号線

鶴舞牛久線 姉崎倉庫ABC棟 DEFG棟 市原茂原線
⑥ 山九㈱市原八幡流通センター 市原埠頭線 3055号線 丸全京葉物流㈱ 国道16号 1007号線

京葉臨海鉄道㈱ 国道16号 103号線 村田町1号線（千葉市） 市原第二倉庫 市原茂原線 1010号線

千葉倉庫営業所千葉倉庫 3005号線 ﾄﾗｲﾈｯﾄ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(株) 2191号線 国道297号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
千葉港運倉庫㈱ 国道16号 106号線 市原支店五井Ｂ号倉庫 2195号線

五井第二倉庫 2446号線 ﾄﾗｲﾈｯﾄ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(株) 国道16号 2191号線 国道297号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

コ-20号線 市原支店五井Ｃ号倉庫

山九㈱ 国道16号 2007号線 ﾄﾗｲﾈｯﾄ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(株) 国道16号 2191号線 国道297号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
市原流通センター 2008号線 市原支店五井Ａ号倉庫 2197号線

日本通運㈱ 国道16号 12号線

千葉南支店玉前倉庫 2180号線

⑰ 国道16号

⑱

⑲

⑳

⑩

⑪

⑫

⑭

⑮

⑯
⑦

⑨

⑧

②

③

④

⑤
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資料１３ 気象観測及び水位観測施設一覧 

 

１ 気象観測 

名 称 設 置 場 所 所  在  地 

地

震

計 

風

向 

風

速 

温

度 

湿

度 
降

水

量 

日

射

量 

五 井 旧環境監視センター 五井５５００－１  ○ ○   ○  

五 井 市 原 市 役 所 国分寺台中央１－１－１ ○       

五 井 市原市役所  (注 1) 国分寺台中央１－１－１ ○       

五 井 市原市消防局 (注 2) 国分寺台中央１－１－１  ○ ○ ○ ○ ○  

五 井 市 原 市 消 防 局 国分寺台中央１－１－１ ○       

姉 崎 明 神 小 学 校 姉崎１８５０  ○ ○   ○  

姉 崎 姉崎公民館  (注 3) 姉崎２１５０－１ ○       

八 幡 市 有 地 八幡８３１－２  ○ ○   〇  

辰 巳 台 辰 巳 三 山 公 園 辰巳台西５－１０  ○ ○     

廿 五 里 東 海 小 学 校 廿五里５５８  ○ ○     

有 秋 有 秋 西 小 学 校 有秋台西２－３  ○ ○     

松 崎 養 老 小 学 校 松崎８２０  ○ ○   ○  

牛 久 南総消防署 (注 4) 米沢７２７－１  ○ ○ ○  ○ ○ 

奉 免 南 総 運 動 広 場 奉免１６６－１  ○ ○   ○  

潤 井 戸 湿 津 小 学 校 潤井戸２２９９－１４  ○ ○   ○  

平 野 加 茂 学 園 平野１２３  ○ ○   ○  

郡 本 県 ・ 郡 本 浄 水 場 北国分寺台３－５－１  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

注 1 設置者：千葉県 

注 2 設置者：(株)ウェザーニューズ 

注 3 設置者：独立行政法人防災科学技術研究所 

注 4 設置者：気象庁 

※ 上記、注 1～4以外は全て市が設置 
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２ 水位観測所（千葉県水防テレメータ） 

［市原市内］ 

河川名 局 名 設置場所 

零点高 

 

（ｍ） 

水防団待機 

水位 

（ｍ） 

氾濫注意 

水位 

（ｍ） 

氾濫危険 

水位 

（ｍ） 

計画高 

水位 

（ｍ） 

村田川 草 刈 
草刈字堰の下

961先官有地 

TP＋

2.309 
1.50 3.10 4.20 5.40 

村田川 押沼橋 押沼 354 
TP＋

11.016 
0.90 2.50 3.20 4.70 

養老川 霞 橋 
五井字上川原

1116-2 

TP－ 

0.123 
1.50 3.00 - 5.00 

養老川 牛 久 牛久 
TP＋

13.779 
3.20 5.50 6.20 7.10 

養老川 安須橋 山田 473-3 
TP＋ 

6.466 
2.00 3.40 - 5.70 

養老川 妙 香 
妙香字河田乙

588-3 

AP＋

10.631 
2.00 4.00 － － 

椎津川 椎 津 姉崎 162-2 
TP＋ 

0.139 
2.00 2.40 2.80 3.10 

 

３ 危機管理型水位計設置箇所 

［市原市内］ 

No. 河川名 観測所名等 所在地 設置者 

1 （二）村田川 草刈（上） 市原市草刈 千葉県 

2 （二）村田川 押沼橋（上） 市原市押沼 千葉県 

3 （二）養老川 牛久（上） 市原市牛久 千葉県 

4 （二）養老川 安須橋（上） 市原市山田 千葉県 

5 （二）椎津川 椎津（上） 市原市姉崎 千葉県 

6 （二）椎津川 勾当橋 市原市椎津 千葉県 

7 （二）前川 青柳橋（上） 市原市青柳 千葉県 

8 （準）三枝川 下沢橋 市原市馬立 市原市 

9 （準）今津川 朝山橋 市原市今津朝山 市原市 

10 （準）戸田川 新水神橋 市原市馬立 市原市 
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No. 河川名 観測所名等 所在地 設置者 

11 （普）白幡川 白幡小学校前 市原市山木 市原市 

12 （普）深城川 日渡橋 市原市不入斗 市原市 
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資料１４ 市原市水道復旧体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

『市原市』          『市原市上下水道部 水道事業』 

<<災害対策本部>>          << 水道復旧対策本部 >> 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

『千葉県企業局（現地対策本部・現地支部）』 

                             

 

【本部長】 

市 長 
指揮情報班長（水道総務課長） 

【本部長】 

上下水道部長 

応急復旧 1 班長（給水課長） 

水道技術管理者 

応急復旧 2 班長（新井浄水場長） 

 

応急給水班長（給水課長補佐） 

【副本部長】 

上下水道部次長 

【本部員】 

上下水道部長 

『千葉県企業局』 

連絡調整員 局の応急復旧 局の応急給水 

千葉県水政課 

【本部連絡員】 

水道総務課 

課長補佐 

（調整担当） 



 

102 
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事 業 体 名 所 管 す る 給 水 区 域 

千葉県営水道 
給 水 区 域 

五井、国分
寺台地区 

青柳、青柳北、飯沼、今富の一部、岩崎、岩崎西、岩野見 
海保、加茂、北国分寺台、君塚、五井、五井海岸、五井金杉、
五井中央西、五井中央東、五井中央南、五井西、五井東、五井
南海岸、国分寺台中央、西広、更級、島野、白金町、諏訪、惣
社、玉前、玉前西、千種海岸、廿五里、出津、出津西、西国分
寺台、根田、野毛、平田、東国分寺台、町田、松ヶ島、松ヶ島
西、南国分寺台、村上、山田橋 

市 原 地 区 旭五所、市原、大厩、菊間、草刈、郡本、五所、西五所、西野
谷、能満、東五所、藤井、古市場、門前、山木、山田橋、八幡、
八幡石塚、八幡浦、八幡海岸通、八幡北町、若宮 

姉崎、有秋
地区他 

青葉台、姉崎、姉崎海岸、姉崎西、姉崎東、天羽田、泉台、今
津朝山、不入斗、大坪の一部、柏原、片又木、桜台、椎津、椎
の木台、白塚、辰巳台西、辰巳台東、千種、ちはら台西、ちは
ら台東、ちはら台南、畑木、深城、迎田、有秋台西、有秋台東、 

市原市営水道 
給 水 区 域 

五 井 地 区 今富の一部、神代、小折、十五沢、西野、引田、柳原 

有 秋 地 区 立野、豊成 

市 津 地 区 犬成の一部、潤井戸、うるいど南、大作、荻作、押沼、小田部、
勝間、神崎、喜多、久々津、古都辺、金剛地、下野、瀬又、高
倉、高田、中野、永吉、奈良、葉木、番場、東国吉、山之郷飛
地、 

三 和 地 区 相川、浅井小向、安須、海士有木、新生、新巻、磯ヶ谷、糸久、
大桶、大坪の一部、川在、高坂、光風台、権現堂、武士、土宇、
櫃狭、福増、二日市場、新堀、松崎、宮原、山倉、山田、分目 

南 総 地 区 安久谷、池和田、石川、市場、岩、上原、牛久、馬立、江子田、
大蔵、奥野、風戸、金沢、上高根、栢橋、小草畑、佐是、島田、
下矢田、宿、真ヶ谷、田尾、鶴舞、寺谷、中、中高根、西国吉、
原田、平蔵、奉免、堀越、水沢、南岩崎、皆吉、妙香、矢田、
藪、山小川、米沢、米原 

加 茂 地 区 朝生原、新井、石神、石塚、飯給、大久保、大戸、大和田、折
津、柿木台、吉沢、久保、国本、古敷谷、駒込、小谷田、菅野、
高滝、田淵、田淵旧日竹、月崎、月出、徳氏、戸面、外部田、
平野、不入、本郷、万田野、柳川、山口、養老、  

長生郡市広域市町村圏組合
給水区域 

犬成の一部、滝口 
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資料１５ 消防機関一覧表 

 

 

 

  

八幡消防署

姉崎消防署

南総消防署

市津消防署

有秋分署

加茂分署 

危険物保安課 

五井消防署

中央消防署 光風台分署

 消防局

  消防長
  次長

市原市消防局

市
 

長

消
防
委
員
会

警防救急課 

消防総務課 　 消防総務課付　

火災予防課 
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資料１６ 消防車軸配置状況 

 

車両名

所属名

合

計

消

防

総

務

課

火

災

予

防

課

危

険

物

保

安

課

警

防

救

急

課

中

央

消

防

署

光

風

台

分

署

五

井

消

防

署

八

幡

消

防

署

市

津

消

防

署

姉

崎

消

防

署

有

秋

分

署

南

総

消

防

署

加

茂

分

署

74 2 4 3 10 6 3 8 8 9 9 3 6 3

4 1 1 1(1) 1

3 1(1) 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1(1)

2 1(1) 1

1 1(1)

1 1

3 1 1 1

1 1(1)

1 1(1)

1 1(1)

1 1

2 1 1(1)

1 1(1)

1 1(1)

12 3 1 1 1 1 1(1) 1 1(1) 1(1) 1

1 1(1)

1 1

7 1 3 1 1 1

3 1 1 1

2 1 1

6 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1(1)

1 1(1)

1 1(1)

1 1(1)

1 1(1)

1 1燃 料 補 給 車

※()内は、緊急消防援助隊登録車両数

指揮支援車（支援車Ⅰ型）

消防ロボットシステム搬送車

救 助 工 作 車 （ Ⅱ 型 )

水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ型)

防 火 指 導 車

泡 原 液 搬 送 車

梯 子 付 消 防 自 動 車

合計

梯 子 付 ポ ン プ 自 動 車

小型動力ポンプ付積載車

大 型 化 学 消 防 車

化 学 消 防 車

水槽付消防ポンプ自動車 (Ⅱ型)

連 絡 車

指 揮 車

大 型 高 所 放 水 車

空 気 充 填 車

高 規 格 救 急 車

検 査 車

広 報 車

電 源 照 明 車

資 機 材 搬 送 車

消 防 ポ ン プ 自 動 車

救 助 工 作 車 （ Ⅲ 型 )

大 型 化 学 高 所 放 水 車

大 容 量 送 水 ポ ン プ 車

指 揮 統 制 車

原 調 車

大型放水砲 搭載 ホー ス延長車

起 震 車

人 員 輸 送 車
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資料１７ 消防水利の状況 

 

種別 

 

 

 

管轄 

区域 

合
計 

消 火 栓 防 火 水 槽 

双
口 

単
口 

小
計 

40 ㎥以上 
40㎥未満 

20㎥以上 
耐震性 

小
計 有 

蓋 
無蓋 有蓋 無蓋 

100 

㎥ 

40 

㎥ 

中 央 

消 防 署 
849 65 694 759 75  2  3 10 90 

光 風 台

分 署 
538  441 441 77    1 19 97 

五 井 

消 防 署 
1,497 64 1,325 1,389 86  1  6 15 108 

八 幡 

消 防 署 
1,509 91 1,262 1,353 130  6  6 14 156 

市 津 

消 防 署 
1,026 26 825 851 129  26  3 17 175 

姉 崎 

消 防 署 
822 53 691 744 68    4 6 78 

有 秋 

分 署 
510 40 393 433 64   2 1 10 77 

南 総 

消 防 署 
938  719 719 174 1 1 1  42 219 

加 茂 

分 署 
455  292 292 97 3 9 3  51 163 

合 計 8,144 339 6,642 6,981 900 4 45 6 24 184 1,163 
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資料１８ 消防通信設備状況 

 

区分 

所属別 

消防無線配置状況 

基地局 移動局 携帯局 

市 庁 舎 １   

消 防 局  １３ ８ 

中 央 消 防 署  ８ ４ 

光 風 台 分 署  ３ ３ 

五 井 消 防 署  ９ ７ 

八 幡 消 防 署  ６ ６ 

市 津 消 防 署  ６ ７ 

姉 崎 消 防 署  ８ ７ 

有 秋 分 署  ４ ４ 

南 総 消 防 署  ６ ４ 

加 茂 分 署  ３ ３ 

石尊山中継所 １   

消 防 団  ９  

合 計 ２ ７５ ５３ 
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資料１９ 消防団員配置状況 

 

 

 

種別 

分団数 

人員 団本部車 小型ポンプ付 

（人） 支団本部車（台） 
積載車 

（台） 

団 本 部 

 

4 2 - 

予 防 啓 発 部 24 - - 

学 生 部 67 - １ 

五 井 支 団 20 290 1 20 

市 原 支 団 10 172 1 10 

姉 崎 支 団 8 149 1 8 

三 和 支 団 12 177 1 12 

市 津 支 団 9 84 1 9 

南 総 支 団 16 219 1 16 

加 茂 支 団 11 166 1 11 

合   計 86 1,352 9 87 
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資料２０ 緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 

平成16年 ３月26日 消防震第 19号 

改正 平成17年 ３月30日 消防震第 14号 

改正 平成18年 ２月14日 消防応第 15号 

改正 平成18年 ６月22日 消防応第 94号 

改正 平成20年 ７月２日 消防応第109号 

改正 平成20年 ８月27日 消防応第152号 

改正 平成24年 11月28日 消防広第 95号 

改正 平成26年 ３月26日 消防広第 75号 

改正 平成27年 ３月31日 消防広第 74号 

改正 平成28年 ３月30日 消防広第 80号 

改正 平成29年 ３月28日 消防広第 93号 

改正 平成31年 ３月８日 消防広第 35号 

改正 令和２年 ７月17日 消防広第190号 

改正 令和３年 ３月22日 消防広第 89号 

改正 令和４年 ６月24日 消防広第211号 

目次 

第１章 総則 

第２章 編成及び装備等の基準 

第３章 出動 

第４章 指揮活動 

第５章 防災関係機関との連携 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

第７章 その他 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和22年法律第226号。以下「法」という。）、緊急消防援助隊

に関する政令（平成15年政令第379号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本

的な事項に関する計画（平成16年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるもののほ

か、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必要な事項

を定めることを目的とする。 
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（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほか、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（３）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（４）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（５）応援等とは、法第44条第１項の消防の応援等をいう。 

（６）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府

県をいう。 

（７）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任

務を代行する消防機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別区

並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（10）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（11）航空隊とは、法第30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動

を行う消防本部の消防隊をいう。 

（12）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある

事故により生ずる災害をいう。 

（13）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。 

（14）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故によ

り生ずる災害をいう。 

（15）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結す

る場所を含む。）をいう。 

（16）部隊移動とは、法第44条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求め

又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区

並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号におい

て同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第44条の３の規定

に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町

村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 編成及び装備等の基準 

 

（都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消防

援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年消防広第74号。以下「要請要綱」という。第39

条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。）に定
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めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任務

を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものとす

る。 

（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロック

ごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中隊」、

「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、か

つ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

（指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第38条に

規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第

252条の19第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するものとする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支援

隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼

称する。 

 

（統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実

施計画に定めておくものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、統合機動部隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊及び 

通信支援小隊を中心として編成するものとし、対応する災害の種別や、迅速な出動や情報収集

等の目的に応じ、柔軟な編成、運用により対応するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、事

前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と 

呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 
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（エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおり

とし、応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属す

る消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊災

害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水車及

び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心とし

て編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小隊及び

水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府

県）エネルギー・産業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実

施計画に定めておくものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって編

成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成す

るものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害

即応部隊」と呼称する。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応

援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指揮

隊をもって編成するものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模

風水害対策車及び救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用

車及び搬送車を備えたもの）、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応

じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・

風水害機動支援部隊」と呼称する。 
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（特殊災害小隊の装備等の基準） 

第９条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりと

する。 

（１）毒劇物等対応小隊 

ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための特

別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 

ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に掲

げる資機材を備えること。 

（ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

（イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

（ウ）Ｎ災害対応小隊 

簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、

中性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災等

に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放水

塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を備え

ること。 

ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えること。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応する

ことのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

（特殊装備小隊の装備等の基準） 

第10条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりと

する。 

（１）水難救助小隊 

ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものであるこ

と。 

イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶 

を備えること。 

ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備える
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こと。 

（２）遠距離大量送水小隊 

ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要な

隊員で構成されるものであること。 

イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場所

に毎分3,000リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（３）消防活動二輪小隊 

ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成されるも

のであること。 

イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材のい

ずれかを備えること。 

（４）震災対応特殊車両小隊 

震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資機

材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。 

（５）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機材

及び必要な隊員で構成されるものであること。 

ア はしご車 

イ 照明車 

ウ 空気ボンベ充填車 

エ 無人消火ロボット 

オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 

第３章 出動 

 

（指揮本部の設置） 

第11条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊

の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどるも

のとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の活動方針（活動スケジュールを含む。）に関すること。 

（３）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（５）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との

活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対 策

本部に職員を派遣するものとする。 
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（航空指揮本部の設置） 

第12条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地

での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものとする。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務

をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

 

（後方支援本部の設置） 

第13条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表消

防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊のみが

出動した場合等においては、この限りでない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関すること。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

（都道府県大隊の出動） 

第14条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した場

合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必要な

措置を講じるものとする。 

 

（指揮支援部隊の出動） 

第15条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、長官の出動の求め又は指示後、おお

むね１時間以内に迅速に出動するものとする。なお、原則として、航空小隊による輸送により出

動するものとする。 

 

（統合機動部隊の出動等） 

第16条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、次

に掲げる任務を行うものとする。 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 
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（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 

（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 

（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県大

隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するものと

する。 

 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第17条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生した

場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第18条 ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生した場

合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動するもの

とする。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第19条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単独で

出動するものとし、被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大隊と連

携して活動するものとする。 

 

（航空部隊の出動） 

第20条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動する

ものとする。 

２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 

 

（集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第21条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりと

する。 

（１）集結場所 

代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特性、

規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動部隊、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集結時刻を

決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 
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なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道府

県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、ア

クションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものとする

（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は応

援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置されな

い場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の後方支援

本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部

隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ルートを決

定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要がある

場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

（進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第22条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やかに当

該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部

隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無にかか

わらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害機

動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長又は

部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊又は部

隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとする。 

 

（被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第23条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第25条に規定する緊急

消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに当該

都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項につい

て確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 
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（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 

２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して報

告するものとする。 

 

第４章 指揮活動 

 

（指揮体制） 

第24条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括し、

当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、被災

地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。また、指揮支援隊が出動していない

場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、次項の指揮支援隊長の役割も担うものと

する。 

２ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地にお

ける陸上（水上を含む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航空

に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下

で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下

で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮

支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うものとす

る。 

７ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の 

管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部

長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以下

の指揮を行うものとする。 

 

（緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第25条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」と

いう。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。ただし、

次に掲げる者を指名できない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、指揮支援本
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部長の役割を担うものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 

（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調整

（活動方針の調整を含む。）に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整（活動方針の調整を含む。）

に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と

緊密な連携を図ることができる場所に設置するものとする。この場合において、指揮支援本部

長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部へ

隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動する

場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報告等

を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策本

部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関

との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称 

する。 

 

（緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第26条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航空

指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（５）その他必要な事項に関すること。 
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４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、

航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空運

用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 

６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援

本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場合

には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等に派

遣するよう要請するものとする。 

 

（消防庁職員の現地派遣） 

第27条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調整

本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するもの

とする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は航

空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職員

を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調整

に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

（都道府県大隊本部の設置） 

第28条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するもの

とする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関す

ること。 

（５）被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 
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（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

 

（現地合同調整所の設置） 

第29条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間におけ

る情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものとす

る。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、エ

ネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、代

表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議に

参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信手

段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、必

要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

（情報共有等） 

第30条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、都

道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により情報

連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊（次項において「消防庁等」という。）は、被害状況

や活動状況等について、動画及び静止画により、積極的に情報収集を行うものとする。 

３ 消防庁等は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理

システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極的に活用し、被害状況や活動状況に

ついて動画及び静止画により積極的に情報共有を行うものとする。 

４ 指揮本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部等は、前２項により収集された情報や、前項によ

り共有された情報を指揮に活用するものとする。 

 

（活動報告等） 

第31条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに

緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜報告

するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸上

に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して適宜

報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の

活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告するもの

とする。 
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４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指揮

支援本部長に対して適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部

隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項を記

載した活動日報（別記様式２）を作成し、指揮支援本部長に対して報告するものとする。ただし、

第16条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小隊等が後続する都道府県大隊に帰属し、

都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊長の報告は不要と

するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りまと

め、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本部

長に対して報告するものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取り

まとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動日

報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。 

 

（通信連絡体制等） 

第32条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機

関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通信

ネットワーク、防災相互通信用無線（以下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 

（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を使

用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、統

制波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波

を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制波

２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波を指

定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長と

協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、別

表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基盤

災害即応部隊に属する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風水害

機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定さ

れた主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接して
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活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定する

ことができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を使

用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活動

用無線機の使用に係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合を

除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

ア 応援要請を行う場合 

イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

ウ 新たな災害が発生した場合 

エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

（防災関係機関等との連絡調整等） 

第33条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等 

との連絡調整を行うものとする。 

 

（実動関係機関との連携） 

第34条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上保

安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携する

ものとする。 

なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に努

めるものとする。 

 

（医師等との連携） 

第35条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ（救

急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成19年法律第103号）に

規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 

 

（調整本部等における防災関係機関との連携） 

第36条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本部

は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要な交

通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 
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２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助隊

の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本部及

び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

（消防機関との連携） 

第37条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受ける

など、被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 

（指揮支援実施計画） 

第38条 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援隊

の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更し

た場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該統括

指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象となる都道府県の知事に対して情報提供するものとする。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空指

揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空指

揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援隊が

消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告する。 

（消防本部の受援計画） 

第39条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受

ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 
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（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14

年法律第92号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災計

画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章 その他 

 

（消防本部等の訓練） 

第40条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の連

携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るものとす

る。 

 

（緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第41条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消防

援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

（その他） 

第42条 の要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日消防広第80号） 

この要綱は、平成28年４月1日から施行する。 

ただし、第22条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成

28年６月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月28日消防広第93号） 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月８日消防広第35号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月17日消防広第190号） 



 

127 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月22日消防広第89号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月24日消防広第211号） 

この要綱は、令和４年６月 24日から施行する。 

 

別表（主運用波の割当て）                        （第 32条関係） 

周波数名  割当都道府県  

主運用波１  青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県  

主運用波２  宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県  

主運用波３  山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県  

主運用波４  北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県  

主運用波５  秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県  

主運用波６  神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県  

主運用波７  岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県  

 



 

 

1
2

8
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資料２１ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援市原市事前計画 

 

１ 目的 

この計画は、市原市の区域内の大規模特殊災害が発生し、消防組織法（昭和２２年法律第

２２６号）第４４条の規定に基づき、他の都道府県の市町村による回転翼航空機（以下「ヘ

リコプター」という。）を用いた消防に関する応援（以下、「広域航空消防応援」という。）

を要請しようとする場合に、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」及び

「同細則」（昭和６１年５月３０日付け消防救第６１号消防庁次長通知、以下「要綱」、「細

則」という。）に定めるものの他、当該応援が円滑かつ迅速に行われるための本市の要請手

続きその他必要な事項について定める。 

 

２ 要請手続き 

（１） 消防長は、広域航空消防応援が必要となり要請先市町村を決定したときは、直ちに市

長に報告の上、その指示に従い千葉県知事に対し広域航空消防応援（ヘリコプター）要

請連絡表（以下「連絡表」という。）に掲げる事項を明らかにして要請を行う。この場合

においては、同時に応援市町村の消防長へも同様の連絡を行うものとする。 

（２） 消防長は、第１項の要請を行った場合には、速やかに連絡表に掲げる事項を応援側市

町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に千葉県知事へも

同様の連絡を行うものとする。なお、全体の連絡系統図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

応援可能な

旨の報告 

応
援
要
請
す
る
旨
の
連
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応
援
決
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た
旨
の
連
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消防庁長官 

応援側都道府県知事 

市町村長 

応援側消防長 

応援決定した

旨の報告 

応援要請 

応援決定通知 

応
援
決
定
通
知 

応
援
要
請 

市原市消防長 千葉県知事 

市原市長 

応援要請 

応援決定通知 
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の
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示 
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決
定
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知 

応
援
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①ヘリを保有する市町村への要請 
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市
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局 
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援
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・
決
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絡 
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３．連絡体制 

 広域航空消防応援が円滑かつ迅速に行われるよう本県及びその他関係機関の連絡体制につ

いて、次のとおり定める。 

（１）市原市 

 ＜表略＞ 

（２）千葉県 

 ＜表略＞ 

（３）千葉市消防局 

 ＜表略＞ 

（４）消防庁 

 ＜表略＞ 

（５）応援市町村の消防本部 

 ＜表略＞ 

（６）応援側都道府県 

 ＜表略＞ 

 

４ 空中消火資機材・救急救助資機材等の補完措置 

（１）県は、空中消火資機材（大型ヘリ用散布装置）８基を保有しており、その全てを陸上自

衛隊木更津駐屯地（第１ヘリコプター団）に管理を委託する。 

吹流しについては、県で管理し防災センターに保管する。 

（２）県は、空中消火資機材に不足が生じた場合、他都道府県等との調整により調達する。 

（３）救急救助資機材等については、千葉県地域防災計画に定めるところにより調達する。 

 

 

②ヘリを保有する都道府県への要請 

市原市消防長 千葉県知事 

市原市長 消防庁長官 

消防庁長官 

応援要請 

応援決定通知 

応
援
決
定
通
知 

応
援
要
請 

応援決定した

旨の報告 要請した

旨の報告 

要請の指示 

応援要請する旨の連絡 

応
援
決
定
し
た
旨
の
連
絡 

応
援
要
請 

応
援
決
定
通
知 

千
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防
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応
援
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５ ヘリコプター離発着場 

広域航空消防応援を受けた場合の市原市のヘリコプター離発着場は、次のとおりであり、ヘリコ

プターの活動拠点とするものである。＜表略＞ 

 

６ 燃料の補給体制 

ヘリコプター用燃料（ＪｅｔＡ－１）の補給については、マイナミ空港サービス株式会社との協

力体制に基づき、発災地市町村から指定のあった場所または成田国際空港内で行う。 

なお、空港内で燃料の補給を行う場合は、発災地市町村の消防長はあらかじめ成田国際空港株式

会社空港運用本部長へ成田国際空港使用届（様式２）を提出し、ヘリコプターの離発着について許

可を得なければならない。 

ただし、緊急を要する場合にあっては電話等で許可を得、事後速やかに文書を送付するものとす

る。 

燃料の補給等に係る連絡先は次のとおりである。 

 

(1) 燃料補給会社（マイナミ空港サービス株式会社）連絡先 

№ 事業所 電話番号 ＦＡＸ番号 搬送方法 備考 

１ 羽田事業所 

（給油課） 

03-5757-9055 03-5757-9085 ・ドラム 

・ローリー車 

・ドラム燃料 

約50本保管 

２ 成田事業所 

（給油課） 

0476-32-6901 

24時間 

090-3206-7568 

0476-32-6902 ・ローリー車 

（機上給油） 

・要成田国際空港施設使用届 

・機上給油：要成田国際空港

(株)許可 

 

(2)成田国際空港(株)及び国土交通省成田空港事務所連絡先 

時 間 帯 部 署 名 電 話 番 号 備  考 

 9:00 ～ 17:00 安全推進部 0476-34-5633  

17:00 ～  9:00 運用管理部 0476-32-2246 ＦＡＸ 0476-30-1586 

24時間 国土交通省成田空港事務所 0476-32-1064  

 

附 則 

この計画は、昭和６２年３月２３日から施行する。 

 

 <中略> 

 

附 則 

この計画は、平成２４年４月１日から施行する。 
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資料２２ 消防組織法第４３条に基づく知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱 

 

目次 

第一章 総 則 

第二章 消防広域応援体制の確立 

第三章 費用負担 

第四章 教育訓練 

第五章 その他 

 

第一章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和２２年１２月２３日法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第４３条に規定する非常事態時において、千葉県知事（以下「知事」という。）が千葉

県広域消防相互応援協定に基づく広域応援部隊を運用するため必要な事項を定めるものと

する。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 「千葉県消防広域応援隊」とは、前条に基づく非常事態時において知事の指示を受け被

災地の消防の応援のため速やかに被災地に赴き、人命救助活動等を行うことを任務とする

広域応援部隊をいう。 

(2) 「被災地」とは、法第４３条に規定する非常事態が発生した市町村をいう。 

(3) 「被災地消防本部」とは、被災地に係る消防本部をいう。 

(4) 「広域応援統括消防機関」とは、千葉県消防広域応援基本計画で定めるところにより、

千葉県内の消防広域応援に係る消防機関の代表として、千葉県及び各消防機関との連絡調

整及び情報交換を行う消防機関をいう。 

(5) 「応援市町村」とは、千葉県消防広域応援隊を出動させる又は出動させた市町村（一部

事務組合を含む。以下同じ）をいう。 

(6) 「特殊災害」とは、毒性物質の発散、その他緊急消防援助隊に関する政令（平成１５年

政令第３７９号）で定める原因により生ずる特殊な災害及び大規模危険物火災等、又は航

空機災害等で多数の要救助者の発生が見込まれる災害で、特別な部隊及び特殊な施設、装

備を必要とする災害をいう。 

 

（千葉県消防広域応援隊の登録） 

第３条 知事は、千葉県消防広域応援基本計画に基づき登録された広域応援部隊を千葉県消防

広域応援隊として登録するものとする。 

２ 登録する千葉県消防広域応援隊については、法第４５条第４項の規定に基づき、緊急消防

援助隊として登録されている消防部隊及び県内広域応援出動が可能な消防部隊とし、知事が
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別に定める。 

３ 知事は必要があると認めるときは、市町村長に対し前項の登録について協力を求めるもの

とする。 

 

（千葉県消防広域応援隊の基本的な編成） 

第４条 千葉県消防広域応援隊の基本的な出動編成については別図１のとおりとする。 

２ 基本的な部隊編成は、前条に登録された広域応援部隊のうち、被災地において行う応援に

必要な部隊をもって編成する。（別表１） 

 

第二章 消防広域応援体制の確立 

 

（消防広域応援体制確立の指示） 

第５条 知事は、法第４３条に基づく非常事態時又はこれに準ずる大規模災害が発生した場合

は、被災地の市町村長及び被災地消防本部の消防長並びに広域応援統括消防機関の消防長と

協議し、緊急の必要があると判断したときは、応援市町村の長及び千葉県消防広域応援隊の

属する消防機関の消防長に迅速な消防広域応援体制の確立を指示するものとする。（別記様

式１） 

  なお、知事の指示基準は原則として次の各号によるものとする。 

(1) 被災地から緊急消防援助隊の要請があった場合。 

(2) 首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプランが発動された場合。 

(3) 本県が甚大な被害を被る大規模地震が発生した場合。 

(4) 特殊災害が発生し、特別な部隊及び特殊な施設、装備を必要とする場合。 

(5) 被災地及び被災地消防本部とのあらゆる情報連絡網が寸断されるなど、非常事態と認

める場合。 

２ 前項の指示を受けた応援市町村の長及び千葉県消防広域応援隊の属する消防機関の消防

長は、速やかに広域応援部隊を出動させるものとする。 

  ただし、災害等により広域応援部隊が出動できない場合は、広域応援統括消防機関にその

旨連絡するものとする。 

３ 千葉県消防広域応援隊の出動体制、指揮体制及び部隊運用等については、千葉県消防広域

応援基本計画を準用するものとする。 

４ 情報連絡系統は、別図２のとおりとする。 

５ 要請手順は、別図３のとおりとする。 

 

（消防広域応援体制の終了） 

第６条 知事は、災害の推移により被災地の市町村長及び広域応援統括消防機関の消防長と協

議し、消防広域応援体制の必要がなくなったと判断したときは、千葉県消防広域応援隊によ

る応援活動を終了させるものとする。 

この場合、その旨を被災地の市町村長及び応援市町村の長並びに千葉県消防広域応援隊の属す

る消防機関の消防長に速やかに通知するものとする。 
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第三章 費用負担 

 

（千葉県消防広域応援隊の活動に係る費用負担） 

第７条 第５条第１項に基づく指示を受けて出動した千葉県消防広域応援隊の活動により増

加し又は新たに必要となる消防に要する費用のうち、当該千葉県消防広域応援隊の隊員の特

殊勤務手当及び時間外勤務手当等の負担区分は、次の各号の定めるところによるものとする。 

 (1) 千葉県の負担とするもの 

ア 特殊勤務手当 

イ 時間外勤務手当 

ウ 管理職員特別勤務手当 

エ 夜間勤務手当 

オ 休日勤務手当 

カ 旅費 

キ 応援活動のために使用した当該応援隊の施設に係る修繕料 

ク 役務費 

ケ 当該応援活動のために使用したことにより、当該施設が滅失した場合における当該滅

失した施設に代わるべきものの購入費 

コ 応援活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料、その他の物件費 

(2) 前号の応援活動に係る経費については、別に定めるところにより県が負担するものと

する。 

２ 応援市町村の負担とするもの 

(1) 公務災害補償に要する経費 

(2) 被災地等への移動中及び被災地等からの帰還途中に第三者に与えた損害の賠償に要す

る経費等 

(3) 前項及び前各号以外の人件費その他の経費 

３ 被災地が負担とするもの 

(1) 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市町村に対して当該損

害賠償を対象とした保険金が支払われる場合には、当該保険金の額を控除した額。）ただ

し、応援市町村の重大な過失等に基づく損害賠償に要する費用は応援市町村の負担とする。 

(2) 応援活動中に調達した化学消火薬剤等資機材費 

４ 前各項以外の費用は、原則として被災地の負担とする。 

 

第四章 教育訓練 

 

（教育訓練） 

第８条 知事は、法第４３条に基づく非常事態時における千葉県消防広域応援隊の常時即応体

制を確保するとともに、技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、市町村及び消防機



 

137 

関の協力を得て千葉県消防広域応援隊の合同訓練を実施するものとする。 

 

第五章 その他 

 

（関係行政機関との連絡調整） 

第９条 知事は、千葉県消防広域応援隊の出動等に関し、必要と認める関係行政機関の長等と

の連絡調整を行うものとする。（別表２） 

 

（千葉県消防広域応援隊旗） 

第 10 条 知事は、千葉県消防広域応援隊旗を千葉県消防広域応援隊の部隊に交付するものと

する。 

２ 千葉県消防広域応援隊旗の制式については、知事が別に定める。 

 

（その他） 

第 11 条 その他千葉県消防広域応援隊について必要な事項は、知事が別に定める。 

 

＜中略＞ 

付 則 

 この要綱は、令和 ２年５月１９日から施行する。 
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資料２３ 千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援事前計画  

 

１．目  的 

 この計画は、市原市の区域内で大規模災害、産業災害、その他の災害が発生し、消防組織法

（昭和２２年法律第２２６号）第３９条の規定に基づき、千葉市による回転翼航空機（以下、

「ヘリコプター」という。）を用いた消防に関する応援（以下、「航空特別応援」という。）を

要請しようとする場合に、千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援実施要綱（平

成４年４月１日施行、以下、「要綱」という。）に定めるものの他、当該応援が円滑かつ迅速に

行われるための本市の要請手続きその他必要な事項について定める。 

 

２．要請手続 

⑴ 消防長は、航空特別応援が必要と認めたときは、航空特別応援要請連絡表に掲げる事項

を明らかにして、応援側消防本部消防長に要請するものとする。 

 

３．応援側消防本部の連絡先 

消防本部名 連絡先住所 電話番号 連絡先 

千葉市消防局 千葉市中央区 

長洲１丁目２番１号 

(043)223-1831 

FAX 

(043)202-1676 

消防局警防部

指令課 

 

４．通信連絡 

 特別航空応援隊と市原市との連絡方法は、県内共通波（152.81MHz)とし、無線の運用統制に

ついては、市原市が統制する。 

 

５．次に掲げる事項については、大規模特殊災害時における広域航空消防応援市原市事前計画

を準用する。この場合において、広域航空消防応援を航空特別応援と読み替える。 

 ⑴ ヘリコプター離発着場 

 ⑵ 職員の派遣 

 ⑶ 資機材の調達 
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資料２４ 災害協定一覧表  

番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

1 S39.9.17 
災害対策基本法に基づく通信設

備の優先利用等に関する協定 
千葉県警察本部 

通信協力に関する協

定 

2 S63.12.9 

市原市地域防災計画に基づく災

害時の医療救護活動についての

協定 

一般社団法人市

原市医師会 

医療救護班の派遣に

関する協定 

3 H7.6.5 
災害時における医薬品等の供給

に関する協定 

一般社団法人市

原市薬剤師会 

物資供給に関する協

定 

4 H7.7.18 
水道施設災害応急工事等に関す

る協定 

市原市管工事協

同組合 

災害応急工事の協力

に関する協定 

5 H7.7.19 災害応急工事等に関する協定 
市原市建設連合

協同組合 

災害応急工事の協力

に関する協定 

6 H7.11.2 千葉県水道災害相互応援協定 千葉県 
水道災害の相互応援

に関する協定 

7 H8.2.23 
災害時における千葉県内市町村

間の相互応援に関する基本協定 

千葉県・県内市町

村 

市町村間の相互応援

に関する協定 

8 H8.3.22 
千葉県防災用資機材の管理に関

する協定 
千葉県 

防災用資機材の管理

に関する協定 

9 H8.4.1 
災害時における食糧及び生活必

需品の供給に関する協定 

市原市農業協同

組合 

食料等生活必需品の

供給に関する協定 

10 H8.4.1 
災害時における燃料等の供給に

関する協定 

市原市石油商業

協同組合 

燃料等の優先供給に

関する協定 

11 H8.4.1 
災害時における食糧及び生活必

需品の供給に関する協定 

株式会社イトー

ヨーカ堂 

食料等生活必需品の

供給に関する協定 

12 H8.5.24 災害時相互応援に関する協定 埼玉県 所沢市 

市内で災害が発生し、

市単独では十分な措

置が行えない場合の

相互応援協定 

13 H8.8.26 

市原市地域防災計画に基づく災

害時の歯科医療活動についての

協定 

一般社団法人市

原市歯科医師会 

歯科医療班の派遣に

関する協定 

14 H8.9.11 
災害時におけるゴルフ場施設の

利用に関する協定 

市原市ゴルフ場

連絡協議会 

緊急避難場所スペー

スの提供に関する協

定 

15 H8.12.25 
災害時における応急生活物資供

給等の協力に関する協定 

生活協同組合コ

ープみらい 

応急生活物資の優先

供給及び運搬に関す

る協定 
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

16 

H9.6.30 

【 改 定 】

H15.4.1 

災害時における市原市内郵便局

と市原市間の協力に関する契約 

市原市内郵便局

(日本郵便局株式

会社 市原・姉

崎・市原南郵便

局) 

物資及び設備等利用

に関する相互協力協

定 

17 H9.7.31 
災害時等における廃棄物処理施

設に係る相互援助細目協定 

千葉県・県内市町

村 

廃棄物処理施設の相

互援助に関する協定 

18 H10.2.25 

災害時における市原市と市原市

農業協同組合の協力に関する協

定 

市原市農業協同

組合 

災害時の協力に関す

る協定 

19 H10.5.18 
社団法人日本水道協会千葉県支

部災害時総合応援に関する協定 

社団法人日本水

道協会 

水道災害の応援に関

する協定 

20 H10.10.12 

災害時における災害活動拠点等

の電気工事等の支援に関する協

定 

市原市電業会 

電気施設の修繕、復旧

工事及び仮設設備の

設置等に関する協定 

21 H12.4.28 
災害時における物資の自動車輸

送に関する協定 

赤帽首都圏軽自

動車運送協同組

合千葉支部 

各種物資の輸送協力

に関する協定 

22 H12.5.17 
大規模停電時における市原市防

災行政無線の活用に関する覚書 

東京電力株式会

社 市 原 営 業 所

(現：東京電力パ

ワーグリッド株

式会社千葉総支

社) 

防災行政無線の活用

に関する協定 

23 H13.11.28 
市原市防災行政無線の活用に関

する覚書 

大多喜ガス株式

会社供給部千葉

事業所 

防災行政無線の活用

に関する協定 

24 

H14.7.30 

【 改 定 】

H18.7.31 

災害時における遺体の収容、安

置等に関する協定 

一般社団法人全

日本冠婚葬祭互

助協会・一般社団

法人全国霊柩車

自動車協会・有限

会社大翔・千葉中

央葬祭業協同組

合 

遺体の収容等に関す

る協定 

25 H14.12.13 
災害時における仮設トイレ等の

供給に関する協定 

株式会社アクテ

ィオ・株式会社レ

仮設トイレの優先提

供に関する協定 
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

ンタルのニッケ

ン※㈱ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹ

ﾝは H27.3.26 に

締結した「災害時

における資機材

調達に関する協

定」に統合 

26 H15.9.11 
地震等大規模災害時における災

害廃棄物の処理等に関する協定 

千葉県産業廃棄

物協会 

災害廃棄物の処理等

に関する協定 

27 H15.9.11 

地震等大規模災害時における被

災建物の解体撤去等に関する協

定 

千葉県解体工事

業協同組合 

被災建物の解体撤去

等に関する協定 

28 H18.10.25 
災害時における街路樹等の倒木

処理等に関する協定 

市原市造園緑化

協同組合 

倒木等の処理の協力

に関する協定 

29 H19.8.3 

大規模災害時におけるし尿及び

浄化槽汚泥の収集運搬に関する

協定 

環境保全センタ

ー 

し尿等の収集運搬に

関する協定 

30 H19.8.31 
災害時における飲料水等の供給

協力に関する協定 

コカ・コーラ ボ

トラーズジャパ

ン株式会社 

飲料水等の無償ない

し有償供給に関する

協定 

31 H19.11.1 
災害時における物資の供給協力

に関する協定 

NPO法人コメリ災

害対策センター 

物資供給に関する協

定 

32 H20.2.29 
市原後楽園ゴルフ＆スポーツに

関する協定 

株式会社セント

レジャー・オペレ

ーションズ株式

会社東京ドーム 

災害時の協力に関す

る協定 

33 H20.3.31 
千葉県防災行政無線局等の設置

等に関する協定 
千葉県 

防災行政無線の設置

に関する協定 

34 H20.7.22 
市原市防災行政無線の活用に関

する協定 

東京電力株式会

社 千 葉 営 業 所

(現：東京電力パ

ワーグリッド株

式会社千葉総支

社) 

防災行政無線の活用

に関する協定 

35 H20.8.6 緊急応援給水に関する協定 

千葉県水道局長

(現：千葉県企業

局) 

給水応援に関する協

定 
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

36 H20.8.28 
災害時における接骨師会の協力

に関する協定 

一般社団法人千

葉県接骨師会千

葉東支部 

応急手当等に関する

協定 

37 H21.10.27 
避難誘導標識の設置及び維持管

理に関する協定 

NPO法人都市環境

標識協会 

避難場所の誘導標識

の設置及び維持管理

に関する協定 

38 H22.1.20 
災害時における災害情報の緊急

放送に関する協定 

市原 FM 放送株式

会社 

災害緊急放送への協

力に関する協定 

39 H23.2.8 
災害時における断熱シート及び

応急活動等の協力に関する協定 

市原塗装協同組

合 

断熱シート供給及び

応急活動に関する協

定 

40 H23.2.28 災害時の情報交換に関する協定 
国土交通省関東

地方整備局 

情報交換に関する協

定 

41 H23.7.12 
石油基地自治体協議会加盟団体

災害時相互応援協定 

石油基地自治体

協議会加盟団体

56市町 

コンビナート事故等

により被災した場合

の災害相互応援協定 

42 H23.10.11 
災害時における応急対策の協力

に関する協定 

千葉県土建一般

労働組合市原支

部 

応急対策への協力に

関する協定 

43 H24.6.7 
災害時におけるタクシー車両に

よる緊急輸送に関する協定 

千葉県タクシー

協会市原支部 

避難者及び災害対策

要員の輸送協力に関

する協定 

44 H24.6.7 
災害時におけるバス車両による

緊急輸送に関する協定 

小湊鐡道株式会

社 

避難者及び災害対策

要員の輸送協力に関

する協定 

45 H24.6.7 
災害時におけるバス車両による

緊急輸送に関する協定 

東京湾岸交通株

式会社 

避難者及び災害対策

要員の輸送協力に関

する協定 

46 H25.3.25 
災害発生時における福祉避難所

としての設置運営に関する協定 

一般社団法人市

原市医師会(市原

看護専門学校) 

福祉避難所の設置及

び運営協力に関する

協定 

47 H25.3.25 
災害発生時における避難所等と

しての施設利用等に関する協定 

市内県立高等学

校(市原・京葉・市

原緑・姉崎・市原

八幡高等学校) 

避難施設の提供及び

避難所運営の協力に

関する協定 

48 H25.3.27 
災害発生時における福祉避難所

の設置運営に関する協定 

市原市高齢者福

祉施設連絡協議

福祉避難所スペース

の提供に関する協定 
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

会を構成する 17

施設 

49 H25.3.28 
災害時における物資の提供等に

関する協定 

株式会社三晃・株

式会社三和コー

ポレーション 

物資供給・避難スペー

ス及び情報提供に関

する協定 

50 H25.6.1 

千葉県石油コンビナート防災相

互通信用無線設備の管理運営に

関する協定 

千葉県 
防災無線の維持管理

等に関する協定 

51 H25.6.27 
災害に係る情報発信等に関する

協定 

LINE ヤフー株式

会社 

情報発信の協力に関

する協定 

52 H26.1.23 
災害時における飲料水等の供給

協力に関する協定 
株式会社伊藤園 

飲料水及び清涼飲料

水の供給に関する協

定 

53 H26.3.4 
災害時における LPガス等の供給

に関する協定 

一般財団法人千

葉県 LP ガス協会

市原支部 

LP ガス等の供給に関

する協定 

54 H26.7.16 

津波時又は水害時における一時

避難施設としての使用に関する

協定 

リオ白金ビル(有

限会社光任)・ビ

ジネスホテル白

金ビル(有限会社

ホテル白金) 

一時避難施設スペー

スの提供に関する協

定 

55 H26.11.26 
災害時における物資の供給協力

に関する協定 

株式会社せんど

う 

物資供給に関する協

定 

56 H26.12.26 
災害発生時における相互協力に

関する協定 

市 原 刑 務 所 ※

R5.12.8に締結し

た「災害発生時に

おける相互協力

に関する協定」に

統合 

一部施設の利用に関

する協定 

57 H27.1.28 
除雪等業務の協力に関する基本

協定 

市原市菅工事協

同組合・市原市建

設連合協同組合・

市原市造園緑化

協同組合 

除雪等の協力に関す

る協定 

58 H27.2.18 
広告付避難場所等電柱看板に関

する協定 

東電タウンプラ

ンニング株式会

社千葉総支社 

避難誘導標識に関す

る協定 
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

59 H27.3.26 
災害時における物資の供給協力

に関する協定 

株式会社タカサ・

一般社団法人日

本福祉用具供給

協会 

市内で災害が発生し

た場合の物資供給 

60 H27.3.26 
障がい者等を対象とした避難所

施設使用に関する協定 

千葉県立市原特

別支援学校 

福祉避難所スペース

の提供に関する協定 

61 H27.3.26 
災害時における資機材調達に関

する協定 

株式会社レンタ

ルのニッケン千

葉営業所 

資機材の調達・供給に

関する協定 

62 H27.3.26 
災害時におけるレンタル資機材

の優先提供に関する協定 

株式会社アクテ

ィオ 

資機材の優先提供に

関する協定 

63 H27.5.29 

津波時又は水害時における一時

避難施設としての使用に関する

協定 

アーバン白金管

理組合 

一時避難施設スペー

スの提供に関する協

定 

64 H27.7.17 
災害発生時における福祉避難所

の設置運営に関する協定 

社会福祉法人市

原 う ぐ い す 会 

グリーンホーム 

福祉避難所の設置及

び運営に関する協定 

65 H27.7.17 

災害時の物資供給及び店舗営業

の継続又は早期再開に関する協

定 

株式会社セブン

ーイレブン・ジャ

パン 

物資供給・情報提供及

び店舗営業による災

害対策に関する協定 

66 H27.10.13 
災害時における応急対策の協力

に関する協定 

千葉県クレーン

建設重機協同組

合 

人員、資機材の提供及

び応急対策の協力に

関する協定 

67 H28.1.28 
災害時における緊急物資輸送に

関する協定 

千葉県トラック

協会市原支部 

緊急物資輸送の協力

に関する協定 

68 H28.1.28 災害応急工事等に関する協定 
市原市管工事協

同組合 

水道施設に対する応

急工事等に関する協

定 

69 H28.6.10 
災害時における食糧等の供給協

力に関する協定 

市原市料飲調理

師会・市原市食品

衛生協会 

食料の調理及び供給

に関する協定 

70 H28.6.10 
災害発生時における福祉避難所

の介護活動に関する協定 

生活協同組合コ

ープみらい 

介護員の派遣に関す

る協定 

71 H28.9.27 
災害時における食糧等の供給協

力に関する協定 

株式会社千葉う

まかっ部屋 

物資供給(食料品・飲

料水・生活必需品・燃

料等)に関する協定 

72 H28.9.29 災害時における応急対策の協力 一般社団法人市 災害時の応急対策へ
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

に関する協定 原鳶工業協同組

合 

の協力に関する協定 

73 H28.11.18 
災害時における応急対策の協力

に関する協定 

市原瓦工事業組

合 

災害時の応急対策へ

の協力に関する協定 

74 H28.12.1 
災害時における浄水装置等の優

先提供に関する協定 

アクアデザイン

システム株式会

社 

浄水器の優先提供に

関する協定 

75 H29.1.12 
応急給水用仮設給水栓等による

応急給水の実施等に関する覚書 

千 葉 県 水 道 局

(現：千葉県企業

局) 

応急給水用資機材の

貸与に関する協定 

76 H29.2.3 
災害発生時における避難所等と

しての施設利用等に関する協定 

東海大学付属市

原望洋高等学校 

避難施設の提供及び

避難所運営の協力に

関する協定 

77 H29.3.22 
災害発生時における避難所等と

しての施設利用等に関する協定 

学校法人君津学

園市原中央高等

学校 

避難施設の提供及び

避難所運営の協力に

関する協定 

78 H29.3.27 
災害時における生活物資の供給

協力に関する協定 

株式会社カイン

ズ 

物資供給に関する協

定 

79 H29.3.27 
災害時における家屋被害認定調

査等に関する協定 

千葉県土地家屋

調査士会 

家屋調査及び各種相

談への協力に関する

協定 

80 H29.5.10 
災害時における支援協力に関す

る協定 

千葉県行政書士

会 

災害応急支援業務に

関する協定 

81 H31.3.20 
災害時等における消防用水の供

給支援に関する協定 

千葉中央生コン

クリート協同組

合 

消防用水の供給支援

に関する協定 

82 R1.6.13 
災害時における廃棄物の収集運

搬に関する協定 

市原市一般廃棄

物処理業協業組

合及び市原市一

般廃棄物処理業

協業組合員 

大規模災害時に損壊

家屋の撤去等で発生

するごみの収集に関

する協定 

83 R1.6.13 
災害時における仮設トイレのし

尿の収集運搬に関する協定 

市原市環境清掃

協同組合 

大規模災害時に避難

所等に設置した仮設

トイレのし尿の収集

に関する協定 

84 R1.8.26 
災害時等における消防用水の供

給支援に関する協定 

千葉アクア生コ

ンクリート協同

消防用水の供給支援

に関する協定 
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

組合 

85 R2.3.27 
災害時における施設の利用に関

する協定 

株式会社グラン

バー東京ラスク

(現：HAMIRU高滝

湖グランピング

リゾート) 

災害時における避難

施設の利用に関する

協定 

86 R2.4.30 
災害時における街路樹等の倒木

処理等に関する協定 

市原緑地整備協

同組合※現在は

市原市造園緑化

組 合 に 統 合

(R3.4.1時点) 

街路樹等の倒木処理

等に関する協定 

87 R2.5.26 

災害時における停電復旧の連携

等に関する基本協定災害時にお

ける連絡調整員の派遣に関する

覚書災害時における電源車の配

備に関する覚書災害時における

停電復旧作業および啓開作業に

伴う障害物等除去に関する覚書 

東京電力パワー

グリッド株式会

社千葉総支社 

停電復旧の連携等に

関する基本協定 

88 R2.6.11 
電気自動車からの電力供給に関

する災害連携協定 

日産自動車株式

会社千葉日産自

動車株式会社日

産プリンス千葉

販売株式会社株

式会社日産サテ

ィオ千葉 

電気自動車からの電

力供給に関する災害

連携協定 

89 R2.8.25 
災害時等における段ボールベッ

ド等物資供給に関する協定書 

レンゴー株式会

社千葉工場 

段ボールベッド等物

資供給に関する協定 

90 R2.10.22 
災害時における地図製品等の供

給等に関する協定 

株式会社ゼンリ

ン東京第二支社 

地図供給に関する協

定 

91 R2.10.29 
災害発生時における福祉避難所

の設置運営に関する協定 

社会福祉法人き

きょう会 

福祉避難所の設置及

び運営に関する協定 

92 R3.2.15 
災害時における物資調達に関す

る協定 

コストコホール

セールジャパン

株式会社 

物資供給に関する協

定 

93 R3.2.15 
災害時等における無人航空機に

よる活動協力に関する協定 

一般社団法人千

葉ドローン協会 

無人航空機による災

害協力に関する協定 

94 R3.7.12 災害時における電動車両等の支 三菱自動車工業 電動車両からの電力
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

援に関する協定 株式会社千葉三

菱コルト自動車

販売株式会社 

供給に関する協定 

95 R3.7.12 
災害時における物資供給に関す

る協定 
株式会社ナフコ 

物資供給に関する協

定 

96 R3.8.30 
損害調査結果の提供及び利用に

関する協定 

三井住友海上火

災保険㈱千葉支

店 

損害調査結果の提供

及び利用に関する協

定 

97 R3.9.22 
四日市市と市原市との間の災害

時相互応援等に関する協定 

三重県 四日市

市 

市内で災害が発生し、

市単独では十分な措

置が行えない場合の

相互応援協定 

98 R3.12.9 
災害時における移動式宿泊施設

等の提供に関する協定 

株式会社デベロ

ップ 

災害時におけるコン

テナモジュール(移動

式宿泊施設等)の供給

に関する協定 

99 R3.12.9 
災害時における物資（ユニット

ハウス等）の供給に関する協定 

三協フロンテア

株式会社 

災害時におけるユニ

ットハウス等(仮設事

務所、仮設トイレ等)

の供給に関する協定 

100 R4.3.28 
災害時における支援物資の受入

及び配送等に関する協定 

佐川急便株式会

社 

災害時における支援

物資の受入及び配送

等に関する協定 

101 R4.4.19 
災害時等における無人航空機に

よる活動協力に関する協定 

株式会社住まい

あんしん倶楽部 

無人航空機による災

害協力に関する協定 

102 R4.4.19 災害情報の放送に関する協定 

株式会社いちは

らコミュニティ

ー・ネットワー

ク・テレビ(現：株

式会社いちはら

ケーブルテレビ) 

災害緊急放送への協

力に関する協定 

103 R5.3.14 
災害時における物資輸送及び運

営等の協力に関する協定 

福山通運株式会

社 

災害時における支援

物資の受入及び配送

等に関する協定 

104 R5.3.14 
災害時におけるレンタル機材の

提供に関する協定 
株式会社ナガワ 

災害時におけるユニ

ットハウス等(仮設事

務所、仮設トイレ等)
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番号 締結年月日 協定等の名称 協定締結先 協定内容 

の供給に関する協定 

105 R5.3.31 
災害時等における福祉避難所と

しての設置運営に関する協定 

社会福祉法人佑

啓会(ふるさと学

舎五井・ふるさと

学舎五井地域活

動支援センター) 

福祉避難所の設置及

び運営に関する協定 

106 R5.5.16 
市原市災害ボランティアセンタ

ーの設置・運営等に関する協定 

市原市社会福祉

協議会 

災害時における災害

ボランティアセンタ

ーの設置、運営等に関

する協定 

107 R5.7.26 
災害時等におけるエアマット等

物資供給に関する協定 

親和パッケージ

株式会社 

物資供給に関する協

定 

108 R5.12.8 
災害発生時における相互協力に

関する協定 

市原刑務所・市原

青年矯正センタ

ー 

一部施設の利用に関

する協定 

109 R6.2.5 
災害時の法律相談等に関する協

定 
千葉県弁護士会 

被災者支援のために

実施する法律相談等

に関する協定 
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資料２５ 市原市防災会議条例 

 

昭和38年５月１日条例第38号 

改正 昭和44年９月30日条例第41号 

昭和60年３月16日条例第５号 

平成12年３月17日条例第26号 

平成24年６月29日条例第29号 

平成24年９月24日条例第35号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第16条

第６項の規定に基づき、市原市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組

織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 市原市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市原市水防計画その他水防に関する事項について調査審議すること。 

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(4) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市原市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員の定数は、40人以内とし次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 法第２条第４号に規定する指定地方行政機関の職員（以下「指定地方行政機関職員」

という。）のうちから市長が委嘱する者 

(2) 千葉県の職員（以下「県職員」という。）のうちから市長が委嘱する者 

(3) 千葉県警察の警察官（以下「県警察官」という。）のうちから市長が委嘱する者 

(4) 市長が市の職員（以下「市職員」という。）のうちから任命する者 

(5) 教育長 

(6) 消防長及び消防団長 

(7) 法第２条第５号に規定する指定公共機関（以下「指定公共機関」という。）又は法第

２条第６号に規定する指定地方公共機関（以下「指定地方公共機関」という。）の職員

のうちから市長が任命する者 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認めて委嘱する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。 
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２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（専門委員） 

第５条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、指定地方行政機関職員、県職員、県警察官、市職員、指定公共機関の職

員、指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命

する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（議事等） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和38年５月１日から施行する。 

附 則（昭和44年９月30日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和60年３月16日条例第５号） 

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月17日条例第26号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月29日条例第29号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（市原市水防協議会条例の廃止） 

２ 市原市水防協議会条例（平成元年市原市条例第40号）は、廃止する。 

（任期の特例） 

３ この条例の施行の日から平成24年７月31日までの間に委嘱された防災会議の委員（以下

「委員」という。）の任期は、改正後の第４条第１項の規定にかかわらず、この条例の施

行の際現に委員である者の任期の末日までとする。 

（市原市特別職の職員等の給与および費用弁償支給に関する条例の一部改正） 

４ 市原市特別職の職員等の給与および費用弁償支給に関する条例（昭和38年市原市条例第

85号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

 

附 則（平成24年９月24日条例第35号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この条例の施行の日から平成24年10月31日までの間に委嘱された防災会議の委員（以下
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「委員」という。）の任期は、市原市防災会議条例第４条第１項の規定にかかわらず、こ

の条例の施行の際現に委員である者の任期の末日までとする。 
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資料２６ 市原市防災会議委員名簿 

令和５年１２月現在 

区  分 機 関 名 及 び 役 職 名 

会  長 市原市長 

１号委員 千葉海上保安部長 

 銚子地方気象台長 

 関東農政局千葉県拠点地方参事官 

２号委員 千葉県防災危機管理部次長 

 千葉県市原健康福祉センター長（市原保健所長） 

 千葉県市原土木事務所長 

 千葉県企業局千葉水道事務所長 

 千葉県千葉港湾事務所長 

 千葉県千葉農業事務所長 

 千葉県高滝ダム管理事務所長 

 千葉工業用水道事務所長 

３号委員 千葉県警察市原警察署長 

４号委員 市原市副市長 

市原市副市長 

市原市総務部長 

市原市土木部長 

市原市上下水道部長 

市原市経済部長 

市原市都市部長 

５号委員 市原市教育長 

６号委員 市原市消防長 

 市原市消防団長 

７号委員 東日本電信電話株式会社取締役千葉事業部千葉支店長 

 東日本旅客鉄道株式会社五井駅長 

 東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社長 

 大多喜ガス株式会社千葉事業所長 

 小湊鉄道株式会社代表取締役社長 

 日本放送協会千葉放送局長 

 日本赤十字社千葉県支部事務局長 

８号委員 市原市社会福祉協議会会長 
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区  分 機 関 名 及 び 役 職 名 

 市原市男女共同参画社会を進める市民の会副会長 

９号委員 市原市医師会会長 

 市原市歯科医師会会長 

 市原市薬剤師会理事長 

 市原市町会長連合会会長 

 千葉県看護協会市原地区部会長  

 市原市建設連合協同組合理事長 

 陸上自衛隊高射学校 高射教導隊第３高射中隊長 
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資料２７ 市原市災害対策本部条例 

 

昭和38年５月１日条例第39号 

改正 平成24年６月29日条例第30号 

平成24年９月24日条例第35号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基

づき、市原市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。た

だし、必要に応じて、災害対策本部指揮官に災害対策本部の指揮を行わせることができ

る。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

３ 災害対策本部指揮官は、災害対策本部長及び災害対策副本部長に助言を行うとともに、

災害対策本部長の命を受け、災害対策本部員を指揮する。 

４ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が

定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和38年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月29日条例第30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月24日条例第35号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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資料２８ 市原市災害対策本部規則 

 

 (昭和39年９月３日規則第27号) 

最終改正 昭和40年９月30日規則第26号 

昭和40年10月30日規則第30号 

昭和47年９月27日規則第35号 

昭和50年８月16日規則第35号 

平成２年３月31日規則第12号 

平成４年３月31日規則第20号 

平成９年３月31日規則第21号 

平成12年３月31日規則第30号 

平成19年３月30日規則第21号 

平成24年６月29日規則第40号 

平成28年３月29日規則第21号 

平成29年３月29日規則第24号 

平成30年３月30日規則第18号 

平成31年３月29日規則第26号 

（目的） 

第１条 この規則は、市原市災害対策本部条例（昭和38年市原市条例第39号）第４条の規定

に基づき、市原市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の運営に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 

（本部室） 

第２条 災害対策本部に本部室を設け、災害応急対策に関する基本方針を審議策定する。 

（本部室の構成） 

第３条 本部室は、次の者をもって構成する。 

(1) 災害対策本部長（以下「本部長」という。） 

(2) 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。） 

(3) 災害対策本部指揮官（以下「指揮官」という。） 

(4) 災害対策本部付（以下「本部付」という。） 

(5) 災害対策本部員（以下「本部員」という。） 

(6) 災害対策本部連絡員（以下「本部連絡員」という。） 

（副本部長） 

第４条 副本部長は、副市長をもって充てる。 

（指揮官） 

第５条 指揮官は、総務部長をもって充てる。 

（本部付及び本部員） 

第６条 本部付は、常勤の監査委員、水道事業の管理者及び教育長をもって充てる。 

２ 本部員は、市原市行政組織条例（昭和42年市原市条例第31号）に定める部の長、消防長

並びに本部長が必要と認める者をもって充てる。 
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３ 本部付及び本部員の編成は、市原市地域防災計画の定めるところによるものとする。 

（本部連絡員） 

第７条 災害対策本部に本部連絡員を置く。 

２ 本部連絡員は、市原市地域防災計画の定める職員をもってこれに充てる。 

３ 本部連絡員は、本部員の命を受けて各種情報収集又は相互連絡調整の事務を担当する。 

４ 本部連絡員は、特に本部員の指示のあった場合のほか、原則として本部室において執務

するものとする。 

（組織編成及び事務分掌） 

第８条 災害対策本部の組織編成及び本部員の事務分掌は、市原市地域防災計画の定めると

ころによるものとする。 

２ 部に班を置き、その編成及び事務分掌は、本部長の承認を得て、部長が定める。 

３ 本部長は、必要と認めるときは、災害特別調査班を編成し、被災地の専門的な調査にあ

たらせるものとする。 

（現地本部の編成及び任務） 

第９条 本部長は、必要と認めるときは、被災地又は災害が予想される地域に現地災害対策

本部（以下「現地本部」という。）を設けることができる。 

２ 現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員は、本部長が副本部長その他本部員等から

指名する。 

３ 現地本部は、被害の情報等を本部に通報するとともに急を要する場合は、その対策につ

いて適切の措置を講ずるものとする。 

（職員の配備） 

第10条 災害対策本部設置後の職員の配備は、４号配備又は５号配備とし、それぞれの配備

要領は、別に定める。 

（本部員会議） 

第11条 本部長、副本部長、指揮官、本部付及び本部員は、本部員会議により災害対策に関

する重要事項を協議決定し、その実施の推進を図る。 

（雑則） 

第12条 この規則に定めるもののほか、災害対策本部の活動に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年９月１日から適用する。 

附 則（昭和40年９月30日規則第26号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和40年10月30日規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和47年９月27日規則第35号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和50年８月16日規則第35号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年３月31日規則第12号） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月31日規則第20号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日規則第21号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、

適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成12年３月31日規則第30号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式については、当分の間、

適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成19年３月30日規則第21号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行後において、地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）

附則第３条第１項の規定に基づきなお従前の例により在職する収入役に係る市原市一般職

の職員の管理職手当支給に関する規則、市原市災害対策本部規則、市原市町会に関する規

則、市原市下水道使用料徴収委託に関する規則、市原市墓園の設置等に関する条例施行規

則、市原市下水道条例施行規則、市原市下水道事業受益者負担金条例施行規則、市原市市

営住宅設置及び管理条例施行規則、市原市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則、

市原市下水道事業受益者分担金条例施行規則、市原市農業集落排水処理施設条例施行規

則、市原市職員の旅費に関する条例施行規則、市原市庁用自動車管理規則、市原市財産規

則及び市原市政策会議の設置及び運営に関する規則の適用については、第１条、第２条、

第４条、第６条、第７条、第10条、第11条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（平成24年６月29日規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日規則第21号） 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則（平成29年３月29日規則第24号） 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第18号） 
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日規則第26号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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資料２９ 市原市災害対策本部規程 

 

(昭和39年９月３日訓令第２号) 

改正 昭和47年９月27日訓令甲第18号 

平成２年３月31日訓令甲第４号 

平成24年６月29日訓令（甲）第９号 

平成31年３月29日訓令（甲）第９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市原市災害対策本部規則（昭和39年市原市規則第27号。以下「規則」

という。）第12条の規定に基づき、市原市災害対策本部（以下「災害対策本部」とい

う。）の活動に関する基本的事項について定めることを目的とする。 

（災害対策本部設置の通知） 

第２条 指揮官は、災害対策本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者のうち必要と認

めた者に災害対策本部の設置を通知しなければならない。 

(1) 部長及び班長 

(2) 防災関係機関 

２ 災害対策本部を廃止した場合も前項に準ずる。 

（係の設置等） 

第３条 各班長は、班の分掌事務を処理するため、本部長の承認を得て必要な係を設置する

ことができる。 

２ 各班長は、前項の規定により係を設置しようとするときは、あらかじめ担当係長及び係

員を指名しておくものとする。 

（本部室） 

第４条 災害対策本部が設置され、本部長又は副本部長が必要と認めたときは直ちに指揮官

は、本部室の用に供するための室の確保をし、本部室の開設に必要な通信その他の施設の

整備をしなければならない。 

（構成員の招集） 

第５条 本部長は、必要に応じて規則第３条の構成員を招集するものとする。 

２ 本部員は、必要により本部連絡員その他所要の職員を伴って出席する。 

（防災関係機関の出席） 

第６条 本部長は、必要と認めたときは、各防災関係機関の関係者を出席させることができ

る。 

（非常配備編成計画の提出） 

第７条 各班長は、非常配備編成計画（以下「編成計画」という。）を作成し、これを班員

に徹底させるとともに毎年４月１日までに本部長に提出するものとする。 

２ 各班長は、編成計画に異動を生じた場合は直ちに修正し本部長に報告するものとする。 

（非常配備下の活動） 

第８条 本部長は、非常配備下の活動について次の区分により指令するものとする。 

(1) ４号配備 
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ア 指揮官は、防災関係機関と連絡態勢を強化し、気象情報等を収集し災害対策本部に

報告するとともに関係部班に伝達する。 

イ 本部長は、必要に応じ、各関係本部員を招集し、各種の情報に対応する緊急措置を

検討する。 

ウ ４号配備につく職員は、各自の所属する班の所在場所に待機し、災害対策本部から

の情報又は連絡に即応して所要の人員を非常配備につかせるとともに５号配備に切り

替えられるような態勢を整える。 

(2) ５号配備 

５号配備が指令された場合は、各部班長は災害対策活動に全力を集中させるととも

にその活動状況を随時本部長に報告するものとする。 

（非常配備の特例） 

第９条 本部長は、災害の状況により、特定の部班に対してのみ非常配備の指令を発するこ

とができる。 

（非常配備の解除） 

第10条 各部班における非常配備態勢の解除は、本部長が指令するものとする。 

（雑則） 

第11条 この訓令に定めるもののほか、災害対策本部の活動に関する細部事項については、

本部長が必要に応じ指示するものとする。 

附 則 

この要綱は、昭和39年９月１日から適用する。 

附 則（昭和47年９月27日訓令甲第18号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成２年３月31日訓令甲第４号） 

この訓令は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月29日訓令（甲）第９号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 
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資料３０ 市原市災害復旧対策本部設置規程 

 

○市原市災害復旧対策本部設置規程 

昭和45年７月22日 

訓令甲第10号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、市の各執行機関が災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」とい

う。）第87条の規定により実施する災害復旧事業（以下「復旧事業」という。）の総合的かつ

計画的な推進を図るため、市原市災害復旧対策本部（以下「復旧対策本部」という。）の設置

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２訓令甲５・一部改正） 

（設置及び廃止） 

第２条 市長は、市の地域において災害（法第２条第１号に規定する災害をいう。）が発生した

場合であって、復旧事業を実施する必要があると認めたときは、復旧対策本部を設置するもの

とする。 

２ 市長は、復旧対策本部を設置した後において後日事業が終了し、又は復旧対策本部を設置し

ておく必要がないと認めたときは、復旧対策本部を廃止するものとする。 

（平２訓令甲５・平23訓令（甲）８・一部改正） 

（所掌事務） 

第３条 復旧対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 市の各執行機関の行う復旧事業の実施に係る総合調整及び進行管理に関すること。 

(2) 法第88条に規定する災害復旧事業費の決定に係る市の提出する資料等の取りまとめに関す

ること。 

（平２訓令甲５・一部改正） 

（組織） 

第４条 復旧対策本部は、本部長、副本部長、指揮官、本部付、本部員、幹事及び本部連絡員を

もって組織する。 

２ 本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。 

３ 指揮官は、総務部長とする。 

４ 本部付は、常勤の監査委員及び教育長とする。 

５ 本部員、幹事及び本部連絡員は、別表に掲げる者及び本部長が特に必要と認めた職員をもっ

て充てる。 

（昭45訓令甲14・昭48訓令甲12・昭50訓令甲31・平２訓令甲５・平12訓令（甲）５・平
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19訓令（甲）５・平23訓令（甲）８・平24訓令（甲）10・平28訓令（甲）３・平30訓令

（甲）３・令４訓令（甲）11・一部改正） 

（職務） 

第５条 本部長は、復旧対策本部の所掌事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故のあるときはその職務を代理する。 

３ 指揮官は、本部長及び副本部長に助言を行うとともに、本部員を指揮する。 

４ 本部付、本部員及び幹事は、市原市行政組織規則（昭和42年市原市規則第46号）等に規定す

る事務分掌の範囲の復旧対策本部の所掌事務を処理するものとする。 

５ 本部連絡員は、復旧対策本部で決定した事項等についての部内各係の連絡調整を担当する。 

（平２訓令甲５・平23訓令（甲）８・平24訓令（甲）10・一部改正） 

（関係各機関に対する協力要請） 

第６条 本部長は、第３条の所掌事務を執行するために必要と認めるときは、関係機関に対して

資料の提出等の協力を要請するものとする。 

（雑則） 

第７条 復旧対策本部の庶務は、防災主管課において処理する。 

２ この訓令に定めるもののほか、復旧対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。 

（平２訓令甲５・一部改正） 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和45年11月25日訓令甲第14号） 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年11月１日から適用する。 

附 則（昭和47年６月30日訓令甲第11号） 

この訓令は、昭和47年７月１日から施行する。 

附 則（昭和48年６月30日訓令甲第12号） 

この訓令は、昭和48年７月１日から施行する。 

附 則（昭和50年８月16日訓令甲第31号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和53年３月31日訓令甲第23号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（昭和58年８月15日訓令甲第７号） 

この訓令は、昭和58年８月16日から施行する。 

附 則（昭和63年３月31日訓令甲第15号） 
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この訓令は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月31日訓令甲第５号） 

この訓令は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月31日訓令甲第７号） 

この訓令は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月31日訓令甲第10号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日訓令甲第５号） 

この訓令は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年９月５日訓令（甲）第14号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成16年３月29日訓令（甲）第４号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月26日訓令（甲）第５号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行後において、地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則

第３条第１項の規定に基づきなお従前の例により在職する収入役に係る市原市一般職職員服務

規程、市原市文書管理規程、市原市災害復旧対策本部設置規程及び市原市行政改革推進本部設

置要綱の適用については、第１条及び第３条から第５条までの規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成20年３月31日訓令（甲）第８号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 
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附 則（平成23年３月29日訓令（甲）第８号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月29日訓令（甲）第10号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日訓令（甲）第３号）抄 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月27日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月28日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日訓令（甲）第11号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第４条第４項） 

（平２訓令甲５・全改、平４訓令甲７・平５訓令甲10・平６訓令甲５・平９訓令（甲）

８・平12訓令（甲）５・平15訓令（甲）14・平16訓令（甲）４・平17訓令（甲）７・平

20訓令（甲）８・平23訓令（甲）８・平28訓令（甲）３・平29訓令（甲）２・平30訓令

（甲）３・平31訓令（甲）８・令２訓令（甲）５・令４訓令（甲）11・一部改正） 

部 本部員 幹事 本部連絡員 

企画部 部長 総合計画推進課長 課長補佐 

総務部 部長 総務課長 課長補佐 

財政部 部長 財政課長 課長補佐 

地方創生部 部長 地方創生課長 課長補佐 

市民生活部 部長 地域連携推進課長 課長補佐 

保健福祉部 部長 保健福祉課長 課長補佐 

子ども未来部 部長 子ども福祉課長 課長補佐 

環境部 部長 環境管理課長 課長補佐 

経済部 部長 商工業振興課長 課長補佐 

土木部 部長 土木管理課長 課長補佐 
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部 本部員 幹事 本部連絡員 

都市部 部長 都市計画課長 課長補佐 

上下水道部 部長 水道総務課長 課長補佐 

消防局 局長 消防総務課長 課長補佐 

教育総務部 部長 教育総務課長 課長補佐 

議会事務局 局長 庶務課長 課長補佐 
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資料３１ 市原市防災行政無線管理運用規程 

 

(昭和55年３月31日訓令甲第８号) 

改正 昭和57年４月24日訓令甲第６号 

＜中略＞       

令和5年3月30日訓令（甲）第５号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害対策及び

平常時における行政の諸施策を迅速かつ能率的に推進するために設置する総務省が割り当

てた周波数帯を利用する市原市防災行政無線(同報系)の管理及び運用に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号の災害をいう。 

(2) 無線通信 防災、応急救助及び災害復旧並びに平常時における行政の事務を迅速かつ

能率的に処理するために行う通信及び放送をいう。 

(3) 無線設備 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備を

含む電気的設備をいう。 

(4) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目

的とするものを含まない。 

(5) 固定局 特定の２以上の子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信す

る無線局をいう。 

(6) 固定局通信所 固定局の無線設備を有線により遠隔操作するため、消防局通信指令課

に設置された装置をいう。 

(7) 子局 固定局から送信された電波を受信して、拡声装置によって住民に情報を伝達す

るため屋外に設置された装置をいう。 

(8) 戸別受信機 固定局から送信された電波を受信するため、屋内に設置された設備をい

う。 

(9) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受け

たものをいう。 

(10) 主任無線従事者 電波法（昭和25年法律第131号。以下「法」という。）第39条第１

項に規定する主任無線従事者をいう。 

（無線局の呼出名称、設置場所等） 

第３条 無線局の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。 

（無線局の職員） 

第４条 無線局に総括管理者、管理責任者、運用責任者及び通信担当者を置く。 

（総括管理者） 

第５条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督す
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る。 

２ 総括管理者は、防災主管部長の職にある者をもって充てる。 

３ 総括管理者に事故があるときは、防災主管部次長の職にある者がその職務を代理する。 

４ 災害対策基本法第23条第１項の規定により市原市災害対策本部を設置した場合の無線局

の運用及び統制管理は、前項の規定にかかわらず、市原市災害対策本部長が総括する。 

（管理責任者） 

第６条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の運用状況を把握し、無線局の機能

が十分に発揮できるよう管理するとともに、運用責任者及び通信担当者を指揮監督する。 

２ 管理責任者は、防災主管課長の職にある者をもって充てる。 

３ 管理責任者に事故があるときは、防災主管課長があらかじめ指定する上席の職員がその

職務を代理する。 

（運用責任者） 

第７条 運用責任者は、管理責任者の命を受けて、所掌する無線局及び固定局通信所の運用

状況を把握し、通信担当者の行う無線設備の操作を指揮監督する。 

２ 運用責任者は、無線局にあっては配置した部署の課長（出先機関は、当該出先機関の

長）の職にある者を、固定局通信所にあっては消防局通信指令課の課長の職にある者をも

って充てる。 

３ 運用責任者に事故があるときは、運用責任者があらかじめ指定する上席の職員がその職

務を代理する。 

（通信担当者） 

第８条 通信担当者は、運用責任者の指揮監督の下に、無線設備の操作を行うとともに、無

線局の管理及び運用の業務に従事する。 

２ 通信担当者は、電波法施行令（平成13年政令第245号）第３条の規定に基づく資格を有す

る無線従事者のうちから、市長が指名した者とする。 

３ 市長は、管理運用上必要と認める場合は、主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操

作を行わせるため、又は電波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施

行規則」という。）第33条に規定する簡易な操作を行わせるため、無線従事者以外の者を

併せて指名することができる。 

（通信の原則） 

第９条 無線局の運用は、固定局の管理の下に行うものとする。 

（無線通信の種類） 

第10条 無線通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、緊急通信は普通通信に優先して

行うことができる。 

(1) 緊急通信 災害発生時等において特に緊急を要する無線通信をいう。 

(2) 普通通信 緊急通信以外の平常時に行う通信をいう。 

(3) 通信訓練 緊急通信及び普通通信の効率的運用を図るため行う無線通信をいう。 

（普通通信の制限） 

第11条 総括管理者は、緊急通信を行う場合、その他特に必要があると認める場合は、普通

通信を中止し、又は制限する。 



 

168 

２ 総括管理者は、前項の規定により普通通信を中止し、又は制限しようとするときは、そ

の内容、開始時刻、解除予定時刻その他必要な事項を、管理責任者をして放送依頼課の長

に通知させなければならない。 

３ 総括管理者は、第１項の規定による普通通信の中止又は制限を行う必要がなくなったと

きは、普通通信の制限を解除するとともに、管理責任者をして直ちにその旨を当該制限に

係る放送依頼課の長又は運用責任者に通知させなければならない。 

（災害時等の通信体制） 

第12条 総括管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認め

られるとき、及び総括管理者が特にその必要を認めるときは、直ちに管理責任者に通信の

確保に必要な措置を執らせなければならない。 

２ 総括管理者は、前項に規定する措置を執る必要がなくなったときは、直ちに管理責任者

に通知しなければならない。 

３ 勤務時間外における固定局の通信は、固定局通信所に設置された無線装置により行うも

のとする。 

（無線局の運営及び戸別受信機の取扱等） 

第13条 無線局の運営及び戸別受信機の取扱等について必要な事項は、別に運営要領で定め

る。 

（無線設備の利用） 

第14条 職員は、機器の操作及び無線業務を遂行するときは、主任無線従事者の指示に従っ

て無線設備を利用するものとする。 

（無線業務日誌） 

第15条 運用責任者は、無線業務日誌（別記第１号様式）を備え、通信担当者に施行規則第

40条第１項第３号に規定する事項を記入させなければならない。 

（事故時の措置） 

第16条 通信担当者は、無線設備の故障、損傷、忘失等の事故のため通信を行うことができ

なくなったときは、運用責任者に報告しなければならない。 

２ 運用責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに無線設備の故障、損傷、

忘失等の事故の内容及び発生原因を記載した文書により、管理責任者に報告しなければな

らない。 

３ 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該無線設備の復旧に必要な措

置を執るとともに、総括管理者にその旨を報告しなければならない。 

４ 通信担当者は、異常の状況を無線業務日誌に記録しなければならない。 

（無線設備の現況報告） 

第17条 管理責任者は、無線局の無線設備の現況を総括管理者に報告しなければならない。 

（運用状況の報告） 

第18条 運用責任者は、所掌する無線局の運用状況について、管理責任者を通じ総括管理者

に報告しなければならない。ただし、総括管理者が指示する場合は、この限りでない。 

（管理責任者等の報告） 

第19条 管理責任者は、運用責任者及び通信担当者の現況を総括管理者に報告しなければな



 

169 

らない。 

（業務書類等の備付け） 

第20条 無線局には、法その他の法令に基づく業務書類及び総括管理者が定める書類等を備

えておかなければならない。 

２ 管理責任者は、前項の規定により備え付けられた業務書類等を適正に保管しなければな

らない。 

（無線設備の保守点検） 

第21条 管理責任者は、無線設備の正常な機能を維持するため、定期的に無線設備の保守点

検を行い、常に良好な状態を保たなければならない。 

（無線従事者の配置及び養成） 

第22条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとす

る。 

２ 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努め

るものとする。 

３ 総括管理者は、無線従事者の氏名、免許証番号等を把握するため、毎年４月１日現在に

おける無線従事者名簿（別記第2号様式）を作成するものとする。 

（研修） 

第23条 総括管理者は、毎年１回以上、管理責任者、運用責任者及び通信担当者に対して無

線局の管理及び運用についての研修を行うものとする。 

（通信訓練） 

第24条 総括管理者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び無線設備の操作の習熟を図

るため、随時通信訓練を行うものとする。 

（雑則） 

第25条 総括管理者は、この規程に定めるもののほか、市原市防災行政無線の管理運用に関

し、必要な事項を定めることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和57年４月24日訓令甲第６号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

＜中略＞ 

附 則（令和5年３月30日訓令（甲）第5号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第３条）   ＜略＞ 

別記第１号様式（第15条）  ＜略＞ 

別記第２号様式（第22条第３項） ＜略＞ 
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資料３２ 市原市防災行政無線管理運用規程細目 

（趣旨） 

第1条  市原市防災行政無線管理運用規程（以下「規程」という。）第25条に基づき、次のと

おり実施細目（以下「細目」という。）を定める。 

（通信の種類） 

第2条  規程第10条の通信の種類のうち同報系子局の運用は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

１  緊急通信 

 (1)  警戒宣言及び地震予知情報等の広報 

 (2)  災害発生時の広報計画に基づく広報 

 (3)  特殊気象の情報提供（火災警報、津波警報、台風等） 

 (4)  大火災が発生し、延焼拡大の恐れがある場合で消防局から要請があったもの 

 (5)  有毒ガス等が発生し、付近住民の身体に影響を及ぼす恐れのある場合で消防局等から

要請があったもの 

 (6)  光化学スモッグ注意報、警報及び重大緊急報の発令及び解除 

 (7)  行方不明者及び徘徊者の捜索で、家族等の承認に基づき警察署から要請があったもの 

 (8)  犯罪捜査等で警察署から要請があったもの 

 (9)  献血の依頼（緊急で医師等から要請があったもの） 

       例：RHマイナス型血液、事故等で輸血者が多数必要な場合 

(10)  全国瞬時警報システム（J-ALERT)による国からの緊急情報 

(11) その他総括管理者が認めた場合 

２  普通通信 

 (1)  市が実施する主な行事で多くの市民が参加する行事の中止又は延期の広報 

      例：総合防災訓練、花火大会、市民体育祭、いちはら市民まつり、市内清掃デー等 

 (2)  選挙日における投票啓発 

 (3)  市民の安全に関する啓発 

       例：交通事故防止、子どもの安全等 

 (4)  その他総括管理者が認めた場合 

（通信の制限等） 

第3条  前条第1項第6号から第9号及び第2項の放送時間帯は、日の出から日没までとする。 

２  前条第2項の通信については、1日当たり1回、1週間当たり3日以内で、2週間以内を限度

とする。 

（生活安心メール等の活用） 

第4条  第2条の通信内容については、原則として生活安心メール及び市ウェブサイト等を併

用した情報の伝達を図る。 

（施行期日） 

1  この細目は、平成11年9月1日から施行する。  

2  この細目は、平成18年10月1日から施行する。 

3 この細目は、平成19年4月1日から施行する。 
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4 この細目は、平成 21年 4月 1日から施行する。 
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資料３３ 市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱 

 

平成元年３月 31日告示第 81 号 

改正 平成元年９月６日告示第 225 号 

平成２年 12 月 25日告示第 217号 

平成３年 12 月６日告示第 220 号 

平成４年９月５日告示第 120 号 

平成６年３月 31日告示第 38 号 

平成７年５月 16日告示第 72 号 

平成８年６月７日告示第 100 号 

平成９年７月 29日告示第 171 号 

平成 17年３月 23日告示第 100号 

（目的） 

第１条 この要綱は、危険住宅に居住する者が行うがけ地近接危険住宅移転事業に要する経

費について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、がけ地崩壊等による住

民の生命に対する危険を防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「危険住宅」とは、建築基準法施行条例（昭和 36 年千葉県条例第

39 号）第４条に規定する基準に適合しない昭和 47年 10月 19日以前に建築された住宅をい

う。 

（補助対象） 

第３条 補助を受けることができる者は、市内の危険住宅に居住している者であつて、市税

を滞納していないものとする。 

２ 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、危険住宅除却等事業及び住宅建

設（購入）事業とする。 

３ 補助事業の名称、内容及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該年度の５月

31 日までに市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に、

次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 危険住宅及び移転先住宅の位置図 

(2) 危険住宅の配置図及び断面図 

(3) 危険住宅とがけ地の状況写真及び移転先の敷地の写真 

(4) 当該事業に係る見積書の写し 

(5) 当該事業に係る金融機関の融資予定証明書 

(6) 現に市税を滞納していないことの証明書 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、及び現
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地を調査の上補助金の額を決定して、市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付決定

通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の決定には、必要な条件を付することができる。 

（補助金交付決定の変更） 

第６条 申請者は、前条第１項の規定により補助金の交付決定通知を受理した後に補助金交

付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金

変更申請書（別記第３号様式）に、当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、及び現

地を調査の上市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金変更交付決定通知書（別記第４号

様式）により、その結果を申請者に通知するものとする。 

（状況報告） 

第７条 申請者は、市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金状況報告書（別記第５号様

式）により、市長の指定する日現在の補助事業の遂行状況を、その日から 15 日以内に市長

に報告しなければならない。 

（実績報告） 

第８条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から 30 日以内又は当該年度の

３月 31 日のいずれか早い日までに、市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金実績報告書

（別記第６号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 除却工事請負契約書及び移転建物の工事請負契約書の写し 

(2) 当該事業に係る融資証明書 

(3) 危険住宅除却状況の写真及び除却後の写真 

(4) 移転住宅の完成写真 

（補助金交付の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、及

び現地を調査の上、補助事業が完了したと認めるときは、市原市がけ地近接危険住宅移転

事業補助金確定通知書（別記第７号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 10 条 申請者は、前条に規定する確定通知書を受理した後、補助金の交付を請求しようと

するときは、市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付請求書（別記第８号様式）を

市長の指定する日までに提出しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第 11 条 市長は、虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助

金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し、交付すべき

補助金の一部若しくは全部を交付せず、又は補助金の一部若しくは全部の返還を命ずるこ

とができる。 

（委任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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この告示は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年９月６日告示第 225 号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の市原市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交

付要綱の規定は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年 12月 25日告示第 217号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３年 12月６日告示第 220号） 

この告示は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年９月５日告示第 120 号） 

この告示は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月 31 日告示第 38 号） 

この告示は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年５月 16 日告示第 72 号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成８年６月７日告示第 100 号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成９年７月 29 日告示第 171号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成 17年３月 23日告示第 100号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 17 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の告示に基づき作成した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、使用

することができる。 

 

 

別表（第３条第３項）            ＜略＞ 

 

別記 第 1号様式(第 4条)        ＜略＞ 

   第 2号様式(第 5条第 1項)      ＜略＞ 

   第 3号様式(第 6条第 1項)      ＜略＞ 

   第 4号様式(第 6条第 2項)      ＜略＞ 

   第 5号様式(第 7条)           ＜略＞ 

   第 6号様式(第 8条)        ＜略＞ 

   第 7号様式(第 9条)        ＜略＞ 

   第 8号様式(第 10条)         ＜略＞ 

 

別紙 がけ地近接危険住宅移転事業費内訳  ＜略＞ 
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資料３４ 市原市自主防災組織補助金交付要綱 

 

平成19年３月30日告示第136号 

改正 平成30年３月30日告示第149号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民による地域の自主的な防災活動を行う団体（以下「自主防災組

織」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて市原市補助金等交

付規則（昭和38年市原市規則第39号）に規定するもののほか必要な事項を定めることによ

り、自主防災組織の結成及び活動を支援し、もって地域における災害による被害の防止及

び軽減を図るものとする。 

（補助金の交付の基準） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、自主防災組

織の活動等であって、次に掲げるものとする。 

(1) 地域の防災訓練及び災害時における被害の軽減活動 

(2) 別表に定める資機材等の購入 

２ 前項第１号に規定する補助対象事業に係る補助金の額は、当該補助対象事業に要した費

用の３分の２に相当する額（当該額が10万円を超える場合にあっては、10万円とする。）

とし、当該補助金の交付は、自主防災組織ごとに、１の年度につき１の補助対象事業に係

るものに限る。 

３ 第１項第２号に規定する補助対象事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、当該補助金の交付を受けることができる自

主防災組織は、当該補助金を受けようとする年度から起算して前５年度の間に当該補助金

の交付を受けていないものとする。 

(1) 自主防災組織の設立時に購入した場合 当該補助対象事業に要した費用の額。ただ

し、20万円に当該自主防災組織を組織する世帯の数に1,000円を乗じて得た額を加えた額

と50万円のいずれか低い額を限度とする。 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該補助対象事業に要した費用の３分の２に相当する

額（当該額が10万円を超える場合にあっては、10万円） 

（補助金の交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、市原市自主防災組織補助金交付申

請書（別記第１号様式。以下「補助金申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。ただし、第３号から第５号までに規定する書類のうち、既

に市長に提出した内容に変更がないものについては、添付を省略することができる。 

(1) 補助対象事業に係る収支予算書 

(2) 資機材等の購入に係る見積書 

(3) 自主防災組織の規約 

(4) 地区防災計画書 

(5) 市原市自主防災組織役員等（変更）届（別記第２号様式） 

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 



 

176 

（補助金の交付の決定等） 

第４条 市長は、前条の規定による補助金申請書の提出があったときは、申請事項を審査

し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、市原市自主防災組織補助金交付決定通

知書（別記第３号様式）により申請者に通知する。 

２ 前項の規定による決定を受けた自主防災組織は、補助対象事業が完了したときは、速や

かに市原市自主防災組織補助に係る事業完了報告書（別記第４号様式）に補助対象事業に

係る収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

３ 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めた場合は、補助金の額を確定し、市原市自主防災組織補助金確定通知書（別記第５号様

式）により申請者に通知する。 

４ 市長は、前項の規定による確定の通知を受けた自主防災組織から、当該確定に係る補助

金について文書による交付の請求を受けた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に当

該補助金を交付するものとする。 

（役員等の変更） 

第５条 自主防災組織は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市原市自主防災

組織役員等（変更）届（別記第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

(1) 自主防災組織の名称を変更したとき。 

(2) 自主防災組織の代表者を変更し、又は代表者の住所を変更したとき。 

(3) 自主防災組織の役員の変更をしたとき。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に結成されている自主防災組織であって、この告示の施行前に、

市長からこの告示の規定による助成に相当する物品の譲与を受けているものについては、

当該物品の譲与を受けた年度においてこの告示の規定による助成の決定を受けたものとみ

なす。 

３ 前項の規定により助成の決定を受けたものとみなされた自主防災組織に係る第７条第３

項の適用については、この告示の施行前に、同条第１項第２号に規定する活動等に相当す

る活動等に対し、市長から物品の譲与その他の支援を受けている場合にあっては、当該支

援を受けた年度において同号に規定する活動等に係る補助金の交付を受けたものとみな

す。 

 

（見直し） 

４ 市長は、この告示の施行後10年以内に、この告示の施行の状況について検討を加え、そ
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の結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

附 則（平成23年９月６日告示第369号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の市原市自主防災組織に対する助成の実

施及び補助金の交付に関する要綱の規定による助成又は補助金（第７条第１項第２号に係

るものに限る。）の交付を受けているものについては、当該助成及び補助金の交付を受け

た年度においてこの告示による改正後の市原市自主防災組織補助金交付要綱第２条第３項

の規定による補助金の交付を受けたものとみなす。 

附 則（平成30年３月30日告示第149号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第２条第１項第２号）   ＜略＞ 

別記第１号様式（第３条）   ＜略＞ 

第２号様式（第３条第５号、第５条）  ＜略＞ 

第３号様式（第４条第１項）   ＜略＞ 

第４号様式（第４条第２項）   ＜略＞ 

第５号様式（第４条第３項）   ＜略＞ 
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資料３５ 市原市自主防災組織の訓練に関する指導要領 

 

第１ この要領は、自主的な防災体制を図るため、自主防災組織の訓練に関する指導等につい

て必要な事項を定めるものとする。 

第２ 訓練の種別は、次のとおりとする。 

１ 個別訓練 

２ 総合訓練 

３ 合同訓練 

第３ 訓練の内容 

１ 個別訓練の項目は、次のとおりとする。 

(1) 情報収集・伝達訓練 

ア 被災状況の情報収集 

イ 防災関係機関への通報 

ウ 住民への連絡 

エ その他 

(2) 初期消火訓練 

ア 消火器取扱い 

イ バケツ等による消火方法 

ウ その他 

(3) 避難誘導訓練 

ア 避難誘導要領 

イ 避難路の確認 

ウ その他 

(4) 応急救護訓練 

ア 応急手当 

イ 搬送要領 

ウ その他 

(5) 炊き出し・給水訓練 

ア 食糧、飲料水の調達 

イ 炊き出し 

ウ その他 

(6) 起震車体験 

(7) その他の訓練 

ア その他必要と認めた訓練 

２ 総合訓練は、2 以上の個別訓練について総合的に行なうものをいう。 

３ 合同訓練は、2 以上の組織が合同で実施する訓練をいう。 

 

第４ 訓練は、次に定める事項に留意するものとする。 

１ 訓練計画は、自主防災組織が策定するものとし、危機管理課及び消防局（署）は、必要
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な指導、助言を行なう。 

２ 市は、訓練を実施する自主防災組織に対して、次の訓練資機材を提供する。 

(1) 訓練用消火器 

(2) その他訓練に必要な資機材 

第５ 訓練の指導を申請する自主防災組織は、実施前に日時等の調整を行ない自主防災訓練依

頼書（別記第 1号様式。以下「訓練依頼書」という。）を提出するものとする。 

２ 危機管理課は、前項の訓練依頼書を受理したときは、消防局（署）と協議の後、自主防

災訓練決定通知書（別記第２号様式）により申請した自主防災組織に通知するとともに、

消防局長に自主防災訓練指導依頼書（別記第３号様式）に訓練依頼書を添付して送付する。 

３ 消防局（署）は、指導を終了したときは、自主防災訓練指導報告書（別記第４号様式）

を危機管理課に提出するものとし、危機管理課は、自主防災訓練指導台帳（別記第５号様

式）に記録しておくものとする。 

第６ 自主防災組織が実施した防災訓練に参加した者（参加名簿登録者）が、万一、不慮の事

故により被害を受けた場合は、市民生活部が所管する賠償責任保険（市民活動保険）の適用

申請を行なう。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

（市原市自主防災会指導育成要領の廃止） 

２ 市原市自主防災会指導育成要領（平成元年）は廃止する。 
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資料３６ 市原市災害時における協力井戸の登録に関する事務取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、『市原市地域防災計画』に基づき、震災等の災害時に供給が困難となる

おそれのある生活用水を確保するため、災害時における協力井戸（以下「災害協力井戸」と

いう。）の登録等の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （登録の要件） 

第２条 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する井戸であって、第５条第１項の規定に

より申し込みのあった井戸を災害協力井戸として登録するものとする。 

 ⑴ 市内に所在する電動式、手動式又は電動・手動式併用のポンプ井戸であること。 

 ⑵ 所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）が現在使用しており、今後も引き続き使

用する予定であること。 

 ⑶ 災害時に付近の市民等へ井戸水の提供ができるよう所有者等において継続的かつ適正

に管理されること。 

⑷ 洗面、洗濯及びトイレ洗浄等の生活用水として使用できる水質であること。 

 ⑸ 災害協力井戸が所在する旨の標識を当該井戸の所有者等の家屋の門、扉、塀等の近隣の

住民から認識しやすい場所に表示することについて、当該所有者等の承諾が得られること。 

 ⑹ 本市のウェブサイト、広報紙等に災害協力井戸に関する情報を掲載することについて、

所有者等の承諾が得られること。 

 ⑺ 災害協力井戸の所有者等及び所在地を町会及び自主防災組織の長等の市民に情報提供

することについて、所有者等の承諾が得られること。 

 （登録情報の管理） 

第３条 市長は、市原市個人情報保護条例（平成１０年市原市条例第２号）に基づき、災害協

力井戸の登録に関する内容を適切に管理しなければならない。 

２ 市長は、災害協力井戸に関する現状把握に努め、災害協力井戸に関する情報を定期的に更

新し、これを市民に公表するものとする。 

（利用条件の周知） 

第４条 市長は、震災等の災害時に災害協力井戸を利用しようとする者（以下「利用者」とい

う。）に対し、次に掲げる事項の周知を図るものとする。 

⑴ 災害協力井戸の利用は、所有者等の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。 

⑵ 災害協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意し、その意に反す

る利用をしないこと。 

⑶ 所有者等から災害協力井戸に関する管理運用上の指示を受けた場合、その指示に従うこ

と。 

 （登録の手続） 

第５条 災害協力井戸として市長の登録を受けようとする所有者等は、市原市災害協力井戸登

録申込書（別記第１号様式）により申し込むものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申し込みがあったときは、速やかに現地調査等の必要な調査を

行い登録の可否を決定するとともに、申し込みをした者に対し、市原市災害協力井戸登録可
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否決定通知書（別記第２号様式）により通知するものとする。 

 （登録期間） 

第６条 災害協力井戸の登録期間は、登録した年度から起算して３か年度とする。 

２ 市長は、前項の登録期間が満了する前に所有者等に対し更新の意思の有無を確認するもの

とする。 

 （登録解除） 

第７条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、災害協力井戸の登録を解除するものとする。 

 ⑴ 所有者等から市原市災害協力井戸登録解除申請書（別記第３号様式）による申請があっ

たとき。 

 ⑵ 第２条に規定する登録要件を満たさなくなったとき。 

 ⑶ 登録期間が満了し、所有者等から更新の意思を確認できないとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が災害協力井戸として適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項第１号、第２号又は第４号の場合においては、市原市災害協力井戸登録解除

決定通知書（別記第４号様式）により、所有者等へ通知するものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年９月１日から施行する。 
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資料３７ 市原市災害見舞金支給に関する要綱 

 

昭和62年３月23日告示第20号 

改正 昭和62年12月25日告示第297号 

平成６年３月31日告示第35号 

平成16年３月31日告示第116号 

平成24年７月６日告示第308号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、暴風、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象及び火災（以下「災

害」という。）により被害を受けた世帯又は世帯員に対する災害見舞金（以下「見舞金」

という。）の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 見舞金は、災害により住家に被害を受けた世帯又は死亡若しくは傷害を受けた住民

（以下「被災世帯等」という。）を対象とし、当該世帯主（世帯主死亡の場合はその遺

族）に支給するものとする。 

２ 前項に定める世帯の世帯員及び住民は、現に本市に住所を有し本市の住民基本台帳に記

録された者でなければならない。 

（決定） 

第３条 市長は、被災世帯等があると認めるときは、遅滞なく必要な調査をし、被災世帯等

被害状況調査書（別記様式）を作成するとともに、当該調査に基づき見舞金支給の可否を

決定するものとする。 

（支給額） 

第４条 見舞金の支給額は、次の表に定めるところによる。 

被害の状況 
見舞金額 

一般世帯 一人世帯 

住家の全壊 50,000円 30,000円 

住家の半壊 30,000円 20,000円 

住家の全焼 50,000円 30,000円 

住家の半焼 30,000円 20,000円 

床上浸水 20,000円 10,000円 

死亡 1人につき 100,000円 

傷害 1月以上の入院を要すると診断された傷害 1人につき 50,000円 

2週間以上1月未満の入院を要すると診断さ

れた傷害 

1人につき 20,000円 

備考 一般世帯とは一人世帯以外の世帯をいう。 
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（支給の制限） 

第５条 市長は、災害による被害が次の各号の一に該当するときは、見舞金を支給しないこ

とができる。 

(1) 世帯員又は同居している者の故意又は重大な過失によるとき。 

(2) 災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けたとき。 

(3) 千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年千葉県総合事務組合条例第

１号）の適用を受けたとき。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年12月25日告示第297号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の市原市災害見舞金支給に関する要綱の規定

は、昭和62年12月17日から適用する。 

附 則（平成６年３月31日告示第35号） 

この告示は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日告示第116号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、改正前の告示の規定により作成された様式については、当分の

間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成24年７月６日告示第308号） 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

 

別記様式(第 3条)  <略> 
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資料３８ 市原市災害時における通信ボランティアに関する要綱 

 

平成20年５月１日 

告示第179号 

改正 平成25年４月４日告示第183号 

令和４年４月１日告示第117号 

令和５年３月30日告示第70号 

（目的） 

第１条 この要綱は、震災等の災害時に電話回線の利用が不能又は著しく困難な場合に市原市が

行う被災地域への救援活動を支援するための通信活動を行う通信ボランティアについて必要な

事項を定めることにより、市原市内におけるきめ細かな災害情報を迅速に収集・伝達すること

を図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 非常通信事態 電波法（昭和25年法律第131号。以下「法」という。）第52条第４号に規

定する非常通信を行う必要がある状況をいう。 

(2) 防災行政無線 市が設置している固定系及び移動系の無線をいう。 

（活動内容） 

第３条 市長は、次条に規定する要件を満たす者（以下「登録対象者」という。）のうち、希望

する者を通信ボランティアとして登録し、通信ボランティアは、次に掲げる活動に従事するこ

とが可能な場合に当該活動に従事する。 

(1) 非常通信事態において、市内の災害情報の収集・伝達をすること。 

(2) 非常通信事態において、市長の要請により災害対策拠点（別表第１に掲げる市の災害対策

拠点をいう。以下同じ。）等に参集し、アマチュア無線による通信に協力すること。 

(3) 前２号に規定するもののほか、登録対象者の操作の範囲に属する操作で、特に市が指示す

ること。 

(4) 通信訓練等 

（登録要件） 

第４条 登録対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に住所を有し、18歳以上であること。 

(2) 法第４条に規定する無線局の免許を有すること。 

(3) 法第40条第１項に規定する無線従事者の資格のうち、第４級アマチュア無線技士の操作の
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範囲に属する操作を行うことのできるものを有すること。 

（令４告示117・一部改正） 

（登録手続） 

第５条 通信ボランティアに登録しようとする登録対象者は、市原市災害時における通信ボラン

ティア登録申込書（別記第１号様式）に、法第14条第１項に規定する無線局の免許状の写し及

び第４条第３号に規定する資格の免許証（以下「無線従事者免許証」という。）の写しを添え

て市長に申し込むものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに登録の可否を決定するととも

に、申込みをした者に対し、市原市災害時における通信ボランティア登録可否決定通知書（別

記第２号様式）により通知するものとする。 

（登録期間） 

第６条 通信ボランティアの登録期間は、登録した日の属する年度の初日から起算して３年を経

過する日までとする。 

２ 市長は、前項の登録期間が満了する前に通信ボランティアの登録者（以下「登録者」とい

う。）に対し更新の有無を確認するものとする。 

（登録の解除） 

第７条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、通信ボランティアの登録を解除するものとす

る。 

(1) 登録者から市原市災害時における通信ボランティア登録解除申出書（別記第３号様式）に

よる申出があったとき。 

(2) 第４条各号に掲げる登録要件を満たさなくなったとき。 

(3) 登録期間が満了し、登録者の登録の更新の意思を確認できないとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が通信ボランティアとして適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項第２号及び第４号の規定により登録を解除した場合においては、市原市災害時

における通信ボランティア登録解除通知書（別記第４号様式）により登録者へ通知するものと

する。 

（登録証明） 

第８条 市長は、登録者に対し市原市通信ボランティア登録証明書（別記第５号様式）及び腕章

（別図）を交付する。 

２ 登録者は、第３条各号に掲げる活動に従事する場合には、無線従事者免許証とともに、前項

の登録証明書及び腕章（以下「証明書等」という。）を携帯し、及び着用しなければならな

い。 

３ 登録者は、証明書等を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損したとき
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は、市原市災害時における通信ボランティア登録証明書等紛失等届（別記第６号様式）に当該

証明書等を添えて、速やかに届け出るものとする。ただし、紛失その他の理由により証明書等

を添付できないと市長が認めるときは、当該証明書等の添付を要しないものとする。 

４ 市長は、前項の場合において、証明書等を再交付するものとする。 

５ 登録者は、その身分を失ったときは証明書等を速やかに市長に返納しなければならない。 

６ 登録者は、証明書等を他人に譲渡又は貸与してはならない。 

（令５告示70・旧第９条繰上） 

（日常の備え） 

第９条 登録者は、第３条各号に掲げる活動を円滑に行えるよう日頃から機器の操作習熟、機材

の整備等に努めるとともに、市が主催する総合防災訓練等に参加するよう努めるものとする。 

（令５告示70・旧第10条繰上） 

（開局及び通信） 

第10条 登録者は、市内に震度５強以上の地震が発生し、電話回線の利用が不能又は著しく困難

な場合において、防災行政無線又は別表第２に掲げる情報収集用の周波数（以下「情報収集

系」という。）により市長から活動要請を受けたときは、自己の責任において無線局を開局

し、情報収集系を用いて第３条第１号に規定する活動に従事するよう努めるものとする。この

場合において、市へ伝達すべき情報はおおむね次のとおりとする。 

(1) 負傷者情報（住所、人数） 

(2) 火災情報（出火場所の住所、延焼棟数又は面積、延焼方向等） 

(3) 建物倒壊情報（住所、倒壊棟数） 

(4) 生き埋め情報（住所、人数） 

(5) 道路障害情報（落橋、道路崩壊、交通渋滞、がけ崩れ等による道路閉そく等の場所又は区

域） 

(6) ライフライン情報（ガス（特に漏えい区域の情報）・電気・水道・電話の障害） 

(7) 避難情報（各避難場所ごとの避難者数等） 

２ 避難場所の設置及び詳細な情報収集の必要がある等の理由により、各現地災害対策本部が所

管区域内において通信を行う場合には、登録者は、市長の要請により、第３条第１号及び第２

号に規定する活動に従事するため、無線設備一式をもって災害対策拠点等へ参集し、各現地対

策本部長の定めた無線局の配置に従い、別表第３に掲げる区域内連絡用の周波数（以下「地域

系」という。）により通信を実施する。 

３ 登録者は、前項の通信を行ったときは、通信票（別記第７号様式）にその内容を記録し、閉

局後各現地災害対策本部等を通じて市長へ提出するものとする。 

（令５告示70・旧第11条繰上） 
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（閉局） 

第11条 前条第１項の規定による無線局の閉局は、防災行政無線又は情報収集系による市長の閉

局宣言によって行うものとする。 

２ 前条第２項の規定による無線局の閉局は、各現地災害対策本部長の閉局宣言によるものとす

る。 

（令５告示70・旧第12条繰上） 

（報告） 

第12条 第10条の規定により非常通信を行った場合における法第80条の規定による総務大臣への

報告は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより行う。 

(1) 第10条第１項の場合における非常通信 登録者個人が報告を行う。 

(2) 第10条第２項の場合における非常通信 提出された通信票をもとに市長が報告を行う。 

（令５告示70・旧第13条繰上・一部改正） 

（庶務） 

第13条 災害時における通信ボランティアに関する事務は、防災担当課で行う。 

（令５告示70・旧第14条繰上） 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成25年４月４日告示第183号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、平成25年５月７日から

施行する。 

附 則（令和４年４月１日告示第117号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月30日告示第70号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、第１条による改正前の市原市災害時における通信ボランティアに関す

る要綱及び第２条による改正前の市原市空き家バンク実施要綱の規定により作成された様式に

ついては、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

別表第１（第３条第２号） 

（平25告示183・一部改正） 

災害対策拠点名 所在 配置無線機 
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市原市役所本庁舎 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 固定系1台、移動系1台、アマ3台 

姉崎支所 市原市姉崎2150番地1 移動系 

市原支所 市原市八幡1050番地3 移動系 

五井支所 市原市五井中央西1丁目1番地25 移動系 

三和支所 市原市海士有木232番地1 移動系 

市津支所 市原市下野90番地1 移動系 

辰巳台支所 市原市辰巳台西3丁目14番地1 移動系 

南総支所 市原市牛久500番地 移動系 

加茂支所 市原市平野583番地3 移動系 

有秋支所 市原市有秋台西1丁目3番地2 移動系 

ちはら台支所 市原市ちはら台南6丁目1番地3 移動系 

備考 「固定系」は固定系防災行政無線、「移動系」は移動系防災行政無線、「アマ」はアマ

チュア無線を指す。 

別表第２（第10条第１項） 

（平25告示183・令５告示70・一部改正） 

区分 周波数 

情報収集用の周波数 50.15MHz 

145.44MHz 

438.20MHz 

備考 混信の防止その他の必要により前後の周波数を使用する。 

別表第３（第10条第２項） 

（平25告示183・令５告示70・一部改正） 

区分 地区 周波数 

区域内連絡用の周波数 姉崎地区 438.52MHz 

市原地区 438.44MHz 

五井地区 438.48MHz 

三和地区 438.32MHz 

市津地区 438.36MHz 

辰巳台地区 438.40MHz 

南総地区 438.28MHz 

加茂地区 438.24MHz 

有秋地区 438.56MHz 
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ちはら台地区 438.60MHz 

予備 438.64MHz 

備考 混信の防止その他の必要により前後の周波数を使用する。 
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資料３９ 市原市防災ラジオ等の配布に関する要綱 

 

平成 20年 9月 25日 

告示第 348 号 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、災害時において市民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するため、

固定系防災行政無線放送(以下「防災無線放送」という。) を受信することができる防災ラ

ジオ等を予算の範囲内において配布することについて必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 防災ラジオ AM(中波)放送及び FM(超短波)放送を受信することが可能であって、か

つ、市原市の防災無線放送の自動強制受信機能を備えたラジオをいう。 

(2) 外付アンテナ 防災ラジオに付属するアンテナとは別に、受信状況改善のため端子を

介して防災ラジオへ接続するアンテナをいう。 

 (責務) 

第 3条 この要綱により防災ラジオ又は外付アンテナの配布を受けた者は、この要綱の趣旨

に沿ってこれらを適正に使用しなければならない。 

 (配布対象者) 

第 4条 市長は、防災ラジオ及び外付アンテナ(以下「防災ラジオ等」という。) を次項に掲

げる者には有償で、第 3項に掲げる者には無償でそれぞれ 1台ずつ配布することができ

る。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、2台以上配布することができる。 

2 有償配布の対象とする者は、次に掲げる者とする。 

(1) 市内に居住する世帯主 

(2) 市内に事業所を有する事業主 

3 無償配布の対象とする者は、次に掲げる者とする。 

(1) 本市が設置する公共施設の管理者 

(2) 市長が防災対策上特に必要と認める者又は施設の管理者 

(申込み) 

第 5条 前条第 2項に該当する者であって、防災ラジオ等の配布を希望する者は、防災ラジ

オ等配布申込書(別記様式)に、次条に規定する額を添えて配布の申込みを行うものとす

る。 

2 前項の申込みは、町会長その他の地域を代表する者が配布の対象となる者の氏名等を列記

した上で当該配布の対象となる者の分を取りまとめて行うことができる。 

(負担金) 

第 6条 前条の申込みを行う者は、防災ラジオ等 1台当たり、市が 1台の防災ラジオ等の購

入に要した費用の 3分の 1の額を基準として市長が別に定める額(防災ラジオにあっては

3,000円を、外付アンテナにあっては 1,000 円を上限とする。以下「負担金」という。) 

を負担しなければならない。 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#l000000000
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#l000000000
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000031
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000031
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#l000000000
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#l000000000
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000056
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000065
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000056
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000130
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000088
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000079
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#e000000075
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2 納入された負担金は、還付しない。ただし、市長が過誤納その他特別の理由があると認め

たときは、この限りでない。 

 (補則) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、防災ラジオ等の配布について必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この告示は、平成 20年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 11月 7 日告示第 387号) 

この告示は、平成 20年 11月 10日から施行する。 

附 則(平成 23年 9 月 13 日告示第 382号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

 

別記様式（第 5条第 1項） <略> 

 

 

 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#l000000000
https://www.city.ichihara.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g020RG00000959.html#l000000000
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資料４０ 災害時連絡先一覧表（防災関係機関） 

機 関 名 連絡先・電話番号等 所 在 地 

千葉県 

市原健康福祉センター 

（市原保健所） 
 

(TEL)0436-21-6391 

(FAX)0436-22-8068 
市原市五井中央南 1-2-11 

市原土木事務所  
(TEL)0436-41-1300 

(FAX)0436-43-9654 
市原市八幡海岸通 1969 

千葉農業事務所  
(TEL)0436-21-0127 

(FAX)0436-21-8962 
市原市五井 5500-4 

市原警察署  
(TEL)0436-41-0110 

 
市原市八幡海岸通 1965-17 

千葉水道事務所 

市原支所 
施設管理課 

(TEL)0436-41-1362 

(FAX)0436-41-9944 
市原市五所 1445-4 

千葉港湾事務所  
(TEL)043-243-9172 

(FAX)043-243-1939 
千葉市中央区中央港 1-11-2  

高滝ダム管理事務所  
(TEL)0436-98-1411 

(FAX)0436-98-1414 
市原市養老 468 

千葉工業用水道事務所  
(TEL)043-264-7321 

(FAX)043-261-4349 
千葉市中央区末広 3-4-16 

指定地方行政機関 

農林水産省関東農政局 

千葉県拠点 
地方参事官室 

(TEL)043-224-5611 

(FAX)043-227-7135 
千葉市中央区本千葉町 10-18 

第三管区海上保安本部 

千葉海上保安部 
警備救難課 

(TEL)043-242-7238 

(FAX)043-242-7253 

千葉市中央区中央港 1-12-2 

千葉港湾合同庁舎内 

銚子地方気象台 防災管理官 
(TEL)0479-23-7705 

(FAX)0479-23-4460 

銚子市川口町 2丁目 6431 

銚子港湾合同庁舎内 

自衛隊 

陸上自衛隊下志津駐屯地 

（高射学校） 
広報室 

(TEL)043-422-0221 

(FAX)043-422-0221 
千葉市若葉区若松町 902 

陸上自衛隊習志野駐屯地 

（第１空挺団） 

第１空挺団

本部 

(TEL)047-466-2141 

(FAX)047-466-2141 
船橋市薬円台 3-20-1 

指定公共機関 

東日本電信電話(株) 

千葉事業部 

千葉災害対

策室 

(TEL)043-211-8652 

(FAX)043-213-6065 
千葉市美浜区中瀬 1-3 
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機 関 名 連絡先・電話番号等 所 在 地 

日本赤十字社千葉県支部  
(TEL)043-241-7531 

(FAX)043-248-6812 
千葉市中央区千葉港 5-7 

日本放送協会千葉放送局  
(TEL)043-203-1001 

(FAX)043-203-0395 
千葉市中央区千葉港 5-1 

成田国際空港(株) 
総務人事部 

総務グループ 

 

(TEL)0476-34-5400 
千葉県成田市古込 1-1 

東日本旅客鉄道(株) 

五井駅 
 (TEL)0436-21-6773 市原市五井中央西 2-1-11 

日本通運(株)千葉支店  (TEL)045-307-3761 
千葉県美浜区中瀬 1-3幕張テ

クノガーデン B棟 3階 

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)千

葉総支社 
 (TEL)0120-99-5552 千葉市中央区富士見 2-9-5 

日本郵便(株)市原郵便局  
(TEL)0436-24-7171 

(FAX)0436-24-7177 
市原市白金町 4-1 

東日本高速道路(株) 

 市原管理所 
総務担当 (TEL)0436-21-0091 千葉県市原市村上 815 

(独)水資源機構 

千葉用水総合管理所 

房総導水路

事業所 
(TEL)0475-72-4121 千葉県大網白里市池田 455 

指定地方公共機関 

大多喜ガス(株) 

千葉事業所 
 

(TEL)0436-24-8300 

(緊急)0436-24-1225 
市原市五井東 3-12-5 

(公社)千葉

県ＬＰガス

協会 

市原支部  (TEL)0436-41-2041 市原市藤井 3-231 

長夷支部  (TEL)0470-73-2128 勝浦市新官 333-1 

京 成 電 鉄

(株) 

ちはら台駅  (TEL)0436-75-4910 市原市ちはら台西 1-1 

学園前駅  (TEL)043-245-2673 
千葉市緑区 
 おゆみ野中央 1-14-2 

小湊鐡道(株) 五井駅  (TEL)0436-21-6773 市原市五井中央東 1-1-2 

京葉臨海鐡道(株) 
 (TEL)043-265-2530 

(FAX)043-302-7022 
千葉県中央区新町 18-14 

(公社)千葉県看護協会 

市原地区部会（千葉労災病

院） 

 

 

 

 

(TEL)0436-74-1111 市原市辰巳台東 2-16 

公共的団体 
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機 関 名 連絡先・電話番号等 所 在 地 

(一社)市原市医師会  
(TEL)0436-23-1711 

(FAX)0436-23-3080 

市原市更級 5-1-48 

（市原市急病センター2F） 

(一社)市原市歯科医師会  
(TEL)0436-23-7755 

(FAX)0436-23-6033 

市原市更級 5-1-48 

（市原市急病センター内） 

(一社)市原市薬剤師会  
(TEL)0436-23-0808 

(FAX)0436-24-6290 

市原市更級 5-1-48 

（市原市急病センター内） 

(公社)千葉県柔道整復師

会 千葉東支部  
 (TEL)0436-61-0758 市原市姉崎 2140-14 

(社福)市原市社会福祉協議

会 
 

(TEL)0436-24-0011 

(FAX)0436-22-3031 
市原市南国分寺台 4-1-4 

市原市農業協同組合  
(TEL)0436-23-8555 

(FAX)0436-23-8666 
市原市国分寺台中央 1-7-3 

市原市商工会議所  
(TEL)0436-22-4305 

(FAX)0436-22-4356 
市原市五井中央西 1-22-25 

市原市建設連合協同組合  (TEL)0436-21-8891 市原市国分寺台中央 1-4-12 

千葉県石油商業協同組合

（市原支部） 
 

(TEL)0436-22-2270 

(FAX)0436-22-2763 
市原市五井 5945-1 
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資料４１ 洪水・高潮浸水想定区域・土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設一覧 

 

・災害危険区域の欄における記載の説明は以下のとおり。 

  洪  水：記載のある河川の浸水想定区域内（想定最大）にかかる施設 

  高  潮：「〇」高潮浸水想定区域内にかかる施設 

  土砂災害：「◎」土砂災害特別警戒区域、 

       「○」土砂災害警戒区域、 

       「△」今後指定が予定される区域にかかる施設 

・所在地に「※」があるものは、重複所在地あり。 

 

災害危険区域   

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

1 高齢者 特別養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム

青柳園 
青柳 3-6-6 ※ 養老川  〇 

2 高齢者 特別養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム 

しらつか 
白塚 603-1 ※ 養老川   

3 高齢者 特別養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム 

しらつかⅡ 
白塚 603-1 ※ 養老川   

4 高齢者 特別養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム 

トータス 
鶴舞 559-1   ◎  

5 高齢者 特別養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム 

高滝神明の里 
駒込 196-1   〇  

6 高齢者 

地域密着型介護老人

福祉施設 

(小規模特別養護老

人ホーム) 

介護老人福祉施設春 菊間 262 ※    〇 

7 高齢者 介護老人保健施設 
介護老人保健施設リ

ハパークきくま 

菊 間 1136-6 

※ 
村田川   

8 高齢者 介護老人保健施設 
介護老人保健施設メ

ディケア５１ 
町田 176 ※ 養老川   

9 高齢者 介護老人保健施設 
介護老人保健施設ア

ーネスト 

五 井 1846-1 

※ 
養老川  〇 

10 高齢者 有料老人ホーム 南風ホーム姉崎 姉崎西 1-9-6 養老川  〇 

11 高齢者 有料老人ホーム パシックケアハウス 
今津朝山 55-1 

※ 
養老川  〇 



 

196 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

12 高齢者 有料老人ホーム なかよしホーム八幡 八幡 763-2 村田川  〇 

13 高齢者 有料老人ホーム なかよしホーム五所 五所 1666 
養老川 

村田川 
 〇 

14 高齢者 有料老人ホーム ケアレジデンス五井 五井 5911 養老川  〇 

15 高齢者 有料老人ホーム なかよしホーム五井 五井 5936 養老川  〇 

16 高齢者 有料老人ホーム ひなたぼっこ 五井 2559-13 養老川  〇 

17 高齢者 有料老人ホーム 
あずみ苑 ラ・テラ

ス市原 
五井西 7-4-1 養老川  〇 

18 高齢者 有料老人ホーム 二日市場友乃家 二日市場 559 養老川   

19 高齢者 有料老人ホーム 
ケアレジデンス グ

ラン市原 

五井中央西 2-

24-60 ※ 
養老川  〇 

20 高齢者 有料老人ホーム 
ナーシングホーム 

メディカライフ市原 

五井中央東 1-

16-5 
養老川   

21 高齢者 有料老人ホーム 
住宅型有料老人ホー

ムゆい 
草刈 53-1, 54 村田川   

22 高齢者 
認知症対応型共同生

活介護 

グループホームピウ

八幡 
八幡 125-1 ※    〇 

23 高齢者 
認知症対応型共同生

活介護 

グループホームピウ

あさひ五所 
旭五所 7-1    〇 

24 高齢者 
認知症対応型共同生

活介護 

愛の家グループホー

ム市原五井西 
五井西 6-2-1 養老川  〇 

25 高齢者 
認知症対応型共同生

活介護 

グループホームぬく

もりの家君塚 

君 塚 3-22-1 

※ 
   〇 

26 高齢者 
サービス付高齢者向

け住宅 
楽心 姉崎 996-1 ※ 養老川  〇 

27 高齢者 
サービス付高齢者向

け住宅 
アットホーム八幡 八幡 1978-2 村田川  〇 



 

197 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

28 高齢者 
サービス付高齢者向

け住宅 

サービス付き高齢者

向け住宅南風 菊間

ホーム A 棟 

菊間 360    〇 

29 高齢者 
サービス付高齢者向

け住宅 

サービス付き高齢者

向け住宅南風 菊間

ホーム B 棟 

菊間 361    〇 

30 高齢者 
サービス付高齢者向

け住宅 
やさしえ五井 五井 1669-6 養老川  〇 

31 高齢者 
サービス付高齢者向

け住宅 

ラヴィータカサ壱番

館 
五井 14-1 養老川  〇 

32 高齢者 
軽費老人ホーム（ケ

アハウス） 
日夕苑 柏原 271-1 ※ 養老川   

33 高齢者 
軽費老人ホーム（ケ

アハウス） 
向日葵 

二日市場 774-

1 ※ 
養老川   

34 高齢者 短期入所生活介護 
ショートステイゆう

しゅう園八幡 

八幡北町 3-6-

34 
村田川  〇 

35 高齢者 短期入所生活介護 
ショートステイサー

ビス青柳園 
青柳 3-6-6 ※ 養老川  〇 

36 高齢者 短期入所生活介護 
ショートステイサー

ビス三和の里 
山田 798-1 ※ 養老川   

37 高齢者 短期入所生活介護 
特別養護老人ホーム 

しらつか 
白塚 603-1 ※ 養老川   

38 高齢者 短期入所生活介護 
特別養護老人ホーム 

しらつかⅢ 
白塚 603-1 ※ 養老川   

39 高齢者 通所介護 
ヤックスデイサービ

スセンター姉崎 

姉崎 2101 ﾔｯ

ｸｽﾄﾞﾗｯｸﾞ姉崎

店内 

椎津川   

40 高齢者 通所介護 
ツクイいちはら姉ヶ

崎 
姉崎西 2-3-8 

養老川 

椎津川 
 〇 

41 高齢者 通所介護 
日夕苑デイサービス

センター 
柏原 271-1 ※ 養老川   

42 高齢者 通所介護 
ちぐさ身体機能回復

ホーム 

今津朝山 55-1 

※ 
養老川  〇 

43 高齢者 通所介護 ピウ八幡 八幡 125-1 ※    〇 



 

198 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

44 高齢者 通所介護 
粋生デイセンター八

幡 
八幡 1627-3    〇 

45 高齢者 通所介護 
指定通所介護事業所

春 
菊間 262 ※    〇 

46 高齢者 通所介護 相川クリニック 
五井中央東 2-

23-15 ※ 
養老川  〇 

47 高齢者 通所介護 

らいおんハートリハ

ビリ温泉 デイサー

ビス五井 

五井東 2-13-6  

ｻﾝｼｬｲﾝ五井 1F 
   〇 

48 高齢者 通所介護 ツクイいちはら五井 五井西 4-10-1 養老川  〇 

49 高齢者 通所介護 
デイサービス友乃家

君塚 
君塚 4-4-8※ 養老川  〇 

50 高齢者 通所介護 恵ケアセンター市原 君塚 5-3-14※ 養老川  〇 

51 高齢者 通所介護 あい家族和楽の家 権現堂 29-1 養老川   

52 高齢者 通所介護 
デイサービスセンタ

ー向日葵 

二日市場 774-

1 ※ 
養老川   

53 高齢者 通所介護 
グラン市原デイサー

ビス 

五井中央西 2-

24-60 ※ 
養老川  〇 

54 高齢者 地域密着型通所介護 デイサービス楽心 姉崎 996-1 ※ 養老川  〇 

55 高齢者 地域密着型通所介護 
デイサービス友乃家

白金事業所 

五 所 1352-3 

※ 
養老川  〇 

56 高齢者 地域密着型通所介護 
デイサービスセンタ

ーるーすと八幡宿 

東五所 6-8 第

十南場ﾊｲﾂ 1

階 1 号室 

   〇 

57 高齢者 地域密着型通所介護 
あいず五井デイサー

ビス 
郡本 1-213   〇  

58 高齢者 地域密着型通所介護 
ディサービスセンタ

ー青柳園 
青柳 3-6-6 ※ 養老川  〇 

59 高齢者 地域密着型通所介護 
五井リハビリデイサ

ービス 

玉前 338-2 号

室 
養老川  〇 

60 高齢者 地域密着型通所介護 ここみデイサービス 平田 721-2 養老川  〇 



 

199 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

61 高齢者 地域密着型通所介護 レコードブック五井 平田 1157 養老川  〇 

62 高齢者 地域密着型通所介護 
デイサービスきたえ

るーむ市原五井 

五井中央東 2-

17-18 
養老川  〇 

63 高齢者 地域密着型通所介護 
デぁイサービスきみ

つかのむら 
君塚 1-23-4    〇 

64 高齢者 地域密着型通所介護 
デイサービスセンタ

ーぬくもり君塚 

君 塚 3-22-1 

※ 
   〇 

65 高齢者 地域密着型通所介護 
浅井小向デイサービ

スえん 
浅井小向 125 養老川   

66 高齢者 地域密着型通所介護 
デイサービスセンタ

ー三和の里 
山田 798-1 ※ 養老川   

67 高齢者 地域密着型通所介護 
デイサービスなのは

な 
中高根 699-2 養老川   

68 高齢者 地域密着型通所介護 
惠リハビリデイサー

ビス市原 
君塚 5-3-14※ 養老川  〇 

69 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 

介護老人保健施設リ

ハパークきくま 

菊 間 1136-6 

※ 
村田川   

70 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 

こいで脳神経外科ク

リニック 

青柳字天王前

2036-1 
養老川  〇 

71 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 

介護老人保健施設メ

ディケア５１ 
町田 176 ※ 養老川   

72 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 

介護老人保健施設ア

ーネスト 

五 井 1846-1 

※ 
養老川  〇 

73 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 

市原デイケアセンタ

ー 
五井 5155※ 養老川  〇 

74 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 
相川クリニック 

五井中央東 2-

23-15 ※ 
養老川  〇 

75 高齢者 
通所リハビリテーシ

ョン 

白金整形外科クリニ

ック 

白金町 1 丁目

70 

養老川 

村田川 
 〇 

76 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム姉崎

西 

姉崎西 2-10-

14 

養老川 

椎津川 
 〇 



 

200 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

77 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

うみがめホーム八幡

1 号館 
八幡 2146-19 村田川  〇 

78 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

うみがめホーム八幡

2 号館 
八幡 2146-20 村田川  〇 

79 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家 

五 所 1352-3 

※ 
養老川  〇 

80 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホームはじ

め 
古市場 502-7 村田川  〇 

81 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 
ポプラホーム 村上 2365-1 養老川   

82 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家五井(休止中) 
五井 6411-10 養老川  〇 

83 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

みんなのレジデンス

２(休止中) 
五井 2326-3 養老川  〇 

84 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 
うみがめホーム君塚 君塚 3-21-12    〇 

85 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホームフォ

ロー 
君塚 4-2-4※ 養老川  〇 

86 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家白金 
白金町 2-24-2 

養老川 

村田川 
 〇 

87 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家君塚 1 号館 
君塚 4-4-3 ※ 養老川  〇 

88 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家君塚 2 号館 
君塚 4-4-3 ※ 養老川  〇 

89 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

ぽぴあホームさくら

の家 

姉崎西 3-8-3  

1Ｆ 

養老川 

椎津川 
 〇 



 

201 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

90 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホームたん

ぽぽ 
新生 529-1 養老川   

91 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家西五所 1 号館 

西 五 所 30-1 

※ 
   〇 

92 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホーム友乃

家西五所 2 号館 

西 五 所 30-1 

※ 
   〇 

93 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホームぐら

っど姉崎 
姉崎 2097-1 椎津川   

94 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 
Le pont 古市場 153- 5 村田川  〇 

95 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 
Le coton 五井 1229-5 養老川   

96 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 
グループホーム WITH 

五井西 7-10-

10 
養老川  〇 

97 
障がい

者（児） 

共同生活援助（グル

ープホーム） 

グループホームくら

しの家 
姉崎 1041-33 養老川  〇 

98 
障がい

者（児） 
自立援助ホーム みんなのいえ 青柳 568-1 養老川  〇 

99 
障がい

者（児） 
障害者支援施設 ふる里学舎 今富 1110-1   ◎  

100 
障がい

者（児） 
障害者支援施設 吉沢学園 吉沢 117 ※   〇  

101 
障がい

者（児） 
児童発達支援事業所 

運動遊びと療育支援

こどもプラス市原五

井教室 

五 井 2442-1  

2 階 ※ 
養老川  〇 

102 
障がい

者（児） 
児童発達支援事業所 ダイアキッズ 

五井中央西 1-

23-1 

T'SBOX101 号 

※ 

養老川  〇 

103 
障がい

者（児） 
児童発達支援事業所 

コペルプラス五井教

室 

五 井 5119-1

エルシエナ店

舗１階Ａ号室 

養老川  〇 



 

202 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

104 
障がい

者（児） 
児童発達支援事業所 

児童デイサービス・

発達ラボ市原八幡教

室 

八 幡 1010-2

ハイシールビ

ル１階  ※ 

村田川  〇 

105 
障がい

者（児） 
児童発達支援事業所 

こぱんはうすさくら 

市原五井駅前教室 

五井中央東 2-

3-9  栗城ビ

ル２階 ※ 

養老川  〇 

106 
障がい

者（児） 
児童発達支援事業所 

てらぴぁぽけっと姉

ヶ崎駅前教室 

姉崎西 2-2-6

水田ビル 1 階

101 号室 

養老川 

椎津川 
 〇 

107 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 
ココカラ西五所 

西 五 所 5-19 

第一佐和ﾋﾞﾙ

1F 

   〇 

108 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

ふる里学舎アネッサ

デイセンター 
椎津 1131 ※ 椎津川   

109 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

ふる里学舎五井デイ

センター 
五井 5375 ※ 養老川  〇 

110 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

運動遊びと療育支援

こどもプラス市原五

井教室 

五 井 2442-1  

2 階 ※ 
養老川  〇 

111 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

わいわいプラス五井

教室 

五井中央東 1-

13-6号西畑ﾋﾞ

ﾙ 1 階 

養老川  〇 

112 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 
ダイアキッズ 

五井中央西 1-

23-1 

T'SBOX101 号 

※ 

養老川  〇 

113 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 
にじ五井 

五井中央西 2-

21-6 号 
養老川  〇 

114 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 
ダイアキッズネスト 五井西 4-15-8 養老川  〇 

115 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

児童デイサービス・

発達ラボ市原八幡教

室 

八 幡 1010-2

ハイシールビ

ル１階  ※ 

村田川  〇 



 

203 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

116 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

こぱんはうすさくら 

市原五井駅前教室 

五井中央東 2-

3-9  栗城ビ

ル２階 ※ 

養老川  〇 

117 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

Ｋｉｄｓ Ｌｉｎｋ

ｓ ＫＯＫＯＲＯ 

海士有木 555-

1 
養老川   

118 
障がい

者（児） 

放課後等デイサービ

ス事業所 

Ｋｉｄｓ Ｌｉｎｋ

ｓ ＳＯＲＡ 

五所 1667 ヤ

マヘイ第二ビ

ル２Ｆ 

養老川 

村田川 
 〇 

119 
障がい

者（児） 
就労移行支援 

就労移行支援事業所

エール 
東五所 9-4 ※    〇 

120 
障がい

者（児） 
就労移行支援 いろえんぴつ市原 

五井中央西 2-

8-33  小宮

ﾋﾞﾙ 303 ※ 

養老川  〇 

121 
障がい

者（児） 
就労移行支援 

就労移行支援事業所 

コネクト 

八幡 794-4 フ

レンド東１階 
村田川  〇 

122 
障がい

者（児） 
就労継続支援 A 型 スマイルカンパニー 五井 2442-1 養老川  〇 

123 
障がい

者（児） 
就労継続支援 A 型 flap 君塚 1-8-3    〇 

124 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型事

業所ふわふわＢ 
八幡 821-9 ※    〇 

125 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 ふる里学舎五井 五井 5375 ※ 養老川  〇 

126 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型事

業所 フォロー 

五井中央東 1-

15-25  大 野

ﾋﾞﾙ 1F 

養老川  〇 

127 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 総活躍 市原 

五井中央西 2-

2-6 2 階 
   〇 

128 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型事

業所 フォロー 第

二事業所 

五井金杉 1-

10-2 
養老川  〇 

129 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援 B 型 

BB 団の箱 
八幡 1030-2 村田川  〇 

130 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型事

業所フォロー第３事

業所 

君塚 4-2-4※ 養老川  〇 



 

204 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

131 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

多機能型事業所エー

ル 
東五所 9 の 4    〇 

132 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 ぐりーんぴーす 

五井中央西 2-

8-33 小宮ビ

ル 303 

養老川  〇 

133 
障がい

者（児） 
就労継続支援Ｂ型 

友乃家就労支援 B 型

リバイバル 
君塚 3-2-10    〇 

134 
障がい

者（児） 
就労定着支援 

就労移行支援事業所

エール 
東五所 9-4 ※    〇 

135 
障がい

者（児） 
就労定着支援 いろは 

五井中央西 2-

8-33  小宮

ﾋﾞﾙ 303 ※ 

養老川  〇 

136 
障がい

者（児） 

身体障害者福祉セン

ター(B 型） 
ふる里学舎五井 五井 5375 ※ 養老川  〇 

137 
障がい

者（児） 
生活介護 

ふる里学舎アネッサ

デイセンター 重心

多機能型 

椎津 1131 ※ 椎津川   

138 
障がい

者（児） 
生活介護 

特定非営利活動法人

晃智会 ＲＯＨＡＳ 
菊間 577-1 ※    〇 

139 
障がい

者（児） 
生活介護 吉沢学園 吉沢 117 ※   〇  

140 
障がい

者（児） 
生活介護 

デイサービス友乃家

君塚 
君塚 4-4-8※ 養老川  〇 

141 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 

ふる里学舎アネッサ

デイセンター 
椎津 1131 ※ 椎津川   

142 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 
福祉ハウスふわふわ 八幡 821-9 ※    〇 

143 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 

市原地域生活支援セ

ンターはばたき 

五井中央東 1-

15-10 
養老川  〇 

144 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 
ＴＲＹあんぐる 八幡 584-3     〇 

145 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 

特定非営利活動法人

ゆう ふわふわ 
八幡 821-9 ※    〇 

146 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 
ふる里学舎五井 五井 5375 ※ 養老川  〇 



 

205 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

147 
障がい

者（児） 

地域活動支援センタ

ー 

NPO 法人みち こす

もす工房 

五井中央東 2-

27-2 大野東

ﾋﾞﾙ 1F 

養老川  〇 

148 
障がい

者（児） 
日中一時支援 

ふる里学舎アネッサ

デイセンター 
椎津 1131 ※ 椎津川   

149 
障がい

者（児） 
日中一時支援 

日中一時支援事業所

エール 
東五所 9-4 ※    〇 

150 
障がい

者（児） 
日中一時支援 ＲＯＨＡＳ 菊間 577-1 ※    〇 

151 
障がい

者（児） 
日中一時支援 ふる里学舎五井 五井 5375 ※ 養老川  〇 

152 
障がい

者（児） 
日中一時支援 おしごと体験塾 

五井中央西 2-

8-33 ※ 
養老川  〇 

153 
障がい

者（児） 
日中一時支援 吉沢学園 吉沢 117 ※   〇  

154 乳幼児 幼稚園 心花幼稚園 八幡 144 養老川  〇 

155 乳幼児 幼稚園 玉泉幼稚園 門前 2-220   〇  

156 乳幼児 幼稚園 やまと幼稚園 五井 1925 養老川  〇 

157 乳幼児 幼稚園 五井ひまわり幼稚園 五井 6469 養老川  〇 

158 乳幼児 幼稚園 鹿島台幼稚園 上高根 1202-1   〇  

159 乳幼児 保育所 白塚保育園 白塚 448 養老川  〇 

160 乳幼児 保育所 桜保育園 五所 1986-5 
養老川 

村田川 
 〇 

161 乳幼児 保育所 つぼみの森保育園 島野 475 養老川  〇 

162 乳幼児 保育所 杏保育園 根田 878 養老川   

163 乳幼児 保育所 春保育園 
五井中央東 1-

11-19 
養老川  〇 

164 乳幼児 保育所 森の幼稚舎 
五井中央西 1-

31-24 
養老川  〇 

165 乳幼児 保育所 
スクルドエンジェル

保育園 五井園 

五井中央南 1-

7-4 
養老川  〇 

166 乳幼児 保育所 
スクルドエンジェル

保育園 古市場園 
古市場 288-16 村田川  〇 

167 乳幼児 小規模保育事業所 きらきら保育園 八幡 1245-1    〇 



 

206 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

168 乳幼児 小規模保育事業所 きらきら第二保育園 八幡 1258    〇 

169 乳幼児 小規模保育事業所 ふるいちば保育園 古市場 288-1 村田川  〇 

170 乳幼児 小規模保育事業所 めぐみ第二保育園 平田 681-6 養老川  〇 

171 乳幼児 小規模保育事業所 ぶれあ保育園・市原 五井 5119-1 養老川  〇 

172 乳幼児 小規模保育事業所 あおぞら保育園 
五井西 6-38-

22※ 
養老川  〇 

173 乳幼児 小規模保育事業所 森の保育園第 1 
五井中央西 1-

31-42  -105 
養老川  〇 

174 乳幼児 小規模保育事業所 森の保育園第 2 五井 2412-1 養老川  〇 

175 乳幼児 小規模保育事業所 ほのぼの保育園 青柳 676 養老川  〇 

176 乳幼児 小規模保育事業所 
鹿島台幼稚園ルック

アップ保育 

上高根 1201-1

※ 
  〇  

177 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
保育園めろでぃ 姉崎東 2-9-4 椎津川   

178 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
八幡宿駅前保育園 八幡 794-1 村田川  〇 

179 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
ごいっこ保育園 五井 5800-69 養老川  〇 

180 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
よつば保育園 

五井中央南 1-

13-8 
養老川  〇 

181 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
よつば第２保育園 

五井中央西 1-

20-13 
養老川  〇 

182 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
保育園 moa 君塚 2-22-23    〇 

183 乳幼児 
企業主導型保育事業

所 
まごころ保育園 

潤井戸 1831-1

※ 
  〇  

184 乳幼児 家庭的保育事業所 小宮保育 五井 養老川  〇 

185 乳幼児 家庭的保育事業所 家庭的保育事業 関 君塚 5 丁目 養老川  〇 



 

207 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

186 乳幼児 事業所内保育所 ヤクルト五井保育園 五井西 2-10-1 養老川  〇 

187 乳幼児 認可外保育所 

Acorns 

International 

School 

西野谷 262-13    〇 

188 乳幼児 認可外保育所 
保育園ひよこのおう

ち 
岩崎 1-17-17 養老川  〇 

189 乳幼児 認可外保育所 
五井病院 院内保育

所 
五井 5155※ 養老川  〇 

190 乳幼児 認可外保育所 
帝京大学ちば総合医

療センター 

姉 崎 3426-3 

※ 
  ◎  

191 乳幼児 認可外保育所 保育園はーもにい 五井 2723 養老川  〇 

192 乳幼児 認可外保育所 
三井化学保育園「い

ちはら・夢広場」 
千種 2-8-5 養老川  〇 

193 乳幼児 認可外保育所 鎗田病院 保育所 
五 井 1846-1 

※ 
養老川  〇 

194 乳幼児 認可外保育所 
Chappy Room おひさ

ま保育園 

五井西 6-38-

23※ 
養老川  〇 

195 乳幼児 認可外保育所 
千葉労災病院 菜の

花保育室 
辰己台東 2-14   △  

196 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
姉崎認定こども園 姉崎 2150‐1   〇  

197 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
八幡認定こども園 八幡 1050-1 

養老川 

村田川 
 〇 

198 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
辰巳台認定こども園 

辰巳台東 2-

21-1 
  〇  

199 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
五井認定こども園 五井 5470 養老川  〇 

200 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
牛久認定こども園 皆吉 959 養老川   

201 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
高滝認定こども園 養老 952   ◎  

202 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
五井幼稚園 五井 5146 養老川  〇 

203 乳幼児 
幼保連携型認定こど

も園 
ちぐさ蒼空こども園 青柳 2040-3 養老川  〇 



 

208 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

204 乳幼児 児童養護施設 平和園 島野 733-1 養老川  〇 

205 乳幼児 小型児童館 
姉崎保健福祉センタ

ー児童館 
椎津 1131 ※ 椎津川   

206 小学校   姉崎小学校 椎津 461 ※ 椎津川 〇  

207 小学校   八幡小学校 八幡 530※    〇 

208 小学校   石塚小学校 
八幡石塚 2-4

※ 
村田川  〇 

209 小学校   菊間小学校 菊間 1620-1※ 村田川   

210 小学校   五所小学校 五所 2154-1※    〇 

211 小学校   五井小学校 
五井東 1-6-3

※ 
養老川  〇 

212 小学校   若葉小学校 五井 5555-1※ 養老川  〇 

213 小学校   市西小学校 
海士有木 1130

※ 
  〇  

214 小学校   白幡小学校 山木 108 ※   〇  

215 小学校   辰巳台西小学校 
辰巳台西 6-16 

※ 
  〇  

216 小学校   白金小学校 君塚 3-19※    〇 

217 小学校   国府小学校 村上 1402-1※ 養老川   

218 小学校   京葉小学校 
五井西 3-9-2

※ 
養老川  〇 

219 小学校   東海小学校 廿五里 558※ 養老川   

220 小学校   千種小学校 青柳 1801※ 養老川  〇 

221 小学校   牧園小学校 
ちはら台南 2-

7※ 
  〇  

222 小学校   有秋東小学校 不入斗 753※   〇  

223 

放課後

児童ク

ラブ 

  姉崎小学校第１ 椎津 461 ※ 椎津川 〇  

224 

放課後

児童ク

ラブ 

  姉崎小学校第２ 椎津 461 ※ 椎津川 〇  

225 

放課後

児童ク

ラブ 

  八幡小学校第１ 八幡 530※    〇 



 

209 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

226 

放課後

児童ク

ラブ 

  八幡小学校第２ 八幡 530※    〇 

227 

放課後

児童ク

ラブ 

  石塚小学校第１ 
八幡石塚 2-4

※ 
村田川  〇 

228 

放課後

児童ク

ラブ 

  石塚小学校第２ 
八幡石塚 2-4

※ 
村田川  〇 

229 

放課後

児童ク

ラブ 

  菊間小学校 菊間 1620-1※ 村田川   

230 

放課後

児童ク

ラブ 

  五所小学校 五所 2154-1※    〇 

231 

放課後

児童ク

ラブ 

  五井小学校第１ 
五井東 1-6-3

※ 
養老川  〇 

232 

放課後

児童ク

ラブ 

  五井小学校第２ 
五井東 1-6-3

※ 
養老川  〇 

233 

放課後

児童ク

ラブ 

  五井小学校第３ 
五井東 1-6-3

※ 
養老川  〇 

234 

放課後

児童ク

ラブ 

  五井小学校第４ 
五井東 1-6-3

※ 
養老川  〇 

235 

放課後

児童ク

ラブ 

  若葉小学校第１ 五井 5555-1※ 養老川  〇 

236 

放課後

児童ク

ラブ 

  若葉小学校第２ 五井 5555-1※ 養老川  〇 

237 

放課後

児童ク

ラブ 

  市西小学校 
海士有木 1130

※ 
  〇  

238 

放課後

児童ク

ラブ 

  白幡小学校 山木 108 ※   〇  

239 

放課後

児童ク

ラブ 

  辰巳台西小学校第１ 
辰巳台西 6-16 

※ 
  〇  

240 

放課後

児童ク

ラブ 

  辰巳台西小学校第２ 
辰巳台西 6-16 

※ 
  〇  

241 
放課後

児童ク
  白金小学校第１ 君塚 3-19※    〇 



 

210 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

ラブ 

242 

放課後

児童ク

ラブ 

  白金小学校第２ 君塚 3-19※    〇 

243 

放課後

児童ク

ラブ 

  国府小学校 村上 1402-1※ 養老川   

244 

放課後

児童ク

ラブ 

  京葉小学校第１ 
五井西 3-9-2

※ 
養老川  〇 

245 

放課後

児童ク

ラブ 

  京葉小学校第２ 
五井西 3-9-2

※ 
養老川  〇 

246 

放課後

児童ク

ラブ 

  京葉小学校第３ 
五井西 3-9-2

※ 
養老川  〇 

247 

放課後

児童ク

ラブ 

  東海小学校 廿五里 558※ 養老川   

248 

放課後

児童ク

ラブ 

  千種小学校第１ 青柳 1801※ 養老川  〇 

249 

放課後

児童ク

ラブ 

  千種小学校第２ 青柳 1801※ 養老川  〇 

250 

放課後

児童ク

ラブ 

  千種小学校第３ 青柳 1801※ 養老川  〇 

251 

放課後

児童ク

ラブ 

  牧園小学校第１ 
ちはら台南 2-

7※ 
  〇  

252 

放課後

児童ク

ラブ 

  牧園小学校第２ 
ちはら台南 2-

7※ 
  〇  

253 

放課後

児童ク

ラブ 

  牧園小学校第３ 
ちはら台南 2-

7※ 
  〇  

254 

放課後

児童ク

ラブ 

  有秋東小学校第１ 不入斗 753※   〇  

255 

放課後

児童ク

ラブ 

  有秋東小学校第２ 不入斗 753※   〇  

256 中学校   姉崎中学校 姉崎 2156   ◎  

257 中学校   八幡中学校 八幡 500    〇 



 

211 

番号 施設区分 種類 施設の名称 所在地 洪水 

土砂災

害警戒

区域等 

高潮 

258 中学校   若葉中学校 五井 5308 養老川  〇 

259 中学校   五井中学校 五井 922-2 養老川  〇 

260 中学校   東海中学校 今富 477 養老川   

261 中学校   千種中学校 千種 6-1-1 養老川  〇 

262 中学校   三和中学校 磯ヶ谷 1703 養老川   

263 中学校   有秋中学校 不入斗 1200   〇  

264 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 
帝京大学ちば総合医

療センター 

姉 崎 3426-3 

※ 
  ◎  

265 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 長谷川病院 八幡 115-1    〇 

266 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 千葉労災病院 辰巳台東 2-16   △  

267 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 鎗田病院 五井 899 養老川  〇 

268 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 五井病院 五井 5155※ 養老川  〇 

269 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 
リハビリテーション

病院さらしな 
更級 1-5-3 養老川  〇 

270 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 白金整形外科病院 白金町 1-75-1 養老川  〇 

271 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 市原整形外科 八幡 1836-3 村田川  〇 

272 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 原村医院 玉前 76 養老川  〇 

273 

病院・

診療所

等 

病院・診療所 
五井レディースクリ

ニック 
五井 2290 養老川  〇 

274 

病院・

診療所

等 

保健福祉センター 
姉崎保健福祉センタ

ー 
椎津 1131 ※ 椎津川   
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資料４２ ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧表 

離着陸場名称 所在地 
座標 

（世界測地系） 

施設管理者 

又は占有者 

広さ 

巾×長さ 

(m) 

最寄り 

消防署 

から 

の距離 

（Km） 

避難所 

の指定 

市原市総合公園 

（上総更級公園） 
更級 5-1-1 

N： 

E： 

35°30'38.90" 

140°05'55.72" 

（株）日比谷アメ

ニス東関東支店 
40×32 0.32  無 

養老川臨海公園 

養老川臨海第１球場 

五井南海岸 

1-12 

N： 

E： 

35°32'30.22"
 140°03'52.95" 

市原市地域 

振興財団 
60×75 4.30  無 

玉前公園 

玉前球場 
玉前西 3-1 

N： 

E： 

35°31'11.91"
 140°04'05.64" 

市原市地域 

振興財団 
60×75 2.60  無 

八幡公園 

八幡球技場 
八幡 440 

N： 

E： 

35°31'51.76"
 140°07'17.41" 

市原市地域 

振興財団 
100×70 0.90  無 

姉崎公園 

姉崎サッカー場 
姉崎海岸 23-2 

N： 

E： 

35°29'17.86"
 140°02'37.55" 

市原市地域 

振興財団 
100×70 0.80  無 

ちはら台公園ちはら台 

多目的スポーツ広場 
ちはら台西 3-3 

N： 

E： 

35°31'49.52"
 140°10'27.03" 

市原市地域 

振興財団 
100×70 2.50  無 

加茂運動広場 本郷 370-1 
N： 

E： 

35°20'35.63"
 140°08'56.58" 

市 90×90 0.80  無 

市原市緑地運動公園 

ｾﾞｯﾄｴｰｵﾘﾌﾟﾘｽﾀｼﾞｱﾑ 
岩崎 536 

N： 

E： 

35°31'43.86"
 140°04'17.05" 

市原市地域 

振興財団 
100×70 3.10  無 

三和運動広場 磯ヶ谷 1606-2 
N： 

E： 

35°27'37.51"
 140°07'57.33" 

市 80×50 4.70  無 

旧平三小学校 平蔵 808 
N： 

E： 

35°20'06.28"
 140°12'28.13" 

市 65×30 10.00  無 

姉崎運動広場 椎津 1550 
N： 

E： 

35°27'39.31"
 140°02'03.66" 

市 85×80 3.20  無 

市原スポレクパーク 菊間 775 
N： 

E： 

35°32'22.16"
 140°07'59.52" 

市原市 

スポーツ協会 
250×150 2.30  無 

市津運動広場 潤井戸 11-2 
N： 

E： 

35°31'02.79"
 140°10'52.33" 

市 150×85 0.05  無 

南総運動広場 奉免 166-1 
N： 

E： 

35°24'20.96"
 140°08'38.99" 

市 95×80 1.50  無 

加茂支所北側空地 平野 583-3 
N： 

E： 

35°20'06.81"
 140°08'52.87" 

市 60×35 0.50  無 

明神小学校 姉崎 1850 
N： 

E： 

35°28'41.50"
 140°02'58.70" 

市教育委員会 

（学校長） 
80×65 1.20  無 

京葉高等学校 島野 222 
N： 

E： 

35°29'58.95"
 140°04'58.75" 

千葉県教育庁 

（学校長） 
130×100 3.20  有 
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離着陸場名称 所在地 
座標 

（世界測地系） 

施設管理者 

又は占有者 

広さ 

巾×長さ 

(m) 

最寄り 

消防署 

から 

の距離 

（Km） 

避難所 

の指定 

五井小学校 五井東 1-6-3 
N： 

E： 

35°30'49.51"
 140°05'42.95" 

市教育委員会 

（学校長） 
100×75 1.50  有 

八幡中学校 八幡 500 
N： 

E： 

35°31'51.46"
 140°07'31.30" 

市教育委員会 

（学校長） 
90×75 1.00  有 

辰巳台中学校 辰巳台東 2-2 
N： 

E： 

35°31'18.21"
 140°09'15.03" 

市教育委員会 

（学校長） 
150×90 3.10  有 

湿津中学校 潤井戸 2297-2 
N： 

E： 

35°29'57.13"
 140°10'50.61" 

市教育委員会 

（学校長） 
120×75 2.20  有 

三和中学校 磯ヶ谷 1703 
N： 

E： 

35°27'34.62"
 140°07'43.80" 

市教育委員会 

（学校長） 
100×80 4.70  有 

市原高等学校 牛久 657 
N： 

E： 

35°24'06.29"
 140°08'13.37" 

市教育委員会 

（学校長） 
60×120 1.70  有 

加茂学園 

加茂中学校 
平野 123 

N： 

E： 

35°19'58.97"
 140°08'42.98" 

市教育委員会 

（学校長） 
100×90 0.50  有 

有秋中学校 不入斗 1200 
N： 

E： 

35°27'20.75"
 140°02'58.91" 

市教育委員会 

（学校長） 
110×55 0.60  有 

国分寺台中学校 
南国分寺台 

2-1 

N： 

E： 

35°29'35.07"
 140°06'46.32" 

市教育委員会 

（学校長） 
75×95 0.80  有 

ちはら台南中学校 
ちはら台南 

5-3-1 

N： 

E： 

35°31'44.28"
 140°11'19.35" 

市教育委員会 

（学校長） 
105×80 2.40  有 

市東中学校 東国吉 356 
N： 

E： 

35°30'34.19"
 140°12'48.15" 

市教育委員会 

（学校長） 
100×70 4.10  有 

寺谷小学校 寺谷 687-1 
N： 

E： 

35°24'30.37"
 140°06'20.83" 

市教育委員会 

（学校長） 
65×70 4.70  有 

牛久小学校 皆吉 933-2 
N： 

E： 

35°23'40.79"
 140°08'14.25" 

市教育委員会 

（学校長） 
50×70 1.80  有 

旧内田小学校 島田 20 
N： 

E： 

35°24'14.37"
 140°10'25.22" 

市教育委員会 45×65 2.80  有 

鶴舞小学校 鶴舞 708 
N： 

E： 

35°23'00.74"
 140°10'57.15" 

市教育委員会 

（学校長） 
55×80 4.00  有 

旧富山小学校 古敷谷 2252 
N： 

E： 

35°19'55.26"
 140°10'09.49" 

市教育委員会 70×30 3.80  有 

旧里見小学校 徳氏 541-1 
N： 

E： 

35°19'00.10"
 140°08'59.27" 

市 35×60 2.50  有 
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離着陸場名称 所在地 
座標 

（世界測地系） 

施設管理者 

又は占有者 

広さ 

巾×長さ 

(m) 

最寄り 

消防署 

から 

の距離 

（Km） 

避難所 

の指定 

旧白鳥小学校 大久保 547-1 
N： 

E： 

35°16'56.51"
 140°08'48.35" 

市 40×65 6.90  有 
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資料４３ 市内の千葉県倉庫協会加盟倉庫事業者一覧 

事業所名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

㈱八楠八幡埠頭事業所 八幡海岸通 2-3 0436-41-8800 0436-41-9145 

三菱ケミカル物流㈱ 

 東日本エリア営業部五井営業所 
八幡海岸通 13 0436-41-6821 0436-40-8302 

千葉港運倉庫㈱ 八幡海岸通 8 0436-41-0231 0436-43-8493 

ティー・エム・ターミナル㈱ 

 市原事業所 
八幡海岸通 74-1 0436-41-8730 0436-41-5724 

源総業㈱ 玉前西 1-5-1 0436-21-5401 0436-21-9536 

シーエスジャパン㈱ 玉前西 2-2-18 0436-23-0511 0436-23-1611 

丸栄輸送㈱ 五井南海岸 43 0436-22-3593 0436-21-8334 

ケイヒン㈱ 

関東営業部千葉流通センター 
五井南海岸 44-3 0436-22-2341 0436-22-2344 

三和倉庫㈱千葉事業所 五井南海岸 12-57 0436-22-3340 0436-21-4707 

ビューテック㈱千葉営業所 五井 8934-3 0436-22-8550 0436-22-5464 

センコー㈱千葉支店 五井 9014 0436-22-3321 0436-22-3322 

山九㈱千葉支店 白金町 4-63 0436-21-1151 0436-21-1152 

一宮運輸㈱関東支社 姉崎海岸 126 0436-62-0138 0436-61-1055 

千葉三港運輸㈱ 姉崎海岸 12 0436-61-2338 0436-62-5241 

㈱ダイトーコーポレーション 

千葉支店市原事業所 
姉崎海岸 29 0436-62-9171 0436-61-0991 

三井物産グローバルロジスティクス

㈱ 市原支店 
青柳北 1-3 0436-23-1301 0436-23-1845 

前田運輸㈱ 岩崎 839-8 0436-22-7705 0436-23-4066 

鈴江コーポレーション㈱ 

千葉支店 
千種海岸 16 0436-23-1300 0436-23-2288 

㈱日陸 千種海岸 8-3 0436-22-2535 0436-21-9308 

丸全京葉物流㈱ 姉崎海岸 56 0436-61-4681 0436-62-1139 

サンネット物流㈱ 千種 1-16-13 0436-21-9172 0436-23-6061 
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資料４４ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

（令和４年４月現在） 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の設置 災害により現に被害を

受け、又は受けるおそ

れのある者に供与す

る。 

＜基本額＞ 

避難所設置費 

 １人１日当たり330円以内 

  

 高齢者等の要援護者を収容

する「福祉避難所」を設置した

場合、当該地域における通常の

実費を支出でき、上記を超える

額を加算できる。 

災害発生の日

から７日以内 

１ 費用は、避難所の設置、

維持及び管理のための賃

金職員等雇上費、消耗器

材費、建物等の使用謝金、

借上費又は購入費、光熱水

費並びに仮設便所等の設

置費を含む。 

２ 避難に当たっての輸送

費は別途計上 

３ 避難所での生活が長期

に わたる場合等において

は、避難所に避難している

者の健康上の配慮等によ

り、ホテル･旅館など宿泊

施設を借上げて実施する

ことが可能 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力では住宅を得

ることができない者 

○建設型応急住宅 

１ 規模 

 応急救助の趣旨を踏まえ、

実施主体が地域の実情、世帯

構成等に応じて設定 

２ 基本額 １戸当たり 

  6,285,000 円以内 

３ 建設型仮設住宅の供与終

了に伴う解体撤去及び土地

の原状回復のために支出で

きる費用は、当該地域におけ

る実費。 

災害発生の日

から20日以内

に着工 

１ 費用は設置にかかる原材

料費、労務費、付帯設備工

事費、輸送費及び建築事務

費等の一切の経費として

6,285,000 円以内であれ

ばよい。 

２ 同一敷地内等に概ね 50 

戸以上設置した場合は、集

会等に利用するための施

設を設置できる。（50 戸

未満であっても小規模な

施設を設置できる） 

３ 高齢者等の要援護者等

を数人以上収容する「福祉

仮設住宅」を設置できる。 

４ 供与期間は２年以内 

○賃貸型応急住宅 

１ 規模 

  建設型仮設住宅に準じる。 

２ 基本額 

  地域の実情に応じた額 

 

災害発生の日

から速やかに

借上げ、提供 

１ 費用は、家賃、共益費、  

敷金、礼金、仲介手数料、  

火災保険等、民間賃貸住宅

の貸主、仲介業者との契約

に不可欠なものとして、地

域の実情に応じた額とす

ること。 

２ 供与期間は建設型仮設

住宅と同様。 

炊き出しその

他による食品

の給与 

１ 避難所に避難し

ている者 

２ 住家に被害を受

け、若しくは災害に

より現に炊事ので

きない者 

１ １人１日当たり 

1,180円以内 

災害発生の日

から７日以内 

  食品給与のための総経費

を延給食日数で除した金額

が限度額以内であればよい。 

 （１食は １/３日） 

飲料水の供給 現に飲料水を得るこ

とができない者 

（飲料水及び炊事の

ための水であるこ

と。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日

から７日以内 

１ 輸送費、人件費は別途計

上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

被服、寝具

その他生活

必需品の給

与又は貸与 

全半壊（焼）、流失、

床上浸水等により、生

活上必要な被服・寝

具、その他生活必需品

の喪失等により、直ち

に日常生活を営むこ

とが困難な者 

１ 夏季（４月～９月）、冬

季（10月～３月）の季別は

災害発生の日をもって決

定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日

から10日以内 

１ 備蓄物資の価格は年

度当初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上 
１人増す 
ごとに加算 

全壊 
全焼 
流失 

夏    18,700    24,000 35,600 42,500 53,900      7,800 

冬    31,000 40,100 55,800 65,300 82,200 11,300 

半壊 
半焼 

床上浸水 

夏     6,100     8,200    12,300    15,000    18,900      2,600 

冬    9,900    12,900    18,300    21,800    27,400      3,600 

医療 医療の途を失った者 

（応急的処置） 

１ 救護班 

使用した薬剤、治療材料、

医療器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所 

国民健康保険診療報酬の

額以内 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日

から14日以内 

患者等の移送費は、別途計

上 

助産 災害発生の日以前又

は以後７日以内に分

べんした者であって

災害のため助産の途

を失った者（出産のみ

ならず、死産及び流産

を含み現に助産を要

する状態にある者） 

１ 救護班等による場合は、 

使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣 

行料金の100分の80以内の

額 

分べんした日

から７日以内 

妊婦等の移送費は、別途計

上 

被災者の救

出 

１ 現に生命、身体が

危険な状態にある

者 

２ 生死不明な状態

にある者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日

から３日以内 

１ 期間内に生死が明らか

にならない場合は、以後

「死体の捜索」として取

り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、別

途計上 

被災した住

宅の応急修

理 

１ 住家が半壊、半焼

若しくはこれらに

準ずる程度の損傷

を受け、自らの資力

により応急修理を

することができな

い者 

２ 大規模な補修を

行わなければ居住

することが困難で

ある程度に住家が

半壊した者 

１ 半壊又は半焼に準ずる程

度の損害により被害を受け

た世帯  

１世帯当たり318,000円 

２ １に掲げる世帯以外の世

帯 

１世帯あたり655,000円 

災害発生の日

から１ヵ月以

内 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

生業に必要

な資金の貸

与 

１ 業に必要な資金

の貸与は、住家が全

壊、全焼又は流失

し、災害のため生業

の手段を失つた世

帯に対して行うも

のとする。 

２ 業に必要な資金

の貸与は、生業を営

むために必要な機

械、器具又は資材を

購入するための費

用に充てるもので

あつて、生業の見込

みが確実な具体的

事業計画があり、償

還能力のある者に

対して行うものと

する。 

１ 生業に必要な資金として貸

与できる額は、次の額以内と

する。 

１件当たり 

生業業 30,000円 

就職支度費 15,000円 

２ 生業に必要な資金の貸与

は、次の条件を付すものとす

る。 

貸与期間 二年以内 

利子 無利子 

災害発生の日

から２年以内 

 

学用品の給与 住家の全壊（焼）流失

半壊（焼）又は床上浸

水により学用品を喪失

又は損傷等により使用

することができず、就

学上支障のある小学校

児童、中学校生徒、義

務教育学校生徒及び高

等学校等生徒。 

１ 教科書及び教科書以外の

教材で教育委員会に届出又は

その承認を受けて使用してい

る教材、又は正規の授業で使

用している教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、１

人当たり次の金額以内 

小学校児童 4,700 円 

中学校生徒 5,000 円 

高等学校等生徒 5,500 円 

災害発生の日か

ら 

（教科書） 

 １ヵ月以内 

（文房具及び 

通学用品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の

実情に応じて支給する。 

埋葬 災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬

を実施する者に支給 

１体当たり 

大人（12歳以上） 

       213,800円以内 

小人（12歳未満） 

       170,900円以内 

災害発生の日か

ら10日以内 

災害発生の日以前に死亡した

者であっても対象となる。 

死体の捜索 行方不明の状態にあ

り、かつ、四囲の事情

によりすでに死亡して

いると推定される者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら10日以内 

１ 輸送費、人件費は、別途

計上 

２ 災害発生後３日を経過し

たものは一応死亡した者と

推定している。 

死体の処理 災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する

処理（埋葬を除く。）

をする。 

（洗浄、消毒等） 

１体当たり3,500円以内 

一時保存 

 既存建物借上費 

  通常の実費 

 既存建物以外 

１体当たり5,400円以内 

検案 

救護班以外は慣行料金 

災害発生の日か

ら10日以内 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途

計上 

３ 死体の一時保存にドライ

アイスの購入費等が必要な

場合は当該地域における通

常の実費を加算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関等

に障害物が運び込まれ

ているため、生活に支

障をきたしている場合

で自力では除去するこ

とのできない者 

１世帯当たり 

   138,300円以内 

災害発生の日か

ら10日以内 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

輸送費及び 

賃金職員等雇

上費 

１ 被災者の避難に係

る支援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理

配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認

められる期間以

内 

 

実費弁償 災害救助法施行令第４

条第１号から第４号ま

でに規定する者 

日当 １人１日当たり 

医師､歯科医師 

 24,700円以内 

薬剤師､診療放射線技師､臨床

検査技師､臨床工学技士及び

歯科衛生士 

    14,300円以内 

保健師､助産師､看護師及び 

准看護師   14,100円以内 

救急救命士  13,300円以内 

土木技術者､建築技術者 

   13,900円以内 

大工     24,800円以内 

左官     26,900円以内 

とび職    27,300円以内 

救助の実施が認

められる期間以

内 

時間外勤務手当及び旅費は

別途に定める額 

災害救助法施行令第４

条第５号から第10号ま

でに規定する者 

業者のその地域における慣行

料金による支出実績に手数料

としてその100分の３の額を加

算した額以内 

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

救助事務費 １ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上費 

３ 旅費 

４ 需用費（消耗品

費､燃料費､食糧費､

印刷製本費､光熱水

費及び修繕料をい

う。） 

５ 使用料及び賃借料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

災害救助法第21条に定める国

庫負担を行う年度における各

災害に係る左記１から７まで

に掲げる費用について、地方

自治法施行令第143条に定める

会計年度所属区分により当該

年度の歳出に区分される額を

合算し､各災害の当該合算した

額の合計額が、国庫負担対象

年度に支出した救助事務費以

外の費用の額の合算額に､次の

イからトまでに掲げる区分に

応じ、それぞれイからトまで

に定める割合を乗じて得た額

の合計額以内 

イ ３千万円以下の部分の金

額については100分の10 

ロ ３千万円を超え６千万円

以下の部分の金額について

は100分の９ 

ハ ６千万円を超え１億円以

下の部分の金額については

100分の８ 

ニ １億円を超え２億円以下

の部分の金額については100

分の７ 

ホ ２億円を超え３億円以下

の部分の金額については100

分の６ 

救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費を

精算する事務を

行う期間内 

救助事務費以外の費用の額

とは、救助の実施のために支

出した費用及び実費弁償の

ために支出した費用を合算

した額、災害救助法第９条第

２項に規定する損失補償に

要した費用の額、災害救助法

施行令第８条第２項に定め

るところにより算定した災

害救助法第12条の扶助金の

支給基礎額を合算した額、災

害救助法第19条に規定する

委託費用の補償に要した費

用の額並びに災害救助法第

20条第１項に規定する求償

に対する支払に要した費用

の額（救助事務費の額を除

く。）の合計額をいう。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

ヘ ３億円を超え５億円以下

の部分の金額については100

分の５ 

ト ５億円を超える部分の金

額については100分の４ 

 (注) この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合、県知事は内閣総理大臣に協議し、その

同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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資料４５ 気象警報・注意報発表基準一覧  

令和 5年 6 月 8日現在 ［発表官署 銚子地方気象台］ 

市
原
市 

府県予報区 千葉県 

一次細分区域 北西部 
市町村等を 
まとめた地域 

千葉中央 

警
報 

大

雨 

浸水害 表面雨量指数基準 19 

土砂災害 土壌雨量指数基準 118 

洪水 

流域雨量指数基準 
養老川流域=34.7，村田川流域=14， 
前川流域=9.8平蔵川流域=9.1， 
戸田川流域=7.5，椎津川流域=7.6 

複合基準※ 
養老川流域=(8，24)，村田川流域=(8，11.9) 
前川流域=(8，9.6) 

指定河川洪水予想 
による基準 

- 

暴風 平均風速 
陸上 20ｍ/ｓ 

海上 25ｍ/ｓ 

暴風雪 平均風速 
陸上 20ｍ/ｓ 雪を伴う 

海上 25ｍ/ｓ 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10ｃｍ 

波浪 有義波高 3.0ｍ 

高潮 潮位 3.1ｍ 

注
意
報 

大雨 
表面雨量指数基準 11 

土壌雨量指数基準 86 

洪水 

流域雨量指数基準 
養老川流域=25，村田川流域=11.2， 
前川流域=7.8平蔵川流域=7.2， 
戸田川流域=5.6，椎津川流域=4 

複合基準※ 
養老川流域=(7，21.6)，村田川流域=(8，10.2) 
前川流域=(5，7.8)，平蔵川流域=(5，7.2） 
戸田川流域=(9，4.5)，椎津川流域=(7，3.6) 

指定河川洪水予想 

による基準※ 
- 

強風 平均風速 
陸上 13ｍ/ｓ 

海上 13ｍ/ｓ 

風雪 平均風速 
陸上 13ｍ/ｓ 雪を伴う 

海上 13ｍ/ｓ 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５ｃｍ 

波浪 有義波高 1.5ｍ 

高潮 潮位 1.8ｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 
陸上 100ｍ 

海上 500ｍ 

乾燥 最小湿度 30％で実効湿度 60％ 

なだれ  

低温 
夏季（最低気温）：銚子地方気象台で 16℃以下の日が 2日以上継続 
冬季（最低気温)：銚子地方気象台で-3℃以下、千葉県特別地域気象観測
所で-5°C以下 

霜 晩霜期に最低気温 4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm 
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※（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 
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資料４６ 異常気象時通行規制区間及び基準雨量 

（千葉県市原土木事務所ホームページより） 

NO 
路線名 

（L=規制区間長） 

危険 

内容 
規制基準 備考 

5 
(主)大多喜君津線 

L=4.1km(君津管内 0.8km) 

土砂崩落 

路肩決壊 

等 

月出雨量観測所で 

1時間雨量 30mm以上 

 又は 

24 時間雨量 150mm 以上 

を観測したとき。 

上総雨量観測所で基
準を超えた場合も規
制を実施 

6 
(主)大多喜君津線 

L=1.5km 
  

9 
(一)加茂木更津線 

L=3.1km 
  

11 
(一)大多喜里見線 

L=3.2km(夷隅管内 2.0km) 

大多喜雨量観測所で
基準を超えた場合も
規制を実施 

12 
(一)南総月出線 

L=4.4km 
  

29 
(主)市原天津小湊線 

L=1.8km 土砂崩落 

等 

パトロールにより危険

と判断したとき。 

  

40 
(一)加茂長南線 

L=1.3km 
  

 

・NO は、千葉県全体における規制区間の番号です 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/doukan/douroiji/shiryou/documents/ijokishozitotukokiseiiran.pdf
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資料４７ 令和元年における一連の災害に係る主な支援制度 

 

（市原市役所ホームページ掲載一部抜出） 

内容 担当部署 

被災者生活再建支援制度 

・罹災証明書の判定で居住する住宅が全壊又は大規模半壊となった世帯、解体

世帯に支援金を支給します。 

・住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

 住宅の被害程度 

全壊・解体世帯 大規模半壊 

支給額 100万円(75万円) 50万円(37.5 万円) 

   ※解体世帯は半壊・大規模半壊の判定で住居を解体する世帯。 

   ※(    )内は単身世帯の支給額になります。 

・住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）  

   住宅の再建方法 

建設・購入 補修 賃借 

（公営住宅を除く） 

支給額 200万円(150 万円) 100万円(75 万円) 50万円(37.5 万円) 

※(    )内は単身世帯の支給額になります。 

保健福祉課 

災害救助法 

・住宅の応急修理（半壊・大規模半壊） 

 一世帯あたり 59.5万円以内 （※現物支給） 

対象：以下の全ての要件を満たす者（世帯） 

① 当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと 

② 被災時に被害を受けた住宅に居住しており、かつ、修理後に引き続き居

住し続けること 

③ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込

まれること 

④ （災害救助法上の）応急仮設住宅を利用しないこと 

・住宅の応急修理（一部損壊のうち、損害割合が 10％以上 20％未満） 

一世帯あたり 30万円以内 （※現物支給）  

 修理費が 150万円を超える場合は、工事費の 20％（20万円）を県単独事業に

より別途加算します。 

・障害物の除去（大規模半壊、半壊） （※現物支給） 

対象：大規模半壊、半壊の住家被害を受けた者のうち、当該住家での日常生

活に必要最低限な場所を確保するための土砂等の撤去が必要で、自らの資力

では障害物を除去できない方 

都市計画課 

 

・生活必需品の給与 

布団、石鹸、トイレットペーパーなどの給与 （※現物支給） 

対象：住家が全半壊、床上浸水により、生活上必要は被服、寝具、その他生

活必需品を喪失又は損傷し、日常生活を営むことが困難な方 

商工業振興課 

・学用品の給与（教科書、副読本、学用品） （※現物支給） 

対象：住家の全半壊、全半焼、流出又は床上浸水により学用品を喪失又は損

傷し、就学上支障のある小学生等児童、中学生等生徒、高等学校等生徒 

指導課 
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内容 担当部署 

・賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅） 

 住宅に甚大な被害を受けた者に、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上

げて提供します。 

 入居期間：２年間 

対象者：〇住宅の全壊・全焼又は流出により居住する住家がない方 

     〇半壊（大規模半壊を含む）であっても、住宅としての利用ができ

ず、自らの住家に居住できない方 

     〇二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン

が途絶えている、地すべり等により避難指示等を受けているなど、

長期にわたり自らの住居に居住できない方 

     〇応急修理制度や障害物の除去制度を利用していない方 

 対象住宅：耐震性確保、貸主同意、家賃・礼金・敷金等の上限などを満たす

もの 

住宅政策課 

 

防災・安全交付金 

・一部損壊のうち、損害割合が 10％未満 

一世帯あたり 30万円以内（工事費の 20％） 

概要：被災した住宅の瓦屋根の補修への支援について、災害救助法の応急修

理の対象となる「半壊」に該当しない「一部損壊」の住宅のうち、耐

震性の向上等に資する補修について、防災・安全交付金の効果促進事

業の対象として支援を受けられます。 

修理費が 150万円を超える場合は、工事費の 20％（上限 20 万円）を県

単独事業により別途加算します。 

【2020年 3月現在、台風第 15号による被害のみ対象】 

都市計画課 

 

市原市借上住宅制度 

・被災者への借上住宅 

 住宅に大きな被害を受けた者に、民間賃貸住宅を借り上げて提供 

 入居期間：１年間 

 対象者：〇住宅の全壊又は半壊の被害認定を受けた者 

    〇通行規制されたことにより住宅への出入りが困難な者 

 対象住宅：貸主同意、家賃・礼金(無し)・敷金等の上限などを満たすもの 

住宅政策課 

 

住宅の応急修理（県単独事業） 

・住宅の応急修理（半壊、一部損壊のうち、災害救助法、防災・安全交付金の

対象外となったもの） 

被災時に被害を受けた住宅に居住しており、かつ、修理後に引き続き居住し

続ける世帯に対し、当該住家での日常生活に必要最低限な箇所を修繕するた

めの工事で、自らの資力では応急修理できない方が対象です。 

 一世帯あたり 50万円以内（工事費の 20％） 

都市計画課 

 

被災した宅地に係る工事費用の補助 

・がけ地崩壊により被災した宅地の二次被害防止工事（擁壁設置など）に係る

対象経費の一部補助 

・対象  

⑴ 被災宅地の危険度判定が危険宅地又は要注意宅地 

⑵ 被災した時に危険区域内に住居があり、引き続き居住する者 

⑶ 市税の滞納がない者 

⑷ 千葉県のがけ地の条例や建築基準法などの法令に適合する事業 

☆宅地課（被

災宅地の危険

度判定に関す

ること） 

☆建築指導課

（手続・工事

に 関 す る こ
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内容 担当部署 

⑸ 国、県又は市の類似の事業の対象でないこと 

・金額 ⑴ 対象経費（５０万円以上）の２分の１の額 

    ⑵ 一団の崩壊したがけ地についき、限度額３００万円 

と） 

市原市災害見舞金 

・罹災証明書の判定で住家が半壊以上か床上浸水となった世帯、死亡された方

のご遺族、傷害を受けた方に見舞金を支給します。 

被害の状況 
見舞金額 

一般世帯 一人世帯 

住家の全壊 
15･19 号･10/25：500,000 円 

50,000 円 

15･19 号･10/25：400,000 円 

30,000 円 

住家の 

大規模半壊 

15･19 号･10/25：250,000 円 

半壊に準じる 

15･19 号･10/25：200,000 円 

半壊に準じる 

住家の半壊 30,000 円 20,000 円 

床上浸水 20,000 円 10,000 円 

死亡 １人につき 100,000 円 

傷害 

1 月以上の入院を要すると

診断された傷害 

１人につき 50,000 円 

2 週間以上 1月未満の入院を

要すると診断された傷害 

１人につき 20,000 円 

※一般世帯とは一人世帯以外の世帯になります。また、太字は、令和元年台

風第 15 号、第 19 号、10 月 25 日大雨の罹災に伴い増額及び新設し、同災害

に適用されるものとなります。 

保健福祉課 

千葉県災害見舞金・千葉県災害弔慰金 

・罹災証明書の判定で住家が全壊となった世帯、死亡された方のご遺族、１か

月以上の治療を要する見込みの重傷を受けた方に、見舞金等を支給します。 

被害の状況 見舞金等の額 

死者 １人につき 100,000 円 

行方不明者 １人につき 100,000 円 

重傷者 １人につき  30,000 円 

住家の全壊 １世帯につき 100,000円 
 

保健福祉課 

 

災害弔慰金 

・災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 

生計維持者の死亡 500万円 

その他の者の死亡 250万円 

保健福祉課 

 

災害障害見舞金 

・災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見

舞金を支給します。 

・生計維持者が重度の障害を受けた場合 250 万円  

  ・その他の者が重度の障害を受けた場合 125 万円 

保健福祉課 
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内容 担当部署 

災害援護資金の貸付 

・災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対し、生活の再建に必要

な資金を貸し付けます。 

 

貸付限度額 

① 世帯主に１か月以上の負傷がある場合 

ア 当該負傷のみ 150 万円 

イ 家財の３分の１以上の損害 250 万円 

ウ 住居の半壊 270 万円 

エ 住居の全壊 350 万円 

② 世帯主に１か月以上の負傷がない場合 

ア 家財の３分の１以上の損害 150 万円 

イ 住居の半壊 170 万円 

ウ 住居の全壊（エの場合は除く） 250 万円 

エ 住居の全体の滅失又は流失 350 万円 

貸付利率 年 1.5％（据置期間中は無利子） 

据置期間 ３年以内（特別の場合５年） 

償還期間 １０年以内（据置期間を含む） 

・所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。 

世帯人員 市民税における前年の総所得金額 

1 人 220 万円 

2 人 430 万円 

3 人 620 万円 

4 人 730 万円 

5人以上 
1人増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた額。 

但し、住居が滅失した場合は 1,270 万円。 
 

保健福祉課 

 

市県民税の減免 

・居住する家屋や家財などの価格の 10 分の 3 以上の損害（保険金などで補て

んされる額を除く）を受けたとき、前年の所得に応じて減免します。 

市民税課 

固定資産税・都市計画税の減免 

・課税されている物件が、り災（被災）証明書の判定で半壊以上の課税されて

いる家屋（住宅、物置など）は、被害の程度により一定の割合で減免します。 

固定資産税課 

市税、国民健康保険料の徴収猶予 

・被災により納付が困難なとき、生活状況に応じて納付の一定期間猶予か分割

納付に対応します。 

債権管理課 

義援金の支給  

・千葉県及び市原市において募集した義援金を千葉県災害義援金配分委員会が

定めた配分基準及び市原市災害義援金配分委員会において決定した配分案に

従い配分します。 

・対象となる世帯には、12 月 25 日以降に「災害義援金配分申請書」を郵送し

ますので必要事項を記入の上返送してください 

出納室 

 

財政課 
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内容 担当部署 

◎義援金配分額 

対象区分 説 明 金 額 

人

的

被

害 

死亡 災害弔慰金または災害見舞金の死亡者に該

当する方 

 33 万円 

重傷者 災害で１ヵ月以上の治療が必要な負傷をさ

れた方 

 17 万円 

住

家

被

害 

全壊 「全壊」と判定された世帯 

または被災者生活再建支援制度の「解体」に

該当する世帯 

 33 万円 

半壊・大規模

半壊 

「半壊」または「大規模半壊」と判定された

世帯 

 17 万円 

床上浸水 床上浸水により「一部損壊」と判定された世

帯 

  4 万円 

一部損壊 「一部損壊」と判定された世帯   1 万円 

 

 

り災証明書の受付 

・台風 15 号により被害があり、既にり災証明書等交付願を市に提出された方

のうち、台風 19 号により被害状況が拡大し、被害程度の再認定が必要と思わ

れる方については、再度、り災証明書等交付願を受け付けます。 

・台風 19 号、10 月 25 日大雨により新たに家屋などに被害が生じた場合には、

新規に、り災証明書等交付願を受け付けます。 

固定資産税課 

 

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限の適用除外 

・所有する住宅、家財等の価格のおおむね２分の１以上の損害を受けたとき、

特例的に前年の所得による所得制限の適用を除外し、手当を支給します。 

障がい者支

援課 

国民年金保険料の免除 

・災害により居住する家屋等が 5 割以上の被害を受け、保険料の支払いが困難

な場合、保険料を全額免除します。 

・免許証などの本人確認書類と、り災証明書を持参するか、被害状況届を記入

して、国民年金室又は支所の窓口で申請してください。 

国民年金室 

 

住民票の写し等の証明書手数料免除 

・台風 15 号及び台風 19 号並びに 10 月 25 日の大雨の被害を受けられた方で、

復旧のための諸手続などに各種証明書が必要なとき、発行する際の手数料を

免除します。 

① 対象となる証明書 

・住民票の写し（広域交付住民票も対象） 

・印鑑登録証明書 

・所得証明書 

・納税証明書 

・完納証明書 

・固定資産評価額証明書 

 

市民課 
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内容 担当部署 

② 申請方法 

・免許証などの本人確認書類と、り災証明書か 

被災証明書を持参して、市民課又は支所の窓 

口で申請。 

・代理人が申請するときは委任状、印鑑登録証明 

書を申請するときは、印鑑登録証が必要。 

※自動交付機及びコンビニ交付での対応は不可。 

国民健康保険料の減免 

・災害により、居住する家屋等が３０％以上の被害（保険金、損害賠償等によ

り補填されるべきものを除く）を受けて、保険料の納付が困難な場合、被害

状況に応じ保険料を減免します。（所得要件等あり） 

国民健康保

険課 

 

後期高齢者医療保険料の減免 

・災害により、居住する家屋等が２０％以上の被害（保険金、損害賠償等によ

り補填されるべきものを除く）を受けて、保険料の納付が困難な場合、被害

状況に応じ保険料を減免します。（所得要件等あり） 

国民健康保

険課 

 

国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金の免除 

・災害により住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた

場合は、一部負担金の支払いを免除します。 

【台風 15号・19号、10月 25日大雨が対象】 

国民健康保

険課 

 

浸水被害を受けた住宅の消毒作業 

・感染症等の防止を図るため、床上・床下浸水を受けた住宅に対し、無料で消

毒液の散布を実施します。 

保健福祉課 

介護保険料の減免 

・居住する家屋などが損害を受け、保険料の納付が困難なとき、損害の程度と

前年の所得に応じて減免します。 

高齢者支援課 

介護保険等に係る利用者負担額の軽減 

・災害により住家の全半壊、全半焼又は床上浸水をした場合、並びに主たる生

計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合は、これらに該当したとき

から令和２年１月までに利用した介護サービス等に係る利用者負担額の全額

を市が負担します。 

高齢者支援課 

児童扶養手当の所得制限の適用除外 

・所有する住宅、家財等の価格のおおむね２分の１以上の損害を受けたとき、

特例的に前年の所得による所得制限の適用を除外し、手当を支給します。 

子ども福祉課 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予 

⑴各資金の返済を猶予 ⑵住宅に被害を受けた人へ住宅資金などの返済開始ま

での期間を延長 ⑶寡婦への貸付の所得制限の適用を除外 ⑷住宅資金による

修繕費の貸付相談を実施しています。 

子ども福祉課 

生活福祉金の貸し付け 

・被災により緊急で一時的に生活費が必要なとき、原則 10 万円以内を無利子で

貸し付けいたします。（所得制限あり） 

社会福祉協

議会 

開発行為許可等申請手数料の免除 

・罹災証明書の発行を受けた建築物の建替え等に伴う開発許可等申請手数料を

免除します。 

期間及び対象：災害の発生した日から１年以内に受付した開発許可等の申請 

 

宅地課 
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内容 担当部署 

建築確認申請等手数料の免除 

・災害救助法の適用を受けた地域内において、災害により滅失又は損壊した建

築物の建築等に伴う建築確認、中間検査及び完了検査申請手数料を免除しま

す。 

期間：災害の発生した日から１年以内 

建築指導課 

 

損壊家屋等の公費撤去 

・り災証明が半壊以上（10 月 25 日の大雨については全壊）の被災家屋の所有

者等を対象に、所有者の意向を確認の上、市による撤去等を実施します。所

有者等が自ら撤去した場合についても、費用償還等の支援を行います。 

クリーン推

進課 

土砂混じりがれき撤去の支援 

・今般の災害により、人の居住する宅地内に堆積した、土砂混じりがれきにつ

いて、所有者の意向を確認の上、市による撤去を実施します。 

・所有者等が自ら撤去した場合に一部費用償還等の支援を行います。 

環境管理課 

 

 

特別相談窓口の設置 

【設置場所】市原商工会議所 

【時間】９時～17 時（休日対応は事前に問い合わせ） 

【相談内容】 

（1）災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に災害復旧貸付の

相談 

（2）災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象

に、信用保証協会が別枠保証をする制度の相談 

（3）既往債務の返済条件緩和等の対応など 

商工業振興課 

セーフティネット保証 4号の適用 

・今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を

対象に、千葉県の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の

100％を保証するセーフティネット保証 4号を適用します。 

商工業振興課 

 

令和元年台風第 15号による災害に関して追加の支援措置（経済産業省） 

1. 日本政策金融公庫による災害復旧貸付・金利引下げ 

2. 信用保証協会によるセーフティネット保証 4 号、災害関係保証（上記、再

掲） 

3. 政府系金融機関・信用保証協会に対する配慮要請 

4. 被災小規模事業者向け小規模事業者持続化補助金 

5. ものづくり補助金（平成 30年度補正事業 2次公募）の被災地向け公募期間

再延長と激甚地域の被災事業者の優先採択 

6. 商店街のにぎわい回復支援の実施 

7. 被災事業者への専門家派遣 

【台風 15号・19号のみ対象】 

商工業振興課 

 

被災農業施設等の復旧への支援 

・被災した農業用ハウス等（畜舎を含む）の復旧及び撤去に要する経費に対し、

支援を行います。 

（補助対象）農業用ハウス・機械等の再建・修繕・撤去 

（補 助 率）  

共済加入者 国 3～5/10 県 2～4/10 市町村 2/10 被災者 1/10 

共済未加入者 国 3/10 県 4/10 市町村 2/10 被災者 1/10 

（補助対象）事業費 20 万円以上 

農林業振興課 
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内容 担当部署 

鳥獣被害防止用の防護柵の再整備 

・国や市の補助金を活用して整備した防護柵の再整備を支援します。 農林業振興課 

被災した農業用ハウスの廃ビニール等の受け入れ 

・被災した農業用ハウスの廃ビニール等を受け入れます。 

（条件） 

・台風 15号等により農業用ハウス等が被災したことがわかる写真、 

証明書等をお持ちの方 

・受入場所まで持ち込みできる方 

（受入品目）廃ビニール、廃ポリ、防災網などのネット類、廃ガラス、 

金属パイプ類 

（申込方法）持ち込む前日までに、農林業振興課へ電話予約。 

農林業振興課 

 

 

 

 

水道料金の減免 

・今回の災害が原因で漏水被害を受けた方の水道料金を減額します。 

【対象月】 

 被災後の直近請求月分（１か月分のみ） 

給水課 

 

下水道使用料の減免 

・今回の災害が原因で漏水被害を受けた方の下水道使用料を減額します。 

【対象期別】 

令和元年度内の漏水被害を受けていた期間に係る期別分（最大２か月） 

今回の災害で半壊以上の建物被害を受けた方の下水道使用料を免除します。 

【対象期別】 

 令和元年度内の１期別分（り災証明書の建物で居住可能な場合は、申請直後

の期別、不可能な場合は、発災直前又は直後の期別） 

下水道管理課 

 

下水道受益者負担金の徴収猶予 

・今回の災害で半壊以上の建物被害を受けた方の下水道受益者負担金の徴収猶

予を行います。 

【猶予期間】 

 申請日から令和 4年 3月 31日まで（ただし、令和元年 10月 31日までに申請

したものは、平成 31 年度第 2 期分(9/30 納期分)から適用する。） 

下水道管理課 

 

消防法危険物関係事務手数料の免除について 

・台風 15 号及び台風 19 号により被災した危険物施設における修繕等を目的と

した危険物関係事務手数料に関しましては免除することとします。 

① 免除となる手数料 

市原市手数料条例第２条第１６号に規定する消防法危険物事務手数料 

（設置許可申請、変更許可申請等） 

② 免除する申請期間 

令和元年 11月 13日から令和 2 年 3月 31日まで 

③ 申請時に添付するもの 

「り災証明書」または「被災証明書」 

【台風 15号・19号のみ対象】 

 

 

 

 

危険物保安課 

 

農地等の災害復旧に対する支援 
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内容 担当部署 

・台風 15 号・19 号及び 10 月 25 日の大雨により、被災した農地や共同利用施

設等の復旧に係る支援を行います。 

（1）資材支給 

自力復旧する場合に、市が土地改良区等に対して、資材を支給します。 

・資材支給材・・木柵、山砂、土のう等 

・支給対象事業・農地の法面、畦畔復旧等 

・支給申請者・・土地改良区、農家組合、水利組合、農業者で組織する団体 

又は町会 

・支給申請期間・随時受付中 

（2）補助金の交付 

業者に委託して復旧する場合に、市が改良区等に対して、補助金を交付します。 

・対   象・・復旧に 10万円以上かかる農地等 

・補 助 率・・工事費の 2分の 1 （1筆毎）。 

ただし、20万円を限度とする。 

・復旧対象事業・農地内に堆積した土砂等の撤去浸水等により被災した揚水機

の交換等 

・最小申請単位・農地は、筆毎（地番） 

        揚水機等は、施設毎 

・補助申請者・・土地改良区、農家組合、水利組合、農業者で組織する団体 

又は町会 

※資材支給・補助を適用する際は、申請書が必要になります。 

※個人での申請は受付出来ません。団体での申請をお願いします。 

農林業環境

整備課 

災害復興住宅資金利子補給 

・住宅に損害を被った方の住宅復興を支援するため、被災者又はその親族の方

が金融機関から住宅復興のための資金を借り入れた場合に、その利子の一部

を補助します 

◇利子補給の対象者 

  次のいずれにも該当する個人 

  ・り災したことの証明を受けた住宅を被災者又はその親族が所有していた

方（被災時に居住していた方） 

  ・被災者が居住するために、住宅の建設若しくは購入を市内で行う方、又

は市内の被災住宅の補修を行う方 

  ・令和元年９月９日以降に金融機関と契約を締結し、令和２年１２月３１

日までに融資の実行を受けた方 

  ・他から同様の利子補給を受けず、かつ、受けようとしていない方 

◇利子補給の内容 

  ・利子補給対象限度額：借入金の額が１０万円以上５００万円以下 

  ・利子補給の額（率）：月単位で算出した借入金の残金に対し、年利２.０％

を乗じて得た額 

  ・利子補給期間：借入金の返済開始日から５年以内 

◇申請書等の提出期限 

  ・金融機関に融資の申込みを行った日から原則として１か月以内 

住宅政策課 
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資料４８ 千葉県知事が水防警報・水位情報の通知及び周知を行う指定河川・海岸 水防 

１. 千葉県知事が行う水防警報 

 水防法 16条に基づき、千葉県知事が行う指定河川、海岸の基準水位（潮位）観測所、水防警報区域及び通報責任者、受報者は次のとおり。 

河川・海岸名 観測所名 所在地 
零点高 

(m) 

水防団待機

(通報) 

水位(m) 

氾濫注意 

(警戒) 

水位(m) 

水防警報区域 発表者 伝達者 受報者 

(二)養老川 牛久 市原市牛久 TP+13.779 3.20 5.50 

（左右岸） 

自 市原市養老（高滝ダム） 

至 東京湾（養老大橋） 

市原土木事務所長 
市原土木事務所長 

（鶴舞出張所） 
市原市長 

※ 八幡浦海岸,五井姉崎海岸,長浦海岸 千葉港 市原市 AP±0 2.50 2.80 
自 市原市 

至 市原市 
市原土木事務所長 市原土木事務所長 市原市長 

※ 千葉港海岸(市原地区) 千葉港 市原市 AP±0 2.10 2.50 
自 市原市 

至 袖ケ浦市 
千葉港湾事務所長 千葉港湾事務所長 市原市長 

AP(東京湾中等潮位 -1.1344m)   ※高潮のみ  ± 

２．千葉県知事が行う水位情報の通知及び周知 

 水防法 13条第 2項に基づき、千葉県知事が水位情報の通知及び周知を行う指定河川の水位観測所、区間、避難判断水位（特別警戒水位）および通知

先は次のとおり。 

河川名 観測所名 所在地 
零点高 

(m) 

水防団待機

(通報) 

水位(m) 

氾濫注意 

(警戒) 

水位(m) 

氾濫危険 

(特別警戒)

水位(m) 

区間 受報者 

基点～終点 
上流端(kp) 

～下流端(kp) 

延長

(km) 
現地指導班 水防管理者 

(二)養老川 牛久 市原市牛久 TP+13.779 3.20 5.50 6.20 
市原市養老（高滝ダム）

～東京湾（養老大橋） 
30.0 ～ 0.0 30.0 市原土木事務所 市原市長 

(二)椎津川 椎津 市原市姉崎 162-2 TP+0.139 2.00 2.40 2.80 市原市不入斗～東京湾 4.1 ～ 0.0 4.1 市原土木事務所 市原市長 

(二)村田川 

草刈 
市原市草刈字堰の下

961 官有地 
TP+2.309 1.50 3.10 4.20 市原市潤井戸～東京湾 7.6 ～ 0.0 7.6 

千葉土木事務所 

市原土木事務所 

千葉市長 

市原市長 

押沼橋 市原市押沼 354 TP+11.016 0.90 2.50 3.20 
千葉市緑区板倉町 

～市原市潤井戸 
17.5 ～ 7.6 9.9 

千葉土木事務所 

市原土木事務所 

千葉市長 

市原市長 
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資料４９ 水防本部の連絡系統 水防 

 

水防本部指令情報伝達系統（市原土木事務所） 水防 
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水防本部指令情報伝達系統（千葉港湾事務所） 水防 
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高滝ダム洪水警戒体制発令情報伝達系統 水防 
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千葉港湾事務所所管の施設に異常が発生し、後背地の浸水被害が予測される場合の

伝達系統 水防 



 

 

2
3

8 

水位周知河川における氾濫危険水位に到達した場合の伝達系統 水防 

 

 

河川名 水位観測所 現地指導班 市原市 関係機関 報道機関等 

養老川 牛久 

市原土木事務所 

TEL 0436(41)1300 

FAX 0436(43)9654 

市原市 総務部 危機管理課 

TEL 0436-23-9823 

FAX 0436-23-9556 

千葉県災害対策本部

（防災対策課） 

千葉県警察本部  

→所轄 

陸上自衛隊 

第１空挺団 

銚子地方気象台 

千葉県 

報道広報課 

→報道各社 

椎津川 椎津 

村田川 
草刈 

押沼橋 

 

 

 

 

  



 

 

2
3

9 

千葉沿岸域水防警報の伝達系統図(東京湾内湾) 水防 

 

 

 

沿岸名 現地指導班 市原市 関係機関 

東京湾内湾 

市原土木事務所 

TEL 0436(41)1300 

FAX 0436(43)9654 

市原市 総務部 危機管理課 

TEL 0436-23-9823 

FAX 0436-23-9556 

千葉県災害対策本部（防災対策課） 

千葉県警察本部 →所轄 

陸上自衛隊第１空挺団 

銚子地方気象台 
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津波にかかわる水門等を開閉操作した場合の伝達系統 水防 

 

 

津波に関係のある水門一覧表 千葉港湾事務所 （市原地区） 

港湾名 地区

名 

施設名 排水機・門扉諸元 操作に要

する時間 

管理者 管理 

体制 

操作 

再委託先 型式 規格(寸法・排水量) 

千葉港 市原 

地区 

市原水門 鋼製ﾛｰ ﾗｰ

ｹﾞｰﾄ 

（電・手） 

12.0m×5.5m 

約 20分 千葉県 

港湾課 

委託 

市原市 

アイテック㈱ 

千葉港 市原 

地区 

白旗水門 鋼製ﾛｰ ﾗｰ

ｹﾞｰﾄ 

（電・手） 

8.0×5.0m 

(2 門） 

約 20分 千葉県 

港湾課 

委託 

市原市 

アイテック㈱ 

千葉港 市原 

地区 

白 旗 排 水

路水門 

鋼製ﾛｰ ﾗｰ

ｹﾞｰﾄ 

（手動） 

W=3.4m 

H=3.7m 

約 20分 千葉県 

港湾課 

委託 

市原市 

アイテック㈱ 

千葉港 市原 

地区 

五 井 排 水

路水門 

鋼製ﾛｰ ﾗｰ

ｹﾞｰﾄ 

（手動） 

W=3.4m 

H=2.6m 

約 20分 千葉県 

港湾課 

委託 

市原市 

アイテック㈱ 
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資料５０ 水防指令様式集 水防 

 

 

様式１　水防指令

指令 指令
通知 通知

着信確認 着信確認

報告 報告

主文
（例）　○○土木事務所は○○体制をとってください。

解説
（例）　台風○○号が接近しています。日が変わる頃から朝方にかけて、

　　　多い所で時間○○㎜の雨が予測されますので、注意してください。
指令情報確認表（あて）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
千葉土木事務所
市原土木事務所
葛南土木事務所

 
柏土木事務所  
印旛土木事務所
成田土木事務所
香取土木事務所
海匝土木事務所
銚子土木事務所
山武土木事務所
長生土木事務所
夷隅土木事務所
安房土木事務所
君津土木事務所
千葉港湾事務所
葛南港湾事務所
木更津港湾事務所
亀山・片倉ﾀﾞﾑ
高滝ﾀﾞﾑ

準：準備体制

注：注意体制

県土整備政策課 警：警戒体制

道路計画課
道路環境課
道路整備課 解：解除

港湾課
市街地整備課

公園緑地課

下水道課
住宅課

非1：非常第1体制

非2：非常第2体制

パ：ﾊﾟﾄﾛｰﾙ指令

（　　月　　日　　時　　分受信）

時刻
着信確認

活：活動人員報告陸上自衛隊第1空挺団

東葛南土木事務所

　　　　送信者：

県土整備部長　  　次長　　　　河川環境課長 　副課長　　　　河川整備課長　 副課長　 室長　 室員
決
裁

機関名

種類
発令日時

機関名

（発信） （発信） （あて）
現地指導班等 水防管理団体等

（　　月　　日　　時　　分発信） （　　月　　日　　時　　分発信）

（あて）
水防本部指令班
（河川環境課）

受信者名

　　　

着信確認
受信者名 時刻

指令情報番号

千 葉 県 水 防 本 部 水 防 指 令 情 報 伝 達 表

水防本部　　　第　　　　号　　　　　　　指令　・　情報
平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　時　　　　分

水防本部指令班→現地指導班 現地指導班→水防管理団体等

(TEL 043-223-3156)
(FAX 043-221-1950)

着信確認

防災危機管理課
県警本部

受信者名 時刻
機関名

農林水産政策課
耕地課
漁港課
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水防管理団体

（　　　　　　　　　　市）

（　　　       　　　　町）

（　　       　　　　　村）

(TEL  　　 　　　　　    )

(FAX                      )

 送信者：　　　　　　　　

出　水　名

水　系　名 河　川　名

出水状況

現状

（見込み）

発生場所

被害状況

現状

（予測）

（３）　家屋被害　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

市　・　町　・　村　　　　床下浸水　　　　　　　　戸　（予測　　　　　　　戸）

　　注) ・平面図を添付（破堤等被害発生箇所及び浸水状況等を記載）

　　　　 ・ 現地状況写真を添付

　　　　　　　　　　　　　　床上浸水　　　　　　　　戸　（予測　　　　　　　戸）

　　　　　　　　　　　　　　軒下浸水　　　　　　　　戸　（予測　　　　　　　戸）

　　　　　　　　　　　　　　家屋流出　　　　　　　　戸

（４）　その他　　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

市　・　町　・　村　　　　　　　　　　　　　　

市　・　町　・　村　　　　　　　　　　　　　　　　　ha     （予測　　　　　　ha）

（２）　人的被害　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

市　・　町　・　村　　　　　　　　　　　　　　死者　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行方不明　　　　　　　　人

　左　：　右

　　　        .　　～           .　　Km

　　　　　　　　        　　月　　　　日　　　　時現在　＜　速報値　：　確定値　＞

原    因 距 離 標
破堤　：　超水　：　溢水

内水　：　未確認

（　拡大中　：　変化なし　：　縮小中　：　解消　）

（１）　浸水面積　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

発生日時 　　　　　　　　市町村　　　　　　地先

出水様式－２ ⑴　　                 被　害　情　報　（ 千葉県 ）

（第　　　　　報）

　　　　　　　　級河川　　　　　　川水系 　　　　　　　　　　　　　　　　　　川

（　　　　　月　　　　日　　　時　　　　分発信）

( 　　　　　土木事務所）

現地指導班

水防本部指令班

（河川環境課）

(TEL 043-223-3156)

　送信者：　  　　　　　　　

（　　　　　港湾事務所）

(TEL  　　 　　　　　    )

(FAX  　　　　　　　　  )(FAX 048-600-1918)

(TEL 048-600-1903)

(ﾏｲｸﾛFAX 83-3849)

千葉県

(FAX 043-221-1950)

　送信者：      　　　　　　　　

関東地方整備局

地域河川課
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水防管理団体

（　　　　　       　　市）

（　　　       　　　　町）

（　　       　　　　　村）

(TEL  　　 　　　　　    )

(FAX                      )

 送信者：　　　　　　　　

被害への

対応状況

避難状況

等

水防活動

状況

千葉県

(FAX 043-221-1950)

　送信者：      　　　　　　　　

関東地方整備局

地域河川課

(TEL 048-600-1903)

(FAX 048-600-1918)

現地指導班

水防本部指令班

（河川環境課）

(TEL 043-223-3156)

(　　　　　土木事務所）

（　　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分）

　送信者：　  　　　　　　　

（　　　　　港湾事務所）

(TEL  　　 　　　　　    )

(FAX  　　　　　　　　  )

出水様式－２ ⑵　　                 被　害　情　報　（ 千葉県 ）

(ﾏｲｸﾛFAX 83-3849)

（１）実施済み

（４）　自衛隊出動要請状況等　　　　　　

（２）今後の対応

　　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　時現在　＜　速報値　：　確定値　＞

（３）　孤立住民の発生状況等　　　　　　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

　　①　水防工法

（１）　自主避難状況　　　　　　　　　　　　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

　　②　延長等

　　③　進捗状況

　　④　災害対策車稼動状況

（２）　避難勧告発令状況　　　　　　　　　＜　有　：　無　：　調査中　：　未確認　＞

　　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　時現在　＜　速報値　：　確定値　＞

（１）　　　　　　　　　　　　　　　市　・　町　・　村　　　　　　　　　　　　　　地先

                月　　　　　　　日　　　　　　　時現在
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資料５１ 重要水防区域 水防 

１．県管理河川等の危険度評定基準                 

（平成９年制定） 

種 別 
重  要  度 

最も重要な区間 （Ａ） 次に重要な区間 （Ｂ） 

堤防高 

（河川） 

１．一連区間の中で、堤防高又は河岸

高が上下流に比べ著しく低く（堤防

の局部的沈下又は改修途上にある

河川の未施工部等）氾濫の恐れが大

きく背後に住家等がある所。 

２．近年に出水及び津波により氾濫の

実績があり住家等に被害が発生し

た所。 

１．一連区間の中で、堤防高又は河岸高が

上下流に比べ低く氾濫の恐れがあり背

後に住家等がある所。 

２．近年の出水及び津波で氾濫が起こる寸

前まで水位が上昇した事があり氾濫の

恐れがあると予想され背後に住家等が

ある所。 

３．越波により浸水被害の発生する恐れが

あると予想され背後地に住家等がある

所。 

堤体強度 

（河岸） 

１．一連の堤防のうち、部分的に特に

天端幅が狭いか、又は法面勾配が急

なため、堤防断面が小さく破堤等に

より甚大な被害が予想される所。 

２．築堤後、１年を経過していない堤

防区間。 

３．堤体を開削して行う工事（樋門、

樋管、橋台等）の施工後１年を経過

していない所。 

４．堤体あるいは基礎地盤の地質土質

の特性から法崩壊、すべり、急激な

沈下等が発生したことのある所。 

５．特殊堤又は護岸等の老朽化が著し

い箇所で、近接して住家、道路等の

公共施設がある所。 

１．一連の堤防のうち、部分的に堤体断面

が小さく破堤等により相当な被害が予

想される所。 

２．築堤後、３年を経過していない堤防区

間。 

３．堤体を開削して行う工事の施工後、３

年を経過していない所。 

４．堤体あるいは基礎地盤の地質土質の特

性から、法崩壊、すべり沈下等が予想さ

れる所。 

５．特殊堤、又は護岸等の崩壊が予想され、

近接して住家、道路等の公共施設がある

所。 

漏 水 

１．堤体あるいは、基礎地盤より漏水

の実績があるか、又はその恐れが十

分ある所。 

１．従来漏水の実績があるが、これに対し

て処置が講じられた所。 

水 衝 

１．洪水時における水衝部で低水護

岸、高水護岸等が度々破損され、破

堤寸前までの決壊等が発生したこ

とのある所。 

２．越水により背後の住家等に被害が

発生したことのある所。 

１．洪水時における水衝部で護岸はある

が、老朽化により効用が著しく減じてい

るなど安全なものとは考えられない所。 

２．越水の恐れがあり背後に住家等がある

所。 

洗 掘 

（深掘

１．堤脚又は護岸基礎部分の洗掘が著

しい所で、根固工又は水制工等が十

１．堤脚又は護岸基礎部分の洗掘の恐れが

ある所。 
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れ） 分でないと考えられる所。 

工事施工 

１．２年以上にまたがり、かつ出水期

にやむなく施工せざるを得ない樋

門、樋管等の工事で堤防を開削して

いる所。 

２．工事施工に伴い一時的であるが、

危険が予想される所。 

１．樋管、橋台等の施工箇所で堤防護岸が

未施工の所。 

 

 

種 別 
重  要  度 

最も重要な区間 （Ａ） 次に重要な区間 （Ｂ） 

工作物 

１．取水堰、樋管等の堤防工作物で設

置時期が古く、不同沈下、漏水等に

より不慮の事故が予想される所。 

２．橋梁桁下高及び通水断面の過少又

は固定堰等で特に危険が予想され

る所。 

３．排水ポンプ場の稼働停止により氾

濫の実績があり、住家等に被害が発

生した所。 

１．橋脚、可動堰等で通水に障害が生じ易

い所。 

 

 

２．水位観測所 

河川名 観測所 零点高 
水防団待機 

水位 

氾濫注意 

水位 

氾濫危険 

水位 

計画高 

水位 

養 老 川 

○牛 久 TP+13.779 ３．２０ ５．５０ ６．２０ ７．１０ 

安須橋 TP+ 6.466 ２．００ ３．４０   ５．７０ 

霞 橋 TP- 0.123 １．５０ ３．００   ５．００ 

村 田 川 
押沼橋 TP+11.016 ０．９０ ２．５０ ３．２０ ４．７０ 

草 刈 TP+ 2.309 １．５０ ３．１０ ４．２０ ５．４０ 

椎 津 川 椎 津 TP+ 0.139 ２．００ ２．４０ ２．８０ ３．１０ 

※○印は水防警報河川の観測所であり、その他の観測所は水位若しくは流量から設定

した参考値である。 
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３．水位断面基準図 

 

 

  

　　　　　　　河  川  区  域　

川　床 零点高

TP±０

TP:東京湾平均海面

危険レベル

１

２

３

４

内　　　　容

            危険レベル４ ： 氾濫危険水位

            　　　〃　　 ３ ： 避難判断水位

            　　　〃　　 ２ ： 氾濫注意水位

水位名称

　　　　　堤　防　　　　　　堤　防

氾濫注意水位

水防団待機水位

            　　　〃　　 １ ： 水防団待機水位

水防団が出動のために待機する水位

避難判断水位

避難準備情報等の発令判断の目安、住民の氾濫に関する情報の
注意喚起、水防団の出動の目安

避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の恐れがある水
位

氾濫危険水位

水位 ○.○○

＋○.○○○



 

255 

４．市内の重要水防区域 

（１）県管理河川・海岸の重要水防区域 

河 川 名 
重 要 度 

箇所名 

延 長

（ｍ） 
重 要 な る 理

由 

想定される水防

工法又は対策 
種 別 階級 右岸 左岸 

二級養老川 水衝 Ｂ 西広 1,000 1,000 
水衝部 

（Ｂ１） 
積み土のう工 

二級支川 

村田川 
堤防高 Ａ 喜多  90 （Ａ２）   〃 

二級椎津川 堤防高 Ａ 不入斗 440 440 （Ａ１）   〃 

二級瀬又川 堤防高 Ａ 高田   100   100 （Ａ２）   〃 

二級内田川 〃 Ｂ 牛久   800  （Ｂ２）   〃 

 

（２）市管理河川の重要水防区域 

河 川 名 
重 要 度 

箇所名 

延 長

（ｍ） 
重 要 な る 理

由 

想定される水防

工法又は対策 
種 別 階級 右岸 左岸 

準用上前川 堤防高 Ｂ 
廿五里～ 

町田 
870 870 （Ｂ１） 積み土のう工 

準用戸田川 堤体強度 Ｂ 馬立 100 100 （Ｂ２）      〃 

普通白幡川 〃 Ｂ 山木 100   100 （Ｂ１） 〃 

普通内田川 堤防高 Ａ 宿～原田 300 300 (Ａ２) 〃 

普通無名河

川 
堤防高 Ａ 東国吉 300 300 (Ａ２) 〃 
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資料５２ 水防工法 水防 

 

 水防工法は、その選定を誤らなければ１種類の工法を施工するだけで成果を挙げ得る

場合が多い。しかし時には、数種の工法を施し初めてその目的を達成することがあるから、

当初施工の工法で成果が認められないときは、これに代わるべき工法を次々に行い水防に

努めなければならない。工法の選定にあたっては、堤防の組成材料、流速、法面・護岸の

状態等を考慮して、最も有効でしかも使用材料がその付近で得やすい工法を施工する。 

   水防作業を必要とする異常状態を大別して次の５項とし、その各々に適する工法は、概

ね次のとおりである。 

⑴ 漏 水 

ア 吐口が堤腹のとき 

    吐口の下にむしろ張りなどを行い堤腹が洗われないようにし、吐口が大きい場合

は、「月の輪工」を施す。 

イ  裏法（堤防斜面の居住地側）、犬走り又は堤内平堤のとき 

   「釜段工」を施すが、噴水・洩水が少量の時は、「土管」や底抜きの「たる」「おけ」

を伏せるか「導水むしろ張り工」を行う。 

ウ  表法（堤防斜面の川側）の吸込口の手当 

    吸込口を突き止めることが出来ればその口に「詰め土のう工」をし、この浮きど

めの押竹を施す。吸込口が発見出来ないときはその付近一体に「木流し工」又は「む

しろ（シート）張り工」を行う。しかし吸込口が塞がれない間は、決して漏水口を

塞いではならない。 

⑵ 表法（堤防斜面の川側）の欠け崩れ 

   ア  堤防が欠け崩れるときは、「木流し工」「むしろ（シート）張り工」で保護し、も

し欠け崩れが拡大して以上の工法で不安と思われる場合には、「築きまわし工」を

行って補強する。 

イ  堤脚や護岸の決壊のときは、「蛇籠入」「捨石」「枠入れ」「木流し工」「むしろ（シ

ート）張り工」を行って崩壊の拡大を防止する。 

⑶  天端（堤防の上面）及び裏法（堤防斜面の川側）の亀裂、又は欠け崩れ 

 ア  亀裂が浅いときは、亀裂箇所を掘り返して埋め戻し、十分に締め固めを行う。 

 イ  亀裂が深いときは、「折返し工」「控取り工」「繋ぎ縫い工」「五徳縫い工」などの

地縛り工法を施す。 

 ウ  欠け崩れに対しては、「五徳縫い工」「杭打積土のう工」「土のう羽口工」「力杭打

工」「籠止め工」などで防止する。 

⑷  溢水（堤防から水があふれる） 

 「積土のう工」「せき板工」などで積土のうが三段以上の場合は、止め杭（SB ﾊﾟｲﾙ）

を使用する。 

⑸  樋門（水門）等の漏水 

樋門の表に「月の輪締切」の詰土のうを施す。漏水の程度がその圧力を減ずればよ

い位の場合は、裏法側に「月の輪工」を行うものとする。
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資料５３ 水防標識・信号 水防 

１ 水防信号 

 警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 

警戒信号 

 

○-休止-○-休止-○-休止 

 

約５秒  約 15秒  約５秒  約 15秒  約５秒 

○  －  休止   ―  ○   ― 休止 ―  ○    

消防団員 

出動 

○－○－○－休止 

○－○－○－休止 

○－○－○－休止 

約５秒  約６秒  約５秒  約６秒  約５秒 

○  －  休止  ―  ○  ― 休止 ―  ○    

居住者の

出動 

○－○－○－○－休止 

○－○－○－○－休止 

○－○－○－○－休止 

約 10秒 約５秒  約 10秒  約５秒  約 10秒 

○ －  休止   ―  ○  ― 休止 ―  ○ 

避難信号 

 

乱  打 

 

約１分 約５秒  約１分  約５秒   約１分 

○ －  休止  ―  ○  ― 休止 ―  ○ 

  備考 ⑴ 信号は適宜の時間継続すること。 

     ⑵ 必要があれば警鐘信号又はサイレン信号を併用することも差支えない。 

 

２ 水防標識 

  水防作業を正確かつ規律正しい団体行動をとらせるため次の標識を定める。 

 

 ⑴ 腕章                    ⑵ 屯所の標識 

  

 

 

                 水 防 

        市 原 市 

 

 

 

              

 ⑶ 車両標識  

 

 

 

 

 

 

 

10cm 

17cm 

市 原 市 

90cm 

60cm 

水 防 

市 原 市 

48cm 

30cm 

白地に赤字 

青地に黄色字 

白地 

（赤字） 

（青字） 
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資料５４ 水防用資材計画一覧表 水防 

令和 6年 1月 31日現在 

水防用資材名 
単 

位 

水防倉庫名 
合計 

五井 五井第 2 南総 姉崎 市原 加茂 戸田 廿五里 

土のう袋 袋 9,000 4,800 400 150   150 0 600 15,100 

ブルーシート 枚 1,470   20 40   301 20 1,420 3,271 

縄 束 6 6 4 2   2 3 8 31 

鉄線 kg 150 200 100 100   75 100   725 

木杭（丸太） 本 45     30       20 95 

木杭 本 66 10             76 

SB パイル 本 154 500 450 220   200 47 300 1,871 

掛矢（かけ

や） 
丁 9 5 7 9   6 6 3 45 

鉄ハンマー 丁 30     5   3     38 

ハンマー 丁   7 2 2     3   14 

つるはし 丁 6 1 1     5 1   14 

鋸（のこぎ

り） 
丁 5 7 7 7     7 5 38 

スコップ 丁 154 59 50 65   46 30 30 434 

鍬（くわ） 丁 3 4 3 2   3 3   18 

鉈（なた） 丁 2 2 2 0     2   8 

ペンチ 丁 3 3 3 5     3   17 

鎌（かま） 丁 21 5 5 3     3 10 47 

斧（おの） 丁 5 2 2 2     2 5 18 

発電機 台 2 2 2 2   2     10 

投光機 台 6 2 6 7   4 2   27 

三脚 脚 4 2 6 8   6 2 2 30 

コードリール 台 2 2 6 8   9 2   29 

救難用ボート 艇 4               4 

救命胴衣 着 33     3         36 
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資料５５ 水門・ため池・排水機場等一覧 水防 

（１）水門 
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（２）排水機場・ポンプ場 

 

 

  



 

 

2
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（３）ため池・ダム  Ｃ：洪水調整  Ｉ：農業用水  Ｓ：都市用水  Ｎ：不特定用水、河川維持用水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）農業用取水堰  Ｃ：洪水調整  Ｉ：農業用水  Ｓ：都市用水  Ｎ：不特定用水、河川維持用水 

 

 

 

型式 目的
堤高
(m)

総貯水量
(㎥)

貯水調節容量
(㎥)

氏　名 住　所 電　話

養老川 西広堰 西広
フローディングタ
イプ全可動

Ｉ 4.00 五井連合土地改良区 別冊による 別冊による 別冊による

〃 廿五里堰 廿五里
フローディングタ
イプ全可動

Ｉ 2.12 東海千種土地改良区 〃 〃 〃

今津川 道面堰 今津川
鋼製ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ
（電動）

Ｉ 1.45 　　　　　　〃 〃 〃 〃

戸田川 水神堰 馬立
鋼製ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ
（手動）

Ｉ 1.10 水神水利組合 〃 〃 〃

操　作　管　理　者

管理者

貯水池緒元

河川・海岸名 施設名 所在地

堤体緒元
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資料５６ 水防顛末報告 水防 
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